
・長崎は、日本の社会とその歴史にとって、又、世界の社会とその歴史にとって、重要な

役割を果たした、又は、果たしつつある都市です。

・私達は、都市長崎の現代の役割について、日本の社会とその歴史にとって、又、世界

の社会とその歴史にとって、重要な役割を果たした、その歴史とその事実を、長崎市民

及び日本の人々及び世界の人々に、発信し、理解を求める、よって、人々に我が国の歴

史の正しい理解を求めることは、長崎が現代に於いて果たしつつある人類の存在に対

する役割のうちの最も重要な責務のーつである、と理解します。

・私達は、遺跡は、人類の誕生と共に形成され始め、人類の誕生以来、連綿と形成され

遺存し、又、人類の人体の延長としてその一部とも考え得る、歴史的な人類の存在その

ものの存在と捉え得る存在と理解します。

・私達は、遺跡は、人類が、人類自身を観察し、理解し、又、考える、その最も重要な契

機のーつを、人類に与える、と理解します。

・長崎は、全体が遺跡です。

・遺跡は、当該歴史に係る事実そのものです。

・遺跡は、人々に、その歴史と遺跡が事実である、との理解を確実なものにします。

・遺跡は、私達が、その歴史と遺跡が、お話ではなく、事実であるとの認識を捉え得る契

機となる、最も確実な存在です。

・人々が、遺跡を、意図的に破壊し、又、移築し、又、部分的な存在に変更すれぱ、その

遺跡は、その歴史ではなく、その遺跡を破壊し、又、移築し、又、部分的な存在に変更し

た人々の意思を指し示し、物語る、最も確実な存在となります。

・手厶達が、遺跡を見るとき、その遺跡を、意図的に破壊し、又、移築し、又、部分的な存

在に変更した、その人々の意思を確実な理解のもとに認識したい、と望み期待する、そ

の様な人々が果たしているでしょうか。

・手厶達は、私達が、遺跡を見るとき、遺跡が、その遺跡を、形成し、遺存した、その歴史と、

その遺跡が事実である、との理解を確実な認識にしてくれることを望み期待して、その

遺跡を見る筈です。

・私達は、人類が、その土地に係わるとき、私達人類には、その土地の遺跡を、現状の

まま事実のまま保存し、後世に継承する、との、その土地に係わる上での権利と責任と

義務が、他の生命や地球環境への配慮を留保しつつ、存在する、と理解します。

・私達は、長崎市に住む人々、又、長崎で業務を行うひとびとは、遺跡に住み、遺跡で業

務を行うことについて、遺跡に住み、遺跡で業務を行っていると自覚し、自らの行動のう

ちに、当該遺跡を保存して継承する権利と責任があり、当該遺跡を保存して継承する義

務があると自覚し、当該遺跡を保存して継承しなけれぱならない、と理解し行動しなけれ

ぱならない、と理解し、長崎市民に、そう行動するよう要望します。

・私達は、長崎市に、長崎市民に対して、遺跡に住み、遺跡で業務を行っていると自覚し、

自らの行動のうちに、当該遺跡を保存して継承する権利と責任があり、当該遺跡を保存

して継承する義務があると自覚し、当該遺跡を保存して継承しなければならない、と理

解して、そう行動するよう促す事を要望します。

,私達は、人類の活動の場に遺跡が存在することは、私達人類のその活動の場に、人

類の生命の躍動としてのりズムの内の最も重要なーつを体現する、と期待し理解します。

・私達は、私達の日常生活の内に遺跡が存在することを重視します。 〆

都市長崎と遺跡
2側8年(平成30年)6月6日水曜日養生所を考える会代表池知和恭
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1.養生所以前[唐人屋敷の裏山の病院](可能性として)

(1)自安政四年(1857年)第二次長崎海軍伝習によるボンぺ来崎

(2)至:文久元年(1861年)養生所竣工

2.養生所以降[養生所/精得館/長崎府医学校及び病院等、梅毒病院等]

(1)自文久元年(1861年)養生所竣工

(2)至:①医学校域:明治35年(19侃年)頃長崎病院の浦上山里村移転

②小島病院域旧召和28年(1953年)頃

生所(

養生所/(長崎)医学校等遺跡の概要
(旧長崎市立佐古小学校地とその外周道路を中核として)

2018年(平成30年)3月16日金曜日養生所を考える会代表池知和恭
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皇呈、の

西グ.島ブア目、西グ、島2ア且禰田敗館内町、籠町、船大工町、寄合町、道路随路を含む一帯

生F (

Ⅲ

1."(左古の丘の地形"2."中核区域"3."運用区域"4."関連区域"信羊細卿孫氏)

生所(

IV

1."佐古の丘の地汗多"

(1)ボンぺが建言する近代西洋病院運営の仕組(system)としての自然の地理と地
形と環境の状態をよく遺存します。

(2)一帯に近代及び近代以前の人類の活動の痕跡をよく遺存します。

2."中核区域"

(1)唐人屋敷の裏山の病院との人類の活動の痕跡を遺存する可能性があります。
(2)養生所/(長崎)医学校等に関わる人類の活動の痕跡をよく遺存します。

3."運営区域"

(1)養生所/(長崎)医学校等に関わる人類の活動の痕跡をよく遺存します。

(2)近代及び近代以前の人類の活動の痕跡をよく遺存します。

4."関連区域"

(お養生所/(長崎)医学校等に関わる人類の活動の痕跡をよく遺存します。

(2)近代及び近代以前の人類の活動の痕跡をよく遺存します。

5.文献/図像資料との照合
(1)遺跡の時代の当事者による恐らくは当該事業の重要性の認識に基づき意識的

に記録された詳細な文献資料及び図面や古写真等の図像資料が、時間軸上連続した
又範囲において一体である当該施設の一定の実態把握にとって必要十分な種類と数量

に於いて知られ又収集されて存在します。

(2)当該事業創建時以降順次整備された地上遺跡の考察と長崎市による埋蔵文化

財の発掘等調査により、部分的乍ら遺跡としての実態が明らかにされつつあります。

(3)1V-5-(1)及び(2)より、私達は、当該遺跡について、情報と認識において、良

好な精度で、当該遺跡の当時の敷地の拡張と施設の整備の実態に対して、時代を追っ

た展開を再現することが可能です。

6.当該遺跡の"中核区域"の実態

Ⅳ一5-(わ及び(2)より、当該遺跡は、世界遺産条約履行において再建することが

例外的に正当.化される"憶測の余地のない再建"によって当該遺跡の"土地の造形"に

於いて提示する本源的価値を回復可能である程度に良好な状態を遺存しています。
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V.養生所(

1.文化財保護法上の文化財としてあるべき位置付け

a)「記念物」ー・[我が国にとって歴史上又は学術上価値が高い遠跡]
当該遺跡全体/地上の遺跡/土木造成と建築の痕跡<「埋蔵文化財」を包含>

(当該:縄張と曲輪:平面、法面、斜面、石垣、土羽、整地、荒地、道路、造成痕等)
(当該:建築基礎/石塀/井戸痕/用悪水路/火の使用痕/塵処理痕等)

(2)「埋蔵文化財」ー・[土地に埋蔵されている文1丘財]
当該記念物の地下部分ソ地下遺構と遺物<当該曙己念物」に包含されて存在>

(3)「有形文化財」,・・[我が国にとつて歴史上又は芸術上価値が高い有形の文化的

)医゛叫交

所産にれらと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに

晝古資料及びその他の学術上価値の高い歴史童料」
(当三支江戸期の礫石と平石等より成る特徴ある建築基礎を創造的建造物として)

●「記念物」と「埋蔵文化財」と「有形文化財」ほ其々異なる概念です。

●「記念物」と「埋蔵文化財」と「有形文化財」は其々個別の考察と評価と取扱いが
必要です。

2.文化財保護法上の保護の措置の現状

a)「周知の埋蔵文化財包蔵地」/当該遺跡の外周道路を除ぐ'中核区域"

(2)「長崎市指定文化財V小島病院域
●遺跡全体に対して部分的な区域の保護の措置に留まります。

●私達は、現在の保護の措置に於いて、時代や施設発展の実態に対し時間軸上
の連続性と範囲上の一体性について一貫性が希薄と感じます。

●私達は、正しい歴史と遺跡の理解のために、時代や施設発展の実態に対して、
時間軸上の連続性と範囲上の一体性について一貫性のある保護の措置及び整備及ぴ
公開及び活用が必要と考えます。

虫1ハの文化口 聲去上の位智寸けと現状

Ⅵ

1.遺跡の調査について (私達は、長崎市に以下の為の措置を要望します。)

(1)発掘等調査により広範囲高精度に遺跡の実態を把握する事。

(2)周辺の旧市街区域について遺跡として調査し保存し整備する事。

2.文化財イ呆三董j去上のイ呆1董の1昔置に於いて(私達は、長崎市に以下の為の措置を要望します。)

当該遺跡について、当該遺跡の全域を「周知の埋蔵文化財包蔵地」とする事、"中核

区域"を中心として、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「登録記念物」とする

事、文部科学大臣が指定する「史跡」又は吽寺別史跡」とする事J工戸期の特徴ある礫と
平石による建物基礎を地下の創造的建造物として文部科学大臣が指定する「重要文化

財」とする事、当該遺跡を含む周辺の旧市街区域一帯を文部科学大臣が選定する「重

要文化的景観」又は市町村が定め都道県知事が同意する「伝統的建造物群保存地区」
又は文部科学大臣が選定する「重要伝統的建造物群保存地区」とする事。
3.文化庁の政策に於いて (私達は、長崎市に以下の為の措置を要望します。)

当該遺跡を包含する遺跡群を文化庁が認定する「日本遺産」とする事。
4.世界遺産条約上に於いて (私達は、長崎市に以下の為の措置を要望します。)

世界遺産条約履行において、世界遺産委員会が暫定りスト及び締約国により提出さ
れる登録推薦書に基いて、条約のもとで保護すべき顕著な普遍的価値を有する文化資
産を認定し、世界遺産一覧表に登録する事、に合意し、登録を実現する事。
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VI{

1.「埋蔵文化財包蔵地」として

養生所/(長崎)医学校等遺跡全域の地下に「埋蔵文化財」の包蔵が推測できます。

2.「記念物」(遺跡)として(歴史上及び学術上価値/事象と存在)
(1)日本で最初の教育病院を附属した医学校です。

(2)医学伝習と共に日本の近代西洋医学の始まりであり、日本の現代医学の唯一

の直接の出発点であり、日本の全ての近代西洋医学と現代西洋医学の事象を記念して

表象します。

(3)養生所の病院は、ポンぺのユトレヒト陸軍病院に起源する構想により、トローエン
が設計したと聞きます。

(4)ポンぺは、養生所の病院の立地について「建物は新鮮な空気が絶え間なく入っ

てくる開裕の地に建てるのが良い。例えぱ、小高い丘陵に設置するのが望ましい。(風
や空気の流れのない狭艦な街路に設置してはならない。)病院は街の外にあるのが望

ましい。しかしながら、あまり遠いと病人の運搬に困難が増す。病院は水の便を念頭に
おかなけれぱならない。病院は非常に沢山の水が使用されるので、.あらゆる場合に、病
院にはいつも豊かな、良質の新鮮な水が供給されなけれぱならない。」と示し、病院の
建築基礎について「建物全体は、地表からおおよそ、半ネーデルランドエル(注:約50C

m)の高さの基礎の上に建てられねぱならない。この基礎は、充分乾燥した砂にV4量
の充分に粉砕した消石灰を混ぜて、しっかりつき固めてつくるのが最も良い。この基礎
の上に建物の建築を始めることができる。」と示しています。(「衛生土官、」h".J.L.C.ポン

ペ・ファン・メールデルフォールトによって考案された病院のための計画書」ー『病院建築の計画
史的研究』新谷肇一昭和印年9月20日受理有明工業高等専門学校紀要第22号)

(5)手厶達は、ボンぺが示す建築基礎への消石灰の使用について、長崎地方の「天川
石灰」の技術が示唆を与えた可能性を安易に否定できないと考えます。

(6)手厶達は、『長崎医学校第十二敷地建物略図明治十五年現在』の「第五教場・第
六教場」の建物は、文献資料及ぴ古写真及びProf. H鮎men Beuk6rSの1是示する

資料より、明治三年から明治四年頃に建設されたと推測するへールツの居宅である蓋

然性が高いと考えます。

(フ)私達は、養生所の病院の建設以前に於いて、養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の病
院付近に[唐人屋敷の裏山の病院](『長崎歴史文化基本構想平成27年3月長崎市』資料
編資52)が存在した可能性があると考えます。

私達は、養生所の病院の冠木門と位置が合わない垂直埋設の瓦敷遺構、養生所の病院
の冠木門一帯の柱穴痕、小島病院敷地東部に検出された南北方向の石垣遺構等につ

いて、[唐人屋敷の裏山の病院]の痕跡である可能性を安易に否定できないと考えます。
(8)近世後期の江戸幕府による"日本の開国"を記念して表象する日本に遺跡として

ほぼ唯一遣存する貴重で且つ重要な遺跡です。

(江戸幕府は、日本の開国に際して、長崎海軍伝習を実施して近代海軍を創設し医学

伝習が成立し長崎製鉄所を建設し、欧米に使節と留学生を派遣し、日本の開港に際し
て、開港地に外国人居留地を造成し、並行して関東地方で海軍拠点と陸軍拠点を整備
し又横浜製鉄所/横須賀製鉄所を建設運営しました。

江戸幕府の日本の開国に際する施策、又、自然科学と科学技術の取扱いに係る施策
のうち、「有形文化財」(建造物)や疇己念物」(遺跡)として現在に遺存する文化財は、ほ

ぽ、養生所/(長崎)医学校等遺跡のみに限られると考えられます。)

( 3/4 )

生所(
ー.、'ー

遺跡一文化,として



(9)東アジアで最初の教育病院を附属した医学校といわれます。
(10)上海の例に続く、東アジアで二番目の慈善病院といわれます。

(11)私達は、当該事象が、世界で最初の、西洋文明圏以外で西洋文明圏からの近

代西洋医学とその教育と病院の導入が現代の医学に連続して自律的に発展した事象
の可能性がある、と考えます。

(12)日本の、日本開国と連続する明治期の近代国家/国民(民お知国家形成と国家
としての独立の維持は、世界の人々に、初めて、西洋文明諸国以外の国家や地域と

人々にとっても、即ち、地球上の全人類にとって、"人類の個人の自由"の再発見と"自

然科学の取扱い(探求と応用)"と当該事象による自律的な人類の福祉の向上が可能で
あり、それが、全人類にとって普遍的である可能性を世界に示して証明しました。
(グローバリゼーション(Globalization)の基盤となる現在の"世界モデル")

長崎海軍伝習と医学伝習から養生所/精得館への展開及び長崎製鉄所の建設と運営と
明治期以降への継承と発展は、その取組みの始めであり動力であり象徴です。長崎海
軍伝習の当初より自然科学を重視し、養生所を精得館と改称して自然科学の取扱いの

専門施設である分析窮理所を開設したことは、当時、日本人が自然科学の取扱いの可
能性を自覚した証です。

a3)私達は、当該遺跡に於いて、遺跡としての本来の在り方のーつである土地の

造成の痕跡である"土地の造形"について、当該遺跡の資料と遺跡の実態の双方の照
合により、世界遺産条約履行において再建することが例外的に正当化される"憶測の余
地のない再建"が可能です。

私達は、この再建は、当該遺跡の本源的価値を回復する、と理解します。
(14)養生所/(長崎)医学校等遺跡の本源的価値について

①私達は、当該遺跡が、日本及び東アジアで最初の教育病院を附属した医学校として、
又、世界で最初の西洋文明圏以外で近代西洋医学とその教育と病院の導入が現代の

医学に連続して自律的に発展した事例として、後の又は他の医学校及び病院との比較
等において、遺跡としての大きさや構成、施設整備拡張の過程が、"日本の医史学上の

標準原器"又は"世界の医史学上の里程標(M引kmal)"として存在し続ける遺跡である、
と理解します。

②私達は、養生所/(長崎)医学校等遺跡、就中、分析窮理所の存在が、"人類の個人の
自由"の再発見ど窟然科学の取扱い"と当該事象による人類の福祉の向上力赴也球上

の全人類に普遍的であるとの現在の"世界モデル"の端緒であることにより、現在の地
球規模の当該"世界モデル"そのものとその形成の歴史を記念して表象する世界の「記
念物」即ち世界文化遺産として、存在し続けて、日本と世界の人々に、人類の過去を提
示し続け、現在の在り方を認識させ続け、未来の在り方について示唆を与え続ける遺跡
である、と理解します。

(15)私達は、当該遺跡が、日本人とオランダ人その他の当事者の協働の結果であ
るとはいえ、日本で唯一の専らにオランダ人(医師ボンペ)の創造性に発する事業による
遺跡である、と理解します。

3.「有形文化財」(建造物)として

私達は、江戸期の礫石と平石等より成る特徴ある建築基礎を、ボンぺ及びトローエン

他のオランダ人と日本人の関係者達の協働の創造的建造物と、理解します。

( 4/4 )

以上



改訂2版:2018年(芋成30年)5月13日日哩日 1

私達は、当該遺跡の範囲について、下記(1)'Υ左古の丘の地形"(2)"中核区域"(3)"運用区域"(4)"関
連区域"よ嚇茸成されると考えます。

( 1 )

[現在の西小島1丁目、西小島2丁目、稲田町、館内町、籠町、船大工町、寄合町、道路/通路を含む一帯]
,ポンペ・ファン・メールデルフォールト氏は、養生所の建設にあたってその建設場所について「新鮮な空気
が通る、清潔な水の豊富な小高い丘の上で、街の外であるが病人の運搬に便利な場所」と献策しました。

,私達は、ポンぺ氏の長崎での病院建設への献策は、当時の世界に於ける又は長崎に於ける諸状況の下

に近代病院運営の体系/仕組(sy5tem)として提言されたと理解します。
・当該遺跡の立地は、ポンぺ氏が示した献策に一致する態様を具えています。

・手厶達は、当該遺跡の立地である"佐古の丘の地形"を、当該近代病院の運営の体系/仕組(sy5tem)を具
体化する実体として、当該遣跡の要素であり、当該遺跡の範囲と考えます。

・"佐古の丘の地形"は、大規模な開発事業による大規模な破壊がなく、当時の状況を良く遺存しています。

養生所/(長崎)医学校等遺跡の範囲
2m8年(平成30年)2月27日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

生戸( )゛、交竿'皇跡が立冒する

(2

[現在の西小島1丁目の旧長崎市立佐古小学校の敷地及び外周道路(市道西小島稲田町1号線、市道西

小島2号線、市道西小島館内町1号線、市道稲田町6号線、旧病院敷地の東道路及び南道路)及ぴその南
部の西小島2丁目の一角及び可能性として長崎市道稲田町6号線の北部でその西に隣接する稲田町のー
立儲

〔長崎市西小島佐古16番、15番、14番、14番・2、17番・2、17番・4、18番、2、1106番、その外周道路
(17番・3、18番・3を含む)、59番・2、 59番・3、 59番・4、可能性として長崎市稲田町44番の一帯〕

・江戸期の養生所(病院、医学所)、精得館(医学所、病院、分析究理所)、明治期に入り長崎府医学校(及
び病院)を経て第五高等中学校医学部とその分教場(第五高等学校医学部、長崎医学専門学校の時代を
含む)、明治期の梅毒病院から昭和期の小島病院へと推移した建物敷地及び当該敷地に接する又は内包
する当該施設に由来する道路。

・一帯の西部にへールツの居宅である蓋然性が高い平屋建洋館を含み、一帯の東部の二階建洋館も医学
校関係者の居宅である可能性があります。

・この状況は、遺跡の地上遺構、文献資料、複数の医学校の図面、複数の精得館から第五高等中学校医
学部とその分教場、梅毒病院から小島病院の写真より理解できます。

"ヘールツの居宅1こつし、て{ま、 prof. Harmen BeukerS 力斗是示する De Betaafsche Leeuvv, Ams

terdam,1987-Teacher among th6 σapenese-Letter by Dr. K.^. Gratarna corlsiderin

宮 his stey in Jepen 1866-1871-130P 1871-"Tuesday, May 11 及び a letter (by E$
Oh6r) 23.09.1873によりその蓋然性が高いと理解できます。

生戸(

の丘の地形

゛ニ、 J. ^

の ,区

3

[現在の稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯]

〔長崎市稲田町39番、40番、41番、42番、 43番、44番、45番、46番、47番、48番、49番〕
・菜園と果樹園と初期の体操場とその付帯施設として運用されたと推測する一帯。

・この状況は、慶応年間の複数の精得館の写真、明治四年頃の医学校の写真、明治10~11年頃の医学
校の写真より理解できます。

生F (長討

(4)

ー"1

[現在の西小島1丁目と籠町と船大工町の旧大徳寺境内峠.兆壯岻梅香崎天満宮と大楠神社及び大楠一帯]
〔長崎市西小島町佐古1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、籠町の一音田

・振遠隊墳墓地、明治三年から明治四年英医ニュートンが梅毒病院を運営、エッシャーが冑身の日記でー

帯をスクールガーデンと言及、佐古招魂社(梅香崎墳墓地)、勳使坂■鳥創2年に大徳寺庫裏跡一帯に長
崎病院が竣工(大正期に橋本大徳園として整備し公開)した区域。

'医学校関係者が一帯を親しむ様子は、P地f, H引men BeukerS が提示する Dia四 of Esch引及
び a leせ引(by Escher) 23.09.1873 により理解できます。

・古写真の大徳寺跡一帯の木陰に時期によりいくつかの洋館である可能性がある映像を確認できます。
これが洋館であれば医学校関係者の居宅である可能性があります。 〆

生戸(

皇呈、の"運用区域

大 ゛ユ、 J-

X '生呈、の 連区域

( 1/1 )



"Geerts' house"と"scho01今arden" 1こつし、て
Prof. Harmen BeukerS の1是示^ ^

養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存・保護・整備・公開(旧長崎市立佐古小学枝地とその外周道路を中核として)にっいて

2m7年(平成29年)7月25日火曜日
養生所を考える会代表池知和恭

ノνレメン・ボイケルス教授力斗是示する 3 1e壮er by Escher 23.09.1873 と hi

S dia四のオランダ語原文の記述、及び、Dinsda昌下IMeΠ971のオランダ語原文の
ハラタマの書簡の記述、に対する各英文訳は、以下の通りです。

bls sta

"2016-6-22 From prof. Harmen Beukers

亜■■■■

( 1/1 )

1. from the Dia

In the schoolgarden Is a holy cemphor tree of large size;a pithere

Cturesuque S1菖ht

2.from a letter (b

Geerts...,.、Nho lives on a hi託 next to his hospital,from vvhere one ha

S a b6autiful vievv on the roadstead and C辻y. Th6 main entrance is

Very broad staircase vvith terrace and ternples on both sides shaded

by very・heavy and ourved pines and camphor trees, one of vvhltch, t

hat has a particular h6avy and extended leaf canopy,1S consldered s

acred by the Japanese"

3. De Bataafsche Leeuvv Amst6rdam 1987

Of Escher;

Ja
.

In an

Escher) 23.09.1873

Teacher arnon

Le廿er b

130

Tuesday, May 11

in the Mornin邑, Mansvelt comes to plck m8 UP. vve visited Toubrlnk,

Hartmans, Bohiens and the hospltal as vveⅡ as the、1aboratory. ●尋■

The house of Geerts is very nicely located,1n the middle of a mlnla
,,

ture botanica1 昌arden. ■■■

私達は、以上より、1871年畔醐にはへールツが研究所に等しい病院に近いと推測でき
るとても素敵な場所に位置する小さな薬園の庭園に囲まれた住宅に住んでいたこと、1

873年畍御ヘールツリ、ウスは、彼の病院の隣にあること、港の停泊所と市街を望む美

しい風景を伴っていたこと、玄関はテラスを伴うとても広い階段であること、又、旧大徳

寺境内や庫裏の一帯、即ち、松と楠の木立で薄暗い梅香崎神社と大楠神社、聖なる大
楠の一帯、の様子力靖舌題になっていたこと、旧大徳寺一帯が、.cho01宮討don と認識
されていたこと、ハラタマカや1871年5月眺畔,に長崎を再訪したこと、が理解できます。

以上

1871

Dr. K. W. Gratama oonsiderin

the Ja anese

1866-1871

,
.



『長崎歴史文化基本構想平成27年3月長崎市』
に於ける近代西洋医学に関わる記載

2018年(平成30年)3月16日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

1

『長崎歴史文化基本構想』平成27年3月発行長崎市編集長崎市経済局文化観光部文化財課

1.長崎市の文化財の把握一・記載なし
2.長崎市の歴史文化の特性一・記載なし

3.長崎市の関連文化財群

0)長崎市の歴史文化の特性一・記載なし

(2)関連文化財群の設定

①関連文化財群の設定の考え方一・記載なし

②関連文化財群のテーマの設定・一記載なし

③関連文化財群のテーマ概要
表2、力関連文化財群のテーマの概要(4/5)
長崎市の歴史文化の特性 G近代化の先進地

関連文化財群のテーマ G-1近代化の黎明

サブテーマ●鳴滝塾と医学伝習

●西洋砲術の研究・開発と海軍伝習
●活版術、天文学、写真術等の多様な分野の近代化

概要幕末の長崎には、海外から最先端の西洋技術や情級がもたらされ、それを求める多くの人が全国から集
まった。長崎から発信された西洋科学やその思想は、やがて、様々な分野において時代をりードする原動力となり、日本の近代化
につながる基礎を築いた。

2音

歴文化

の歴文化の

相の割皇と

車文化

ー・記載なし

1,

2,

3.

4.

5.

長崎市文化財一覧一・記載なし1,

2.歴史文化遺産等の調査結果一・記載なし
3.関連文化財群のテーマの概要

長崎市の歴史文化の特性 G近代化の先進地
先

関連文化財群のテーマ Gーマ近代化の黎明
概要

幕末の長崎には、海外から最先端の西洋技術や情報がもたらされ、それを求める多くの人が全国から集まった。長崎から発信
された西洋科学やその思想は、やがて、様々な分野において時代をりードする原動力となり、日本の近代化につながる基礎を築
いた。

●鳴滝塾と医学伝習

文政6年a8お年)にシーボルトが来日し、翌年に鳴滝塾が開かれた。鳴滝塾には、シーボルトの評判を聞き、多くの医師たちが

日本各地から集まった。シーボルトは、こ二を患者の治療や、門弟に対する医学・科学教育の場として、そして自らの日本研究の
場とした。各地から集まった多くの門弟達は、ここでヨーロッパの進んだ学問を学び、やがて、その門弟達によって科学的な思想
や西洋の新しい学問が日本各地に伝わっていった。

また、安政4年a85力に実施された海軍伝習の第2次伝習教師団には、幕府の医学・博物学の教授招集の要望を受けて軍医
ポンぺが派遣された。同年宋には幕府から派遣された医師松本良順の援助によりボンぺの請義が始まり、大村町に医学伝習所
が開かれた。翌5年夏、長崎から大流行したコレラにポンぺは防疫や治療に当たり、その貢献により十善寺郷の唐人屋敷の裏山
に病院が建設され、さらに小島養生所が開設された。

小島養生所は、裂が国初の近代的なヨーロッパ式の病院、医学校と呼ぱれ、その後も精得館など名称を変えっつ医学教育が行
われており、長崎は近代医学の発祥地として、その発展に貢献した。
●西洋砲術の研究・開発と海軍伝習

3

歴史文化遺産の保存・活用の現状と課題一・記載なし
保存・活用の基本方針・一記載なし
歴史文化保存活用区域一・記載なし

保存・活用の体制整備,一記載なし
今後の課題一・記載なし

の歴

関連する主な歴史文化遺産等

有形

医学関係:シーボルト宅跡【国指定史跡】、小島養生所跡、医学伝習所跡、シーポルト関係資料【重要文化財】、シーボルトの医療
器具、シーボルト瀉血手術図【国認定旧重要美術品】 等

その他

近代化に関連する人物.シーボルト、ボンぺ、ボードウィン、ハラタマ、マンスフェルト、松本良1慎・ー
関連資料館・展示館 〆

化 の ・一記載なし

( 1/1 )

...

●活版術、天文学、写真術等の多様な分野の近代化
●■■
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腎学校境内全圖」

9年5

9年7~8 査

29年8月調査 r

理所石垣ライン

田呼

,11ミ、
-0

分析究理所建物遺構及ぴ敷地石垣検出状況'"

A3紙サイズをA4紙ザイズに縮小しています)

斐生所八長嫡)医学牧卸掘井の案内
20,7年ι乎雇29年玲月24日日曜日

妻生既妄考える会代表池知和恭

,q

※
現
地
見
学
を
ご
希
望
の
方
は
、
本
紙
連
絡
先
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

私
達
は
、
現
地
見
学
を
ご
希
望
の
方
が
集
ま
れ
ぱ
、
長
崎
市
に
見
学
の
申
し
入
れ
を
致
し
ま
す
。
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日
程
、
案
内
者
、
見
学
コ
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ス
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
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改
め
て
、
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し
ま



、'

1.^

^

、

;:』'...り゛五●、J..1."'』

、. J、

^1■"

^、'"

ル

、

処

等 1.0
*゛0

嚇泓'＼奉

r

゛

、

゛つ
(タ

゛
ゞ、

..ーー

J .'二1

抽ゑ

".、;
゛.、、

色速

X

゛

'圏

9、・

、

イ」・ニ、ニ

.

凱嵩燕

漣、、

傑侭

.、、

Cム

候

'1

、リ宅

、

IP,丁円、、乍,J.゛ J,'"イ',,:0コ':'

舎ι訣1凱恐

熊

浮秋

ー、鰍〆W゛

、
、
、

;,'
1 11

、

.1

、、

、

、

、、、

、

¥'
＼

輩

、.

^d

゛

ν,.、:、'":^
,、゛.、、、'

、凡

1斗
、、
叉り

"',・工ずー;"ト、"
.゛染,'・・',・

゛...ーー气.ー、阜.1

r'.・、、=.ー.・之

時ιゞ!f '¥'、,_・

、,」.,、ー,舮..闇●ゞ'."、

'L.)、...、...'.゛.1岡.・
.甲^.弔、^...、、.

.' J ii ・'、、、..'.

'..,゛・・、・・、・・、、..、、, 1 、"_..ー'ー、、..、
...、」(,ト.、.・、" 1 '¥."、,.、.:",..、..'、、

..'"!・ f /il!、.、.1 1・・、、、1 1't、'、'.,、、・・'
、"、ー、・・.、・..11 ,・、1・、ー.・・・""・・,1、、'.、・

,、 111{、 jii f1 1・A"1、、、'fl
,!、,t ,,.."、. 1 T ;1 、".j 、・

....

芹、ーー→、

゛

¥才ゞ
J§

冒■

'耐

コ長゛

、,.',/
0,

.鬼

」.

・、・凡゛
..イ゛

゛,

.^^

.」

咲
念

,、
吐

'冒"」'ι'り'ーちJ'ゞ、゛1.ゞ'.凡,」、晶,1、』脚.E.UJ.'呈'MIJ山●'、゛.■1^ム「-1UI、^Ⅱ●、"レフ.丁1サ1闡、●」.""晶,ー.-J.;1.1,:UJ'r.1J.1イ、●"="n.r.π,゛1、J:、A甲'.,./J.;1,上....'、..り、.....,.

.ト.
、、.、

・ゞ卦.

、 q卓1"ブ#F".",..
.1主1、

ψ

、
.
明
.
ニ
゛
、

゛

,
.
、
、

、

1
西

、
、
:
盲

ー
、
'

亀
1
、
゛

ー
ー

゛
゛
ー
、
、
,

:
、
甲

ー
ー

、
L
1
一
入
'
ー
、
^
^
.
、
ー
,
い
ー
ー
、

ー
ー
、

、
y

J

.

.

を

ι
'

一
一

一

式

轟
一
.
ー
,
、

'
ー
ー

奪
ノ

タ
名
凱
、

、
、
ず
篭

一
、
、

{
・
、
.
、
X
、

ー
、
ー
、
 
i
＼
一

ー
、
'

ミ
ー
ー 、

.
冒
"
■
 
1
.

ー
ー
、
、

、
、
、
ー



,゛ r冒,■,.J リJ冒.■一'J'..、、冒U.:.甲」゛ー..,Y O、,,゛

島

1.
号

".ι"『'エニ',1見'"1NI"ン」゛",:ー'.、'.、J.'1』. U七JL,.,:J=●冒、、'.司!.'4.JI゛....サ」.゛乳り,、1咋lt.."1、.鼻ξ,R、、,Π、判"イ゛1乳,:.Tt.」」,1、,...,、,一鬼L、1..

1 、'ミ

Ξ110イーt.^.、'1.子'uf 直→→他',、.U:,.、■,J 、

、

ゞ゛:'

゛
J■

t'

゛'
■゛

ι1

1'

'ヅ"
、

、、 1.、、.、;
.さ'

、、;.ゞ1、..ー

゛.

..ゞーキ..皇冒J.Ξ 1'%、冒:.耳、."克冒1冒■=.,{、゛゛.」.一易、甲'イ、■1・..

J,、%、 1 ^S'
">、.Y゛゛ご、. Xふ

.'..'甲、..,'、、、'、.."星う
... 11、、、ケ_゛""."゛ー'、

.. J卵軍

_、・゛・'、・'、、>

.:、' 1:)゛、ノ

コ'、、、J ●'.、ー゛'゛1

・、・・'・、・・'・"ιM

.■弔ト";、先,..

、■冒■.圏、■.◆■、^

1

、

,、'...

■'.

鬼

・辻
勺

弓ゞ
tとへ

.

、

、

、

゛

ムr ゛匁'
ゞ・巡、、*

迦0、ξ゛義
●゛＼ゞ1、'、,
働劇一

'声
→ず

,."゛

゛、

■^
^.

゛炉ψ゛
.

P

ー゛

J

制需い

乢

魯

、

^

風

^

」

＼

メS

P.

にノ、

、゛

、、

,゛

@
@
')合

d雫
、゛.、

今゛
'都

゛、

¥」

炉

,.

田

1゛

抄

口
、゛

小

、゛

田

、

'

゛

.
゛
、

宝
1

.
、

.
、
風
■
キ

、

1
雫
弔
■

゛
し
加

.
三
一

.
、
.
、

、
、

.
f
・
・
"
y
h

~
、

ノ

、
直

.
、
.
.
.

、
:
三
 
W
 
.
、

、

H

~
、
,
.

ゞ

オ

.
'
T
.
、
.
斗
、

0
ず

゛
、
〒

.

.
、

一
π
.
ー
,
i
、
、
、

器

二一
一

~
、
一

1
Ⅱ
イ
・
ー
、
 
J
、
弍
一

ー
、
.
、
、
.
、
.
゛
1
§
 
1

一
"

ー
'

、

ー
ー
ル
.
』

,
'

゛

、
.

一

ー
ー
早
ユ

』
1

'

1

.
雫
.
゛
'

.
雫
・
'

ゞ
'
゛
゛

゛
゛
W

゛
,
斗
ト

"

、
、

〆
゛
゛

゛
恐
＼

普
゛
゛

、
゛
太
ざ

゛
,
*
"
ゞ
・
,

凱
.
、
田
A
 
゛
一
へ

3
、
<
、

.
,、

魯叡゛゛
,
.
ナ

■

さ

、
、

よ
1
U
↓
,
.
、
ー

.

.

.

゛
.
羊
.
ー
、
1
t
^
ι
'
生
"
Ξ
.
、
、
^

、
、
、
^
ー
;
ー
、
、
,
1
■
.
、

^
^
、
、
J
/
L
1
、
、
,
ー
:
.
!
;
'
゛
い
.

エ
、
.
、
、
 
N
 
/
、
"
.

一
＼
"
、
、
.
、
、
.

冒
■
■
■
■
弔
,
.
」
、
、

J
才
三
工
,
、
、
.
§
、
.
ー
'
■
1
 
冨
'
 
J

゛

;
.
闇
北

"
e

、

い
い
一
 
1
,

"
1
 
一
 
r
.
、

、
L
イ
、
:

゛
.
k
.
で
、

:
リ
ー
、
言
 
n
 
』
 
J

.
、
■

凸
、

"
.

一
門
.
、
、
、
、

"
^
、
、
τ
、
ー
ー
、
§
k
1
、
、
、
ー
:
、
、
:
、

、
、
゛
一
■
.
■
、
■
、
、
.

岡
弔
い
.
、
.
冒
、
ー
゛

:
.
 
H
 
1
 
、
〆
、
,
.
一
.
、
'
、
.

゛
ー
、
●
「
:
三
三
.
り
、
、
、
.

.
"
.
 
r
」
1
 
U
 
●
■
:
、
.
、
、
.

υ
:
:
、
:
,
+
:
一
、
 
J
1

"
 
t
、
:
『
、
:
.
 
E
§
 
N
:
三
司
闇
,
一

^
.
」
■
:
、
、
ー
,
、
"
1
 
含
.
Ξ
,

ー
、
■
、
,

'
.
.
冒
一

ー
.
、
气
三
、
、
ー
'
゛

{
,
ー
、
ユ

冒
.

0

.
4

一
田

、
一
・
,
一
【
,
・
'

、
.
、
゛
ー

●
、
ー
.

、

゛

、
J恐

(

し

立

岩

ノ
ノ＼

、

J

、
,
、

゛

゛

●
●
t
.
■
§
、
N

.
」
:
ー
、
●
 
1
 
ι
、
、

一
゛
一
ψ



、
令

心

、

'

丸

、

、

ず

M

゛

小

.
n

、

製

゛

肌

,
ー

0

様

心

伽

゛

、
.
ι
、
ー
、
」

X
1

、

、
ー
.
ー

.
、
 
1
亀

『

仙
垈

.

、
、

ー
ー

、

1
ξ
"
キ

1

M
/

,
,鬼

、
雫

1
、"

雉
η
1
一

i
1

t
1
:
ι
1
:
↓
早
、
゛
A
 
,
一
、
ー
ゞ
U
'

、
ハ
・
一
、
告

一
.
"
一
.
i
 
い
.
!
ー
;
、
,
一
、
◆
.
、
ー

一
、
、

一
一
.
^
.
/
.
ー
,
ー
.
!
弔
J
:
一

,
、
、
.
、
、
,
,
ξ

リ

、
冒
'

{
、

.
巨
、
.

門
三
1

一

.
,

、
.

1

.
一

Y
 
:
 
i

、

●
●
晶
阜

、

ノ

、
.
ー
,

.

.

.

三
イ
、

J

'
、
肌

:
岡
,

.

.

鬼
゛
ー
、
"
t
1
 
、
.
ι
,
.
、
:
、
、
/
 
J
 
、
゛
、
、
,
,

、
ー
.
ー
、
、
;
ー
;
ー
.
J
 
」
 
i
、
、
.

耻
!
.
ー
ー
、
.
 
r
 
.
 
J
1
 
、
、
、
、

:
:
ー
ー
闇
闇
、
●
,
)
.

:
"
一
弔
'
 
J
 
、
、
、
:
、

一
一
、
.
X
 
:
:
.
、
門
.
て
、
,
:
;
:

゛
.
'
'
:
,
ー
:
;
,
ー
.
、
,
.
、
、
.
T
 
、
 
X

.
゛
ー
.
゛
冒
1
 
、
'
1
 
冒
、
:
■
゛
+
"
見
、
、
冒
 
1

、
 
1
冨
、
,
弔
;
、
ι
、
ー
:
.
■

、
、
,
』
.
、
」
■
一
、
:
ー
」
.
"
、
:
゛
、
.

、
、
、
■
哩
一
弔
、

一
,
"
一
、
.
、
:
.
一
.
、
、
、
.
゛
,
チ

.
、
:
、
:
,
◆
』
冒
一
、
;
一

、
.
 
N
 
、
1
 
弔
甲
、
ー
、
●
.

1
●
毛
.
、
.
、
,
'
◆
、
:
:
ー
、
ー
.

●
、
、
'
.
'
■
、
冒
.
゛
●
■
.
冒

J
 
、
.
、
:
キ
三
゛
:
.
、
、
弔
●
.

、
:
、
.
弔
一
、
、
,
:
:
:
,
、
冒
、
:
弔
、
.
N
 
、
一
、
.
、
゛
、

角
虫

.
ー

.

.
、
.
、
、

,
一
゛

キ
弔

.
,
一

!

堅
割

1

m

0

、

、

、

』

ヨ
゛
>

m

ー
,

■
:
.

,
、
、
、
.

洲
゛
脚
踊ミ枯

柏

、

:
、
.
N
-
:
;
'
.
一
シ
欝

三
.
^
^
冷
、

り
,
,

〆
〆
一
ず
、
0
,

,
,
4
ψ
,
,
,

.

.

ー
,
.
ー

"
N
,
:
一
:

今
痕

0

ー
、
J

、
:
、
.
イ

ー
ー
.

0

覗

顎

.

.

設
上一、

゛尽
ね

乳

参

永
赤

"
゛

゛

b

.
'

.
、

＼
、
,
J
 
一
を

ー'北""""':1+.゛:暗'、ー'1"J闇1'.:、、'J"'エー1'゛、,'ミ、モ「.り"゛と,冒,V゛:"鬼リ.'三.「一」」ず"^ι、,,',冒、゛.r',_:."、,阜',υ...ー,.゛.」,、,.,:..、.」^、鳳゛゛.、..、,,.._..,、,,

■^

帖岨き

ゞ

、、.、'_,;
、.〔,、'..、:

山叩坂怜

、、 t i、・
、、,.

{...'

ミ、.゛、.、ー'.'ー:司1 、見 1.."".N゛.%、 J

甲三鬼、■

Ξ、゛゛Ξ'1

_"J門ξι、、 、.

.弔
"鳳,

、^

¥六歌捗

、、

1

、

佃

,'1

今

、

^ー

＼

゛ノ

、ゞ"

1§

'.

＼'.

、§

1、'?
闇"、
●'L

1、゛
、

、、'.、.1J

、,f、.'t.、'
イ、、中'

、

1

J一雫

、、
・..＼.

.゛,

、

.゛1Ξ,、

゛,..1、

、....'ー,

■■

..

゛'
、キ、・、、'

■冒■

"

、.

、冒

1.
.'、

'.ナ"'

、、

1見

、
.、

憎鍋坂母

.゛

..冒

0手

一電 E

^■'

ー;甲見畔1.'.司

.冒冒.

冒'

、

、、

、,.、

、ー

、、、、..、

、

ー.耳

、

゛、

.■

.^、■冒吾

、.

冒,■、

^、ー.闇

゛望'

ヤ玉敬四

冒^●υ■"^、.、、,■.

、...

^.雫

^.'

帰県

/'

地゛仏

腺"弧

叡脚包

如何

元咲゛

゛
.゛J,.
..

邪北偉

・＼

、七敬停

^.、冒,コ、

と1'

W一仙鴨

他蔀
鞠制"

急轟

_ーーノ/ン

'ー.

鄭二牧刃

画"十

、



竹
識

吊

寡隻記

敬鴇

、

毛
.

"

＼

..ゞー

、三二

N
＼

.
屍

.
ー
.
'
:
.
ι
:
^

峨
一

急
一

一
」

一
一一

一



毛

.'^:●

゛

声

費雫

愽

.,,゛ー'

゛1,、""
^

'"、÷'ミf.,、・・.考
,、..!〔Lゴ"゛'、^

^""高烹

宅

ー..

.

亜夢"゛左lt

ι」、

ZI 1

3゛
、、、、

ずー

凄一ι、ξ,、i 長1

^

゛

孝

ー゛'゛'ー..゛""

導擧'0'鳧'三11'、!

ー,●▲.'

嘩

、器

零

'

'1、き工宴11.,,1乞1毛'.
匡毎藍',キξ,、、・'1
:'^・"手.・、'.

,

'●竜

¥亙奉・,

゛1.゛.'

4

.

徹、・

.

、キヂ:'、

ゞ.

一

事

'.

駈袖途

・'声

^.

'..

','声^、"'声

t

f.

゛ー',

蔓

、

'

曝'

幸雫.
ー'

゛

'

S
N

一
、
,

＼

,

区
■

'心

叉

、
一
.

、

＼
ー
.

、

t
＼
、
/

<
ψ

＼

園

ι

▲
、

、

守
、
÷、

ι
i1

ノ
＼

、ネ
.
*

.

弗

戸

争
゛

゛
,
゛

、
毛
.

'

黎
筆

t,
.

,
区.

.
一
.

畠
゛
.
'
●
亀
.
"

●
゛
偉
]

.
'
』
1
卑
'
.
1
ι
'
'
.
r

遇
π

与
0
.

1

ー
ー
ー

1

1
豊

§
1

入
、

ン
ジ

:
ー
<

、卑

゛
、
'
、

.

.

亀
、
'

ゞ

゛

'

灘

'
.

~
き

生

'
.
、
、

1
J

1

,
器
0
"
.
'
゛
桟
゛
ゞ

゛
"
゛
'

寺
'
 
4
゛
'
令
゛
,
・
.
●

毛
'
:
゛
,
"
.

向
珍
一
,
一

じ
.
'
#
:

'
,
掌
.
、
'
,

1
.
、

、
'
,
.

ー
,

.
'
.
.

声

.
江
ψ
一
一
"
一

・
・
一
・
・
.
一
・
'
.
"
・
・
"
、
・
・
゛
一
・
戚

.
^
^
^
^
^
^
、
^

゛
;
 
0
 
.
■
皐
゛
'
.
争
寺
,
:
,
"
章

.

.

.

'

鴫

.

尋
'
^
●
卑
'
,
'
卓
.
看
卓
●
罫
^
.
擧
.
^

'

一

.

皆

.
0
゛
,
畢
:
号
号
:
゛
;
:
 
C
.
●
.
'

ル
◆
^
4
:
卓
:
一
.
豊
亀
、
^
.

,

.

'

.
゛

.
^
^
,
毛
^
^
、
:
^
一

゛

,

゛

*

庫
:
尋
壷
●
●
卑
゛
.

畢

゛
.
私
'
"
.
U
 
■
0
"
,
:
.

札

゛
.
私
,
゛
一
、
ノ
'
:
"
.
い

1

,
.
.

尋
'
乳
争
●
゛
●
卑

＼
.
一

/
一
当
.
瀞
遜

、
,

員

十

゛

.
'
,
一

を

禅

'

い
=
゛
'
量
,

'

"
;
、
亀
蔓
軍

,
宇
ム
.
0
 
゛
゛
"
.
弄
.
'
.

二
0
;
゛
、
'
、
'
ー
.
"
■

^
、
季
驫
塵
四
0
'
゛
:
.
畳
:
●
4
"
亀
"

'

.一,

一
'
盲

,
'
鼻

ぜ

3

竜
'
.
●
゛
.

'
゛
.

律
・
,
t
 
゛

.立

.
゛
,
.

重

.

'
,
声

,

亀
.
'
'
壷
゛
^
一
、

'
,
、
.
一
^
、
'
^
^
、
、
'
^

、
餐

.

.

.

壷
'

.
/
＼
"

父
、
輩
宝

゛

.

.

耳
ト

"
膨
,

、

.
■
子

、

"

智
唖

゛

叫

、
、
卓
:
 
4

、
、
卓
、
:
 
4
-

゛

一

ゞ
゛

李

n

卓
号
.
0
'

小

.
 
0
,
.
.

1
電.

b

.

.

塵,

魯
卑
,

.

.
二
琴

弄
ミ

.

.
.
一
゛

゛

,
肩
'
;
、
ー
"

名
キ
U
 
、
;

.
'
.
琴
.

.

.

●
f

卓

工
一

弐

β

゛
5

.
4

.
'
一
1

"
寄
,

甲
.

.
"

、
.
■
'
、

、

.
、

.

'

勇
、

一
.

、
.
'
為

董
,
,
'
,
ン
騨
.

1
.
.

.

゛
"
蔓
妾
二

美
゛
、
.

L
 
.

一
.
一
.
'
.

.
艦

戸
一
●

.

,
^
'
、
.
一
'
^
.

:
.
 
J
.
当
.
風
"
,

.
賓
,
キ

一
.
●
,
.
ニ
島
,
.
一
.

凡

,
一
、
゛
"

,
し
"

一
.
、
ψ
窯

,

無
^
畦
・
^
^
、
隠

,
,
:
・
^
吋
詣

ゞ
,
・
:
必

ι

非
*
.

、

ー
.
臭
.

,
昏
"
;
;

'
゛
ι
号
倉
゛
●
卦
.

克

1

.

.

.
,
.
.
.
.
.
.

.
,
,
.

,

,

騒
*

、
弄
゛
'
骨
働

五

'
'

略

含

:
■

゛
貞

亀
、
.

゛

青
孝

.
鄭

゛
'
'
ゞ

'
"
一
゛
.
.禎

坪

゛覗

..
一
.
,

゛

'

'

:
、
.
亀
,
曼
.
^

卸

゛
*

.
,

?
,
熊

'
'

事
〆
、

0

*

卓

、

冬

.
一

舟

'
,
声

,
"
:
'
卑
ト
.
一
、

亀

■
.
'

'
峯
゛
、

'
峯
、

熊

、
^
ナ
^
減
,
、
'
"

,
'
浬
き
^
f
゛
4
'
.
尋
亀

.
一
:
,
.
戚
,
゛
.
、
・
、
:
嵐

生
J
 
■

・
^
,
倖
^
.
'
、
^
'
゛
,
:
嚇
.
゛
.
等
:
:
'
i
゛
樋
牝
卓
卓
,
、
,
,
¥

.
、
毛
盲
'
^
、
般
,
゛
t
.
、
禅
゛
^
゛
'
゛
^
'
声
見
,
゛
'
宜
.
魯
*
^
、
三
'
島
^
.

、
.
亀
,
^
"
゛
キ
.
"
"
'
ー
、
:
-
t
、
"
一
,
.
"
・
.
'
゛
.
^
゛
'
ー

一
.
能
.

'
.電

"

●
偉

:
も

暑
.

"

'
゛

憐

卦
,
卦
軍
'
・
,

'
ノ

ψ
、

尋
,

,郭
電

.
畔尭.

.

.

・
n
曽
,
'

一
.

製f
・
.

゛,

.

.
゛

刷0
嘉
一

一
1

貪

,
'

.

喧

,
一
,
.
一

,

゛

剛
卓
亀
晶
.
一
'
、
忠

、
轟
乳
於
一
:
 
r
、
"

^
.
竃
喝
.
 
r
^
小
:
,

.
"
"
^
.
^
ー
、

皐
^
:
:
.
^
"
"
^
 
i
一
一

宅
,
 
L
創
や

糾
ξ
1
蕪
H
-
^
广

.
●
 
t
.
1
J
 
;

宰

峯
・

゛
卿
゛

゛
.

、
偉

゛
軍
島
,一

笈

'

一

凱

'
,
^
^
゛
^
^
一

*
ξ
・
謬

一
一
'

一
、
,
◆
善
,
凱
■
吋

"

゛
一

、
.
キ
一
、

,

、

'

.
戸

,
一
血
^
,
゛
.
●
'
・
ふ

・
,
゛
キ

'

'
.
"
'.

、
」
ー
.
●

"
.
爵
郡
,

.
一
,

曳
4

J

.

晦'

一
.
゛

「
一
,
,

,
'
、
,
、

、
.
冬
一
.
'
甜

卓
,
昏
キ

゛

"
亭
.

、
一
.
.

一
一
.
■

、

.
゛
.
.
一
"

.
景
.

亀

風
恥
゛
.
連
:
.

.
●
;
電
,

い
:

,
鳥

.
奇
暑
、
'
'
尋
像
、

.
、
,
靈
,
雫

.

.
,
,
.
"

毛
竜
゛
真
一
、
・
,

、
.
暈
参
゛

.

.

、
.
.
'

鵬
'

"
卦

豊
゛
宅

肇

璽

暈
、
連
、
事
,
ゞ
遜
:
●
,

,
.
亀
亀
,
志

ψ
二
.
'

、
.
"
画
、

、量
1

キ

゛

口

゛

生

重

嘩

、
一
阜

.
゛
・
.
旦
゛
.

一
,
ー
ー

f
凡

.
審
一
、

、
箒
黙
X
、
ー

;
゛

'
4

影

連
゛

卓

一
^
一
一
一
亀
毛

よ
゛
゛
保
,

"
t
住

'
0
 
,
令
皐

.
゛
.
'
」
.

纂
.
義

r

^
北
,
^
皐
ミ
一
卓
'
,
゛
;
.
0
^
゛

塞

'
^
一
篤
撚
就
冠
^
喫

'
エ
?
^
撚
凱
ず
一

、
^
ー
'
 
1
 
一
一
^
^
ー
^

▲

'

゛

針

一

'

告.

御
卸

¥

費
.
支

¥

一
"

革
'
.
'
皐
,

一五
.



゛
、

司
^
.
■
〒
一
,
■
;
一
:
一

■
.

.
、■

罷
¥
噛
・
瓢
郊
ミ
・
^
g
・
・
、
、
、
'
.
、
武
、
愚
望
ι
塗
、
●
輪
・
.
り
ソ
、
"
捻
・
.
'
・
,
;
一
、
.
ゞ
・
、
一
、
イ
・
・
・
・
,
0
-
g
ミ
.
b
-
、
气

鰹
鳥
撒
窯
幕
ヲ
避
静
謬
評
1
武
ど
●
.
"
:
一
,
.
、
・
:
.
、
'
"
ニ
.
§
点
1
t
,

;
'
「

.
如
謡
~
加
§
^
^
能
、
^
丹
^
^
一
一
^
^
^
^
激
・
.
静
^
一
、
、
、
・
,
・
、
、
'
"
ご
.
、
、
,
§
艇
Y
§
X
I
 
、
、
、

、
'
縫
琴
1
ご
越
゛
涯
翻
叉
工
,
智
一
、
ー
、
、
.
ン
'
,
・
"
゛
、
索
§
,
イ
:
、
・
、

.
一
■
、
』
■
,
.
゛
:
■
圏

璃
器
離
告
,
,
、
噂
1
'
禽
¥
.
ー
・
ー
・
.
、
,
・
、
'
・
・
・
・
・
,
,
・
,
.
ゞ
ー
ニ
:
ト
§

.
雫
:
.
'
.
一
、
.
、
、
:
゛
「
 
k
'

『置

゛
畔
一
.
一
.
一
.
 
J
 
.
冒
:
 
J
 
:
.
y
゛
,
、
』
.

.
『
.
ー
.
一
、
●

:
;
,
、
'
.
'
一
.
一
』
.
'

、
:
、
:
、
卑
・
、
.
^
・
.
一
゛
'

●
.
+
 
J
 
.
一
.
'
●

、
'
、
"
'
、
'
琳
、
"
令
.
羊
,
玉
,
、
ー
゛
、
■
・
,
'
.
、
.
、
ξ
厶
帆
;
,
一
.
゛
、
・
一
.
リ
◆
・
、
:
'

~
・
"
、
'
.
'
X
 
,
'
.
一
"
:
、
・
ぬ
.

.
゛
.
'
:
、
'
.
、
:
.
Y
 
.

、
:
一
'
:
・
^
゛
チ

^
逃
・
:
、
'
、
^
、
"
、
.
、
"
一
^
<
凱
^
1
J
^
、
弐
,
.
^
'
一
^
゛
^
.
 
r
{
、
f
 
^
゛
、
.
寺
,
^
,
'
、
 
f
 
弍
:
、
獣
匙
一
.
丑
.
'
^
.
、
;
、
,
}
,
'
、
,
七
・
ニ
:
:
、
、
、
、
:
、
、
.
、
:
:
.
、
:
・
三
一
一
,
一
・
.
、
ご
.
,

.
、
;
.
◆
一
J
 
.
一
、
一
;
、
,
:
:
゛
:
"
,
、
一
〒
i
 
.
●
.
一
,
、
:
;
圭
開
'
,
◆
」
.
i
子
三
!
゛
'
:
,
,
:
,
:
:
.
、
●
,
:
、
"
.

、
一
,
:
.
'
-
q
 
:
"
曝
4
 
:
 
N
P
、
;
^
噂
■
一
・
.
^
L
^
.
、
.
、
卓
.
、
,
リ
一
,
一
'
・
,
,
'
,
:
^
▲
^
,
,
一
,
.
上
.
、
.
'
^
一
抗
二
"
:
:
:
一
・
一
"
、
.
、
、
一
・
;
;
一
.
:
、
.
一
,
、
^
゛
、

:
、
風
.
」
 
A
 
.
一
^
,
.
、
i
 
^
、
戸
:
'
;
:
,
、
゛
.
^
.
^
.
、
毛
ド
ゞ
.
ー
^
:
:
、
:
:
^
.
^
^
岡
、
型
^
、
;
、
亡
』
一
'
、
:
^
:
^
一
、
:
=
゛
、
、
、
、
:
一
^

:
、
゛
:
;
"
:
・
 
W
:
,
、
一
、
:
一
、
.
一
,
、
・
一
"
、
^
゛
、
.
十
,
・
:
:
、
:
、
リ
」
厶
一
'
,
'
・
、
.
戸
リ
J
 
・
.
卑
『
一
豊
、
、
・
、
,
・
一
゛
、
,
,
一
、
'
'

.
事
鴫
X
.
寸
'
'
"
:
'
り
'
、
'
:
、
.
〆
"
:
ら
,
0
.
 
J
 
、
,
,
,
"
.
ヤ
.
、
:
、
、
.
、
:
寸
。
・
.
驫
.
、
"
,
,
:
が
,
、
際
.
、
ξ
,
:
:
・
・
・
・
、
.
、
゛
'
,
、
,
一
,
;
:
,
・
.
、
.
一
,

、
,
ι
.
厭
:
一
、
.
、
.
、
・
・
、
:
.
、
一
謄
圭
'
;
.
、
:
Ⅷ
一
,
.
一
心
・
、
.
一
"
:
小
一
"
、
,
春
、
一
一
・
:
.
"
,
,
;
・
五
闇
、
 
W
 
,
、
.
"
,
,
一
モ
ゞ
.
:
一
1
 
一
・
、
"
.
:
~
・
゛
:
"
・
ゞ
"
,
:
.
一

贄
亀
.
、
.
ニ
,
.
・
,
・
、
、
、
一
一
、
 
1
q
、
;
、
'
,
山
:
゛
、
.
、
ー
:
.
、
ξ
゛
、
~
一
!
・
.
"
、
.
,
一
,
、
.
三
:
、
'
、
ギ
:
、
"
・
.
、
.
'
:
.
,
一
、
:
ー
・

^
'
十
一
 
y
 
゛
"
風
:
.
、
:
;
:
.
ユ
.
〕
、
.
エ
、
,
ー
.
゛
,
'
、
,
一
;
,
.
ー
,
、
^
』
,
,
゛
.
ニ
゛
、
、
゛
、
:
ノ
.
、
、
、
ゞ
.
゛
、
,
:
、
:
ー
!
:
,
,
,
一
゛

一
、
:
:
、
.
゛
:
゛
.
一
゛
.
^
、
-
 
P
゛
:
一
、
一
「
.
、
一
.
ー
:
,
4
 
.
r
1
 
、
・
、
、
一
:
:
'
、
一
、
,
、
"
ゞ
・
,
:
.
~
^
;
:
.
ブ
、
~
,
'
:
、
・
,
,
.
、
^
:
、
】
.
一
.

叩
 
J
・
,
:
一
一
一
;
』
・
"
"
、
、
・
ミ
,
・
'
・
・
・
憂
一
:
"
,
一
・
,
ψ
,
江
,
・
'
'
;
、
ぜ
一
、
、
、
:
:
、
、
、
.
門
.
M
・
,
"

?
、
ー
;
"
:
:
・
、
.
゛
,
"
一
:
.
'
'
:
.
、
;
デ
.
'
;
ヤ
、
.
、
一
"
.
、
、
.
、
.
;
 
N
 
"
:

^
、
:
、
、
.
、
^
:
,
:
'
・
一
゛
、
゛
、
゛
.
一
、
:
,
・
・
,
.
0
、
^
。
.
み
^
一
・
、
^
一
'
,
・
、
,
,
:
,
:
.
一
^
、
.
^
U
 
;
、
:
・
』
、
一
^
^
^
^
師
、
、
:
御
、
,
^
・
一
:
:
一
.
一
、
;

゛
:
、
:
,
.
^
,
、
;
,
,
:
、
砕
〕
.
字
一
ξ
張
一
゛
.
ザ
.
住
 
F
 
:
:
:
・
'
.
一
,
.
」
.
一
;
,
、
.
一
、
」
:
一
:
一
:
ゞ
・
 
1
一
,
'
島
ニ
リ
乢
Φ
.
一
.
=
門
一
:
、
一
二
、
;
.
一
:
;

、
.
b
 
.
、
.
、
、
、
.
、
.
'
゛
.
一
^
、
,
;
,
、
,
,
イ
、
'
,
,
.
、
、
.
'
、
.
'
,
・
,
^
.
、
.
'
:
;
・
、
,
:
゛
^
、
^
一
、
・
、
、
゛
・
:
一
・
一
^
、
.
一
.
、
ご
'

^
;
 
r
 
.
、
:
.
炉
一
一
一
{
一
〕
ー
、
,
;
:
"
、
:
;
、
;
・
:
、
;
べ
、
ι
、
ー
:
:
;
^
^
,
」
r
 
.
、
^
ず
一
.
一
・
一
一
、
.
一
:
.

、
.
、
:
.
、
U
ト
^
:
・
韮
,
.
"
一
,
,
一
キ
,
 
b
.
-
 
J
^
.
、
.
、
・
・
一
:
、
一
^
,
:
■
一
.
一
"
:
,
,
:
,
'
'
;
,
:
;
、
^
、
、
い
、
一
一
;
才
.
一
^
,
、
.
一
・
・
.
〆
:
'

了
.
一
、
,
、
一
:
一
一
一
:
、
.
一
、
^
、
・
愈
竹
 
1
 
、
'
タ
ぎ
、
,
ト
一
゛
.
"
争
.
、
、
.
"
'
.
"
.
一
,
 
i
"
,
.
'
.
"
,
、
"
゛
、
、
.
湛
,
、
.
堕
、
、
'
0
、
・
リ
一
二
、
・
・
,
,
,
い
一

、
一
「
ー
、
J
,
、
・
 
L
 
゛
、
'
、
:
・
、
【
、
一
.
、
ト
.
メ
'
、
'
,
一
゛
一
一
:
"
'
.
'
、
」
一
、
・
:
.
、
,
.
』
・
.
'
、
,
 
h
q
、
;
:
:
;
一
一
 
1
」
'
~
、
;
一
、
、

"
.
ξ
,
.
・
・
、
、
^
4
司
 
1
 
゛
t
、
一
ン
之
哩
1
,
、
盲
、
÷
一
・
:
.
一
 
1
、
、
一
、
:
◆
亀
、
汽
・
,
・
・
.
・
・
・
・
・
忠

;
討
●
'
・
气
、
一
ξ
、
'
,
一
一
"
.
、
ι
.
一
一
.
で
,
二
一
一
・
.
,
、
、
・
、
'
、
.
、
'
,
ニ
.
ヂ
暖
.
"
,
.
'
,
,
,
:
や
;
:
,
・
、
:
;
、
:
,
,
,
.
●
.
ゾ
*
.
、
,
、
・
.
、
,
、
、
・
.
・
:
.
、
一
:
・
、
ル

一
,
:
,
'
一
;
・
・
、
ψ
,
;
、
.
'
ヂ
暴
,
一
,
^
、
、
、
,
一
、
^
・
,
¥
.
立
、
、
」
;
:
、
:
.
、
'
ん
 
Y
.
・
、
:
;
:
:
;
,
、
 
m
 
、
^
.
』
、
一
一
^
^
,
り
、
、
、
一
,
:
、
、
;
.
ノ

一
.
^
紫
.
゛
・
.
、
、
.
J
,
^
・
叶
;
:
琴
,
、
^
レ
・
;
,
、
、
'
、
.
"
一
゛
.
"
"
、
.
'
、
.
寺
:
:
、
ν
、
"
'
ず
.
゛
:
.
;
,
・
"
ザ
ν
'
ι
^
.
'
;
一
;
-
 
L
j
 
:
、
、
/
J
 
Ⅱ
.
:
:

、
専
,
.
"
、
'
鞘
゛
t
 
・
;
.
1
ξ
,
第
,
魚
1
 
・
、
.
、
r
,
一
.
靜
,
;
 
1
 
一
一
、
'
、
、
▲
、
、
・
'
、
'
.
門
:
・
、
、
'
,
゛
.
ミ
J
、
、
一
・
y
、
.
 
t
-
、
・
;
:
:
.
一
.
-
 
i
-
.
ジ
÷
"
、

"
警
、
一
一
^
叫
、
.
^
一
酒
,
^
雫
:
、
^
.
・
、
一
・
,
辻
・
、
^
^
.
m
、
無
嶋
;
■
 
1
 
J
^
,
、
.
、
,
、
、
.
、
,
三
・
;
那
、
ψ
・
、
.
^
^
、
、
.
、
.
'
.
、
.
、
、
宣
^
一
,
一
門
.
忌
一
r
、
:
:
'
、
、
.
、
,
ニ
:
・
'
ト

一
^
.
^
.
・
,
元
~
;
^
'
:
一
^
、
、
、
ー
.
、
^
.
'
、
^
,
玉
才
,
、
-
W
札
一
、
^
り
ゞ
^
;
・
・
一
一
・
?
一
、
:
・
一
即
.
一
,
:
,
,
、
一
:
^
 
y
、
:
:
一
"
武
^
^
、
^
、
、
、
ミ
、
県
ン
、
、
、
'
:
,
一
二
、
一
、
・
.
:
、
一
.
一
,
一
,
り
.
÷

、
、
靈
^
式
^
轡
式
^
^
、
、
L
、
^
小
^
,
ψ
;
.
ー
,
・
・
・
・
:
糾
.
、
、
急
り
ゞ
、
、
・
;
:
・
:
、
川
、
'
、
、
,
゛
.
一
'
,
:
^
'
.
广
、
、
^
,
,
一
.
繩
、
し
゛
.
¥
"
、
・
.
、
+
司
.
、
・
:
.
・
ト
:
,
、
;
:
;
'
'
:
一
:
 
1
一
・
・
、
、
、
一
一
ン
、
.
"
●
興

、
^
.
^
,
・
气
,
喜
、
、
ト
・
・
、
.
゛
'
一
三
.
剖
:
'
、
・
.
'
:
・
:
"
(
一
、
,
ー
.
一
:
一
*
・
゛
,
'
、
、
・
・
一
・
一
;
運
・
、
事
▲
一
一
・
高
'
が
ー
.
^
念
髪
一
4
曝
二
,
・
:

一
'
・
^
^
、
.
ヤ
一
:
、
一
一
、
.
、
,
・
ト
.
一
ゞ
一
・
、
;
一
・
.
、
,
゛
:
、
;
、
'
.
、
・
・
,
,
、
、
・
.
・
上
'
0
↓
"
"
、
"
一
:
・
:
、
、
、
 
H
"
一
、
,
 
F
 
、
 
0
'
・
,
一
、
:
.
'
"
.
一
^
^
,
一
'
●
^
,
'
、
、
・
,
、
^
"
、
、
^
^
 
6
.
^
一
^
一
゛
、
:
:

訊
一
・
"
一
暫
!
,
:
'
む
;
ニ
"
,
、
.
゛
'
れ
,
:
゛
;
ミ
;
.
μ
 
k
 
'
一
一
,
一
,
一
,
,
.
一
,
ー
:
】
j
-
 
k
 
:
定
女
一
、
一
.
十



^キ

え絵原候
^

'

+乞

大

.

、
;
^
一
、
り
,
"
'
・
'
:
,
.
^
ノ
、
^
・
、
^
^
^
.
一
、
・
:
ル
・
^
^
一
:
.

J

、
一
.
:
,
.
ー
:
.
゛
一
゛
ー
'
:
.
●

一
賀
・
:
、
,
U
^
・
弥
,
:
真
.
ユ
へ
一
.
、
:

,
・
、
、
、
:
・
一
.
專
一
^
f
 
:
一
:
・
,

.
、
蔀
竃
薫
き
腎
"
轟
1
 
:
.

,ゾ

゛
.
、
^
た
.
、
、
'
ニ
^
ι
Y
一
力
・
、
:
へ
し
^
 
r
 
,
、
,
:

.

.
一
.

゛

丈
.
一

ψ

ミ

ア
4

"
゛

、
广
^
;
,
:
、
無
、
,
^
^
^
,
し
ぶ
輔
、
、
三

J

.
●
.
 
1
 
■
:

、
、

、
.

'
.
气
.
ザ
.

:
"
、
・
^
、
 
Z
/
^
,
昇
^
、
'
一
.
宍
、
、
,
愚
¥

、

山
リ

ー
・
・
.
゛
・
,
忠
.
島
゛
四
手
、
,
:
・
.
*
岨
:
忙
,
響
早
W
"
一
"
熱
4
.
、
一
地
リ
ι
・
:
.
n

,
 
J
 
.
、
、
.
、
ー
、
i
"
、
、
,
゛
弓
玉
宅
遥
一
誌
釜
:
一
:
Ⅷ
モ

゛
'
・
・
.
七
、
・
・
、
・
、
急
.
、
・
^
玉
黒
W
一
一
蕃
三
・
・

、
,
・
~
穹
:
:
"
,
.
譜
,
.
'
 
L
 
、
.
一
・
0
ぎ
斗
ゞ
^
ー
;
^
降
'
"
.
、
ご
・
ム
.
、
、
:



ず

鵬纏窃陸井.長崎鼠テ1之0嗣ア之祁えj玉

薪,・建迄尋勿・軍1,ノ発ヒ草叉肺イ支病,L菊之二四、■t験'
毛式瓢・勇一=

'τ巳,・畷鯵'ι崎千会図(三形き如年)長崎千後所咋下式ノ

・'・'・'゛'・'・,・・"^;J"

....'、.々,1゛...・,%

、:怖・:ゾ..
..■.?'..゛.,

〔 1、 2 、

..甲.ひ..゛'......尋甲●一..、●゛.J■.JJ"..J昆.゛...J...゛'、.'卑.,司.,.、.゛.尋●...f....、弔......甲....尋J●...、...'.',.弔....雫評.".......1弔ノ'.......^...ー゛.,,....、.....'..'..甲,●..雫子●..司●闇....,弔..〒....、,■闇..,.

2-

,辻排

゛゛己,'.■.'J゛. J'.'

:・:・゛:゛

゛...'.■雫'■'雫'司'.'●.■●●闇■■司..電"゛早.^^■'.

務t蓋ず'^.、.'

...゛.◆●●■■●.●●■冒,....,■■.雫.,,...▲^●

:■:写:■

図a3)傑古地

¥.、=

、_ 1、.゛
、

、
、

J
豊、

一
、

●
●
甲
●
●
●
●
●

:
:
:
4
:
.
ノ
:
:
:
:
.

●
●
●
=
●
●
●
●
:

●
●
■
●
●
●
●
●
●
●

"
:
.
一
.
〒
.
'
:
,
;
/
J
,
.

●
●
三
,
●
●
●
:
.
●

:
:
.
■
:
●
゛

戸え
亨
ト
.

'
一

」
'・

心
.
.

＼ノ

:
:
:
:
゛
◆
:
:
'
.
、

.
J
:
、
^
゛
;
:
■
:
.

.
,
,
.
.
.
'
.
.
.
゛

,
.
■
:
■
:
唇

゛
.
.

.

.
,
.
.
、
.
.
.

^
.
^
ハ
、
"
:
ノ
:
、
:
.

C
:
●
.
J
.

:
.
゛
J
.
唇
:
■
.
■
:
闇
暑
.
■
.
'
.

.
、
J
'
:
:
.

゛

.

.

■
;
,
●
゛
●

・
.
゛
一
÷

,
:
:
:
.
ず
:
:
゛
.
阜
゛
゛
.

゛
.
.
.

'.

゛
゛

、
.
゛
.
ト
.

冒

:
 
J
:
:
゛
,
:

'
一
熊

.
'
■
.
■
●
゛
闇
●
●
●

.

.

.

弔
:
.
'
:
.
'
.
^
■

ず

●
:
:
:
一
.
●
.
』
,
一

一
.

.

.

闇
,
.
■
゛
:

.

.

.

.

.

.

,
.
^
:
^
:
:
:

,

●
イ
:
:
:
'
:

'
.
号

.
'

甲
甲
:
,
弔
■
■
■
甲
◆
,
一
.
■
、

,
,
:
:
,
:
甲
■
■
卑
.
■
■
:
.
昌
闇
岳

.

.

,
,
●
●
■
●
●
■
●

:
;
ι

.

.

.
'

.
■
,
:
:
 
J
゛

:
:
;
.
●
●
.
●
,
■

.
■
■
:
.
■
.
弔
甲
:
,
.
■
:
:
:
■
.
●
■
:
:
:
■
◆

、
立

'
リ
一
・
一
,
:
リ
父
,
:
、
:
.

・
^
・
一
.
エ
・
^
・
、
・
・
:
.
リ
^

・
^
'
・
^
・
,
・
^
・
^
,
一
,
、
.
^
.
^
.

珍

J

■
●
冒
●
◆
●
●
■

雫
■
■
■
●
'
:
゛

・
リ
H
・
一
÷
:
一
.
エ
,
一

.
'
:
.
、
.
^
.
^
^
.
^
、
^
^

、
J
/
:
:
ん
:
:
ム
:
:

●
●
■
●
●
"
●
●
●
一
,

■
●
■
●
■
●
●

・
、
'
゛
^
・
・
'
.
一
・
.
0
-
.

:
.
^
^
J
:
:
:
.

.
■
:
■
●

:
鰯
毒

:
:
■
J
,
:
:
:
:

゛
:
:
,
.
 
J
J
:
一
.
^
.

1

.

.

.

.

.

.
,
,
.
.
,

.

.
一
.
.

骨
ゴ

;
 
r

・
'
・
、
・
.
^
:
・
:
・
.
一
:
:
'
.

゛
:
.
'
:
.
、
.
け
.
゛
.

.
゛
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

^
、
^
・
^
^
.
^
^
.

J
,
:

之
^
^
^

◆
弔
●
弔
●

.
^
^
.
゛
^
,
>
'
^

繋
■
ノ
:
,
.
■
'

.
り
:
:
ι
.

,
塗

竃
"
一

鄭

:
ノ
〆

゛
.

"
.
.
'

Y

.

.
"
.
,
,

.

.

:
゛
:
.
ー
.

J
.
゛

:
.
唇
闇

:
ノ
子
,
;
,

瞳

,
H

゛
.
ル

.

.

.

就
、
一
:
゛

.

.

.

,
゛
雫
.
'
,

轟

一
、

,

,
.
゛

.

故
知

.
一
.
一
.
一
.

J
J
J
.
一
,
一

鄭
一
.
一
゛

y
0
草
み

,
"
写
"
吹

●
●
●
■
●

J
.

江
ぽ
と

§
り
島、ノ

の
立県

告

:
^
り
:
.
、
子
^
、
:

一
气
轟
鑢

:
:
:
'
:
:
.
ト

1

▲
●
.
●
.
●
゛
●
.
゛
.

●
●
.
■
.
●
.

ノ
;
:
:
,
:
.

6

¥

●
●
■
●
●
●
●
.
●
'
:
:
:
.

;
.
●
●
.
●
耳
■
.
弔
、
:
:
;
.
弔
■

券
一
・
、
・
Y
、
.
一
・
.
一
'
'
:
・
琴
・
.
一
:
・
、
ξ
:

:
^
.
'
.
^
.
^
:
,
、
0
゛
,
:
;
^
^
、
、
、
.
、
:
.
、
.
'
.
●
^
J
:
^
,
.

,
:
^
^
一
:
.
"
:
:
:
:
:
:
:
:
:
,
:
一
:
^
:
.
^
,
一
.
り
:
:
:
:
:
:
 
0
:
:
ι
.
、
^
、
、
^
J
 
、
^
.
、
ゞ
゛
^
^
:
.
ん
'
.
^
゛
^
:
:
:
^
、
.
、
、
゛
゛
:
.
'
.
、
:
:
'
:
:
り
一
.

、
'
、
:
:
,
,
.
ム
、
゛
、
:
:
:
^
:
.
^
、
:
゛
:
'
:
.
、
.
、
子
゛
.
一
^
、
:
^
.
^
・
^
:
.
^
^
.
一
.
^
:
゛
^
ず
:
:
^
^
:
.
^
;
゛
:
^
:
:
一
:
:
:

一
.
゛
:
:
:
:
:
:
:
'
゛
:
◆
●
●
,
●
■
●
;
゛
●

:
:
:
●
.
●
■
●
唇
子
.
■
■
.
゛
:
:

リ

一
髪

一
"
碧
0
 
:
・
:
:
り
:
,
.
'
.
一
.

,
.

■
闇
●
■
■
■
●
●
●
●

.
一
,
.
,
.
,

人

:
:
:
:
司
卑
.
一
,
゛
一
■
■
●
●
■
●
●
●
.
弔

■
■
,
,

'

:
り
:
、
.
一
、
:
:
:
:
:
'
、
.
一
.

、
'
:
:
,
'
●
.
電
:
●
:
.
'
.

.

.

.

.
゛
,
゛
、
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
ち
.泳

.
■
ン

'
.
'
,
.

舎
左

校
中

新
・
物途式

の
一
"

校
他0

の
た

、
;
"
れ

学
わ

ハ
行

耳
.

.
』

.
、
 
r
 
-

、
4

.

.

.

.

.

.

.
゛
.

'
:
^
:
.
ι
、
:

:
.
一
一
一
:
ゞ
.
'

'

芝

、

,
.
.
.
.
.
.
.

●
●
甲
●
.
●
●
■
:
.

.
゛
 
5

尋
:
^
:
:
:
^
・
^
一
^
:
:
:
:
:
:
:
:
'
:
;
、
^
.
"
,
.
 
J
、
^
、
^
、
:
:
一
:
:
 
J
.
、
:
、
:
^
一
一
リ
:
垤
:
、
.

、

0

る
る

C
ゾ
、
.
、
,
'

1,
;
.
ニ
"、

、

゛
.

゛
.

.

.

、
リ

ノ
゛
■

.
,
,

,
.
.
,

.

.

.

.
●
.
■

■
:
:
:
:
.
弔
.
、
:
:
:
:
尋
■
:
,

.
'
.
.
0

:
ン
¥

.

.

.

.

.

.

.
A
:
.
ノ

,
:
.
^
・
:
:
:
:
、
^
^
:

ヂ

が

.

.

.
'
.
.
.
.
.
.

.
●
.
■
.
'
●
.
一
●

f

゛
、
.

膨
辰

,
一

.

、

タ
、

Z

J

0

血
、1

七
.

"

,

ま

難

,
.
.
゛

京.
.

,
,
,
,
,
:
:
:
,
り
:
:
.
^
:
;
:
:
:
一
・
:
.
・
^
・
:
.
・
:
:
.

,
,
.
゛
.
゛
゛
:
.
4
.
゛
:
:
J
:
:
^
.
^
^
一
.

々

゛
゛
.
'
 
J
J
:

゛
"
"
.
-
Y

:
.
゛
ノ
.

.
,
.
.
.

●
●
●
●
●
●
●
●
.
■
.
■
:
:
.
■
●
尋

;
・
.
?
・
:
:
.
 
0
,
:
:
:
:
、
ケ
:
.
、
:
.

,
:
,
,
:
●
.
●
;
闇
:
:
:

:
:
:
"
;
:
,
・
.
 
J
゛
・
.
、
:
:
一
.
り
.
^
:
.
^
:
:

●
,
■
雫
●
弔
●
:
:
:
,
■
:
.

■
■
■
■
■
甲
■
■
■
弔
.
■
.
■
◆
●
:
■
尋
■
■
◆

:
:
:
:
:
:
卓
雫
.
雫
.
:
.
:
:
 
J
 
:

,
.
●
.
●
●
●
■
■
●
●

:
.
●
●
■
●
■
●
●
●
;

,
●
早
:
■
甲
:
.
弔
一
闇
闇
■
,
●
●
■

●
●
●
●
■
 
J
 
■
■
雫
●
■
.
●
:
」

:
:
゛
,
,
:
、
J
:
.
、
.
^
:
^
'
一
.
、
:
:
:
:
:
:
:
:

;
:
.
J
.
■
;
.
●
.
●
.
●

;
雫
:
,
,
●
,
●
●
.
●
,
:
:
■
.
■
゛
:
.
ゞ
:
●
,

.
ヂ
■
●
●
:
:
:
:
;
:
,
;
.
■
■
;
゛
.
■
昂
.
●
●
,
●
●
.
■
:
:
■
:
:
:
.
■
゛
.
雫
■
■

.

.

.

.

.

.

.

.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
、
.
,
.
゛
.
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
,
.
,
.
.
゛
.
.
一
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.

'一
一
.壬

゛
;
甲

雫
●
;

:
:
 
i

舞

■
■
:
唇
■
:
:
弔
:
.
、

,

,
.
.
.
、
.

●
■

.

.

.

.
゛
.
.

向

一
、
美
.

県
最
.

ば
中
・

上
物

左
建

め
る

.
巨
直

そ
ヨ

1
 
」
で

図
の

,
.

:
.
J
 
:
:
.

.

.
一
.
一
.
一
.

.

.
,

.
,
,
.
.

■
:
■
.
甲

.
'
.
●
、
曝
.

.
'
●
■

●
●
:
唇
:
雫
:
.
弔
:
:
一
三
'
▲
■
、
:
.

呈
.

一
.
.

.
'
、
.
.
゛
.
.
.
.
.
.
.
、
゛
.
'

J
:
=
:
:
゛
.
、
.
一
'
y
J
:
一

闇
:
弔
◆
尋
●
゛

●
、
:
■
号
.
闇
,

:
;
,
■
;
.
●
■
■
"
●
、
●
●

条

曝
●
●
●
●
゛
●
●

γ●
.
雫

'

X
立0



ト § 亘 戸 《 区

歴 1 ＼ 愚 ぶ ) 魯 誕 辿 磁 写

、 や 、 气

お 急 臻 鴎

ゞ 主 . 憲 き 烹 淫 S 士 一 一 ・

J モ 亘 璽 、 一 、 r 女 卸 ~

1
, . , .

1 亘 ミ 婁 ミ 赴 睡 認 ミミ 、 § 亘 言 讓 選 言 ミ

ミ 、 ξ § ・ 謙 シ 一 か 鍵 碇 ミ 剖 ●

呈 姦 、 ξ ミ § 驫 滝 妥 ゛ 輝

喩 壽 § 三 ミ ミ 一ミ 魯 魯 ミ ~ 讐 ミ 遼 謡

t  1  ー

" 1 ]
一
 1

一 1 U 1 Ⅱ f " ;

1

, ー

, ー ー '

＼
、

1 、、 ,
^

^
.
^

忌
"

f.

、
ー
.

、
、

高
1卜

f'
゛

阜
、

 t
.÷

:.
う

,
X
 
・

・
・

・

.
・

^
.
゛

'
 
1
 
"
,
'
ー

'
.
.
.
.
与

_
"
.
^
,
^
含

l
 
r
,
'
.
.
.
、

、
岬

'
ー

.
.
」

 
1
C
.
ゞ

ゞ
、

^
冒

、
、

.
、

 
J
'

ー
ケ
'悟

一
.'

、
、
'"

'・
".

.・
瀞
'

'子
一

龍
X'

ミ
1丈

¥で
"上

.・
・.

',・
"_魚

・.
.'、

、.
、.

'、
、、

 1・
・'

Jtl
 ,'

、'
』*

ー、
 1'

、'
゛、

く;
,.、

'、
1 '

・、
、.

.,

"・
、、

、'
恥.

・"
、・

'ぐ
 N.

.,、
'
.
◆

"
.
早

^
.
、

.
Ξ

+

'/
,,

',
、

.、
 1

ノ
ヲ

'i
'、

'.
:、

、
・

・
6%

゛
_、

・
・

..
、

"ー
、

f'
.、

、
!

、
ト

、
、

、
">

'/
.0

、
迩
、
",

・
、
、
."

・
,、

3'
、
、
"、

'

"、
、'

,..
1.1

'シ
'・

ニ,
1'.

11:
;'ξ

芋・
.、

P、
臣、

、、
マ、

)
t"X

二,
.'・

" 1
.、

、 
7 j

リ"
ιゞ

;ラ
,、

.、
..、

.バ
ー
.
^
、
ー
"
'
.
、
■
、

"t"
Xジ

'二
V'ト

、'
・.

..'
川へ

j發
謬t

・L
・

、"
、.

'、
C~憲

"..
、、

..'
Σf

lt邑
ヲ弓

1',
・1

L'
'"

叫
.・

?ー
'、

._
'ケ

喜
、

ー
:"

'~
~

,1
 ず

・
武

;,
,永

,・
,"

÷
,,

ー
'.

"'
 0

..
急

'・
.

"
,
"
 
1
イ

、
.
・

,
i
 
、

・
1
 
"
,
i
'
 
1
、

Q
.
.
・

,
i
 
、

・

,、
'"
{;
1"
哥
'、

、
、
、
'＼

,
、

.
.

'
キ

ι
』

":
唖 1ヌ
1;

', .1
'
'
.

^
冒

、

゛

■
、
、

t、 、

』
」

" 
1、

''

1
#
、

.
.
"
.

1
1
'
;
 
1
ナ
,
、
§
正
,
'
.
、
,
 
1
・
J
I
'
3

,.

'、
雫

ゞ
リ

く
ト
'j
・
;y
,1
討
,'
V司

踊
"ー

,
1

、
、
や

'
、

气
爲
"
急
,
S

越
、

1
゛
、
.
゛
.
'
、
、
、

■
、

ゞ
、
ヘ
'ヘ
'

、

.勺
恕

ミ
1

、
郭

'●
bt

、ノ
1、

ー
、

,
.

.■

'、
、

.、
、

』
!i

'.
._

.、
、

、
,餐

、
>趣

'、
'、

'、
3§

ξ
熊
、
ヤ

ー
ミ
河
ヌ
'イ

;・
iン

・
゛
〔
ト
、

,
＼

;
.
1
,
'
.

'
、

L
:
%
、

'
、

、
コ

 
0
.
.
,
,

r
r
、

1甲
、、

＼
ミ

イ
0

、
气
・
)・

Q
ゞ
で

Q元
',で

ミf
;、

,
、

、
・

、
U
,

'
'
.

冒、

H

:、
、

、
、

,
,
、

よ
之

、
1 3・

,

、
";

、、
、

」 ,」

';
」

、、
、 4

」
1■

、

N
十

^
一

+、

1,1
・ゾ

、=
、;

曳!
,
.
J
 
く
.
.
^

、
、

ゞ
、

^
、
^



ジ・＼可1に子心ιV瞬1ξ山ぐ舵W加ず
(フキ'1七斬え迄' d牟χ醇Nづ?二ι辛,喧'f%てy'ノ郭ノ0ビ)

(事群)挫雁旦Φ割肇卿Ⅷ巳獣戦寄馴誓

(車剥)瓢混蹴壌Φ劉響智、「陽酷馴笥馴吾^

聨辰ΦM制望手舞闇寸

、「

0 、t;ー
・^、1'r ゛

.^、.0^

^'心.、

O L'

、電
^」

1

1-1鵬

舮'
烹

,ニュぜ=ごT二

.''、゛'ゞ、.;

..ー..'

' 41璽!"・,こ'、"'" 、,,'.,!、ー

亀
、
冒
,
ー
ー
ー
、
●

艦
ほ
ー

一
.
.

,
,
.
 
1
 
哩

一
一
,
,

、
ー
"
エ
"
ー
,

.
'

、
.
'
、
一
'

.
=

翫
、
、

"
一
一

〕
一
,
ー
ー
ー
゛
.

ゞ

一
畢

立 '
■
/

＼
/ f

.

f
 
ビ

i
 
、
、
J
へ

ゾ
一
,

、
.
一
、

、
、
.
、
、

ー
、

"
゛
ぬ
、

1
、

、
ι
、
、

X
-
,
、
ー
、

X
、
.
ニ
,

゛

ー
,
,
ー
.

1
J
、
τ

1
鄭
、

枇
曝
、
"
怒

:
ー



§1態堤ミ金当峡〔畿隙§、ー

(側蝶)鍵猷即令墨侭二、如認婆晒、一

(鎧)起鑾矧呈侭吻÷如眼塩峨劉

剣e、忘州淵.ニ
手.

＼
、,為,金?争、風喝^

、、鄭＼

、

W審、制瓢S智慢、,、、越軍、選き辻ミ§

^氏.'俗§J^一^^、一^、

コ樫
頂

一

一↓

■. t {一. ■. t {一
"ー

一、一
"
一
.

一一一一,

一,プ 一,プ

、、T1入二一

辿§一一 趣母二、

向咋一
呉.

硬

『

.

冒■

、d.'.、,・

、:力KL.゛.

ー'':.

'ーー

"
・
^
ー
.
、
^^^
玉

直

1一 ,ー.,
,ハ

J

、三1

゛

碍ミ

ー"ー

・・:},,゛

.ーーー

ミξ逮曝・姦讐通

.

一一

.

#

.

ー'

一;゛."."{

」ナ

.

゛、
'
一

.

心
、

U M

4

い
ー

,、
ー
ー
,ー

ー

ー
^

.
^
岬

^
_
_
ー

^

^
^
^

^
^

'、
.゛

"×1-,・,,'
、

.

;ヅ
゛
ー
ー
.

、
.

゛
'

1

'

1-ー
・

.、
.、

.
●
、
,,."士

,,ι
^

み
'0罫

.輩
!尋

・
,
、

輝、

叩
゛

^
^

.
.



奏生所/長崎医学友等遁助響仁ついて

「出島」は'旧本の開国"を胎蔵する歴史です。

阿片戦争とアジアの情報網、西欧との交流が日本を開国へと動かします。

「長崎海軍伝習」と「養生所等」は'旧本の開国"の成功の扉を開く鍵です。

「出島」を通した理解は「長崎海軍伝習」と「養生所等」によって明解なものとなり

引いては"日本開国"の成功と明治期の飛躍の基盤となり、現代に活きます。

"日本の開国"と日本の国民(近代)国家としての存続と自律的展開は

世界の歴史に変革をもたらす世界史上重要な出来事です。

「出島」と「長崎海軍伝習」/「養生所等」の遺跡は、連続して一体であり

日本の過去の歴史の全てを表象し、日本の未来を示唆します。

そして、世界の未来をも示唆し、世界における日本の位置を明確にします。

「出島」は、既に、長崎市によって

保存/復旧と活用の取組みが続けられています。

私達は、皆様と長崎市と長崎県に、今、新たに

「長崎海軍伝習」と「養生所一精得館一長崎府医学校等」の遺跡を保存・し活用し

そして、長崎発の"日本の開国"の歴史の継承へ取組むことを提案します。
摩 #

Z0ブ8卓'r芋'成30年ノ4,1g 日躍日盡生所ぞ青える会
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妄生所/長崎府医学友等遁助芋仁ついて

二万年前現生人類(ホモ・サピエンス)であるクロマニョン人はフランスの

ラスコー洞窟に闊達な画を残しました。私達は、私達の知性や自然が

二万年前のクロマニョン人のものと変わらないと感じることができます。

地球や宇宙の自然は、もとより、現生人類誕生以前より今日まで変わりません。

遺跡は、私達に、人類の過去を眼前に現し、変わらないものと変化を示し

私達の好ましい未来へ、変わるべきでないものと変わるべきものを示唆します。

幕府による"日本の開国'ほ、「出島」1こよる社会に'胎蔵'し、長崎で行われた

「長崎海軍伝習」と「養生所等」を"建として、成功への扉を開かれました。

植民地主義勃興の世界の中、"日本の開国"と国民国家としての存続と展開は

自律的な'個人の自由'と盲然科学の取扱い'1こよる福祉の向上が全人類に

普遍的に可能と証明し、世界に変革をもたらす、世界史上重要な出来事です。

一方、日本の現実は、植民地主義に追随し傾伊ルました。

「出島」ほ、長崎市が復旧を計画。私達は、今、新しく、皆様に、「出島」と共に

「長崎海軍伝習」と「養生所一精得館一長崎府医学校等」の遺跡を保存し活用し

長崎発の"日本開国"の歴史そして世界歴史の継承へ取組む事を提案します。
/、ム・

Z0ア8年r孕'成30年ノ4月ア5日日躍日奏生所ぞ疹える会
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私達は、「美や伝統が、日常にある」ということが、「美を生み出す」根拠であると考えます。

そして、「古いものがきたない」のではなく「古いものが手入れされてぃない」、即ち

「かえりみる~手入れする⇔かえりみない~放置する」ということではないかと考えます。

私達は、「美や伝統が、日常にある」ということを重視します。

養生所を考える会について

私達は、「伝統や古いものや美」を手入れして継承することを提唱します。

私達は、「伝統や古いものや美」が、私達の「真」や「善」や「美」を形成する根拠のーつになる

私達は、「美や伝統が、日常にある」ということを重視します。

2018年(平成30年)5月30日水曜日養生所を考える会代表池知和恭

「真」や「善」や「美」は、私達の「魅力」そのものではないでしょうか。

と考えるからです。
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困旗はナ・めく日本初の西,羊式病院養生所は日蘭友好の象徴

.、

-1^.^'

^

ヅ=▲一'=■=ソ

゛^

ーー
^...

ι

.^^111^',"

.

^弔

^.、ー

1'ー

J

弔■

.1弔●,

、^一●

ー.^

.,

、^

Irl、
ι

/气
.「・>、

1'1、玉酬呼
゛.

.゛、"

^、、^^七・、゛

一

,1

゛

^ー^

゛,

上_゛:5; 1Ξ

生^

_^

を1 り O J!」智J】

, tl、ミ" 1

コ゛'゛でt一き.,、ー

,ー'、.'ー.遷・・・・、'*、.、,ぞ'.、
ー:;;1....

÷三.ミ、1■、三亨ゞy:S':三1,、、、叉見ゞ'Υ,・TiEI・、」勺゛!.,,ずチ'、,【

,ノ、、゛.('...'.・、.,,ー、..,゛U.、、、、,.,.・..' L '.ー.
り二、ゞ t,.1!へ生ゞ毅、;、ニ'1、▲きモミ,、,%、.モ"' J、・"、、.;,

・.、C、、'..ー.,゛二1 ト';21-.゛'、..、'告ユ1^..;.1 1゛Ⅱ・"ト

,' 11 {:'宕畿一"^声でF".,W'1

_、"呈._t'、で,・、. 11三謬',百磊匡差,
IF^11÷^'
■.^」

、

.

、淡
L.ー^ー

゛上ι;'L'1:,

'.旺:{ι 1'

、サi上,,r L .オ÷工1ι:(

!;!jil

,、ー'ー Ξ^

^,」.^

^^

.ー^゛ー^

"'ぐ 慶^'

.
ι

1

]
』
.
一
,
゛
、
'
、
五
一
ノ
゛
.
ー

、
一
一
、
゛
、
、
、
'
.
■
ト
"

一
・
、
、
、
毛
一
・
一
一
一
、
一
、
J
.
、
、
、
、
い

.
、
、
、
Y
・
,
一
一
一
'
ニ
、
一
・
、
、
.
、
一
剛
,
゛

一
,
一
^
忠
、
{
、
一
^
・
,
、
゛
.
^
ご
二

、
一
ゞ
、
一
,
・
"
,
:
^
・
^
、
.
、
,
一
^
、
^
^
・
^
,
、
^
斗
゛
^
凡
、
'
、
π
^
一
一
、
^
、
、
・
"
゛

^
'
^
電
'
、
,
^
^
曝
イ
3
、
一
=
^
R
<
J
、
ー
、
^
乞
^
^
導
一
、

L
一
一
・
、
野
黒
滅
・
U
.
'
、
、
.
一
.

一
・
、
 
i
三
一
:
=
:
、
:
 
r
,
山
一
、
一
・
り
"
一
:
、
:
・
.
、
、
閏
.
^
」

、
、
・
,
・
、
゛
一
一
^
.
~
'
、
・
"
・
妾
一
ヅ
一
.
ヤ
臼
・
ノ
く
、

;
、
、
一
.
き
^
殉
=
^
・
,
:
▲
、
、
,
;
一
゛
ミ
 
Y
 
"
.
、
.
一
,
,
古

、
三
●
一
一
一
.
^
、
妾
'
・
,
・
・
、
、
・

、
.

仁

.

.

一
一

一
,

、

・
E

戸

.
一
.
一

二
一

.
、
ル
カ
^
、
シ
.
一
^
;
、
一

ー
・
;
、
、
、

ム
、
・
、
、
・
、
、
^
、

1
 
」
.
一
.

一
゛
ニ
.
一
二
.

.
"
.

.

.

,
ト
:

ト
、

"
.

゛

、
■

.

.
,
一

一

'

、

乍
"

闇
、

"

、

、

.
゛

一
.
.

'
.
"

.

才
'

.

.

"

=

.

.

.
"
h、

一
.

一
'

.

゛
、

一
●
.
Ξ

/
一

J

.



;日佐ミ貞'4、学h1支*申立室の三壽4IjヲT;逢昆亦系韮4)1茎、ホ宕勺イ廷4宣1こ・コリ、て

尋崎大学右誉教授、相刈忠臣

出島に商館医として1&熔年に趨壬したオットー G.J.モーニッケは聴珍張
をもたらし、種痘を普及した日本近代医学のさきがけであります。ヨーロッパ
と東アジアを知悉した国際医療人モーニッケの見た幕末の兵本の奨疹は悲惨な
状況でした。海毒、天然痘、ハンセン氏病のような伝染病の予防の公衆声生下
政施策は皆無で、伝染病患者を隔雛する病院もなく、国立医学校も医師国家試
験もないので今後の改善は望めないと彼の報告書にあります。そのような状況
を打破する日本の近代医療革命は長崎の養生所を舞台に始まりました。

1。ポンぺによる近代西洋医学教育の創始と疑本全国への普及

ペリー来航により幕末の対外危機が頂点に達した玲勝年、日本海軍の設立
を昌指した海軍伝習がオランダ政府の協力で長崎で開始しました。との日本と
オランダ両国の国際プロジェクトは、海軍設立にとどまらず長崎製鉄所と養生
所゜医学所を建立し、近代科学技術と近代医学を組鎚的に導入するまので、日
本の産業革命と医療革命の始まりでした。

玲57年11月、 J.L. C.ポンぺ 0 ファン 0 メーノレデノレフォーノレトは西役所で
医学伝習を閉始し、 19世紀、自然科学の発達により大きく変貌した近代西洋
医学を系統的に教え明治から現在へと発展するヨ本近代医学の彫を築きまし
た0 将軍御昌見医師、松本良順の協力を得て玲儷年9月、医学所に併設され
た1乞4べツドの日本初の近代的西洋式病院、養生所を設立。養生所は小島佐+
の丘に建てられ、屋上には日繭友好の象徴として日本とオランダの国旗がはた
めいていました。養生所に為いて、ポンぺは侍0町人、日本人。西洋人の別な
く治療し、医師は虞分自身のものではなく病める人のものであると戒め、,.民主
的な患者中心の医療を行い、封建社会に育った弟子達に衝婆を長えました。松
本艮順は万人の健康を護る衛生思想と牛乳0肉食の普及に尽力し、彼の処方し
た安価な薬を提供し、貧しい人々の健康を護ろうとしました。迄シア兵の為の
稲佐マタ詔ス休息所で検梅を開始、江戸根津の遊郭でも実施しました。
2.ボードインは最新の液器別医学を教え、彼の弟子達は医療行政を確立。
ポンぺの跡をネ圏ハだA.R ボードインは検眼鏡、喉頭鏡をもたらし、晟新の

臓器別医学を教えました。聴診器出現後循環器と呼吸器の診断とt厶療が進歩L
内科学が臓器別に進晨。検眼鏡、喉頭鏡、跨胱鏡や子宮鏡のような光学*鄭器と
各器官の組織染色技術の進歩で近代的眼科学、耳鼻咽喉科、泌尿器矛1当婦人
科学に発展しました。このような最新の臓器別医学にとどまらずおそらく最新
の医療法も彼により日本に伝えられました。恭生所に分析窮理所を設戸して藍'
脈1

ハラタマを根璃。ハラタマは寿然科学即ち物理学、化学等を医多。医療を
学ぶ前の予科として教え、養生所の調剤も担当しました分析窮理所跡は日本



の近代的な化学、物理学と薬学の発祥の地であります。養生所は精得館と改
名、明治維新後長崎医学校となりました。精得館頭敢の相良知安はボードイン
からオランダの医療法を、大徳寺に寓居していたG。亘.武フノレベッキにアJリ
力憲法を学ぴ、人民の健康を護る医療法、磐制暑則を案出しました。根良は岩
佐純とともに維新政府に登用され、東京大学医学部の前身、大当東校丸静立、
ドイツ医学を導入しました。大学東校にはポンぺの且毎秀の弟子佐藤浩中を、
大学南校にはフルベッキを教頭として迎え、日本の近代鋤*を担う、声丸粋゛
しました。近代教育もまた小島佐古の丘から発祥したのです。ハラタマは後に
大坂舎蜜局を設立、ボードインは大坂医学校を緒方惟準と共に設立していま
す0 ハラタマの後任はユトレヒト陸軍軍医学校教官で、陸軍薬剤官であったA
J・C.ヘーノレツです。長崎、京都、横浜で活腰、長与専斎のブレーンとして、
輸入薬物を検査する司薬場や日本薬局方の成立に貢献しました。ポンぺ、 /Jミ、^

ドイン、マンスフェルトに学び長崎医学校長であった長与専斎は文部省に出
仕、岩倉還欧使飾団に加わり、英米独の医捺を視察後オランがで匠雌熊と理判
度の実状を調査しました。長与専斎は帰国後、衛生局を創立し啓制を施行し
東アジアで初めて万人の健康を談る公衆衛生行政を開始しました。殿刊はオラ
ンダの医療法と相良知安の磐制愿則を参考にして作られたと.思われます。

3.三エイ見迭:今金器女伺、ミ反イ玉:竃B雫与卜上晃三主三喬勺なt三礬え、二ぢて乞ヤ,鼻・1竃、ιン1=棋11或式!、虐従ゞJ'ー
丘に発祥し、好本の近f薪ヒは長靖から東アジアに波及。

丸山公園に民主国家を夢見た坂本龍馬像、唐人屋捗凋製こは国民国家建設を冥
指した孫文の侮功ミあります。長崎を訪れる東アジアの人々は、なぜ日本は先駆
けて近代化できたのかを昔も今も知りたいのではないでしょうか。装?主戦争
後、近代化の方策を求め、多くの東アジアのエリートが日本に留当しましセ。
漢字交じりの日本語は欝書翻訳に苦しむ過程でゞオランが盆のψ・癒を瓢け打P
化し何でも翻訳できるまでに進化しました。正に和華繭チャンポン文ノヒの半立共
です0 数世紀かけて物理学、化学や医学の専門用語ど既金が日本語に."した
からこそ、海軍伝習後、速やかに近代科学技術や近代医学を導入できました。
開国後は自然科学のみならず、政治、法学、、経済、語学、思想といった人文科
学分野の専門用語と概念が日本語に速やかに取り込まれました。日汗戦争後、
台湾と朝鮮に日本語による小学校から大学までの近代芽育が定着、近仟化の基
盤が作られました。中国では和製漢語が近代化の手助けをしました。小島佐古
の丘に発祥した近代教育、民主的な考え方と公衆衛生行政は日本△国にとどま
らず、広く東アジアに普及しました。朝鮮と台湾での公衆衛隼行政により人口
が著しく増加しました。台湾では司馬凌海の薫陶を受けた後藤新市が民政戸官
として活匿しました。養生所0 医学所、分析翁理所は日本ばかりでなく、アジ
アの国々にとっても医療の近代化の象徴です。



海軍伝習、長崎製鉄所、医学伝習

現代日本の国のかたちはここからはじまる。

2015年軟、長普市文佐財.叉により佐市小学校粂生再謠泌包の発据

'}査で厶生所.退抵が発.見されました。隻生所遉模を長崎市鳥や

〒・供たちの生.活の中に生かレていくにばどうすればよいか苓仁殉

佐吉の力々と一弐に考え左く、とタ)シンボジウι、を企西しました。

草夫の捉Xrαラわれた日太とすランダの圓際ズロジ三クト、海躍
^

伝習は、,江戸¥こ府力ι*体的に西欧文覗を受容すべく発'.し、海軍の
誥立にとどま角ず'丘儁科学技臂jと近イモ医芸を組綻約に零厶する
^^

為のでレだ、佐右小溌乗の二.伝丘てられだ電午所は狸ホ初の124

大シドの逝武的な西洋式蕪院でありンボンベ・ファ之.以毛ルデル
ーうオ・'ルヒば痔と町人、,貞太1と鰹洋人の陰打11'なく、,R下L油七」1.1名'

喫t、のミニず尭を才三い二圭;汁壮七さて〒;コた1公、太R.、1とg1ゴ'ノとぢにヨ赴い
衝ξ、鼻三え_まノプ,ー,÷'の」:タE Uた】ト代西)¥底ツ1立 1;によ{/ 11;11れた

J 二式

匠f:『六左がヨ主、の近代区¥への畢ネを担いましたソνLテ'ス:こよ?て

いセ

『海軍伝習0養生所と日本の近代化'1
相川忠臣 長崎大学名?告教授著.1}'出島の医学

「養生所等遺構の現状と未来への展望』

彦,ク

池知和恭養生所を考える会代表

闇・御発=雛誌嶋、学手にτ壹け付け或すので_.その都広椥邪闘いただいマ詰む1.、f司、。

、舒,N貞・御1'ii對・御発言ム'ど島n刑寺1司b 1定1ノており"す。

お問い合せ

養生所を考える会

090-3730-1858 [池]/ 095-848-5616 [柵唱

長崎歴史文化協会

入場観覧無料

■
麟

H
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昭
和
八
年
(
扮
謁
年
)
九
月
二
十
二
日
金
曜
日
長
崎
日
々
新
聞
朝
刊
2
面
第
三
版

『
西
洋
讐
學
の
霞
祥
地
』
小
島
病
院
を
史
蹟
に
文
部
省
へ
指
定
方
を

長
崎
市
西
小
島
町
縣
立
小
島
病
院
は
、
和
蘭
讐
學
華
や
か
な
り
し
頃
の
長
崎
養
生
所
の
跡
と
し
て
、
本
邦
病
院
創
成
の
根
源
、
長

一
崎
腎
科
大
學
及
び
病
院
の
濫
觴
を
な
し
、
{
貫
に
本
邦
に
お
け
る
西
洋
聲
学
發
祥
の
地
と
し
て
長
崎
が
天
下
に
誇
る
に
足
る
名
史

一
蹟
と
さ
れ
夙
に
識
者
間
に
之
が
史
蹟
指
定
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〔歴史的に日本の国の形と政権は地方の発展によって形成されてきたと考えます。〕

中世末期、室町幕府の対明貿易である勘合貿易を幕府衰退によりその実権を受け継いだ大内氏が石見銀山を本格開発して、日本産の銀が東アジア
の国際通貨となるなど、東アジア貿易での日本の存在感は大きくなります。一方では九州西南地方で産出する硫黄が火薬の原料として主要産品となり
ます。これらの資源開発を基盤として西国大名が東アジア貿易に進出しました。豊後の大友義鎮(宗麟)や薩摩の島津氏の南蛮にこではカンボジア)

貿易、肥後の相良氏の対明貿易、肥前の松浦氏のシャム(タイ)との交易、大内氏の滅亡の後に大友氏からの養子が継いだ新しい大内氏や大友氏の
遣明船の派遣、多国籍海商集団と言われる後期倭窓の活躍が指摘され、私貿易、密貿易の興隆で物流規模が拡大したと考えられています。

このような、中世日本の存在の魅力に魅かれて、西欧諸国の人達は西日本に到達したと考えられます。

キリスト教(ローマ・カトリック)の受容
蛮の升カム

初期

世界が納得する長崎・日本のなかの長崎饗黒穰器恐深

中期

キリスト教(ローマ・カトリッのの禁教令、弾圧

キリスト教(Rーマ・カトリック)の禁止令、迫害

西洋世界との遅遁

と

日本の交易・情報取得の四口のーつ

江戸時代の日本は四つの口、即ち

討馬旦で李氏朝鮮と、睦座旦で琉球と通信'国交1が

松前旦でアイヌと、長崎旦でオランダ人・中国人と通商があった。
対馬口と薩摩口と松前口は各大名家の運営にまかせ

長崎口は菓府が直接運営した。

の"の成立

,オランダ国王ウィレムニ世力、らの国書星舌留ど忌劉1,#刷;!肝.崟年、幕'1忌'ゞ厚創珊胤、三,1臂鳶鐙j1に栞腕一ーー、
後期畔の国としての西洋文明の受容の開始海軍伝習の実施第一次海軍伝習の実施国幕府による近代西洋式海軍の倉赦台長崎泰御燭筑後守忠徳"

ランダの最上級の外交であノ、両国にとって鳥[占.級に位置に国家プロジエウtで墾っ1ξ0オランタ国王ウィレム三世から将軍側憶定へのス、ンビ長崎地イ斐人による治片、警イ蒲の1語争ミ、、矢田掘景蔵、勝'呆'郎豐
家として初世以来の西洋世界との交流の総決第二次海軍伝習の実施海軍の運邑長崎奉行嘩磁河守長常}

の受客で王見イtσ)日二本d)^σ)カ、ナこちd)はじヨミリ 0、'ラ・業゛婦"告・1幕倫注文の§号受柄1軌陽~ハーリ、肺・スと^1声^、ヨ=の、于1、}舌,反印届1!曾本木白旭婁
園然科学を基礎とした近代西洋技術力の導入をめざしたが医学伝習の開始帯メ当力乏肺'脚卜畍〔③近代西洋医学・自然科学の導入γ諾岫黙越脚宗馬凌海1

。の町の形成
教会領長崎

秀吉領長崎

布教所、教会の建設
六町の建設、器隔器翻§
町の拡張"誤器叢*;紫砧,.都,..,.峅,
内町の形成韻'ゞ'器語餅黒臨澀翻
外町の形成 村木町.紺厘町.袋町.酒厘町抽砧

長崎公領と大村藩領の換地
外町の形成 外町四十町の完成

聖秀山崇福寺仔盲州寺)建設
諏訪神社建設金住眺青木^清
出島の完成
オランダ人の移動商館長、医官の駐在。口の成立

そ二には

民主政治や人権や自由平等愽愛の様相が含まれていた。.養生所設立と1梨動

(丁二一百禾人の過去と未来φ霜命、点、'ニ>
^^^^^^^^^

交易と外国領事館の設営 居留地の設営

カス.,、'鳥・"メ'凡ゲル.フン1・ヨアン・ス〒化'ン,ウィレム・〒ン・ライネ、ウィレム・ネフマン.妥Z乞圧△IL女冨圧
立山聖廟位山喜院)建設麟需轟ゞ磊畿丸山の隆盛、卓楸料理の形成、長崎くんちの成立

紅毛外科の形成儒飴都写響1語豐需矯轟奮硫西玄甫
通詞名村八左衛門、西吉兵衛
通桐本木庄太夫良意翻訳」解剖図詣

楢林鎮山:紅夷外科宗伝、楢林流外科

雫倫長盡゛羅埠弧鵬烹器線国人の移動

難

近代

崎、j則デとの建設川'イW 在来宗教との確執
_'南蛮戈牝の興隆"み→X脚'の印刷機到来

明治政府の長崎運営 明治政府の行政

日ーマ・カド1ツクの伝播/フ゜ロテスタントの伝播

力丑ルニ'^、2三2^を、"ウトー・干ーニ".コカ,'ン・コ'レノウ

日;本ミの医ヨ=孝女月叡旦点を升多見艾、軍医を養成要嘗乳ゞ甍星張誤貫"語身倫謡懸:1驫鞭闇蟹駿撫螢臺孟噐資至至身長鳥11鸞、澄儒滞1岳疹姦器蟹●答禳龍馬覧噐術J轟腎闇鳥、'瑚牛舶畔壁.鵬医学撫畏
^1倚!具/ナし小1'1士也1区/日;本の^^1女月1迅」吉ミを升多巨艾驫先虐ぜ豊盡薹争(艦翻"1;又営置子背'鮎臨殿、1箕玉高翻i牧医判峠"と抽舎斬藁落俺帖'に分戦堪).鯆玉高等学牧匡学郁惜肯1扮俄脚,抽冊蹴、異气:県立卿峨、長頗医特朽学映.

外町と属邑を公領とする村山等安江戸寡府の成立

棄教と殉教と潜伏川朽棄教して沢野忠庵と革め天文学/外科を教える。
門人向井元升ノ杉本忠恵、半田順庵、西玄甫

中国.ポルトガル.オランダの文物の影響島須の記

造船・軍事工業力の発展
貿易・海上交通拠点としての発展
・韓国併合
・満州事変、満州国建国、日中戦争の開始と拡大
・太平洋戦争の開戦(第二次世界大戦への参戦)
・アメ1功による原始爆弾の投下、太平洋戦争終戦
現代社会における長崎 戦後復興

高度経済成長
地方の中核都市としての長崎整備計画を要す

現代

学

発

大村町の医学伝習所の成立

医子の形成本木良武竺世盤虫地^廟聖の菓筋

養生所及び医学所の設立.,〔近代西洋医学にょる病院、同医育専用施設の開
分析究理所の設立諸爵軟'ボ、ト'0〔物理化学教育、研究施設の開設〕"、"剛峅畊長崎奉
養生所を精得館と改称カンカ即.川(.-1こづ'斤のー"π"ぞ期常
教蚕の建築、洋館の建築、西洋思考の直1妾の}充入豐曾温1、晃翠張望鍍露讐急誘桧窪,11ミ、、

生活する都市としての長崎
観光都市としての長崎

平和と安全、幸福を願う都市、長崎

長崎の1号害11・私ナーちの廟い

幕末政治力の交錯'幕府、各藩、長崎商<、外国政府、外国商人の活動
ローマ・カトリック教会による信徒発見プ"・W神父浦'四番くずオt 六十ハaの信者を逮捕L、棄数させ或は流罪

〔ユンバトナ

長崎は

自然のある街<鶴の港、東洋のナポリと言われます。緑がきれいです、空も海もきれいです。>、坂のある佳K歩けぱ視点の変化を楽しめます。>
歴史のある街<西洋諸国との関係で日本の重要な画期を形成してきました。>、人の心のある袿K皆、開放的でやさしい心の持ち主です。>です。

九州鎮撫総督赴任、長崎裁判所設置、広運館設置、長崎府設置、長崎県へ移行明胎縱瓢
充浦上キリシタン主要者厳刑、浦上一村三千余人総配}浦上キリシタン処分

教会と教育活動を展開/教会と教育活動を展開

馬場佐十郎:蘭学梯航、幕府天文方

空が見える、山が見える、丘が見える、海が見える、太陽がみえる、月が見える、星が見える、風が渡る、花火が見える、街が見える、そんな街に

私たちは住みたいと願っています。

住みやすくバランスがとれた美しい街は、観光都市としても魅力的な、また来たくなる街のはずです。

生かし

スリッフ'ウェイの完成小菅修船場、長崎造船所、長崎製作所、長崎工作分局、長崎造船局、乾船渠の完成立神、三菱に貸与後払下

上海航路・日華連絡船等の運航

(医学伝習施設の充実)

に

の官い曲力

長崎は、中世末期に西洋人が日本の西日本地区の貿易力に惹かれてこれらの地に到来して以来、日本と西洋世界との関係において常に重要な

役割を果たし、長崎において日本にとって歴史的な重要な画期がいくつも形成されてきました。現代においても、長崎は、世界と日本との関係にお

いて重要な役割を果たし続けています。

これらの歴史的な長崎の在り方を日本に、世界に発信して、諸方面の理解を得ることは、日本と世界の幸福に貢献すると信じます。長崎が、自身

の存在の魅力と街づくりと発信によって、過去と未来の長崎の在り方についての世界の理解を得る行動を続けるとき、長崎の魅力は光を放ち続け
ると信じます。私たちはこのようなことを願っています。〆

か

整備計画を要す皆が満足できる街づくり。新旧の歴史を実感できる街づくり。
整備計画を要す何度もいつも来たくなる街づくり。生活に魅力がある都市中国盆、長崎くんち、長崎料理、文人文化等。

坂を生かした立体的構成を提案。舞台としての長崎。点、線、面で考、える長崎の魅力
整備計画を要す人々の幸福を願う長崎の象徴として、原子爆弾の爆裂点高度50omに展望台と

太芋津繊多の房^
太孕津就多の終戟

国際文化センター構想の計画と実現図書館、公会堂、美術館博物館、水族館、体育館、水泳プール等
市街域の拡大と建築の高層化、交通網の充実
都市機能の有機的近接配置と質の充実と成果の分配。国酬他地域、都市印連携はる充実。

〕蓄積型都市施設として図書館・1専物館・美術館の連接配置と活動の連動と高度化、成果の分配。

〆

一日本の近代のおわりと未来一

の'壮〕学術都市として都市機能印連携、人々への思考/情報/技術の還元。《長崎は歴史の舞台である》

■、

光点表示を持つ塔を建設して運用する。

中
世

近
世

近
代

現
代

交



一女崎の歴壁、ぞの6づ一フの禽力1日本亦交の須威'・昆居^農遁酉蓙美の房夫'国農放治経芳の塞台一 2017年(平成29年)1月24日火曜臼養生所を考える会代表、池知和恭

台場跡、公園、住宅等

長期的に復元進行中

日

現状

玉の

長崎県庁一もうじき移転

歴史的資産 計画、史跡指定等

台場(砲台)遺跡多数 三件の国指定史跡

出島遺跡 長崎市の長期的

[長崎海軍伝習教官宿泊地]整儁恒削

長崎奉行所西役所遺跡 未定

[長崎海軍伝習主催地]

長崎海軍伝習

日

《現代の日本の国のかたちのはじまり》

ビル

玉の

三菱重工業株式会社

長崎造船所(飽ノ浦地区)

[医学伝習の成立]

ビル

旧長崎市立佐古小学校

大波止遺跡
[長崎海軍伝習造船地]

日本の近代化の歴史上で唯一のオランダ人の
創造性を主体に形成された成果の遣跡

日本で外国人の設計が明らかな最初の建築物

羽

住宅、橋本大徳園跡

駐車場、長崎バス車庫他

長崎製鉄所遺跡(飽ノ浦)

日

(修船場)
岩瀬道修船架遺跡、立神軍艦打建所遺跡

大村町の医学伝習所遺品

ー"潮舟.楓本武編.福沢諭吉.由利公凪豐M弥太熱.五代友庫.西棚隆嵐率捕亀火久侭判通.大久侭利朔.副島強臣、北白1'言能久幌王.小躯宮彰仁韻王長岡茎典、0逗素輔.栓早忠;L栓竿正住.錨島直六.卿脈前鬼遮亘挑凱本田親謹.中牟田倉之助.花房轟賞、大鳶喜八節.書干城俸栓則良、何釦登.李極芳.金王均.扇山省.犬藁輸燕

玉の

住宅、グラバー園、他

く高島秋帆本氏扮くン
養生所(精得館)遺跡

歴史的篇婁

海革防傭

オランダ酉餌

,プ、ランダ酉鱒長の序庄

,オランダ商餌ガ医師の存庄

r長顧恭庁所立ψ妾廓ι一謝でず。ノ

近允西離式海重の斉4毅

近允西津医学の勿め

病広制建下のオランダの

毎生政治戈佑の伽鱗
長崎く形ち御旋所

借耐ノ

近允西芋工美友荷の勿め

価代西離式Z埼の'勿めノ
r⇔三盡重工美株式会だへノ

近允西津医学仁喜づく

医学友の勿め

近代西津医学仁塞づぐ

J

(病院、医学所、分析究理所) 栽淳病虜ぞ附殷ιた唐学友の勿め

⇔長崎府医学校(及び病院)等梅毒病院等遺跡近允医学から現允医学へ

日

⇔長崎病院遺跡

小曽根築地遺跡 未定

[小曽根家の構想と事業計画]

東山手・南山手外国人居留地伝統的建造物群 西津経芳従会/戈広の伝播
(グラバー邸、オルト邸、大浦天主堂、領事館跡)国宝、世界文化潰産

未定

玉の

未確認

0 "地一"""1

〆

未定

遺跡.と構想 1

〆

弘達は、小讐担六左斯門・乾堂父子は、徒の.興亜主義/アジア主判大アジア主判汎アジア主載(日木支那、朝僻等東洋の団枯(甫等提携))の庫点/源流と考えます

、η

ノ、

J

日本遺産へ
空間の大きさを

確保しながらブラ

ンド(日本遺産)

を取得することで、

一定の長期安定

的経済効果や地

域の象徴として

の効果を期待し

ます。

日本開国に象徴

される長崎の歴

史は、『明治白

本の産業革命遺

産』の長崎の構

成資産に直接繋
がる歴史です。

各遺跡の整備に

ついて"真正性"
の重視と"経過と

変化"の提示を
期待します。

毎局^隣遁酉塵美の勿め

盲国と彊兵,蕎宗"m犬アジア生姦

イヰ長崎ズ学医卓部心煮学部へノ

嵩
一



唖夏平成30年(2018年)祝明治150年明治を先駆けた長崎
日本の中世と近代を繋いだ都市長崎/日本開国の母体・始動都市長崎/明治の長崎

2017年(平成29年)4月8日土曜日養生所を考える会池知和恭

1日本の中世と近代を繋いだ都市長崎 ・修験道

・道教・対アジア貿易

・仏教

・対欧州貿易

・対オランダ/アジア貿易
ー^^一闇^^、..

/但募への四っ0)'ロ
＼、、、、薩摩・対馬・松前・長崎ー"ーーー、^ー

・対露関係

・英米仏資本の投資開始
ー____.,ぐ'長崎海軍伝習>一近代西洋軍事/技術力

＼長崎開港<"旦入居部>・洋学
・近代西洋哲学/学術/技術

ク々ーズアップ

Ⅱ.日本開国の母イ本.始動都市長崎傷府は日本開国の本拠地都市長崎で日本開国の重要施策である長崎海軍伝習を実施しました。)
西日本経済圏の港湾都市[貿易都市長崎]、日本の文化中国大陸文化蘭学/蘭方医学[国際都市長崎]、長崎の町衆(地下役人として長崎を統括、長崎文化を形成)[白治都市長崎]
鎖国期に日本の世界へ開いた四つの窓口の唯一の幕府直轄の都市[情報都市長崎]、長崎港内外の海防、長崎警備(九州の各藩、長崎港内外の台場・番所・遠見番所)[軍事都市長崎1

阿片戦争、オランダ海軍コープス大佐の来日侮舷劇功ル'二世.親喜を奉呈、起草卜都D、ドンケル・クルチウスのオランダ商館長着任、オランダ海軍ファビウス中佐の来日
水野筑後守忠徳に長崎奉行発令、ヘ゜リー浦賀に来航、水野筑後守忠徳が長崎奉行に着任、日本開国、長崎で四つの開国の条約を締結
長崎海軍伝習の開始[日本の近代海軍の成立]、日蘭和親条約を長崎で締結、語学伝習
第二次長崎海軍伝習で医学伝習が成立及長崎製鉄所設立"価緯、加艇潮加加価一一叫詠畔碑{英語伝習所、長崎開港、長崎海軍伝習閉鎖
小曽根築地の竣工稼働(倉庫を運営、福井藩の生糸貿易を成功させ、小曽根書生を育成、商館・台場・桟橋・造船・競売・商船貿易を計画)[日本の通商産業の噛矢]
外国人居留地の竣工稼働(大浦天主堂、小曽根町(西洋)船大工街の形成、高島炭坑開発、小菅修船場建設[英米仏資本投資の嚇矢])
長崎製鉄所第一期工事竣工、養生所(病院・医学所)診療講義開始駈価紅物郎撒加肱繊叫知舷.髄入幕府は岩瀬道修船架に着工(後に中止)
洋学所、幕府は立神軍艦打建所に着工(後に中止)、語学所、養生所に分析究理所竣工[物理化学教育の噛矢]、精得館、済美館

日本鎖国

日本開国
ー.ー'ー""^^^^_.

皿.明治の長崎

・南蛮文化

・漢学

・蘭学

・国学

長崎会議所、長崎裁判所、広運館、振遠隊、長崎府、鉄橋、長崎府医学校、小菅修船場竣工、岩崎弥太郎開成館大阪出張所に転勤、長崎県、活版伝習所、長崎・上海間海底電信線敷設工事竣工、永見松田商社、征台
の役、蓬莱社高島炭鉱払下を受ける(炭抗舎)、金毘羅山ノ大浦大平山で仏米隊が金星観測、私立神学大学羅典学校設立、西南の役、第十八国立銀行開業、長崎測候所設立、立神船渠完成、活水女学校設立、三菱高
島炭鉱を買収、長崎病院附属梅毒病院設立(駆梅院)、日見峠新道開盤竣工、三菱社への長崎造船所払下、タ顔丸完成、長崎市、本河内高部水道竣工、第五高等中学校医学部浦上移転、海星学校設立、香港上海銀行
長崎支店開設、長崎電灯株式会社開業、長崎文庫設置(新橋町)、日清戦争、日清講和条約、九州鉄道長崎(浦上)長与間開通、長崎市内に電話開通、要塞区域の中核となる、三菱造船所軍艦建造の初め、本河内低部
貯水池.西山低部浄水場.西山低部配水池竣工、ガス供給、午砲、日露戦争、占勝悶完成、九州鉄道浦上長崎間開通、日露講和条約、長崎病院が浦上に移転、佐古尋常小学校設立、三菱造船所戦艦の建造始まる

ー、、コ

日本各地での新Lい努力^,,1-、1●治纏鄭稔涯輪顎膿誤ゞ●^日本各地での新しい努力〆

・紅毛医学 ・ローマ・カトリック

・漢方医学・潜伏キリシタン

「一酉^・蘭方医学 ・朱子学

・和方医学・神道

7近代西洋医学・陽明学

・ローマ・カトリック/プロテスタント

〔冱^

明治の御一新

(物語要目)

E匝^]



1 飯訂1;2017年1平成29年j4月30etej、ヲ^■,^^ー.^^^^^

日本近允佑の屋史にιコて、掛生所/優燭ノ医学友の唐足ι遺尉ぱ量更で応弘近董か6近允仁遁鱒ιて療締ιた茄於の趣尉ιιτ費童であ払艮好に理序ずる遺騨ιιτ希少でず。
症達ぽ笥餅這騨仁つι1て、窮声ずる写莫や図面や笥莫者の事疹芋の禅卓肘獅飽に崖づぐ塞主所/侮蔚ノ医学友のお仁逝成才九た士地の宏存の批慰<の珪旧、一邪の好菖が帯倉晟の徒元症倒って国史謝の痔定壬痔'婆芝飽美ιまず。

"鎖国"政策下の世界へ向けた四つの窓口[薩摩、対馬、松前、長崎]

中国における阿片戦争勃発

講武場設置'細日米和親条約締結

武所創設

日本の近代化にとって重要な歴史と遺跡
日本の近代化は江戸期に始まり、明治期に開花しましたー

第一次長崎海軍伝習・・・・・・・・
《戸本の近代海軍の創設》

^^^^^^^^^

】噌根家は、商館,台場、桟橋、慧売市場、商船貿易を計智

福井藩の生糸賀易を成功に導き、福弁倉庫を運営する
小曽根嵩生を育成

幕府居園血1こ加刊分:ミワチェルトの造船所・フ"4卜の造船所

小曽板町(西洋)船大工街の"成

築地講武所に軍艦教授所を開設(後に軍艦操練所幕府は海軍拠点を関東に整備し始めます)

ノ

第二次長崎海軍伝習
《月,杢チPj丘代海軍の練成》
長崎海軍伝習閉鎖

長岐奉行所西役所及び大波止

明

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

陸軍

長崎海重伝習の成立
幕府はオランダと共に日本開国を成功に導くための施築を実現させます。

,第二次長崎海軍伝習では、医学伝習が成立し、長崎製鉄所が建設され稼働します。
:《日本の国家としての籾めての体系的な近代西洋文明の受容の開始》です。

、_____________ゴ塁代」毛目杢の旦φ●:た1を.の堕妻リ1了立L______________

医学伝習

、場を三菱社に払下

^^^^^^^^^^^^^^

現
代

縛熊凱脊医学の導入》

横須賀海軍造船
日清戦争勃

養生所傭院、医学朋設立
養生所に紛析究理所)設立
養生所を精得館と改称

長崎峯行所西役所

r-ー'ーーーーー「佐古の丘一〕

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

日露戦争勃発

米軍横須賀基地

養生所/(長崎)医学校遺跡の保存と活用を老えるにあたって

2017年(平成29年)4月28日金曜日
養生所を考'える会代表池知和恭

長崎府医学校(及び病)と改称
1大坂府仮病院、事病院成立

1'、、ー、ー、1熊本に古城医学校成立
1大坂に舎密局成立(理学枝)
1.第一船渠挫工

1睦生所令棟を改築卜梅毒病院とする三菱社が購入

'

長崎製鉄所こ亟ヨ
《語イt西洋軍事技術/工業技術の導入》

と改称

文部科学省峠、 1大阪犬学、、、、、1;L」;」.ー、」'、」iLi茎一著一勇'ーーー、j

第一期工事竣工憾装岸壁完脚

11北里柴三郎力斗、イツのコツホの研究室で血清療法を確立
第五高等中学校医学部が浦上に移転

闇

佐賀藩の高島での採炭

長崎医学専門学校開校
長崎病院が浦上に移転

岩瀬道修船架に着工(中断)
立神軍艦打建所に着工(中断)

長崎開港
芽一

.

(グラバー来崎.無郎喉)
小曽担築抽蟷:C、富国(と残兵)を目1旨す

遺跡としての状態

・長崎奉行所西役所:石垣等が残存

・大波止:不明

・長崎製鉄所:不祥

・横況製作所:不祥

・横須賀襄作所:不拝
,蟇生所ノ(長崎)医学校;良好、
資料により情報量が郵い.

埋蔵部分も多い

・高島炭鉱:世界遺産

・小普修船場:世界遺産
、.,.........^■^^.........■^^.....^■^■......^■^■^J

賀藩ーグラバーと協約
小菅修船場の竣工(薩・英)

(グラバー商会廃社)

墾ミ篝゛ミ、鶚

(炭礦舎建つ..僧根築地)

佐賀藩聞役小曽根家の活動

秦佐八郎力斗、イツの工ーリッヒの研究室で切レハ、ルサン(駆梅剤)を開発
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^

生一/

2

①公益たる長崎市立仁田佐古小学校校舎等施設建設畔童減少へ傭応]及び当該校地外周道路拡幅工事陛活環境改淘の実現

口

②公益たる養生所/(長崎)医学校/梅毒病院/長崎市立佐古小学校の遺跡の保存と活用の実現隱跡乱ψ存在、長崎の象徴、教育効果、経済効果]
生、/

既に土地Φ形質の
変更が起きているが

゛M

口

3.左地区の土地の"

①井戸水等からの経口暴露による<健康被害>②土壊等からの直接暴露による<健康被害>(工事等による飛散を含む)★湧水は
③旧佐古小校地の樹木状態にっいて贈枢肌剥、飾麟加齢.樹調鋤鳳、、面雄判論榔迅、、W劇.船削。榔汎休沌.ψ祉捻論。ゾ毒物の影響はあるか、調査は
④土壌汚染対策法第四条[工事の届出]、法第四条第五条[調査命令の発出]、法第十四条に繋がる[自主調査]のいず柚未実施

矢M 六/

青矢μ、、/

4

5.旧左小、地への二田左古小 六企:

^

計■で

^

②当該地区の土地の状況[岩盤が地下に遠い、江戸期からの畑地く軟弱性>、石垣に変動が観察されるく脆弱性>、く現代工事への適性>が劣らないか]
佐古小壮随の

、/

二田

^

①現計画の比較上不経済性卿唯胡畊睡"、佃~姑雌肱雌*仕血舳、雌都加鵬叡ヰ、姑姉蛇嘘剛,刷加加*、.嘘則=佐古は比較上建設不適格地では

7

口

ノ、゛ユ、
^

口

3乞左 j、,'M 、d)口

立左

②路地が自動車道路になり往復する自動車の交通に占有されると、安全安D・静粛健庚安寧慶定の居住が成り立たない。今から苦痛だ。
『室内に座り2mと離れない耳の高さに車のタイヤが走る。今でもバイクが通るとビウツとする。ここは風が強い、壁が遠くなると尚風が強くなり困る。今から苦痛だ。工事もイヤだ。この家にもお金を掛けているのに。』

ノ、'軍

8.小凹六と一ιハ公の盲一地に於ける

北にく官氏差のる、区にメ、して旧左小旧二田小乎

三π.
^

小{六夕土'首

旧イニ田門、の方が木交区の中IDにより近い卵仁田小から南端の星取山頂下へ小学校一年生が劃婦宅するのに徒歩1時問20分掛る]=旧イニ田ノ1、校士也力ゞ上ヒ較上門、学校適地でほ

口

目

工

9.旧二田小I Xは1

タ

①学童の地域の学校生活上の安全に対する不確実性の変化/増加《当該地域でのべストの実現を、他地域との比較より優先すべき》
ア,旧長崎市立佐古小の場合、旧長崎市立仁田小の場合との比較イ.新小学校を旧仁田小校地に実現した場合との比較ウ.小学校を旧長崎市立仁田小学校地に、遺跡公開を旧長崎市立佐古小学校地に各地に分敲して実現した場合との比較

'゛0 ゛ ゛ 三

にメ

10

小{、のEハ地び,'刀1 0 の土

②遺跡の地における学校建設は、全体として遺跡の破壊になるということ"

首

11.旧

[現在は校区内に公共交通が無いが、期待されているコミュニティバス等公共交通が地域導入されれぱ、南部地区他校区全域からの到達に利便が高い。昔通車での到達が容易。]

る{

の

二田小地区は小盆地12

、^

口

胴幼一郎佃柾剛怖呪童眺室*運笥ネ畔靴松卿尉啄ま御助学童安釦懸都胤酷剛"地胤学坐恵坏歌時局.,=旧仁田小キ父地が比較上小学校適地では

の生

吽砧畍,/六企//

13,旧

14.左地区の生jチ露1立の盖の也の巽

ど

聿き凡工について旧二田小六地に'M 六'軍一敕芹聿三ルした

田左古地区ふれいセンターは旧二田小地メと

六1 は'首ノ、

ワカ 日としての地の,

{全について

X

当紗地区一ーの15

^

口

①消防にっいて[消火栓の増設、旧仁田小学校プールを防火水槽として運用(サイフォン効果)、自走他走式消防ぎンプの地区保管、他]②急救救命にっいて[現状でも可.籍町方面、館内側、寄合町側に大型ルκータを設風階段は災害時安定施設として残す。]

立二田小{六地での旧

首數井により1

当討'生跡地または一出生邑、地16

、

①身近に、又、高台に避難場所があることの利点/難点②へりボートとしての活用③遺跡地としての存在との並立が可能
1項の二っの公益の実現、2~16項の論点にっいて検討が不十分である事 1一語桓郡露蔑票語魏語戯釜悪需語恐語繋壽爵臣亭粟需露爵磊壽ゑ謹語 1"17.

'

①養生所/(長崎)医学校等遣跡、旧大徳寺地区(旧大徳寺、旧長崎病院、旧梅香崎墳墓地ノ旧佐古招魂社、梅香崎神社)、館内地区(旧唐人屋敷)、寄合町地区(旧花柳市御、籠町地区
②1~16項、養生所/(長崎)医卓校等金跡、一帯の遺跡の関係を再構成一器緊詮r"痔1市趣卸戈ぱ都広仁ある遁卸'往り万ン寿旧ヂ往^史ι空間上の重層ノ〕

を

によ

〆、、口

2017年(平成29年)4月4日(火)養生所を考える会代表池知和恭

^

ロ。、

改訂3:2017年(平成29年)4月30日(日)改訂2:4/30(日)改訂1:4/28(金)

①仁田地区の土地の状況との比較

^[現仁田佐古小校区傭北長340om東西幅70om標高北辺2m~南方ユ50m程][小学校所在ノ校区北辺から旧佐古小;50om標高34m程、旧仁田小750m標高55m程]

旧二田小、地ゞ首

口

地多}かし旧二田小軍

(区

地としての又について

ノ、'軍

の

"のフ'

地は近して北に心している

ノ

口

となりつつあり

巨

ヒ素/也)力凡

立二田左小凹、の窟"について小一、'軍一の

①路地は地域の生活に不可欠の生活空間である。

の や惰付赴壱酔(有"鮎身

1
^

について ノ

脚ナ、

ぐく<^

の
rユ.、二d耳

口

日二田バ軍

ムヒ,

、にる

の'¥

凹

吉辺に土地

これを

,^

[仁田小校地は既に7追m地尚を下げている.

岩盤が近くないか。]

、

と煮

1土

、イ車,良

生.上 1

凹F としてj 用るについて

メ 凡

凹

がいのではないか

ε

している

口に

'てしー

'、

旧仁田小校地が比較上小学校適地では

土'首

①同一敷地でも枝舎間渡廊下あり②モニター等対策も可能③設計で校舎を部分一体化(仁田が適では)

七

=^ノ＼

」ι王

※生活改善としてエスカレータの設置も考えられるが、急救救命への有効性はどうか、遺跡保存ノ景観上どうか。

の

ム

六ーユ、 '.

への

:立丘
で /

地がるとい'こと(旧二田小、地

[火災、豪雨、崖崩れ、地震、津波、入場、集合、移動、避難生活、他]

命外

1」

が

広1'幸六

聿きしてはど'か

とい'こと

払
、こ

盲

を
＼ノ

▲
、

6

旦

Ξ

立

▲
、

一
三

吉

て て

ナ



私達は、養生所/(長崎)医学校等遺跡の取扱の現状について、

遺跡が旧長崎市立佐古小学校地に文化財として存在する科学的合理的根拠があり、その事実は少
なくとも昭和八年以降地域及び日本に周知である、

文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)は国民に文化財の保存と活用を求めている、
遺跡地に開発行為を行うことは遺跡の破壊となる、

一方、長崎市立仁田佐古小学校の学校建設が行われる地が旧長崎市立仁田小学校地と比較して
旧長崎市立佐古小学校地でなけれぱならないとの客観的科学的合理的根拠は希薄と考えます。

私達は、長崎市の立案に係る長崎市立仁田佐古小学校の学校建設の計画に基づく、現在進行中
の旧長崎市立佐古小学校施設の解体工事、予定されている旧長崎市立佐古小学校敷地外周道路
の拡張工事及び長崎市立仁田佐古小学校の校舎等施設の新築建設工事によって、当該遺跡が破
壊されつつあると考えています。

2m7年(平成29年)4月30日日曜日
養生所を考える会代表池知和恭

」

以上



号{
・

0

,.
 T

.、
弔

、

ヤ
'
,

、
,

.
・
,
,
,
・
、
.
、
、
、
、
t
4
、
、
1

,
1
r
●
.
1
.
,
'
1
、
,
.
'
、
'
、
,
,
.
,
'
,

.
.
"
,
"
・
0
.
t
 
、

゛
1
 
、

、

'
¥
'
/
し

ご
'
、

.
'
、

、
'
、

.
_
.
1
 
'
.
、

'
、

1
 
"
ニ
'
C
.
'
,
、
β
ゞ
'
 
1
,
、
、
曳
さ
;
・
:
.
・
・
.
1
 
;
'
、
、
.
'
ハ
'
ゞ
1
"
'
3

ゞ
1
t
'
.
,
;
:
゛
!
.
i
、
、
、
ξ
.
.
゛
'
.
.
^
、
.
、
"
'
,
'
宇
.
ー
'
,
、
・
;
ゞ
、
,
、
'

"S
、
.ふ

"'
・

嘩
,1

}を
'ト

,,
'"

・
゛

、
・

タ
;フ

,
ー

'
上
.
.
 
1
.
.
.
、
.
〆
1

ト
、

.'
、

""
ー

"'
.、

、
'.
'、

、
・

'、
、

■
";
.1
 "
"

'
、

:
:
"
'
●
?
.
ー
.
.
訂

.
、

,
:
1
,

'
、

、
、

"
"
、

1
・

!
、

、
・

,
"
冨

」

11
、

tX
ミ

、
_、

'、
'契

"す
'、

,、
'.

.,
山

,゛
11

:'
.:

.
1
 
、

、
一
生

"
"
,
、
、
'
,
'
ι

・
.
!
愚
i
 
、
゛
、
.
.
、
,
.

.
J
 
.
宅
'
:
.
.
 
d
l
:
;
1
 
吉
;
:
.
,
.
.
、
、
1
"
1
.
.
オ
.

、
.
'
、
■
.

1
 
《
、

・
・
"
'
、

・
'
、

'
・

11
,゛

',
ム

".
、
."

?、
、

'.
'・

、
J.

.,
●
."

ゞ
・
:"

1 
t 

'
:
ー
、
.
、
.
゛

.
キ
.
.
.
.
.
.
.
、
叶
"
、
1
.

{
:
゛
、

・
'
1
.
ゞ
.
/
ち
、

,
1
、

Y
 
'
,
.
,
>
、

'
,
゛
.
'
〆
・
.
'
"
.
.
'
,
.
.
'
・

.
'
寸

'
、

.
"
宅

"
"
'
.
.
、

飢
゛

1
'
趣

,
:
.
'
 
1
/
,
,
・

'
:
'
.
"
'
ー

、
,
.
,
,
.
"
井

'
1
,
"
'
"
、
'
i
登

イ
,
1
」
1
1
.
〆
'
e
,
.
'

＼
,.

・
・
0'

・
,・

'・
、

,、
,ト

'・
'、

"P
、

."
、

噺
、
>
イ

.
1
'
1
、

ゞ
β
÷

、
1
司

.
・

"
.
.
ι

、
遵

ξ
ノ

,
・

{
・

"
,
'
、
"
'
ミ
,
、
'
t
"
、
゛
j
L
_
'
b
 
'
.

.
,
1
'
・
式
二

.
'
遷
一

.
、

・
、
:
,
1
 
凡
'

'・
',
,,

・
'・

"'
・
,ー

、
,亀

弓
'、

兆
"・

"・
"'
,叉

":
1,
'

"
'
、
 
t
.
1
 
"
・
"
・

"
吹
・

・
:
・

'
ー

'
・

'
.
,
、

・
"
 
4
"
,
'
・
,
・

"
'
ー

'
.
、
'
、
'
{
'
.
,
"
ノ
"
"

'
,
'
・

・
Υ

,
ゞ

.
・

1
 
、

・
'
゛

'
・

・
.
'
、

、
・

,
、

'
・

,
'

t
 
・

1
J
 
"
,
・

.
.
,
・

.
'
.
'
ー

,
'
、

ー
ー
、

.
,
ノ

§
、

,
ー

%
"
.
」

,
・

,

:
.
'
・
'
.
、
ー

.
^
"
1
 
1
.
.
'

.
゛

J
 
.
.
.
.
.
,
.

.
.
'
.
.
'
、

.
・

、
,
.
二
1
.
ι
.
.
武
イ
ー

・
、

'
.
゛

_
竜
,
.
.
.
.
.
手
"
.
.
'
 
f
.
.
'
゛

,
'
ー
ー
・
'
.
ー
,
ム

.
'
,
、
'
゛
i
"
.
.
.
 
1
/

・
.
.
轟

'
;
'
、

.
ゞ
"
・

t
、

'
.
・

、
'
O
J

,
.
"
.
.
.

JI

、
1

,
゛

'
■

.
●
■
1
■ ..
,

■
,

、
告
.

、
、

、
゛
'.

、
.
.
. ::
、
1

'1

J
■

.
.

'

、

＼
"、

、

甲
,.

司
i

..
'、

4

゛

、

゛

'、

、
 
1
、

'

、.
,、

.゛
、

1

■
、

..
^=

,亀
『、

、'
1才

ー゛

、/
.

、
、

、 、

哩

'

.

、

、、

'.
、

゛

、

1

甲、

■
,

.
. ●
,
弔

.
.
.

、

'

,

'

、

'
"

,

ノ

f'

.

.ι '叫
 1

゛
.

,、
1

〆
 
1
'
・

,
.
,
一
甲
゛

甲
^
 
1
.

」
.
J
 
゛
 
j
.
'
.
、

,
.
.
ー

.
1
t

',
,・

 1
 "

,.
,

・
1
.
.
 
1
・
.
ー
,
,
.
,
・
.
、

・
・
 
1

' ,

、

.
.

.
"
. 、

. 
1、

■
^ー

.

、
゛

!

、
、

皐
こ

'.
.

'

.
、

ぐ
゛

.
^
.

゛
,

^、
■
'

.
.

.
」

号
E 釣
,

.
ー

、
.
.

'
●
ノ
.

.
.

'

,

ナ
 1
・

●
冒

〆

弔
■

.

,.

J

.冒

、
、

.
.
.
.
.
、

.
、

'.
.!

,'
.、

・
入

:'
R、

、
.,

1;

ー
.
1
、

.
t
 
.
.
カ

゛

.
ー

■ E 三

.

.
' ゾ

,.
ピ

1

,

、
、
.
0

1 
1、

、
,"

,
ー

'

● 
X!・

 11
.、

,ン
.'/

,

゛建
' 11

1、' 、'
/_

●
」
冒
'

'

、

゛
、

、 . 『

; 、 き 入

ユ . ■  J

. 、

' 、

、 .

、

、 , 、 、

. ■

『  1

. ' 、

、 ー

↓ f " . t  ,
. .

■ .

. 」 :



亜

;風
」'="

'
ι'、
」,

'巨 ..b.
"゛...

^'

'

ド＼。サ」
・."'Z

、ヤ.'、、゛.1'、.
J. 1 -」

・^§^

;全・,ンエ.X生苫、.テ,
=.

^

"拶、
'、"゛,'^

゛

'門.ι1
●1'

ー.

ノ

"

^

.
一

.
一

、
.

、
・
ン
,
.

■
.



＼
'ヘ

ー、

a兇〒'

_,^^

ーノ●;,

、^'、

ゞミ4、
、・挙'
ニニ^

、

^

氏'
1;」'■甲.、
1、ノヘ
・J・.

,1弌,.ノ
セ

コ
..

、

^■

¥'三、

.゛

」,丁'"1-'"#=ニキ=

0.'、

{'{、呉顎、禽^

'詠、'

-r》哩
し

、

、

.
見 .

、
゛

算 央
、

、
牙
'

局

:
ノ

、
竿
・

ノ
ι
'

,
X

'
.

一
二

■
一

◆
冒
;

1
闇

・
秀
"
斑
、
"

^
.
、
」
゛
・
-
U
^
"

.
゛
工
』
;
,

.
'
.
、
二
置

゛
,
ミ
・

ゾ
,

.
、

、

シ
,
 
1
 
軍
、
'

.
カ
^
,
.
ー
^
一
一

上
'
司

ノ
・
.
三

.
、

、
挿
型
゛
;
,

」
耳
.

,

ノ
,

一
,

、
.
.

』
.

一

之二



「腎学校境内全圖」

明治時代初期
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小島養生所跡及び関連遺跡の遺構検出状況

会

平成29年11月市議会教育厚生委員会資料
第151号議案長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例にういて
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(3) 新校舎建設計画と遺構の状況
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5 新設建物等の施般驚置
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即ち

土r汚三九のおれにイハる

大

生F (

及びの外吉道路及び§田町北音

即ち旧

立仁田佐古小学六聿設用地

劫医学六一一跡の中亥区域及び運用区域の

立佐古小学六地

生所考える会の

に対する

の四つの任意(自主)発査告書

資料ヤ式

→'十

"と"'キ

2018年(平成30年)6月11日月曜日

作成者

〒852-8127

長崎県長崎市大手二丁目十七・四十六・-0二

養生所を考える会代表池知和恭

連糸各先電話095-843-3491

携帯電話 090-3730-1858
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大
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即ち

土ナ六汚江のおれにハる

大

生F

及びの外吉道及び畄田町北音

即ち旧

立二田佐古小丹六聿三斐用地

1.『長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実

施した二区域の四つの一連の自主調査(土竣汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各

事項への記載の一覧表(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち・一自主調査の報告書

と当該の二区域の四つの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5
月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。)』

2018年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

2.『長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実

施した二区域の四つの一連の自主調査(土壕汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各
事項への記載その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書について養生所を考える会の

見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表信羊細は、別途『長崎市立仁田

佐古小学校建設用地、即ち・一自主調査の報告書と当該の二区域の四つの一連の報告書に対する養生

所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を
御参照下さい。)』

2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

3.『長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実

施した二区域の四つの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各
事項への記載その内旧長崎市立佐古小学校の南敷地の調査の報告書について養生所を考える会の

見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表信羊細は、別途『長崎市立仁田

佐古小学校建設用地、即ち・一自主調査の報告書と当該の二区域の四つの一連の報告書に対する養生

所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を
御参照下さい。)』

2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭』

4.長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち、旧長崎市立佐古小学校地、即ち養生所/(長崎)医学校等
遺跡の中核区域の主要部等における土壌汚染について当該土地に係る土壌汚染のおそれの取扱いと土

壕汚染状況調査に対する養生所を考える会の見解による「調査対象地の範囲」について2018年(平成3
0年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

5.『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち、旧長崎市立佐古小学校地、即ち養生所/(長崎)医学校等

遺跡の中核区域の主要部における士壊汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した自主調査

の報告書(土壌汚染調査と地歴調査)と当該の二区域の四つの一連の報告書に対する養生所を考える
会の見解と疑義

対象文書:平成30年4月5日公開請求し平成30年4月25日公開決定され4月27日に交付された当該土壌汚

染に係る長崎市の行政文書より』
2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

大

大

゛」、

立左古小{六地
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生戸

遺跡の

E村す亙

の四つの任意自主

2018年(平成30年)6月11日月曜日養生所を考える会代表池知和恭
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報生書ヒおける調査行為事象の各事項への記載の一吐表
(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち'一自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)5月13日日曜日養生二斤を考るーる厶代池失恭

[土壌汚染調査項目] 建設に伴う土壌調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』
[延長公開NO,10]

D

1.調査概要
1.1 調査目的

^

2.調査対象地
2.1 位置及び周囲の状況

ノえこ一■

^^

2.調査対象地
2.2 土地利用履歴

本業務は、仁田佐古小学校建設用地において、土壌汚
染対策法第4条に基づく土地の形質の変更を行うため届
出を行うこととしているが、調査命令が出る可能性がな
い。しかし、明治時代からの土地の使用履歴を鑑みて、自
主的に土壌調査を行うものである。

調査内容
1 調査方針

X 〆.=

対象地の地番は長崎県長崎市小島1丁目7番1号で、
対象地の周囲は公道を挟み住宅地となっている。

3.調査内容
3.4 調査地点

用地地歴調査業務委託平成29年7月
衛生科学研究所』
[延長公開NO,9]

後佐古小学校として利用されていた。
現在は、仁田佐古小学校の建設用地となっている。

0

口書は、本調査仕様の範囲において収集された資
料について、専門的な知識と経験に基づいて土壌・地下
水汚染りスクの評価を行ったものです。ここで述べられる
結果は断定的なものではなく、対象地における土壌・地下
水汚染りスクの全てを網羅した結果となっていない可能性
があることに留意する必要があります。
本報告書は、公的もしくは第三者による資料や情報に基

づき作成されています、報告書作成者はこれらの資料及
び佶報の妥当性については評価していますが、これらの
資料・情報の暇癌に起因して発生する損害にっいては何
ら責任を負うものではありません。

4.調査結果

、

:ム^

邑

期には長崎医学校が立地していた。本調査では、調査対
象地の土壌汚染の現状の把握を目的とし、長崎医学校の
分析究理所が立地していたとされる地点において土壌調
査を実施した。

'

業務委託仕様書に記載のとおり、調査対象地内の長崎
医学校の分析究理所が立地していたとされる地点を土壌
調査地点とした。調査地点図を図一3.4に示す。

^^

、

ーコ、゛.

^

本業務は、仁田佐古小学校建設用地において、土壌汚"
染対策法第4条に基づく土地の形質の変更を行うため届
出を行っているが、調査命令が出る可能性がないため、
自主的に地歴調査を行うものである。

一

J、子・父

株式会社環境

、

言

対象地の地番は長崎県長崎市小島1丁目7番1号で、
対象地の伺囲は公道を挟み住宅地となっている。

、

染調査業務委託
学研究所』
1延長公開N07]

後佐古小学校として利用されていた。現在は、仁田佐古
小学校の建設用地となっている。

P

、

:ム..,

、

:ム゛よー
i口

/、・子、父 )^^

平成29年10月株式会社環境衛生科

嚢ン

調査結果
3 土壌汚染に関する情報

"土壌または地下水の汚染状
に関する情報

5.総括

0 X

本業務は、旧佐古小学校体育館側敷地において、明治
時代からの土地の使用履歴を鑑みて、自主的に土壌調査
を行うものである。

^

いた。G丞付書類②)

的とし、長崎医学校の分析究理所が立地していたとされる
地点において土壌調査を実施した。
調査の結果、土壌ガス、土壌溶出量及び土壌含有量

は、全ての調査対象物質について基準に適合するもので
あり、今回調査を行った範囲において、基準不適合土壌
の存在は確認されなかった。

調査結果
.1 閏係者へのヒアリング

【確認事項.土地の用途に関する
青報】

0

対象地は長崎県長崎市小島1丁目地内で、対象地の周
囲は公道を挟み住宅地となっている。

、

0

昭和25年頃、分析究理所を解体し、一部整地(掘肖IDし

、

。市長田上品 報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委託乎成29年打月株式会社環境衛生科学研
究所』
[延長公開N08]

:'、

i口"り'、 」ι ^0

その後、佐古小学校の敷地として利用されており、敷地の
東側に体育館が立地していた。現在、体育館等は解体さ
れているが、敷地全体が長崎(小島)養生所跡として市指
定文化財に指定されている。

1)において土壌調査を実施Lた結果、基準を超過したも
はなかった。(添付書類③)

総括

一■、 J-

目次
・本報告書の取り扱いについて巻頭
一本文なしー

'.M

大正13年8月11白If "

h 学校用地大正13年11月Ⅱ日
6番学校用地大正14年7月14日

において、自i、'子父月1
t

-0

的な地歴調査を実施した。
調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地とし
利用されてきた土地であり、特定有害物質の使用に関
る情穀は確認されなかった。また、過去の土嬢調査結
においても、基準不適合土壌の存在は確認されていな

以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそ
の区分の分類は、土壌汚染が存在するおそれがない土
(特定有害物質又は特定有害物質を含む固休若しくは
体の埋設等を行勺ていた土地や、その使用等又は貯蔵
を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立して
る状態が継続している土地)1こ該当すると判断できる

ノ、

4

-0 丘_、

いるため、依頼者指定の遣構等に影響のない4地点にお
いて士壌調査を実施した。

二九

0、

'仁ーロ^

947年

962年分析究理所と思われる建物がなくなっている。

業務委託特記仕様書に記載のとおり、調査対象地内の
4地点を土壌調査地点とし、過去の地表面から50omの
深さの土壌を調査対象とした。土壌採取深度を表一3.4
に、調査地点図を図一3.4に示す。

^

:'、

、

i口

h

こ要措置区域等は存在していない。

本業務は、旧佐古小学校休育館側敷地において、士壌
汚染対策法第4条に基づく土地の形質の変更を行うため
届出を行っているが、調査命令が出る可能性がないた
め、自主的に地歴調査を行うものである。

J

゛

、^

白

自

・な地歴調査を実施した。

調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地とし
利用されてきた土地であり、特定有害物質の使用に関
る情報は確認されなかった。また、過去の土壌調査結
においても、基準不適合土壌の存在は確認されていな

以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそ
の区分の分類は、土竣汚染が存在するおそれがない土
(特定有害物質又は特定有害物質を含む固休若しくは
体の埋設等を行っていた土地や、ぞの使用等又は貯蔵
を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立して
る状態が継続している土地)に該当すると判断できる。

日

0 、゛
、

゛

対象地は長崎県長崎市小島1丁目地内で、対象地の周
囲は公道を挟み住宅地となっている。

長崎市
"

長崎市

.調査結果

.1 関係者へのヒアリング
確認事項:土地の高さの変吏に
点する佶報】

゛

J、

'、

し

、;口月リ;/、 ていF 、」ιメ、
^0

その後、佐古小学校の敷地として利用されており、敷地の
東側に体育館が立地していた。現在、体育館等は解休さ
れているが、敷地全休が長崎(小島)養生所跡として市指
定文化財に指定されている。

0札゛

調査結果
2 調査対象地の履歴調査

"士地所有者等の履歴

日

〔地座調査項昌]

゛ユ', J.

、

し

0
ニ゛ミ

Ξ11,

本報告書の取扱いにっいて

1

、

、
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の土地利用時の地表面を対象とした士壕調査を実施し
0

調査の結果、土壌ガス、土壌溶出量及び土壌含有量
、全ての調査対象物質にっいて基準に適合するもので
り、今回調査を行った範囲において、基準不適合士壌
存在は確認されなかった。

業務概要
1 業務目的

-0

佐古小学校として利用している問は、掘削等は行われて
いない。

長崎県

長崎市

2.調査対象地
2.1 位置及び周囲の状況

対象地付近

、
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川、望一3.1 に'いて、小島養生メ、-0

所が立地していた当時の地表画を対象とした土壌調査を
施した結果、基準を超過したものはなかった。(添付資

斗③)
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.調査結果
2 調査対象地の履歴調査

2)土地利用の履歴

調査結果
.1 閏係者へのヒアリング
確認事項:土壌の汚染状況に閏
る情報】

メ、

調査対象地
2 概要
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(詳細は、

長崎市立仁田佐古小学校建設用地における士壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び士壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表'ー

別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち.一自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』20犯年(平成30年)5月28日月耀日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表

[土壌汚染調査項目]
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎
建設に伴う土壌調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』〔延長公開NO.10]

1.土壊汚染調査一1

本業務は、仁田佐古小学校建設用地において、士壌汚
染対策法第4条に基づく土地の形質の変更を行うため届
出を行うこととしているが、調査命令が出る可能性がな
い。しかし、明治時代からの土地の使用履歴を鑑みて、自
主的に土壌調査を行うものである。

『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開NO.91
本報告書は、本調査仕様の範囲において収集された資

料について、専門的な知識と経験に茎づいて土壊・地下
水汚染りスクの評価を行ったものです。ここで述べられる
結果は断定的なものではなく、対象地における土壊・地下
水汚染りスクの全てを網羅した結果となっていない可能性
があることに留意する必要があります。
本報告書は、公的もしくは第三者による資料や情報に基

づき作成されています、報告書作成者はこれらの資料及
び情報の饗当性については評価していますが、これらの
資料・情報の暇癌に起因して発生する損害については何
ら貴任を負うものではありません。

2.地歴調査一2

に

調査概要
1 調査目的

本業務は、仁田佐古小学校建設用地において、土壌汚
染対策法第4条に基づく土地の形質の変更を行うため届
出を行っているが、調査命令が出る可能性がないため、
自主的に地歴調査を行うものである。

[地歴論査項目]

巻頭本報告書の取扱いについて

養生所を考える会の見解と疑義

・2018年(平成30年)4月27日金曜日現在法第四条又は法
第五条に規定する都道府県知事仲核市である長崎市の長)
による調査命令の発出の判断は行われていません。
・「調査の実施主体(士地の所有者等)」即ち長崎市長及
び長崎市又は「調査実施者」"即ち「指定調査機関」が、土
壌調査に係る報告書に、法第4条届出以前に、及び、都
道府県知事(長崎市長)の調査命令の判断以前に、'闇査
命令が出る可能性がない"と記述することにつき、正当性
に疑問を感じます。
・当該士地の土壌汚染のおそれの状況につき、法第四条
に規定する都道府県知事の土壕汚染状況調査の命令の
発出の契機が存在L、法第五条に規定する同命令の発出
の契機の存在の可能性があることより、"調査命令が出る
可能性がない"とすることはできない、と理解します。
・当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。
・平成27年、平成28年に、旧長崎市立佐古小学校の南
敷地において、平成29年に旧長崎市立佐古小学校の北
敷地及び南敷地において、当該の養生所/(長崎)医学校
等遺跡の発掘調査により一定の範囲において土地が掘
削され「土地の形質の変更」が行われています。
・平成29年に、旧長崎市立佐古小学校敷地外周道路拡
幅建設工事により当該敷地及び外周道路一帯の土地が
掘削され「士地の形質の変更」が行われています。
・平成29年5月に、旧長崎市立佐古小学校の北敷地の南
部に位置する三階建鉄筋コンクリート造校舎の解体工事
における地下構造物の解体撤去作業により、大幅に土地
が掘削されr土地の形質の変更」が行われています。
・長崎市立仁田佐古小学校校舎等施設建設及びこれに付
随する外周道路拡幅建設に係る、各種の検査、当該小学
校建設及び外周道路建設を契機とする遺跡の発掘調査、
施設等解体工事、施設等建設工事、外周道路拡幅建設
の各個別の工事は、当該小学校地が南北二つの校地より
形成され、隣接する外周道路を含むとはいえ、土地の形
質の変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを
必ずしも要せず、土壌汚染状況調査の機会をできる限り
広く捉えようとする法の趣旨を踏まえ、同一の事業の計画
や目的の下で行われ、実施主体が同一であり、個別の行
為は相互に関連して時間的に近接性し、当該個別の土地
の形質の変更部分の面積を合計して3000平方メートル
以上となる場合であるので、まとめてーの土地の形質の
変更の行為とみて、同一の手続きにおいて届出されるべ
き土地の形質の変更として、平成27年の発掘調査の着
手日の30日前までに都道府県知事(長崎市長)に届出す
る、当該届出の対象とするべき、と思料Lます。

「土壌汚染対策法」(平成14年法律第53号):酢却
「土壌汚染対策法施行令」(平成14年政令第336号ン
『ム』
「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年環境省令第29
号):『規貝リ』
「環水大土発第100305002号平成22年3月5日改

環水大土発第TI0706001号平成23年7月8日
都道府県知事・政令市長殿環境省水・大気環境
局長『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改
正後の土壌汚染対策法の施行について』J:『通知』
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラ
イン改訂第2版平咸24年8月環境省水・大気環境局
土壌環境課」:『ガイドライン』

土壌汚染対策法等、その他の事象

業務概要
1 業務目的

1、

池知和恭

省

いて

・土壌汚染対策法第四条第二項及ぴ伺法第五条第一項
は都道府県知事の権限として土壌汚染調査命令の発出
の判断について規定しています。

目 に

土1

・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土域汚染状況調査 2,土琉汚染のおそれがあ
る土地の形質の変更が行われる場合の調査(1)趣旨

「一定規模以上の土地の形質の変更を行う者に対し、
その旨を事前に届出させるとともに、都道府県知事は、当
該土地において土壌汚染のおそれがある場合には、土地
の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結
果の報告を命ずることができることとした(法第4条)。」

第3 土壌汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変
更の届出
ア.「環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更を
しようとする老は、着手日の30日前までに、当該形質の
変更をしようとする土地の所在地等を都道府県知事に届
け出なけれぱならないこととした(法第4条第1項)。この環
境省令で定める規模は、3000平方メートルとする(規則
第22条)。」
3 第3 土壌汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変
更の届出①届出義務の対象となる土地の形質の変更
ア.「同一の手続きにおいて届出されるべき土地の形質
の変更については、土地の形質の変更が行われる部分
が伺一の敷地に存在することを必ずしも要せず、土壌汚
染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣
旨を踏まえれぱ、同一の事業の計画や目的の下で行われ
るものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、実施
主体等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更
部分の面積を合計して3000平方メートル以上となる場合
には、まとめてーの土地の形質の変更の行為とみて、当
該届出の対象とすることが望ましい。」
イ.「当該届出は、②の届出義務者が自らその義務の発
生を自覚し、行うべきものであることはもちろんであ
る・・・・・」
4 第3 土壌汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変
更の届出②届出義務者

「当該届出の義務を負う者は、「土地の形質の変更を
しようとする者」であり、具体的には、その施行に関する計
画の内容を決定する者である。」
・『令』(政令)及び『規則』(環境省令)には当該判断に係
る基準が規定され、『通知』や『ガイドライン』にはその趣旨
や参考例を記載しています。
・法第四条及び第五条は、その対象とする過去の時問上
の範囲に対して、制限を定めません。
・『通知』は、「土壌汚染状況調査」における「地歴調査」に
ついて、「調査実施者は、これらの情報を、可能な限り過
去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確認の
方法により収集する。」と記します。
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施したこ区域の四っの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項入の記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書について養生所を考える会の見解と疑義及び士壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち・一自生調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

[土孃汚染調査項目] 『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎
建設に伴う土壌調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10]
対象地の地番は長崎県長崎市小島1丁目7番1号で、

対象地の周囲は公道を挾み住宅地となウている。

調査対象地
1 位置及び周囲の状況

ノ 二牝一0
^

-1

『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開N09]
対象地の地番は長崎県長崎市小島1丁目7番1号で、

対象地の周囲は公道を挟み住宅地となっている。

2, 止'0且一2

対象地は、明治前期に長崎医学校が立地しており、その
後佐古小学校として利用されていた。
現在は、仁田佐古小学校の建設用地となっている。

2.調査対象地
2.2 土地利用履歴

、、y

[地歴調査項目]

'当該調査対象地の範囲について、かねて養生所を考え
る会が提示している"養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中
核区域」及び「運用区域」"の範囲を適用します。
・長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書は、その
調査対象地の範囲を、現代の旧長崎市立佐古小学校の
市道西小島館内町1号線で分断された北敷地と南敷地の
二つの敷地に設定します。
・養生所を考える会は、当該調査対象地の範囲にっいて、
土壌汚染のおそれが生じた当時の養生所又精得館以来
(長崎)医学杖及び病院及び戦時兵員病院及ぴ長崎病院
及び梅毒病院から小島病院の当該土地の利用の状況の
推測と把握により、現在の長崎市立仁田佐古小学校校舎
等施設建設用地即ち旧長崎市立佐古小学校地及ぴその
外周道路全域及び稲田町の北部の館内町の東に隣接す
る一帯を追加した範囲を『通知』に記す「敷地北して、即
ち、当該調査対象地の範囲として提示します。
・養生所を考える会の見解による「敷地」即ち「調査対象
地」の範囲は、養生所を考える会が、養生所ノ(長崎)医学
校等遣跡に係る文献及び画像資料及ぴ地域の方々等よ
りの聞取りの成果への考察から得られた知見を適用しま
す。

対象地は、明治前期に長崎医学校が立地しでおり、その
後佐古小学校として利用されていた。現在は、仁田佐古
小学校の建設用地となっている。

養生所を考える会の見解と疑義

調査対象地
1 位置及び周囲の状況

ι

・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壊汚染状況調査 1(1)趣旨

「ー・一有害物質使用特定施設の敷地である土地にお
いては土壌汚染のおそれが相当程度あると見込まれるこ
とから・ーー土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下
「調査対象地」という。)1こおけるーー・」
イ.「「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築
物が設置されていた場所に限定されない。この「敷地」に
ついての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場
合を除き、他の規定についても共通である。」

第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調
査の方法調査対象地の範囲ア.「法第3条第1項本
文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質
使用特定施設に係る工場,事業場の敷地であった土地の
すべての区域が対象となる。」
イ.「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の
設置者以外の者が管理する土地により隔てられていない
一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により儒
てられていても、配管等により接続され一休の生産プロセ
スとなっている場合には、隔てられた双方の土地をーの工
場・事業場の敷地とする。」
ウ.「法第4条第2項及ぴ法第5条第1項の土壌汚染状況
調査においては、調査対象地の範囲は都道府県知事から
示されることとなる。」

ニオミ

土壌汚染対策法等、その他の事象

の

の一井について

・長崎医学枝との表示は明治期の土地の利用履歴です。
・当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得
館(医学所、分析窮理所、病院)の敷地として、利用されて
きました。
・当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。

2.調査対象地
2.2 概要

について、参照方)

( 2/9 )

・土壌汚染対策法第四条及び第玉条は、その対象とする
過去の時問上の範囲に対して、制限を定めません。
・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査
の方法③調査対象地の土壌汚染のおそれの把握ア.
土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握
ア.「地歴調査は、ーー・情報を収集することにより行われ
る。ーー・情報からなる。調査実施者は、これらの情報を、
可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及
び現地確認の方法により収集する。」
分や心遥劒j4'、/t地に'お/プ'る痔足斉曾功貫/こよる't艦汚
契のおぞれ壬症足するため仁方動女券瓢芝忽艦ずるため
の詔査、助ち乃勉座詔査ノ/:おいて、詔登謝泉ιなる週去
の僻局叉ιの金テ厨/:ついて r可能な駅り趣去/;趣りノ、詔
登ι偕瓢芝攻黛ι毎裾ずること芝求めτいまず。
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四つの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書について養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

(詳細は、別途『長崎市立仁団佐古小学校建設用地、即ちー・自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月昭日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

[土壌汚染調査項目]

3.調査内容
3.1 調査方針

『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎
建設に伴う土壊調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10]
調査対象地は、小学校として利用されていたが、明治前

期には長崎医学校が立地していた。本調査では、調査対
象地の土壌汚染の現状の把握を目的とし、長崎医学枝の
分析究理所が立地していたとされる地点において士壌調
査を実施した。

1.土壌汚染調査一1

業務委託仕様書に記載のとおり、調査対象地内の長崎
医学校の分析究理所が立地していたとされる地点を土壕
調査地点とした。調査地点図を図一3.4に示す。

3.調査内容
3.4 調査地点

『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開N09]

2,地歴調査一2

(省略)

4.調査結果

[地歴調査項目]

・長崎医学校との表示は明治期の土地の利用履歴です。
・分析窮理所は一般に江戸期の精得館の施設への名称と
考えられます。

養生所を考える会の見解と疑舞

・2018年(平成30年)4月27日金曜日に、長崎市より養生
所を考える会代表池知和恭に当該公開行政文書の交付
があった長崎市理事者諸氏との面会で、養生所を考える
会が、長崎市の理事者諸氏に、当該調査の実態について
確認したところ、長崎市文化観光部文化財課長補佐宮下
雅史氏より、"当該報告霄の図一3.5.2試料採取図はー
般的な場合であり、今回、実際は、当該位置の旧佐古小
学校地表土より深さ方向へ試料を採取した。後に発掘調
査により当該旧佐古小学校地表土より約10om下が長崎
医学校等の地表面と確認した。"旨説明がありました。
・当該報告書の当該項に記載された調査方法の記載「採
取地点の盛土部分を除いた過去の地表面を表層としー・」
と図示は、当該土壌調査の実態と異なるものであることが
判明しました。
・当該土壌調査一式は、当該土壌調査における試料採取
の深度に係る「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在
の地表(地表ν前の時点の地表/地下の高剖の選定を実
現していません。
・当該土壌調査の結果は、「汚染のおそれが生じた場所の
位置」(現在の地表(地表)/前の時点の地表/地下の高
さ)の選定を実現して行った調査と比較して、過少である
数値として測定されている少なくない蓋然性を有します。

→長崎歴史文化資料館収蔵『長嵜践學校圖九長嵜縣
學務課』[古賀16-41〕(古賀文庫)封筒入りの旧分析窮
理所建物の図面は"講堂"と附記されています。

土壌汚染対策法等、その他の事象

「土1

・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査
の方法⑥土壊ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有
量調査の具体的な方法ア.試料の採取地点
ア.「単位区画内に土壌汚染が存在する可能性が高い部
分がある場合には、当該部分における任意の地点におい
て試料の採取を行うこととし、それ以外の場合には、試料
採取等の対象とされた当該単位区画の中心において、試
料の採取を行うこととする(規則第6条第2項から第4項ま
で)。」

イ.「「土壌汚染が存在する可能性が高い部分」とは、有害
物質使用特定施設及び関連する配管、地下ピット、排水ま
ず等の当該特定有害物質を使用等する施設の場所又は
その周辺である。」

・当該土壌調査一式の結果より模式的な検証を行った結
果は、当該調査を「汚染のおそれが生じた場所の位置」
(現在の地表(地表ソ前の時点の地表/地下の高さ)の選
定を実現してお区なった場合に、水銀及びその化合物、鉛
及びその化合物、及び、'、つ素及びその化合物について、
基準値を超える可能性があることを示唆します。

幻、カ 土 11
」.ヒ が官い立
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「゛凱の

1 占につい

1の

・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(6)士壌汚染状況調査
の方法⑥土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有
=調査の具体的な方法イ.試料の採取及び測定の方法
(ロ)土壌溶出量調査及び土壌含有量調査

「地表を基準にした土壌採取の深度を設定していた旧
法の考え方を改め、汚染のおそれが生じた場所の位置を

準とすることとした。ここにいう「汚染のおそれが生じた
'所の位置」とは、調査義務の契機となった有害物質使
特定施設が設置されるよりも前に訟置されていた特定
害物質を使用等し、又は貯蔵等する施設が設置されて

寸二時点の地表や特定有害物質又は特定有害物質を含
'固体若しくは液体が漏出した地下配管の高さ等を想定
ている。」
「汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50センチ

ートルまでの土壌を採取し、土壌溶出量又は土壌含有
を測定すること。ただし、当該位置から深さ50センチ
ートルまでの土壌が地表から深さ10メートル以内にある
"合に限る。なお、ここにいう「地表」を含め、規則におい
特に断りなく用いる場合には、現在の地表を指す。
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置
こある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置
{明らかでない場合にあっては、表層(地表から5センチ
ートルまで)の土壌及び5から50センチメートルまでの深
の土壌を採取し、これらの土壌の重量が均等になるよう
こ混合し、土壌溶出量又は土壌含有量を測定すること。な
'、混合された土壌は、地表から50センチメートルまでの
壌を均等に採取した場合に比べて、表層の土壌の割合
{9倍となっていることに注意されたい。」
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四つの一連の自主調査(土壊汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち・一自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する妥生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日姜生所を考える会代表池知和恭を徹参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

[土壌汚染調査項目]
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎
建設に伴う士域調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10]

1.土壌汚染調査一1
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開NO.9]
調査対象地は、明治39年から小学校として利用されて

いた。(添付書類②)

2.地歴調査一2

調査対象地の北側は盛土により整地された土地であ
る。

昭和25年頃、分析究理所を解体し、一部整地(掘肖Dし
^0

〔地歴調査項目]

調査結果
,1 閏係者へのヒアリング

【確認事項:土地の用途に関する
情報】
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・当該調査対象地の士地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。

・当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得
館(医学所、分析窮理所、病院)の敷地として、利用されて
きました。

養生所を考える会の見解と疑義

長崎医学校の分析究理所の立地していた場所(図一3
1)において土壌調査を実施した結果、基準を超過したも
のはなかった。(添付書類③)

.調査結果

.1 関係者へのヒアリング
【確認事項:土地の高さの変更に
開する情報】

・土地の高さの変更に関する情報について、現存する複
数の信頼性と精度のある文献資料及ぴ図面や写真等の
図像資料及び現地の踏査の照合により、一定の精度で情
報を立体的に再構成して提示できると理解します。
・当該遣跡地及び当該小学校地に係る、土地の高さの変
更に関する情報について、江戸期から現代にかけて、より
多くの複数の士地の造成等の士地の高さの変更の契機
が存在すると理解します。(詳細は当該報告書に対する養
生所を考える会の見解と疑義についての資料を参照してく
ださい。)
・当該調査対叡地の土地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。

(1)『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査
の方法③調査対象地の土壌汚染のおそれの把握ア.
土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報の把振
ア.「調査実施者は、調査対象地及ぴその周辺の土地仁
ついて、土地の利用の履歴、特定有害物質の使用等の状
況、土壌及び地下水の汚染の概況等の土壊汚染のおそ
れを推定するために有効な情報を把握することとした(規
則第3条第1項)。」

「調査実施者は、当該使用が廃止された有害物質使
用特定施設の敷地であった土地における特定有害物質に
よる土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報を把
握するための調査(以下「地歴調査」という。)において、2
5種の特定有害物質のうち試料採取等(土壌汚染状況調
査のための土壌その他の試料の採取及ぴ測定をいう。以
下同じ。)の対象とすべきものを選定することとした(規則
第3条第2項)。」
ウ.「調査対象地における過去の土壌の汚染の状況に闘
する調査の結果、特定有害物質を含む固体若しくは液体
の埋設等、使用等及び貯蔵当の履歴を踏まえ(規則第26
条参照)、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基
準に適合しないことが明らかとなった特定有害物質や、当
該履歴から埋設等、使用等又は貯蔵等をしていたことが
判明した特定有害物質及びその分解生成物等を、土壌の
汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合
しないおそれがあると認められる特定有害物質の種類と
し、試料採取等の対象とすべきものとして選定する。」
エ.「地歴調査は、(イ)調査対象地の利用の状況に閏す
る情報及び(ロ)特定有害物質による汚染のおそれを推定
するために有効な情報を収集することにより行われる。
(イ)は、調査対象地の用途に閏する惜報と汚染のおそれ
が生じた地表の位置に関する情報からなり、(ロ)は、特定
有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等に関する情報から
なる。調査実施者は、これらの情報を、可能な限り過去に
遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確認の方法
こより収集する。」

土壌汚染対策法等、その他の事象

大の について

・長崎医学校との表示は、明治期の土地の利用履歴で
す。
・一般に分析窮理所は江戸期の精得館の施設への名称と
考えられます。(『長嵜腎學校圖九長嵜縣學務課』の旧
分析窮理所建物の図面は"講堂"と附記)
・当該土壌訥査一式は、当該土域調査における試料採取
の深度に係る「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在
の地表(地表)/前の時点の地表/地下の高劇の選定を実
現していません。
・当該土壌調査の結果は、「汚染のおそれが生じた場所の
位置」の選定を実現して行った調査と比較して、過少であ
る数値として測定されている少なくない蓋然性を有Lます。
・当該土壌調査一式の結果より模式的な検証を行った結
果は、当該調査を「汚染のおそれが生じた場所の位置」
(現在の地表(地表ν前の時点の地表/地下の高割の選
定を実現しておこなった場合に、水銀及びその化合物、鉛
及びその化合物、及び、ふっ素及びその化合物について、
基準値を超える可能性があることを示唆します。
・当該土壌汚染調査を実施した結果、基準を超過したもの
まなかった、とはいえ、当該土壌汚染調査の結果を以て、
別途、土壌汚染対策法等に記す方法による土壌汚染調査
又は測定を実施する場合に、"基準を超過するものはな
、"とすることはできない、と理解します。

3.調査結果
3.1 閏係者へのヒアリング
【確認事項:土壌の汚染状況に開
する情報】

、
ぐ



(詳細は、

長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壊汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び土孃汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち.一自主調査の報告誓と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表

〔土壌汚染調査項目]
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎
建設に伴う土壕調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』[延長公閉NO.10]

1.土壌汚染調査一1
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開N09]
15番宅地
h h

"学校用地
16番学校用地

3.調査結果
3.2 調査対象地の履歴調査
(2)土地利用の履歴

2.地歴調査一2

0

明治40年6月12日
大正13年8月Π日
大正13年Π月"日
大正14年7月14日

長崎県
長崎市

訂

長崎市
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[地歴調査項目]

・地番(西小島1丁目)15番について
a)旧土地台帳の地目欄に「市街宅地」沿革欄に「元官有
地ヨリ民有地編入(省略)」と記載されています。
(2)沿革「元官有地」との記載は元第五高等中学校医学
部等の敷地であることを示唆します。
(3)当該報告書当項は、当該土地につき、旧土地台帳
の沿革欄に「元官有地」と記載する事実を記載しません。
(4)当該報告書 5.総括は、当該土地について、旧土
地台帳の沿革欄に「元官有地」と記載する事実に関して記
載しません。
・地番(西小島IT目)16番について
(1)旧土地台帳の地目欄に「官用地」沿革欄に「大正十三
年十二月廿二日地番設定(調略)」と記載されています。
(2)地目「官用地」との記載は元第五高等中学校医学部
等の敷地であることを示唆しています。
(3)当該報告書当項は、当該土地につき、旧士地台帳
の地尉朗1こr官用地」と記載する事実を記載しません。
(4)当該報告書 5.総括は、当誠土地について、旧土
地台帳の地目欄に「元官有地」と記載する事実に関して記
載しません。

1947年
1962年分析究理所と思われる建物がなくなっている。

養生所を考える会の見解と疑姜

3,調査結果
3,2 調査対象地の履歴調査
(0土地所有者等の履歴

L

例凶』Ξ2上1工
・『ガイドライン』は、以下、記します。
①(参考資料) APP.ndi"-17.資料調査において入
手・1剛屋すべき資料の種類(参考例)-APP.ndiX17
1-

[表資料調査において入手・把握すべき資料の種類(参
考例)]
日.「調査対象地の土壌汚染のおそれの把握において入
手・1巴握すべき情報の分類」
ア.調査対象地の範囲を確定するための情報
イ.土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する

情報
①士地の用途に関する情報
②地表の高さの変更、地質に関する情報

ウ.特定有害物質により汚染のおそれに関する情報
①土壌の特定有害物質による汚染状態に関する情報
②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体

の埋設等(埋設・飛散・流出・地下浸透)に関する情報
③特定有害物質の使用等(製造・使用・処理)に関する

情報
④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体

の貯蔵等(貯蔵・保管)に関する情叛
⑤その他の情報

上記の②~④に該当しない調査対隷地における土壌の特
定有害物質による汚染のおそれに閲する情報(・自然由
来の土壌汚染に開する情報・盛土部分に用いられた盛
土材料の自然由来の汚染に関する情報・水面埋立て用
材料由来の土壌の汚染状態に関する情報)

公有水面埋立地に関する情報
b.「資料の種類/資料を提供する物又は収集する物」
ア.「手厶的資料/土地所有者等」
イ,「公的届出資料/土地所有者等(公的届出資料の副

本又は写し)」
ウ.「一般公表資料/調査実施者」 〆

土壌汚染対策法等、その他の事象

に'いて

池知和恭

・養生所(病院、医学所)~精得館(医学所、分析究理所、
病院)~長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院
又は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等
中学校医学部~臨床分教場、及び、長崎病院~梅毒病
院~(省略)~小島病院の写真について、複数の様々な
全体又は部分を様々な角度から撮影した複数の写真が、
複数の図書館等で収集され、又は、公表されて、又は、よ
く知られています。
'これ等の写真は、写真に定着された画像から得られる情
報と文献資料等との照合により、一定の精度で、撮影地
点(写真機設置位置)や、撮影時期等の特定が可能です。
・当該報告書では、これらの養生所/(長崎)医学校等の当
時に撮影された複数の写真群を入手し検証し、又は当該
写真群に係る情報を記載しません。

〆、、 の



・長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一運の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び土壊汚染対策法等、その他の事象をlt照した一覧表一

(詳細は、別途r長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち'一自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義ル018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日畷日養生所を考える厶代表

[土壌汚染調査項目〕 『長崎市長田上富久様報告害仁田佐古小学校校舎
建設に伴う土壌調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10]

J 才写一0 ^.

『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開N09]
長崎市ホームページで確認したところ、調査対象地付近

に要措置区域等は存在していない。

」仁一0 ^.

[地歴調査項目]

・2017年(平成29年)4月以降、養生所を考える会は、書
や口頭で、又2018年(平成30年)4月27日金曜日の面会
位置を記した地図を提出し、長崎市の理事者(長崎市教
育委員会教育総務部施設課及び長崎市環境部環境政
課)!こ、当該の対象の土地の隣接地の海方向の低部(館
内町)に、湧水や井戸があることを連絡し、水質検査の結
果及びその推移等及び地下水の利用状況(人の飲用、
用水道の原水取り入れ、公共用水域:規則第30条)につ
いて問合せ、又は、特定有害物質による汚染の調査を要
望していますが、2018年5月14日月曜日現在、回答を得
いません。
・2018年(平成30年)4月27日金曜日、養生所を考える会
は、口頭(電話)で、長崎市の理事者(長崎市教育委員会
教育総務部施設課及び長崎市環境部環境政策課)1こ、き。
査対象地一帯に闘する、都道府県による地下水の常時
視等、都道府県が行う定期的な地下水モニタリングの状
況、湧水や井戸の有無及び水質検査の結果及ぴその推
移等及び地下水の利用状況(人の飲用、専用水道の原フ
取り入れ、公共用水域:規則第30条)1こついて、問い合
せました。

養生所を考える会の見解と疑義

3.調査結果
3.3 土壌汚染に関する情報
(0土壌または地下水の汚染状
況に閏する情報

「土六.討、によ

、調査』」Ξ2^
・『通知』は、以下、記します。
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地
の調査
(1)趣旨

土壊汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、か
つ、汚染があるとすればそれが人に摂取される可能性が
ある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそ
れがあることから、土壌汚染の状況を調査し、汚染の除去
等の措置を実施する必要性が高い。
したがって、都道府県知事は、旧法同様、そのような土

地にっいて、土地の所有者等に対し、土壊汚染状況調査
の実施及びその結果の報告を命ずることができることとす
る(法第5条第リ勵。
■●●●●

(2)調査の対象となる土地の基準
調査の命令の対象となる土地は、当該土地において土

壕汚染が存在する蓋然性が相当程度高く、且っ基準不適
合土壌に対する人の暴露の可能姓があることを要する
(令第3条第1号)。

①土壌汚染の蓋然性が高く、かっ、人の暴露の可能性が
あること

「土壌汚染の蕗然性が高い」とは、原則として、その士地
で土壌汚染が明らかとなっているか、又は近隣で地下水
汚染若しくは土壌汚染が明らかとなり、かつ、汚染状況や
土地の履歴等からみて当該近隣の汚染の原因がその土
地にあると認められる場合が該当する。

「人の暴露の可能性がある」の判断基準は、土壌汚染の
種類(地下水を経由した摂取によるりスクの観点からのも
のか、土壌を直接摂取するりスクの観点からのものか)及
び蓋然性ごとに異なり、具休的にはアからウまでのとおり
である。

ア.地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかな場合
地下水経由の観点からの土域汚染が明らかとなってい

る土地については、当該土域汚染に起因して現に地下水
汚染が生じ、又は生ずることが確実であり、かっ、当該土
地の周辺で地下水の飲用利用等がある場合に、調査の
命令の対象となる(令第3条第1号イ)。

イ.地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある場
^
仁1

地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある土地
二ついては、当該士壌汚染に起因して現に地下水汚染が
生じ、かつ、当該土地の周辺で地下水の飲用利用等があ
る場合に、調査の命令の対象となる(令第3条第1号口)。

ウ.直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はそ
のおそれがある場合
直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はその

おそれがある土地については、当該土地が人が立ち入る
ことができる状態となっている場合に、調査の命令の対象
となる(令第3条第1号ハ)。
ー....

②調査の命令の対象とならない土地でないこと
ア.汚染の除去等の措置が講じられている土地でないこと

イ.操業中の鉱山及びその附属施設の敷地等でないこと

土壊汚染対策法等、その他の事象

圭 生が生

池知和恭

が 土1 の

( 6/9 )



長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四つの一連の自主調査(土壊汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書について養生所を考える会の見解と疑義及び士壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち・一自主調査の報告誓と当該の二区域の四つの一連の報告害に対する養生所を考える会の見解と疑義』2m8年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

[土壌汚染調査項目]
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎
建設に伴う土壌調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10]
本調査では、調査対象地の土壌汚染の現状の把握を目

的とし、長崎医学校の分析究理所が立地していたとされる
地点において土竣調査を実施した。
調査の結果、土壌ガス、土孃溶出量及び土壕含有量

は、全ての調査対隷物質について基準に適合するもので
あり、今回調査を行った範囲において、基準不適合土壊
の存在は確認されなかった。

1.土壌汚染調査一1
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開NO.9]
本調査では、仁田佐古小学校建設用地において、自主

的な地歴調査を実施した。
調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地とし

て利用されてきた土地であり、特定有害物質の使用に関
する情報は確認されなかった。また、過去の土壌調査結
果においても、基準不適合土壌の存在は確認されていな
い。

以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそ
れの区分の分類は、土壌汚染が存在するおそれがない土
地(特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは
液体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵
等を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立して
いる状態が継続している土地)1こ該当すると判断できる。

2.地歴調査一2

[地歴調査項目]

,当該報告害は、地番(西小島1丁目)15番について、旧
土地台帳の沿革欄に「元官有地」と記載する事実と当該
「元官有地」との記載が元養生所以来第五高等中学校医
学部等に継承された敷地であることを示唆する事款、及
び、地番(西小島1丁艮)16番について、旧土地台帳の地
副卿こ「官用地」と記載する事実と当該「官用地止の記載
が元養生所以来第五高等中学校医学部等に継承された
敷地であることを示唆する事象を看過し、'このことを記載し
ません。
・当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。
・当該報告害の「地歴調査」において、「調査の実施主体」
又は「調査実施者」は、当該調査対象地に係る、江戸期に
設置された養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分
析窮理所、病院)以来、明治に入り長崎府医学校(及び病
院)等及び戦時兵員病院及び長崎病院一部梅毒病院及
び長崎医学校等及ぴ第王高等中学校医学部等及び臨床
分教場'長崎病院から梅毒病院から小島病院、及びその
運用に係る施設としての当該土地一帯の利用の状況に関
して、「調査対象地及びその周辺の土地について、士地の
利用履歴、特定有害物質特定有害物質の使用等の状
況、土壊及び地下水の汚染の概況等の土壌汚染のおそ
れを推定するために有効な情報」を「可能な限り過去に遡
り、資料収集(土地所有者等が提供し収集する「私的資
料」、土地所有者等が提供し収集する「公的届出資料(副
本又は写し)」、調査実施者が提供し収集する「一般公表
資料」)、関係者からの聴取及ぴ現地確認の方法により収
集」し、又はr入手」し「把握」しません。
・当該調査対象地は、その土地の利用の状況より、医学
校、解剖室、理化学研究所及び薬品試験場及び実験室、
戦時兵員病院又病院又梅毒病院として、41年間に亘り、
毒物と劇物を含む多様な薬品及ぴ特定有害物質である水
銀及び水銀化合物及び六価ケロム(重クロム酸カリ)につ
いて、当該特定有害物質又は当該特定有害物質を含む
固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下
に浸透した士地であること、当該特定有害物質をその施
設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場
又は事業場の敷地であった土地であること、特定有害物
質又は特定有害物質を含む固体若しくは液休をその施設
において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含
む液体への地下への浸透の防止のための措置であって
環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に
係る工場又は事業場の敷地であった土地であること、が、
一定の蓋然性で及び高い蓋然性で想定できます。
・当該土壌調査の結果は、「汚染のおそれが生じた場所の
位置」(現在の地表(地表)/前の時点の地表/地下の高
さ)の選定を実現せず、「汚染のおそれが生じた場所の位
置」の選定を実現して行った調査と比較して、過少である
数値として測定されている少なくない蓋然性を有します。
・当該土壌調査一式の結果より模式的な検証を行った結
果は、当該調査を「汚染のおそれが生じた場所の位置」の
選定を実現しておこなった場合に、水銀及びその化合物、
鉛及びその化合物、及び、ふっ素及びその化合物につい
て、基準値を超える可能性がある二とを示唆します。
・養生所を考える会は、過去に唯一行われた士壌調査結
果において、基準を超過したものはなく、基準不適合士壌
の存在は確認されていない、とはいえ、当該土域汚染調
査の結果を以て、別途、土壌汚染対策法等に記す方法に
よる土壌汚染調査又は測定を実施する場合に、"基準を
超過するものはない"とすることはできない、と理解しま
す。

養生所を考える会の見解と疑義

土1

土壌汚染対策法等、その他の事象

『通知』は以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 2 土壌汚染のおそれがあ
る土地の形質の変更が行われる場合の調査(3)調査
の対象となる土地
・「土地の形質の変更をしようとする者が、当該士地がこの
基準に該当するかどうかを照会した場合には、法第61条
第1項の規定により、特定有害物質による汚染の状況に
関する情報を提供することが望ましい。」

ムの

'九の
ニ゛ミ について

が 土1 の

土r

(各条省略)・ーー
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、

整理、保存及ぴ提供等)
第六十一条都道府県知事は、当該都道府県の区域内
の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況
に関する情報を収集し、整理し、保存L、及び適切に提供
するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸
売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置し
ようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が
第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否
かを把握させるよう努めるものとする。
(経過措置)
第六十二条(以下省略)

封し

のホカ

四 一五

(フ/9 )

三口

、
甲



長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壊汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壊汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を又す照した一覧表一

僻細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち.一自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一逵の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御毒照下さい0) 2018年(平成30年)6月10日日昭日養生所を考える会代表

[土壌汚染調査項目]
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎
建設に伴う土壌調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10]

1.土壌汚染調査一1
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』{延長公開NO.9]

5.総括

2.地歴調査一2

"也歴調査項目]

ノ

, ニモF ^ ^、

該調査対象地のうち"養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中
核区域」"に関して、その「土壌汚染のおそれの区分の分
類」について、当該調査対象地が直接に特定有害物質又
は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯
蔵等を行っていた施設の敷地、又は、特定有害物質又は
特定有害物質を含む固休若しくは液体の埋設等が行われ
た土地であり、(イ)土壌汚染が存在するおそれがないと
認められる土地、即ち、特定有害物質又は特定有害物質
を含む固体若しくは液体の埋設等を行っていた土地や、そ
の使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地からその用
途が全く独立している状態が継続している土地、ではない
こと、(ロ)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められ
る土地、即ち、直接に特定有害物質又は特定有害物質を
含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っていた
施設の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く
独立しているとはいえない土地、ではないこと、より、(ハ)
(イ)及び(ロ)以外の土地、即ち、土壌汚染が存在するお
それが比較的多いと認められる土地、であると理解しま
す。

養生所を考える会の見解と疑義

( 8/9 )

、

こ こ」こム

・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(3)調査結果の報告
の手続②報告すべき事項
ア.「「土壌汚染状況調査の結果」については、法の義務
付けによらず任意に行われた調査の結果を利用して報告
することもできる。」

「ただし、その場合は、指定調査機関により、公正に、
かつ、法に基づく調査方法に則り行われている必要があ
る・・・ーこと等に留意されたい。」
ウ.「ここにいう「公正に」とは、法第36条第2項の「公正
に」と同義であり、法第31条第2号及び第3号の基準に適
合する状態にある指定調査機関が行うことにより、「公正」
要件を満たすものと推定してよい。
エ.「例えぱ、土壌汚染状況調査の業務の発注者と指定
調査機関との問に会社法(平成17年法律第86号)第2条
第3号の子会社と同条第4号の親会社の関係が成立して
いる場合には、「公正に」土壌汚染状況調査が行われてい
ないものと解して差し支えない(指定調査機関等省令第2
条第3項及び第4項参照)。」
オ.「なお、この「公正に」要件の考え方は、法第4条第2
項及び法第5条第1項の命令に基づく調査並びに法第14
条第1項の申請に係る調査(規則第10条の2第2項の自
然由来の土壌汚染地における調査の特例において、既存
の調査結果を利用する場合における当該調査を含む。)
についても同様である。」
・『土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)』は、以
下、記します。
(指定の基準)

第三十」条環境大臣又は都道府県知事は、第三条第
一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めると
きでなけれぱ、その指定をしてはならない。

土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行
するに足りる経理的基礎及ぴ技術的能力を有するものと
して、環境省令で定める基準に適合するものであること。

法人にあっては、その役員又はその役員又は法人の
種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚
染状況調査等の公正な実施に支障を及ほすおそれがな
いものであること。

前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不三

公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基
準に適合するものであること。
(次条以下省略)
(士壌汚染状況調査等の義チ知

第三十六条指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行
うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、
遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなけれぱならない。
2 指定調査機関は、公正に、かづ、第三条第一項及び第
十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染
状況調査等を行わなけれぱならない。

環境大臣等は、前二項に規定する場合において、その
指定に係る指定調査機開がその土壌汚染状況調査等を
行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調
査機関に対し、その土壊汚染状況調査等を行い、又はそ
の方法を改善すべきことを命ずることができる。
(次条以下省略)

4.総括

土壌汚染対策法等、その他の事象

池知和恭



長崎市立仁田佐古小学校建設用地における士壌.汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四つの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の北敷地の調査の報告書について養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ぢ一自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日蓑生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

[土壌汚染調査項目]
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎
建設に伴う土壌調査業務委託平成29年6月株式会社
環境衛生科学研究所』「延長公開NO.10]

1.土壌汚染調査一1
r長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開NO.9]

2.地歴調査一2

f地歴調査項目〕

・養生所を考える会は、長崎市の任意(月主)調査に係る
四つの報告書群の記載について、調査結果に明確な事実
の誤認があると、認知Lます。

養生所を考える会の見解と疑義

・養生所を考える会は、長崎市の任意(自主)調査に係る
四つの報告書群の記載について、調査行為について事実
と異なる記載があると、認知します。

・養生所を考える会は、長崎市の任意(自主)調査に係る
四つの報告書群の記載について、長崎市の理事者の都
道府県知事(長崎市長)の土壌汚染状況調査の命令の発
出の権限及び調査の命令の発出に関する見解、及び、
「一定規模以上の土地の形質の変更」を行う者が行う都
道府県知事(長崎市長)への事前の届出についての、「同
ーの手続きにおいて届出されるべき土地の形質の変更」
に対する対象行為の範囲及ぴ届出の時期に係る認識、及
び、当該土地に係る土壌汚染のおそれの把握に係る当該
士.地の所有者等である長崎市長及ぴ長崎市が調査の実
施主体となり調査の実施老としての「指定調査機関」に委
託して行った任意(自主)調査における報告書の、r調査
対象地」の範囲、地歴調査等の対象とする過去の時間上
の範囲、試料採取等における「土壌汚染が存在する可能
性が高い部分」(地点)及びB芳染のおそれが生じた場所
の位置」(現在の地表(地表)/前の時点の地表/地下の高
さ)の選定、の各行為は、「法」「令」「規則」『通知』『ガイド
ライン』に規定し、趣旨説明し例示し、参考例とされた各事
款に対して、偏向している、と認識します。

・養生所を考える会は、養生所が考える会が認識する又
その他の事象についての長崎市の任意(自主)調査に係
る四つの報告書群の記載における、明確な事実の誤認、
及ぴ、「法」等に規定し記す事象に対する偏向について、
都道府県知事(長崎市長)が、当該の都道府県の区域内
の土地について、土壊の特定有害物質による汚染の状況
こ関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供
するよう努めない鈷果、当該情報を収集し、整理し、保存
し、及び適切に提供できない、又は、公園等の公共施設若
しくは学校、卸売市場等の公益的施設又は石れらに準ず
る施設を設置Lようとする者に対し、当該施設を設置しよう
とする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に
該当するか否かを把握させるよう努めず、従って把握させ
ず、又は、土地の形質の変更をしようとする者が、都道府
県知事(長崎市長)に、当該土地がこの基準に該当するか
どうかを照会せず、又は、当該照会に対し、都道府県知事
(長崎市長)が、法第61条第1項の規定に反し、当該土地
の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を提供し
なかった、可能性がある、と理解します。

・養生所を考える会は、養生所が考える会が認識する又
その他の事象についての長崎市の任意(自主)調査に係
る四つの報告書群の記載における、「法」等に規定し記す
事象に対する偏向について、
当該任意(自主)調査の実施者である当該「指定調査機
関」が、当該調査の実施を委託する長崎市長及び長崎市
と当該調査の実施者である「指定調査機関止の当該委託
関係、その他の取引関係その他の利害関係について、土
壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係そ
の他の利害関係の影響を受けた結果である可能性があ
る、と認識します。

・『土壊汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二
十九号)』ほ、以下、記します。
(指定調査機関の指定の基準)

第二条法第三十一条第一号の環境省令で定める墓準
であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。

債務超過となっていないこと。
土壊汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行

するために必要な人員を確保する能力を有していること。
2 法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であっ
て技術的能力に係るものは、法第三十四条に規定する監
督に必要な人員が適切に配置されていることとする。
3 法第三十一条第二号の環境省令で定める構成員は、
次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める
者とする。

一般社団法人社員
会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五

条第一項の持分会社社員
会社法第二条第一号の株式会社株主三

四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定
める者に類するもの

法第三十一号第三号の環境省令で定める基準は、土
壌汚染状況調査等の実施に係る組織その他の土壌汚染
状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に
適合するよう整備されていることとする。

特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関

係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前二号に掲げるものの雁か、土壌汚染状況調査等の

公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(次条以下省略)

土壌汚染対策法等、その他の事象

( 9/9 )

・養生所を考える会は、養生所が考える会が認知する長
崎市の任意(自主)調査に係る四つの報告書群の記載に
おける、調査行為についての事実と異なる記載について、
土壌汚染対策法第三十六条 3 の規定により、環境大
臣等は、その指定に係る指定調査機閏の士壌汚染状況
調査等の方法が適当でないとして、当該指定調査機関に
対し、その方法を改善すべきことを命ずるべきである、と理
早します。



長崎市立仁田佐古小学校建設用地における士壊汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壊汚仇調大と地歴調査)の報生圭における調査一_、へ言
僻細は、別途隈崎市立仁田佐古小学校建設用地、ち_.告、市ヰ{1ぢ小字校の南敷曾の司且の報口凹、にっいて養生所を考える=の見解と疑我及び土壊汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

【ヨ.ーロ^冒二●ミ」、、

[土壌汚染調査項目] 長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壌汚
染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科
学研究所』〔延長公開NO.刀

易は、旧佐古小学校体育館側敷地において、明治
時代からの土地の使用履歴を鑑みて、自主的に土壌調査
を行うものである。

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委3モ平成29年れ月 株式会社環境衛生科学研
究所』[延長公開NO.釘

目次

・本報告書の取り扱いについて巻頭
一本文なしー

調査概要
1 調査目釣

本業務は、旧佐古小学校体育館側敷地において、土壌
汚染対策法第4条に基づく土地の形質の変更を行うため
届出を行っているが、調査命令が出る可能性がないた
め、自主的に地歴調査を行うものである。

[地歴調査項目1

巻頭本報告妻の取扱いにっい

・『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設
用地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境
衛生科学研究所』[延長公開NO.9]は、目次に".本毅告
書の取り扱いにっいて巻頭"と記載し、当該巻頭に

本報告害の取り,及いにつぃて

本報告書はー・。ここで述べられる結果は断定的なもの
ではなく、対象地における土琉・地下水汚染りスクの全て
を網羅した結果となっていない可能性があることに留意す
る必要があります。ー・。」と記載しています。
'当該報告書では、目次に"・本報告書の取り扱いにっい
て巻頭"と記載していますが、当該報告書の巻頭に当該
する文章の記載がありません。白、'
'両書の差異にっいて、養生所を考える会は不自然に感じ
ます。

養生所を考える会の見解と疑義

'2018年(平成30年)4月27日金曜日現在法第四条又は法
第五条に規定する都道府県知事(中核市である長崎市の長)

「土壌汚染対策法」(平成14年法律第53号):『j劫
「土壊汚染対策法施行令」(平成14年政令第336号):『令』ヤ'号:

土壌汚染対策法等、その他の事象

「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年環境省令第29
号):『規旦如

「環水大土発第100305002号平成22年3月5日改
正環水大土発第力0706001号平成23年7月Be
都道府県知事・政令市長殿環境賓水・大気環境
局長『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改
正後の土壌汚染対策法の施行にっいて』」:『通知』
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラ
イン改訂第2版平成24年8月 環境省水・大気環境局
土壌環境課」;『ガイドライン』

業務概要
1 業務目的

[略称〕

首

ついて

'土壌汚染対策法第四条第二項及び同法第玉条第一項
は都道府県知事の権限として土壌汚染調査命令の発出
の判断について規定しています。
〔土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる
場合の調査〕について
・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 2.土壌汚染のおそれがあ
土地の形質の変更が行われる場合の調査 U)趣旨
.「一定規模以上の土地の形質の変更を行う者に対し、
の旨を事前に届出させるとともに、都道府県知事は、当
土地において土壌汚染のおそれがある場合には、土地
所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結
の報告を命ずることができることとした(法第4条)。」

2 第3 土壌汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変
の届出

.「環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更を
ようとする者は、着手日の30日前までに、当該形質の
'更をしようとする土地の所在地等を都道府県知事に届
ナ出なけれぱならないこととした(法第4条第1項)。この環
省令で定める規模は、3000平方メートルとする(規則
22条)。」

第3 土壊汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変
の届出①届出義務の対象となる土地の形質の変更
.「同一の手続きにおいて届出されるべき土地の形質
変更にっいては、土地の形質の変更が行われる部分
{伺一の敷地に存在することを必ずしも要せず、土壌汚
状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣
を踏まえれぱ、同一の事業の計画や目的の下で行われ
ものであるか否か、個別の行為の時問的近接性、実施
体等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更
分の面積を合計して3000平方メートル以上となる場合
は、まとめてーの土地の形質の変更の行為とみて、当
届出の対隷とすることが望ましい。」
.「当該届出は、②の届出義務者が自らその義務の発
を自覚し、行うべきものであることはもちろんであ
"...」

第3 土壌汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変
の届出②届出義務者

.「当該届出の義務を負う者は、「土地の形質の変更を
ようとする者」であり、具体的には、その施行に関する計
の内容を決定する者である。」
令』(政令)及び『規則』(環境省令)には当該判断に係
基準が規定され、『通知』や『ガイドライン』にはその趣旨
参考例を記載しています。
第四条及び第玉条は、その対象とする過去の時問上

範囲に対して、制限を定めません。
通知Ⅲよ、「土壌汚染状況調査」における「地歴調査」に
いて、「調査実施者は、これらの情報を、可能な限り過
に遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確認の
法により収集する。」と記しまず。
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以上となる場合であるので、まとめてーの土地の形質の
変更の行為とみて、伺一の手続きにおいて届出されるべ
き土地の形質の変更として、平成27年の発掘調査の着
手日の30日前までに都道府県知事(長崎市長)に届出す
る、当該届出の対象とするべき、と思料します。

広く捉えようとする法の趣旨を踏ま、
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(士壊汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の南敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び士壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表【

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ちー.自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一逕の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日委生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日'養生所を考える会代表池知和恭

[土壌汚染調査項目]
『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壌汚
染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科
学研究所』[延長公開NO.フ]
対象地は長崎県長崎市小島1丁目地内で、対象地の周

囲は公道を挟み住宅地となっている。

3,土壌汚染調査一2

調査対象地
1 位置及び周囲の状況

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委託平咸29年力月株式会社環境衛生科学研
究所』[延長公開NO.釘
対象地は長崎県長崎市小島IT目地内で、対象地の周

囲は公道を挟み住宅地となっている。

4.地歴調査一2

対象地は、明治前期には小島養生所が立地していた。
その後、佐古小学校の敷地として利用されており、敷地の
東側に体育館が立地していた。現在、体育館等は解体さ
れているが、敷地全体が長崎(小島)萎生所跡として市指
定文化財に指定されている。

2.調査対諒地
2.2 土地利用履歴

[地歴調査項目]

・当該調査対象地の範囲について、かねて養生所を考え
る会が提示している"養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の「中
核区域」及び「運用区域」"の範囲を適用します。
・長崎市の自主調査に係る四つの一連の殺告書は、その
調査対象地の範囲を、現代の旧長崎市立佐古小学枝の
市道西小島館内町1号線で分断された北敷地と南敷地の
二つの敷地仁設定します。
・養生所を考える会は、当該調査対象地の範囲について
土壌汚染のおそれが生じた当時の養生所又精得館以来
(長崎)医学校及び病院及び戦時兵員病院及び長崎病院
及び梅毒病院から小島病院の当該士地の利用の状況の
推測と把握により、現在の長崎市立仁田佐古小学校校舎
等施設建設用地即ち旧長崎市立佐古小学校地及びその
外周道路全域及び稲田町の北部の館内町の東仁隣接す
る一帯を追加した範囲を『通知』に記す「敷地」として、即
ち、当該調査対象地の範囲として提示します。
・養生所を考える会の見解による「敷地」即ち「調査対象
地」の範囲は、養生所を考える会が、養生所/(長崎)医学
校等這跡に係る文献及び画像資料及び地域の方々等よ
りの聞取りの成果への考察から得られた知見を適用しま
す。

対象地は、明治前期には小島養生所が立地していた。
その後、佐古小学校の敷地として利用されており、敷地の
東側に体育館が立地していた。現在、体育館等は解体さ
れているが、敷地全休が長崎(小島)養生所跡として市指
定文化財に指定されている。

養生所を考える会の見解と疑義

調査対象地
1 位貴及び周囲の状況

呈。

・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(1)趣旨
ア.「ー・一有害物質使用特定施設の敷地である土地にお
いては土壌汚染のおそれが相当程度あると見込まれるこ
とからー・一土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下
「調査対象地」という')におけるー・・・」
イ.「「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築
物が設置されていた場所に限定されない。この「敷地」に
ついての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場
合を除き、他の規定についても共通である。」
2 第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調
査の方法②調査対象地の範囲ア,「法第3条第1項本
文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質
使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地の
すべての区域が対象となる。」
イ,「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の
設置者以外の者が管理する士地により隔てられていない
一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔
てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセ
スとなっている場合には、隔てられた双方の土地をーの工
場・事業場の敷地とする。」
ウ.「法第4条第2項及び法第5条第1項の土壌汚染状況
調査においては、調査対魚地の範囲は都道府県知事から
示されることとなる。」

土壌汚染対策法等、その他の事象

、 のーについて

上の一井について・「対象地は、明治前期には小島養生所が立地してい
た。・・,・・」と記載します。
(1)明治前期の土地の利用履歴として小島養生所を記載
します。
(2)"小島養生所"ほ江戸期の近代西洋医学による医学
校及ぴ病院の呼ぴ名(通称)です。
(3)養生所後精得館は、1868年(明治元年)に長崎府医
学校(及び病院)として明治政府に継承されましナニ。
(4卵耳j台前期の土地の利用履歴として"小島養生所"を記
載することは、誤りです。
・「現在・ーー敷地全(本が長崎(小島)養生所跡として市指
定文化財に指定されている。」と記載します。
(1)「長崎(小島)養生所跡』は、長崎市指定文化財又は
その呼称です。
(2)「長崎(小島)養生所跡」の対象範囲即ち現状保存す
る範囲について、養生所を考える会の長崎市の理事者へ
の口頭での問い合わせに対して、2018年(平成29年)に長
崎市の理事者(長崎市文化観光部文化財課)は、指定し
た士地の範囲の全て、即ち、江戸期から明治期以降の遣
跡全てについて、と口頭で回答した処、2019年(平成30
年)に、機会を得て、同理事者(長崎市文化観光部文化財
課)1こ再度同趣旨について確認した処、大略すると江戸期
について、と趣旨を変璽Lて、口領で回答しました。
(3).長崎市の理事者が、当該土地の利用履歴に係り、
江戸期の"長崎(小島)養生所"、明治期以降の病院、梅
毒病院等についての知見を有することは、明らかです。
・当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得
館(医学所、分析窮理所、病院)の敷地として、利用されて
きました。

,当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。

調査対象地
2 概要

の

・土壌汚染対策法第四条及び第五条は、その対象とする
過去の時間上の範囲に対して、制限を定めません。
・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査
の方法③調査対象地の土壌汚染のおそれの把握ア.
土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握

「地歴調査は、・ーー情報を収集することにより行われ
る。・・ー・情報からなる。調査実施者は、これらの情報を、
可能な限り過去に遡り、資料収集、閼係者からの聴取及
び現地確認の方法により収集する。」
※『通知』は、「土地における特定有害物質による土壌汚
染のおそれを推定するために有効な情報を把握するため
の調査、即ち「地歴調査」において、調査対象となる過去
の時問上の範囲について、「可能な限り過去に遡り」、調
査し情報を収集し把握することを求めています。
(詳細、下記、』也ιτヨ三^について、参照方)
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(詳細は、

長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壊汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壌汚深調且と地歴調且)の報口白における調'旦行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の南敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一筧表

別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ちー.自主調査の報告書と当誠の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月昭日養生所を考える=代表池知和慕を御参照下さい0) 2018年(平成30年)6月10日日吐日養生所を考える=代表

[土壌汚染調査項目]

3.調査内容
3.1 調査方卦

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壌汚
染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科
学研究所』[延長公閉NO.フ]
調査対象地は、敷地全体が市指定文化財に指定されて

いるため、依頼者指定の遺構等に影響のない4地点にお
いて土壌調査を実施した。

,

3.土壌汚染調査一2

業務委託特記仕様書に記載のとおり、調査対象地内の
4地点を土壌調査地点とし、過去の地表面から50cmの
深さの土壌を調査対隷とした。土壌採取深度を表一3.4
に、調査地点図を図一3,4に示す。

3.調査内容
3.4 調査地点

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委託平成29年11月株式会社環境衛生科学研
究所』 f延長公開N08]

.

4.地歴調査一2

[地歴調査垣目」

4.調査結果(省略)

養生所を考える会の見解と疑義

・養生所を考える会は、当該土壌汚染調査における試料
採取に係る「土壌汚染が存在する可能性が高い部分」(地
点)の選定を実現していない可能性があると認識します。
(1)長崎市の理事者は、事前の複数の協議で「土壌汚染
調査の場所について」の事前の複数の協議で、『長崎徴
毒病院図面』に従い、「患者便所」、r薬局」、「医局」、「診
察室」、晒'ミ捨場」及び「排水溝」を候補として、長崎市立
仁田佐古小学校建設用地の図面との照合において、その
誠料採取の地点を検討しています。
(2)当該報告書 3,調査内容 3.4 調査地点[図一
3.4 調査地点図]に記載される試料採取の地点は、事
前の協議で検討した地点と異なります。
(3)情報公開された複数の行政文書より、当該報告書に
記載される試料採取の地点を決定した経緯と根拠は、明
示されません。
(4)養生所を考える会は、『長崎徴毒病院図面』につい
て、その作図された建物が、複数の関連時期の写真に確
認できない二とより、当該図面に作図された建物等施設が
実施されていない一定の磊然性があると理解しています。
(5)『長崎徴毒病院図面』は、長崎県立長崎図害館の購
入による旧蔵品で、収蔵が移管され、現在長崎歴史文化
博物館の収蔵品であり、古賀十二郎(1879年伊剛台12年)
5月16日一伯54年(昭和29年)9月6日)氏収蔵に係る古賀
文庫の資料であり、『長嵜轡学校圖九長嵜縣學務課』
[古賀16-41]との表書きの封筒に長嵜馨学校圖の複数
の分割図一式等と同封の図面ですが、他の図面より時代
が下ると考えられること、及ぴ、他の図面と作図様式が異
なることより、封筒の表書きとは由来が異なると推測でき、
『長崎徴毒病院図面』の由来は確認できません。
(6)『長崎徴毒病院図面』ほ、その信頼性についての評価
がなされていません。
(フ)地点NO.1が当該遺跡の遺構の用悪水路(排水満)の
底板の位置が選択されたこと以外、地点N02、N03、N
0.4 については、その具休的な位置、及びその位置を選
択した根拠が不明です。
・養生所を考える会は、当該土壌汚染調査における試料
採取の深度に係る「汚染のおそれが生じた場所の位置」
(現在の地表(地表ν前の時点の地表/地下の高さ)の選
定を実現していない可能性があると認識します。
(1)2017年(平成29年)4月以降に、養生所を考える会は、
長崎市文化観光部文化財課長補佐宮下雅史氏より、旧
佐古小学校体育館側敷地における遺跡としての地表面
は、旧佐古小学校体育館敷地としての地表面より、5Cm
程下である、旨を聞いています。
(2)養生所を考える会は、遺跡としての地表面より一段下
がった位置に検出された便所の便壺一帯を試料採取地点
としたNO.2の試料採取の深度が深いことについて、具体
的な試料採取の地点と深度の説明を得ていないことを除
き、一定の理解が可能ですが、NO.1、 N03、NO.4の位置
の深度が深いことについて、説明を得ていません。

士壌汚染対策法等、その他の事象

「土1

・『通知』1き、以下、記します。
1 第3 土壕汚染状況調査 1(6)土壌汚染状・況調査
の方法⑥土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壊含有
量調査の具体的な方法ア.試料の採取地点
ア.「単位区画内に土壌汚染が存在する可能性が高い部
分がある場合には、当該部分における任意の地点におい
て試料の採取を行うこととし、それ以外の場合仁は、試料
採取等の対象とされた当該単位区画の中心において、試
料の採取を行うこととする(規則第6条第2項から第4項ま
で)。」

イ.「「土壌汚染が存在する可能性が高い部分」とは、宥害
物質使用特定施設及び関連する配管、地下ピット、排水ま
す等の当該特定有害物質を使用等する施設の場所又は
その周辺である。」

幻、カ 土

池知和恭

口
'■ ノ

二

/ 1 の.占の1

$九の

・『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(6)土孃汚染状況調査
の方法⑥土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有
量調査の具体的な方法イ.試料の採取及ぴ測定の方法
(ロ)土壌溶出量調査及び土壌含有量調査
ア.「地表を基準にした土壌採取の深度を設定していた旧
法の考え方を改め、汚染のおそれが生じた場所の位置を
基準とすることとした。ここにいう「汚染のおそれが生じた
場所の位置」とは、調査義務の契機となった有害物質使
用特定施設が設置されるよりも前に設置されていた特定
有害物質を使用等し、又は貯蔵等する施設が設置されて
いた時点の地表や特定有害物質又は特定有害物質を含
む固体若しくは液休が漏出した地下配管の高さ等を想定
している。」

イ.「汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50センチ
メートルまでの土壊を採取し、土壌溶出量又は土壌含有
量を測定すること。ただし、当該位置から深さ50センチ
メートルまでの土壌が地表から深さ10メートル以内にある
場合に限る。なお、ここにいう旺也表」を含め、規則におい
て特に断りなく用いる場合には、現在の地表を指す。
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置

にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置
が明らかでない場合にあっては、表層(地表から5センチ
メートルまで)の土壌及ぴ5から50センチメートルまでの深
さの土壌を採取し、これらの土壌の重量が均等になるよう
に混合し、土壌溶出量又は土壌含有量を測定すること。な
お、混合された土壌は、地表から50センチメートルまでの
土壌を均等に採取した場合に比べて、表層の土壌の割合
が9倍となっていることに注意されたい。」

につい

が生じナ

/

自

の官

の立署

について
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・当該土壌汚染調査の報告書の総括に記載のとおり「調
査の結果、土壌ガス、土壌溶出量及び土壌含有量は、全
ての調査対象物質につぃて基準に適合するものであり」と
本いえ「今回調査を行った範囲において、墓準不適合士
壌の存在は確認されなかった。」のであり、又上記より、当
該土壌汚染調査の結果を以て、別途、土域汚染対策法等
に記す方法による土壌汚染調査又は測定を実施する場合
に、"基準を超過するものはない"(基準不適合土壌の存
在は確認されない。)とすることはできない、と理解します。

の1

、し
一
冒力



長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の南敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を1す照した一覧表

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち.一自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月暖日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

ι土壌汚染論査項自]
『長崎市長田上富久様報告書
染調査業務委託平成29年10月
学研究所』[延長公開NO.フ]

3.土壌汚染調査一2
旧佐古小学校土壌汚
株式会社環境衛生科

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委託平成29年"月株式会社環境衛生科学研
究所』[延長公開N08]
調査対象地は、明治39年から小学校として利用されて

いた。(添付害類②)

4,地歴調査一2

[地歴調査項自]

3.調査結果
3.1 開係者へのヒアリング
{硫認事1亘:土地の用途に関する
情報】

・"調査対象地は、昭和28年から小学校として利用されて
いた。"のであり、当該の「ヒアリング先対応者」による「調
査対象地は、明治39年から小学校として利用されてい
た。G烝付書類②)」との説明は、事実と異なる、明確な事
実誤:忍です。
・当該調査での「調査対象地は、明治39年から小学校とし
て利用されていた。」」との回答、及び附記する「添付資料
②『総括(1)沿革誌抄)』(出典不記載)」の記載は

''

般公表資料"「『ありがとう佐古小学校 SakoForeV引 1
906~2015 長崎市立佐古小学校閉校記念誌平成
28年3月』(閉校記念誌~島りがとう佐古小学校~発行
日平成28年2月28日発行者佐古小学校閉校実行委
員会編集佐古小学校閉校実行委員会記念誌部編集
事務局長崎市立佐古小学校) 3 佐古小学校のあゆみ
学校沿革史」の記載と相違します。
(1)『ありがとう佐古小学枝 SakoF0胎V引 1906~20
15 長崎市立佐古小学校閉校記念誌平成28年3月』
3 佐古小学校のあゆみ学校沿革史(創設前も含む)」
は

「ー・0昭和28年(1953年) 5.13 旧小島病院跡の払
下げ確定、南校舎と呼称 0昭和30年a955年) 3.8
南校舎解体作業開始 0昭和32年(1鮖7年) 3. 1 南
校舎の敷地に鉄筋二階建校舎(6教室及び講堂)落成
ー・」と記載します。
(2)当該の r添付資料②『総括(1)沿革誌抄)』(出典不
記載)」・1こは(1)に該当する記載がありません。
(3)2018年(平咸30年)5月に入り、養生所を考える会
は、長崎市の理事者(長崎市教育委員会教育総務部施
設課)に、当該報告書「添付資料②『総括 a)沿革誌
抄)』(出典不記載)」について、その出典を問い合わせま
した。

2018年(平成30年)5月25日金躍白現在、養生所を考
える会は、このことについて、回答を得ていません。
・『昭和十一年長崎県史蹟名勝天然記念物第八輯』は第
六十二澗版の写真を「西洋腎學裂祥地遺跡(現長崎保健
組合小島病院)」と紹介しています。
・当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。
・当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得
館(医学所、分析窮理所、病院)の敷地として、利用されて
きましナこ。

養生所を考える会の見解と疑義

佐古小学校として利用している間は、掘削等は行われて
いない。

調査対諒地内の4地点(図一3.1)において、小島養生
所が立地していた当時の地表面を対象とした土壌調査を
実施した結果、基準を超過したものはなかった。G悉付資
料③)

(1)『通知』は、以下、記します。
1 第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壕汚染状況調査
の方法③訟査対象地の土壌汚染のおそれの把握ア.
土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握
ア.「調査実施者は、調査対象地及びその周辺の土地に
ついて、土地の利用の履歴、特定有害物質の使用等の状
況、土域及び地下水の汚染の概況等の土壌汚染のおそ
れを推定するために有効な情報を把握することとした(規
則第3条第1工動。」
イ.「調査実施者は、当該使用が廃止された有害物質使
用特定施設の敷地であった土地における特定有害物質に
よる土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報を把
握するための調査(以下「地歴調査」という。)において、2
5種の特定有害物質のうち試料採取等(土壌汚染状況調
査のための土壌その他の試料の採取及び測定をいう。以
下同じ。)の対象とすべきものを選定することとした(規則
第3条第21動。」
ウ.「調査対象地における過去の土壌の汚染の状況に閏
する調査の結果、特定有害物質を含む固体若しくは液休
の埋設等、使用等及ぴ貯蔵当の履歴を踏まえ(規則第26
条参照)、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基
準に適合しないことが明らかとなった特定有害物質や、当
該履歴から埋設等、使用等又は貯蔵等をしていたことが
判明した特定有害物質及びその分解生成物等を、土壌の
汚染状態が土壌溶出量基峯又は土壌含有量基準に適合
しないおそれがあると認められる特定有害物質の種類と
し、試料採取等の対象とすべきものとして選定する。」
エ.「地歴調査は、(イ)調査対象地の利用の状況に開す
る情報及び(ロ)特定有害物質による汚染のおそれを推定
するために有効な情報を収集することにより行われる。
(イ)は、調査対象地の用途に閏する情報と汚染のおそれ
が生じた地表の位置に関する情報からなり、(ロ)ほ、特定
有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等に関する情報から
なる。調査実施者は、これらの情報を、可能な限り過去に
遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確認の方法
こより収集する。」

土壌汚染対策法等、その他の事象

大の

一

について

3.調査結果
3.1 閏係者へのヒアリング
【確認事項:土地の高さの変重に
関する情報】

・土地の高さの変璽に関する情報について、現存する複
数の信頼性と精度のある文献資料及び図面や写真等の
図像資料及び現地の踏査の照合により、一定の精庶で情
報を立体的に再構成して提示できると理解します。
・当該遺跡地及び当該小学校地に係る、土地の高さの変
更に閧する情報について、江戸期から現代にかけて、より
多くの複数の土地の造成等の土地の高さの変吏の契機
が存在すると理解します。
・当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。

3.調査結果
3.1 関係者へのヒアリング
ι確認事項:土壌の汚染状況に関

る情報】

・調査対象地内の3地点において、小島養生所が立地して
いた当時の地表面を対象とした土壌調査を実施していな
い可能性があります。
・当該土壌汚染調査は、試料採取に係る「土壌汚染が存
在する可能性が高い部分」(地点)の選定を実現していな
い可能性があります。
・養生所を考える会は、当該士壌汚染調査は、試料採取
の深度に係る「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在
の地表仕也表)/前の時点の地表/地下の高剖の選定を実
現していない可能性があると認識します。
・当該土壌汚染調査を実施した結果、基準を超過したもの
よなかった、とはいえ、当該土壌汚染調査の結果を以て、
別途、土壌汚染対策法等に記す方法による土壌汚染調査
又は測定を実施する場合に、"基準を超過するものはな
、"とすることはできない、と理解します。

( 4/9 )



長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学被の南敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及て/土壌汚染対策法等、その他の事象を1゛照した一覧表一

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち"'自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年玲月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御多照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生祈を考一る厶代゜""ーー'会!,..R'ーー園日".会,""= 1 .、',, 0 "'3 10日日曜日養生所を考える=代表

[土壌汚染調査項目〕 『長崎市長田上冨久様報告書旧佐古小学校土壌汚
染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科
学研究所』[延長公閉NO.フ]

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委託平成29年11月株式会社環境衛生科学研
究所』[延長公開NO.8]
58番
"

h

病院敷地
宅地

h 学校敷地

訂

ι比ーロ^

明治40年9月

昭和28年7月2日
昭和47年9月9日

"

長崎県

長崎市
h

[地歴調査項目]

・地番(西小島1丁目)58番について

a)旧土地台帳の筆頭の記載において、地目欄に「病院
敷地」沿革欄に「明治四十年九月舟日元官有地地種変
更」登記年月日欄に「昭和二八年六月こ九日」事故/事由
欄に「保存」所有主等氏名欄に「長崎縣」と記載されていま
す。

(2)地目「病院敷地」との記載は養生所(病院)~精得館
(病院)~長崎府医学校(及び病院)~(省略)~長崎病院
~梅毒病院~(省略)~小島病院の敷地である事実を表
現し、沿革「元官有地」所有主等氏名「長崎縣」との記載は
当該病院の履歴を示唆します。
(3)当該報告書 3.調査結果 3.2 調査対象地の履歴
調査(1)土地所有者等の履歴[表一3.2(1)土地所
有者等の履歴]」では、当該土地について、旧土地台帳
の地目欄に「病院敷地」所有主等氏名欄に「長崎縣」と記
載する事実を記載しますが、沿革欄に「元官有地」と記載
する事実を記載しません。
(4)当該報告書 5.総括では、当該土地について、旧
土地台帳の地目1馴こ「病院敷地」と記載し、沿革欄に「元
官有地」と記載し、所有主等氏名欄に「長崎縣」と記載する
全ての事実に関して記載しません。
・当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得
館の病院として、続いて、明治期以降昭和28年以前まで、
長崎府医学枝(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用さ
れた事実にっき、土地の利用履歴としての認識が必要で
す。

947年

962年体育館と思われる建物が建て替わっている。

養生所を考える会の見解と疑義

3.調査結果
3.2 調査対象地の履歴調査
a)土地所有者等の履歴

・『ガイドライン』ほ、以下、記します。
1 (参考資料) Appendlx-17.資料調査において入
手・把握すべき資料の種類(参考gの -AppendlX17
1-

〔表資料調査において入手・把握すべき資料の種類(参
考例)]

ヨ.「調査対象地の土壌汚染のおそれの把握において入
手・1剛屋すべき情報の分類」
ア.調査対象地の範囲を確定するための情報

土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関するイ.

情報

①土地の用途に関する情報
②地表の高さの変更、地質に関する情報

ウ.特定有害物質により汚染のおそれに関する情報
①士壌の特定有害物質による汚染状態に関する情報
②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体

の埋設等(埋設・飛散・流出・地下浸透Xこ関する情報
③特定有害物質の使用等(製造・使用・処理)に関する

情報

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体
の貯蔵等(貯蔵・保管)に関する情報

⑤その他の情報
上記の②~④に該当しない調査対鼠地における土壌の特
定有害物質による汚染のおそれに閏する情報(.自然由
来の土壌汚染に関する情報・盛土部分に用いられた盛
土材料の自然由来の汚染に関する情報・水面埋立て用
材料由来の土壌の汚染状態に関する情報)
エ.公有水面埋立地に関する情報

b.「資料の種類/資料を提供する物又は収集する物」
ア.「私的資料/土地所有者等」
イ.「公的届出資料ノ土地所有者等(公的届出資料の副

本又は写し)」
ウ.「一般公表資料/調査実施者」 〆

土壌汚染対策法等、その他の事象

コ゛に

について

いて

・年代 1947年(昭和22年)の項の写真の当該地の建物
は、他の「手厶的資料」及び「一般公開資料」より小島病院の
建物と考えられ、内容欄の記述は"建物は小島病院と思
われる。"と記述されるものと考えられます。
・年代 1962年(昭和37年)の項の内容欄の記述は"小島
病院と思われる建物が建て替わっている。"と記述される
ものと考えられます。

・当該調査対象地が、江戸期よ叺養生所の病院~精得
館の病院として、続いて、明治期以降昭和28年以前まで、
長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長.崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用さ
れた事実にっき、土地の利用履歴としての認識が必要で
す。

゛、、

池知和恭

ノ

の

調査結果

2 調査対象地の履歴調査
2)土地利用の履歴

去

( 5/9 )
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四つの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の南敷地の調査の報告書について養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校廷設用地、即ち・一自主調査の報告誓と当該の二区域の四っの一逵の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

[土壌汚染調査項目]
『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壌汚
染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科
学研究所』[延長公開N07]

3.土壌汚染調査一2

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委託平成29年力月株式会社環境衛生科学研
突所』[延長公開NO.釘
長崎市ホームページで確認したところ、調査対象地付近

に要措置区域等は存在していない。

4.地歴調査一2

[地歴調査項目]

・2017年(平成29年)4月以降、養生所を考える会は、書面
や口頭で、又2018年(平成30年)4月27日金曜日の面会で
位置を記した地図を提出し、長崎市の理事者(長崎市教
育委員会教育総務部施設課及ぴ長崎市環境部環境政策
課)に、当該の対象の土地の隣接地の海方向の低部(館
内町)1こ、湧水や井戸がある二とを連絡し、水質検査の結
果及びその推移等及び地下水の利用状況(人の飲用、専
用水道の原水取り入れ、公共用水域:規則第30条)1こつ
いて問合せ、又は、特定有害物質による汚染の調査を要
望していますが、2018年5月14日月曜日現在、回答を得て
いません。
・2018年(平成30年)4月27日金曜日、養生所を考える会
は、口三凱雷話)で、長崎市の理事者(長崎市教育委員会
教育総務部施設課及び長崎市環境部環境政策課)に、調
査対象地一帯に関する、都道府県による地下水の常時監
視等、都道府県が行う定期的な地下水モニタリングの状
況、湧水や弁戸の有無及ぴ水質検査の結果及びその推
移等及び地下水の利用状況(人の飮用、専用水道の原水
取り入れ、公共用水域;規則第30条)1こついて、問い合わ
せました。

養生所を考える会の見解と疑義

3.調査結果
3'3 土壌汚染に関する情報
(力土壌または地下水の汚染状
況に関する情報

「土1

調査」J三2垈工
・r通知』ほ、以下、記します。
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地
の調査
σ)趣旨
土壕汚染が存在する蓋然性が高い士地であって、か

つ、汚染があるとすれぱそれが人に摂取される可能性が
ある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそ
れがあることから、土壌汚染の状況を調査し、汚染の除去
等の措置を実施する必要性が高い。
したがって、都道府県知事は、旧法同様、そのような土

地について、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査
の実施及びその結果の報告を命ずることができることとす
る(法第5条第1項)。
.....

(2)調査の対象となる土地の基準
調査の命令の対象となる士地は、当該土地において土

壌汚染が存在する義然性が相当程度高く、且つ基準不適
合土孃に対する人の暴露の可能性があることを要する
(令第3条第1号)。

①土壌汚染の養然性が高く、かつ、人の暴露の可能性が
あること
「土壌汚染の茎然性が高い」とは、原則として、その土地

で土壌汚染が明らかとなっているか、又は近隣で地下水
汚染若しくは土壌汚染が明らかとなり、かつ、汚染状況や
土地の履歴等からみて当該近隣の汚染の原因がその土
地にあると認められる場合が該当する。
●●■■●

「人の暴露の可能性がある」の判断基準は、土壌汚染の
種類(地下水を経由した摂取によるりスクの観点からのも
のか、土壌を直接摂取するりスクの観点からのものか)及
び蓋然性ごとに異なり、具体的にはアからウまでのとおり
である。

ア.・地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかな場合
地下水経由の観点からの士壌汚染が明らかとなってい

る土地については、当該土壌汚染に起因して現に地下水
汚染が生じ、又は生ずる二とが確実であり、かつ、当該土
地の周辺で地下水の飲用利用等がある場合に、調査の
命令の対象となる(令第3条第1号イ)。

イ.地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある場

地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある土地
については、当該土壌汚染に起因して現に地下水汚染が
生じ、かつ、当該土地の周辺で地下水の飲用利用等があ
る場合に、調査の命令の対尿となる(令第3条第1号口)。

ウ.直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はそ
のおそれがある場合
直接摂取の観点からの士壌汚染が明らかか、又はその

おそれがある土地については、当該土地が人が立ち入る
ことができる状態となっている場合に、調査の命令の対象
となる(令第3条第1号ハ)。

2調査の命令の対象とならない土地でないこと
汚染の除去等の措置が講じられている土地でないこと

操業中の鉱山及びその附属施設の敷地等でないこと

土壌汚染対策法等、その他の事象

吉,しー

十

圭 全が生 が 士1 の

( 6/9 )



その内旧長崎市立佐古小学校の南専舛也の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚江メ、.止詰口"論__'4目・行、、の事・、への記載
3.土壌汚染調査一2 4 チ,_'.'{02018年(平成30年)6月10日日畦日養生所を考える会代表池知和菰

〔土壌汚染調査項且] 『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壌汚
染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科
学研究所』[延長公開NO.フ]
本調査では、調査対象地の使用履歴を鑑みて、明治時

代の土地利用時の地表面を対象とした土壌調査を実施し
^0

調査の結果、土壊ガス、土壌溶出量及び土壌含有量
は、全ての調査対象物質について墓準に適合するもので
あり、今回調査を行った範囲において、基準不適合土壌
の存在は確認されなかっナこ。

'1

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委託平成29年村月株式会社環境衛生科学研
究所』[延長公開NO.8]

^。査で1 ゛ー ^1 、゛" al ^、

、

主的な地歴調査を実施した。
調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地とし

て利用されてきた土地であり、特定有害物質の使用に関
する情報は確認されなかった。また、過去の土壊調査結
栗においても、基準不適合土壌の存在は確認されていな
い

以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそ
れの区分の分類は、土壌汚染が存在するおそれがない土
地(特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは
液体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵
等を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立して
いる状態が継続している土地)に該当すると判断できる。

(フ/9 )

'養生所を考える会は、過去に唯一行われた土壌調査に
ついて、試料採取に係る「土壌汚染が存在する可能性が
高い部分」(地点)の選定、及び、試料採取の深度に係る
「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表(地表)
/前の時点の地表/地下の高さ)の選定、の双方に付、之
を実現していない可能姓があると認識します。
'養生所を考える会は、過去に唯一行われた土壌調査結
果において、基準を超過Lたものはなく、基準不適合土壌
の存在は確認されていない、とはいえ、当該土壌汚染調
査の結果を以て、別途、土壌汚染対策法等に記す方法に
よる土壌汚染調査又は測定を実施する場合に、"基準を
超過するものはない"とすることはできない、と理解しま
す。

土壊汚染の
場合のぎ。大

[地歴調査項目]

、ノ、、コC

して造成され、施設を整備し、精得館の病院として利用さ
れ、明治に入って、長崎府医学校に継承され、その病院と
して利用され、所轄と名称の変遷を経て、長崎病院~梅
毒病院~(省略)~小島病院へと利用され、即ち、養生所
設立当初α861年:文久元年)より病院として、梅毒病院と
なって(1881年゛彫台14年)より小島病院まで(1953年:昭
和28年以前)梅毒検査と治療の専門病院として利用され
てきた土地です。

'当該報告害に「調査対象地は明治時代から学校用地と
して利用されてきた士地であり」とされることは、事実と異
なる、明確な事実誤認です。
"'一般公表資料"「『ありがとぅ佐古小学校 Sak。F。rev
引1906~2015 長崎市立佐古小学校閉校記念誌
平成28年3月』(閉校記念誌~ありがとぅ佐古小学校~
発行日平成28年2月28日発行者佐古小学校閉校実

_ユ受子'父X、夫子テ女員=石己己E'0部
ゆみ学校沿革史億嘱登前も含む)」は、「・-0昭和28年
(1953年) 5.13 旧小島病院跡の払下げ確定、南校舎
と呼称 0昭和30年(1955年) 3.8 南校舎解体作粂
開始 0昭和32年(1957年) 3, 1 南校舎の敷地に鉄
筋二階建校舎(6教室及び講堂)落成一.」と記載しま
す。

'『昭和十一年長崎県史蹟名勝天然記念物第八輯』は第
六十二圖版の写真を「西洋腎學發祥地遺跡(現長崎保健
組合小島病院)」と紹介しています
'当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限
定する根拠が不明です。
'当該報告書の「地歴調査」において、「調査の実施主休」
又は「調査実施者」は、当該調査対象地に係る、江戸期に
設置された養生所(病院、医学所)一精得館(医学所分

院)等及'戦時兵員病院及び長崎病院一部梅毒病院及

分教場、長崎病院から梅毒病院から小島病院、及びその
運用に係る施設としての当該土地一帯の利用の状況に関
して、r調査対象地及びその周辺の土地にっいて、土地の
利用履歴、特定有害物質特定有害物質の使用等の状
況、土壌及び地下水の汚染の概況等の土壌汚染のおそ
れを推定するために有効な情報」を「可能な限り過去に遡
り、資料収集(土地所有者等が提供し収集する「手厶的資
料」、土地所有者等が提供し収集する「公釣届出資料(副
本又は写し)」、調査実施者が提供し収集する「一般公表
資料」)、関係者からの聴取及び現地確認の方法により収
集」し、又は「入手」L「把握」しません。

養生所を考える会の見解と疑義

二k

土壌汚染対策法等、ぞの他の事象

'当該調査対諒地は、その土地利用の状況より、病院及

广院ιι'こ_L母夕π、_三92年間、その間梅冉
である水銀化合物及び有機砥素化合物及び水銀及び六
価クロム(重クロム酸カリ)にっいて、当該特定有害物質
又は当該特定有害物質を含む固体若しくは液休が埋めら
れ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること、
当該特定有害物質をその施設において製造し、使用し、
又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地であった
土地であること、特定有害物質又は特定有害物質を含む
固休若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管す
る施設(特定有害物質を含む液体への地下への浸透の防
止のための措置であって環境大臣が定めるものが講じら
れている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地で
あった土地であること、が、一定の蓋然性で及び高い葺然
性で想定できます。ー"'ー""
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四っの一連の自主調査(土壌汚凱調六と地歴調六)の報'書におιモ'ー'",_へ昔
その内旧長崎市立佐古小学1交の南敷地の調査の報告書にっいて養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚江対策法等、その他の事象1皀1・魚しガ_'.表'"'- a

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ちー'自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える厶代表池知和恭を御参照下さい。)201年(、'成""一羽ム゛凱き火_三六_式;.・',、下さLO)2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える工代表

[土壌汚染調査項目] 『長崎市長田上富久様報告書
染調査業務委託平成29年10月
学研究所』 f延長公開N07]

旧佐古小学校土壌汚
株式会社環境衛生科

『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調
査業務委託平成29年"月 株式会社環境衛生科学研
究所』[延長公開NO.8]

5.総括

[地歴調査項目〕

・養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による
該調査対象地のうち"養生所/(長崎)医学校等遣跡の「
核区域」"に関して、その「土壌汚染のおそれの区分の分
類」にっいて、当該調査対象地が直接に特定有害物質又
は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯
蔵等を行っていた施設の敷地、又は、特定有害物質又は
特定有害物質を含む固体若しくほ液体の埋設等が行われ
た土地であり、(イ)土壌汚染が存在するおそれがないと
認められる土地、即ち、特定有害物質又は特定有害物質
を含む固体若しくは液体の埋設等を行っていた士地や、そ
の使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地からその用
途が全く独立している状態が継続している土地、ではない
こと、(ロ)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められ
る士地、即ち、直接に特定有害物質又は特定有害物質を
含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っていた
施設の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く
独立しているとはいえない土地、ではないこと、より、(ハ)
(イ)及び(ロ)以外の土地、即ち、土壌汚染が存在するお
それが比較的多いと認められる土地、であると理解しま
す。

養生所を考える会の見解と疑義

、

「公正に」1こついて
・『通知』ほ、以下、記します。
1 第3 土壊汚染状況調査 1(3)調査結果の報告
の手続 2 報告すべき事項

ア.「「土壊汚染状況調査の結果」にっいては、法の義務
付けによらず任意に行われた調査の結果を利用して報告
することもできる。」

「ただし、その場合は、指定調査機関により、公正に、
かつ、法に基づく調査方法に旦りリ行われている必要があ
るーー・こと等に留意されナニい。」
ウ.「ここにいう「公正に」とは、法第36条第2項の「公正
に」と同義であり、法第31条第2号及び第3号の暴準に適
合する状態にある指定調査機関が行うことにより、「公正」
要件を満たすものと推定してよい。

「例えぱ、土壌汚染状況調査の業務の発注者と指定
調査機関との間に会社法(平成17年法律第86号)第2条

3号の子会社と同条第4号の親会社の関係が成立して
、る場合には、「公正に」土壌汚染状況調査が行われてい
よいものと解Lて差し支えない(指定調査機関等省令第2
第3項及び第4項参照)。」
rなお、この「公正に」要件の考え方は、法第4条第2

及び法第5条第1項の命令に基づく調査並びに法第14
第1項の申請に係る調査(規則第10条の2第2項の自

..;由来の土壌汚染地における調査の特例において、既存
調査結果を利用する場合における当該調査を含む。)

こついても同様である。」
『土壌汚染対策法(平成十四.年法律第五十三号)』は、以
、記します。
(指定の基準)

一三十一条環境大臣又は都道府県知事は、第三条第
項の指定の申請が次の各号に適合していると認めると
でなけれぱ、その指定をしてはならない。
土壌汚染状況調査等の業務を適確かっ円滑に遂行

るに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものと
て、環境省令で定める基準に適合するものであること。
法人にあっては、その役員又はその役員又は法人の

類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚
状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがな

、ものであること。

前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不
正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基
に適合するものであること。

欠条以下省略)
(土壊汚染状況調査等の義務)
三十六条指定調査機関は、士壌汚染状況調査等を行
ことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、
滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなけれぱならない。
指定調査機関は、公正に、かっ、第三条第一項及び粂
六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染
況調査等を行わなけれぱならない。
環境大臣等は、前二項に規定する場合において、その
定に係る指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を
わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調
機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はそ
方法を改善すべきことを命ずることができる。
条以下省略)

4.総括

土壊汚染対策法等、その他の事象

池知和恭
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地における土壌汚染に係る長崎市が指定調査機関に委託して実施した二区域の四つの一連の自主調査(土壌汚染調査と地歴調査)の報告書における調査行為事象の各事項への記載
その内旧長崎市立佐古小学校の南敷地の調査の報告害について養生所を考える会の見解と疑義及び土壌汚染対策法等、その他の事象を対照した一覧表

(詳細は、別途『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち・一自主調査の報告書と当該の二区域の四っの一連の報告害に対する菱生所を考える会の見解と疑義』2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭を御参照下さい。) 2018年(平成30年)6月10日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

[土壌汚染調査項目] 『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壌汚
染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科
学研究所』[延長公開N07]

3,土壌汚染調査一2
『長崎市長田上富久様報告害旧佐古小学校地歴調
査業務委託平成29年割月株式会社環境衛生科学研
究所』[延長公開N08]

4.地歴調査一2

[地歴調査項目]

、

・養生所を考える会は、長崎市の任意(自主)調査に係る
四つの報告書群の記載について、調査結果に明確な事実
の誤認があると、認知しまず。

養生所を考える会の見解と疑義

・養生所を考える会は、長崎市の任意(自主)調査に係る
四つの叛告書群の記載について、調査行為について事実
と異なる記載があると、認知します。

・養生所を考える会は、長崎市の任意(自主)調査に係る
四つの報告書群の記載について、長崎市の理事者の都
道府県知事(長崎市長)の土壌汚染状況調査の命令の発
出の権限及ぴ調査の命令の発出に関する見解、及び、
「一定規模以上の土地の形質の変更」を行う者が行う都~
道府県知事(長崎市長)への事前の届出についての、「同
ーの手続きにおいて届出されるべき土地の形質の変更」
こ対する対象行為の範囲及び届出の時期に係る認識、及
び、当該土地に係る土壌汚染のおそれの把握に係る当該
土地の所有者等である長崎市長及び長崎市が調査の実
施主体となり調査の実施者としての「指定調査機関」に委
託して行った任意(自主)調査における報告書の、「調査
対象地」の範囲、地歴調査等の対象とする過去の時間上
の範囲、試料採取等における「土壌汚染が存在する可能
性が高い部分」(地点)及び「汚染のおそれが生じた場所
の位置」(現在の地表(地表)/前の時点の地表/地下の高
割の選定、の各行為は、「法」「令」「規則」『通知』『ガイド
ライン』に規定し、趣旨説明し例示し、参考例とされた各事
象に対して、偏向している、と認識します。

・養生所を考える会は、養生所が考える会が認識する又
その他の事象についての長崎市の任意(自主)調査に係
る四つの報告書群の記載における、明確な事実の誤認、
及び、「法」等に規定し記す事象に対する偏向について、
都道府県知事(長崎市長)が、当該の都道府県の区域内
の土地について、士壌の特定有害物質による汚染の状況
に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供
するよう努めない結果、当該情報を収集し、整理し、保存
し、及び適切に提供できない、又は、公園等の公共施設若
しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ず
る施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しよう
とする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に
該当するか否かを把握させるよう努めず、従って把握させ
ず、又は、土地の形質の変更をしようとする者が、都道府
県知事(長崎市長)1こ、当該土地がこの墓準に該当するか
どうかを照会せず、又は、当該照会に対し、都道府県知事
(長崎市長)が、法第61条第1項の規定に反し、当該土地
の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を提供し
なかった、可能性がある、と理解します。

・養生所を考える会は、養生所が考える会が認識する又
その他の事象についての長崎市の任意伯主)調査に係
る四つの報告書群の記載における「法」等に規定し記す事
象に対する偏向について、
当該任意(自主)調査の実施者である当該「指定調査機
関」が、当該調査の実施を委託する長崎市長及び長崎市
と当該調査の実施者である「指定調査機関」との当該委託
関係、その他の取引関係その他の利害関係について、土
壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係そ
の他の利害関係の影響を受けた結果である可能性があ
る、と認識します。

・『土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二
十九号)』は、以下、記します。
(指定調査機関の指定の基準)

第二条法第三十一条第一号の環境省令で定める基準
であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。

債務超過となっていないこと。
土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行

するために必饗な人員を確保する能力を有していること。
2 法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であっ
て技術的能力に係るものは、法第三十四条に規定する監
督に必要な人員が適切に配置されていることとする。
3 法第三十一条第二号の環境省令で定める構成員は、
次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める
者とする。

一般社団法人社員
会社法(平成十七年法律第八十六号)第玉百七十五

条第一項の持分会社社員
会社法第二条第一号の株式会社株主^

四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定
める者に類するもの
4 法第三十一号第三号の環境省令で定める基準は、土
壌汚染状況調査等の実施に係る組織その他の土壌汚染
状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に
適合するよう整備されていることとする。

特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関^

係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前二号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の^

公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(次条以下省略)

土壌汚染対策法等、その他の事象

J『

・養生所を考える会は、養生所が考える会が認知する長
崎市の任意(自主)調査に係る四つの報告書群の記載に
おける、調査行為についての事実と異なる記載について、
土壌汚染対策法第三十六条 3 の規定により、環境大
臣等は、その指定に係る指定調査機関の土壌汚染状況
調査等の方法が適当でないとして、当該指定調査機関に
対し、その方法を改善すべきことを命ずるべきである、と理
解します。

( 9/9 )



長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち、旧長崎市立佐古小学校地、即ち
養生所/(長崎)医学校等遺跡の中核区域の主要部等における土壌汚染につぃて

当該土地に係る土壊汚染のおそれの取扱いと土壌汚染状況調査に対する
養生所を考える会の見解による時周査対象地の範囲」につぃて

2m8年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

"当該土地に係る土壊汚染のおそれの取扱いと土壌汚染状況調査に対する
養生所を考える会の見解による「調査対象地の範囲」について"

養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲について、資

料調査及び聴取調査及び現地調査に係る当該土壊汚染のおそれが生じた当時の養生
所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦時兵員病院及び長崎病院及び梅毒病
院から小島病院の当該土地の利用の状況の推測と把握に基づき、及び、環水大土発

第100305002号平成22年3月5日改正 1累水大士発第110706001号平成2

3年7月8日都道府県知事・政令市長殿環境省水・大気環境局長『土壊汚染
対策法の一部を改正する法律による改正後の士壊汚染対策法の施行について』(な
お、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく

技術的な助言であることを申し添える。)の「土壌汚染状況調査」に係る"調査対象地
の範囲"の記述より、当該土地の土壤汚染を取り扱う際の"調査対象地の範囲"を設定
します。

1.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲について

養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、かねて養生所を考える会が提示
している"養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中核区域」及び「運用区域」"の範囲を適用し
ます。

2.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の提示

養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、養生所/(長崎)医学校等遺跡の
「中核区域上長崎市西小島佐古16番、15番、14番、14番・2、17番、2、17番、4、18
番・2、下106番、その外周道路(17番・3、18番・3を含む、市道西小島稲田町1号線、市
道西小島2号線、市道西小島館内町1号線、市道稲田町6号線、旧病院敷地の東道路及
び南道路)、59番・2、59番・3、59番・4、可能1生として長崎市稲田町44番の一帯(現在

の、西小島IT目の旧長崎市立佐古小学校の敷地及びその外周道路及びその南部の
西小島2T目の一角及び可能性として長崎市道稲田町6号線の北部でその西に隣接す
る稲田町の一部)、及び、養生所/(長崎)医学校等遺跡の「運用区域上長崎市稲田町3
9番、 40番、41番、 42番、43番、44番、45番、 46番、47番、 48番、49番の一帯(現
在の、稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯)、です。

3.長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書の調査対象地の範囲と養生所を考
える会の見解による調査対象地の範囲について

長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書がその調査対象地の範囲を、現代の旧

長崎市立佐古小学校の市道西小島館内町1号線で分断された北敷地と南敷地の二っ
の敷地に設定することに対し、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、

土壌汚染のおそれが生じた当時の養生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦
時兵員病院及び長崎病院及び梅毒病院から小島病院の当該士地の利用の状況の推
洞1と把握に鑑みて、長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書の調査対象地の範
囲に対して、現在の外周道路全域及び稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯を
追加した範囲を提示します。
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4.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の設定
養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は以下の事象に鑑みて設定します。
(1)資料調査と現地調査との照合に係る事象より
ア.複数の1865年(慶應元年)の"精得館の成立当時"と推測する写真から1889年伊鳥台
22年)頃から1891年伊彫台24年)頃の"甲種長崎医学校と長崎梅毒病1完'と推測する写
真までの複数の異なる方向から撮影された大判写真機と大判感光材料による当時の精
細な画像情報を保持する写真群による変化の観察から再構咸して再現する敷地拡張と
施設整備等の過程、及び、1936年促召和11年)以前の小島病院の写真、複数の(長山)
医学校の平面図より推測できる、最盛期を迎えると推測する18刀年(明治10年)頃の長
崎医学校と病院の当時の実態、即ち、佐古の丘の畑地の頂部に形成された、現在の北
敷地と南敷地を一体とする医学校と病院の建物敷地7帯、その東南部に連続する施設
の菜園及び果樹園及び体操場と推測できる一帯、及び一帯の畑地や運用地と推測する
一帯の境界に形成された専ら医学校及び病院の用途のために整備されたと推測する道
路や階段や門柱(現在の外周道路)、これらの全体を一元に運用管理された医学校及
び病院の施設に係る一体の敷地として、養生所を考える会の見解による調査対象地の
範囲を設定します。

イ.複数の写真群及び図面の観察より.当該医学校及び病院の施設の建物の建屋の構
造構成は主に木造でありJ鯏ま石積みに石灰(しっくい)又は土塗込め瓦屋根の築地塀
が多いと推測し、長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜醤學校圖九長嵜縣學務課』[古賀1
6_41](古賀文庫)封筒.入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前
頃の施設に係る作図と推測します。)の解剖室の図面は床全体が石又は煉瓦敷中央部
が木板です。

ウ.当該土地に於ける、医学校、理化学研究所、病院としての行為からは、理化学実験、
薬品試験、解剖、治療薬調剤処方、体温計等器機取扱い、器機洗浄、その他毒物薬物
を含む薬品の保管と取扱いと器機その他の洗浄の施設の附属が自明に推測できます。
(2)養生所/(長崎)医学校等遺跡の遺跡としての実態
養生所/(長崎)医学校等遺跡は、1861年(文久元年)の養生所の建設より1879年(明治
12年)1こ医学校の隣接地に移転した長崎病院の1902年(明治35年)の浦上山里村へ
の移転1こ伴う臨床分教場の役割の終了、及び、1953年(昭和28年)以前に小島病院が
養生所の病院から梅毒病院としての歴史を閉じるまでの間に、周辺隣接地に敷地を拡
張して形成され、当時より現在に至るまで、建物敷地外周石垣等の境界線遉構や当時
の平面や法面の石垣などの段丘状の土地の造成と造形の遺構や建築基礎などの遉構
が、その全体像を地上遺跡として眼前に遺存し、その区域内において一部小学校運営
や道路拡張の為に切土されて消失し又は盛土されて地下遺構や遺物が埋蔵され、道路
は複数の改修と一部に位置の変更がありながら全体としてその位置を現在の外周道路
に遺存し、切土による遺構と遺物の消失と盛土による地下遺構や遺物の埋蔵が想定で
きます。

(3)聴取調査及び現地調査一遺跡地の踏査に係る事象より
ア.養生所を考える会は、当該遺跡地である旧長崎市立佐古小学校の建物敷地の外
周の石垣等の基部の外周道路及び隣接地において、連続した石造りの用悪水路網が
遺存することを確認しています。
当該外周道路上の用悪水路にっいて「現在はコンクリート造で浅いが昔はもっと深かっ
た、後に上からコンクリートを敷設した」と聞き、やや離れた連続する用悪水路の深い部
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分の底板が石造である場合もあります。

これらの石造用悪水路は近代伊鳥台~第二次世界大戦後以前)の築造と推測します。

イ.養生所を考える会は、当該遺跡地の病院敷地の西部に井戸があったことについて、

長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜腎學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41](古賀文

庫准す筒に同封の『長崎徴毒病院図面』(信頼性の評価がなされていません。)の図上に

井戸を確認でき、及び聴取調査より、「昭和32年頃まで病院建物敷地より一段下がった

一帯のその辺に井戸があった」と確認しています。

一般に、井戸は、飲用水の確保のほか、日本の日常において、その周辺で洗濯や洗浄

がこなわれていました。

(4)現地調査一長崎市の平成27年度、平成28年度の南敷地での遺跡の試掘/本格発

掘調査、平成29年度5月末から9月末の北敷地での遺跡の遺構検出/本格発掘調査、

より

当該遺跡の遺構としての建物敷地及び建築平面等土地の造成と造形及び建物基礎及

び用悪水路等の係る構造物は、切土と盛土と石造と煉瓦と目地材等として天川石灰又

はモルタルにより構成される実態が確認されています。

(5)養生所を考える会は、当該遺跡地における廃水けるおいて、建物敷地内に廃水処

理施設を有せず建物敷地内に廃水を排出し又は建物敷地外に廃水を導出した可育計生

があること、当該建物敷地内石造用悪水路遺構が有する傾斜構造は廃水を建物敷地

外に導出したことを示唆すること、に留意します。

5.環水大土発第100305002号'平成22年3月5日改正環水大土発第110706

001号平成23年7月8日『通矢叫は「土壊汚染状況調査」に係る"調査対象地の

範囲"について記載します。

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(1)趣旨
ア.「・ーー有害物質使用特定施設の敷地である土地においては土壌汚染のおそれが

相当程度あると見込まれることから・ーー土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下

「調査対象地」という。)におけるーー・」

「「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に
限定されない。この「敷地」についての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場

合を除き、他の規定についても共通である。」

②第3 土壌汚染調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法②調査対象地の範囲
ア.「法第3条第リ頁本文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特

定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が対象となる。」

イ.「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する

士地により隔てられていない一連の工場'事業場の敷地をいう。なお、公道等によ娜扇

てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔て

られた双方の土地をーの工場・事業場の敷地とする。」

ウ.「法第4条第2項及び法第5条第1項の土壌汚染状況調査においては、調査対象地

の範囲は都道府県知事から示されることとなる。」
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6.養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲について、
資料調査及び聴取調査及び現地調査に係る当該土壌汚染のおそれが生じた当時の養
生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦時兵員病院及び長崎病院及び梅毒
病院から小島病院の当該土地の,利用の状況の推測と把握に基づき、並びに、環水大

土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第110706001号
平成23年7月8日『通知』の「土壌汚染状況調査」に係る"調査対象地の範囲"の記
述より、当該土地の土壊汚染を取り扱う際の"調査対象地の範囲"として欠かせない範

囲であると理解します。
〆



長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち、旧長崎市立佐古小学校地、即ち
養生所/'(長崎)医学校等遺跡の中、核区域の主要部における土壌汚染に係る

長崎市力斗旨定調査機関に委託して実施した自主調査の報告書仕壊汚染調査と地歴調劃と
当該の二区域の四つの一連の報告書に対する養生所を考える会の見解と疑義

対象文書.平成30年4月5日公開請求し平成30年4月25日公開決定され4月27日に交付された当該土壌汚染に係る長崎市の行政

2m8年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

回『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎建設に伴う土壊調査業務女
託平成29年6月株式会社環境衛生科学研究所』 [延長公開NO.1田

はじめに

本報告書は、長崎市より「仁田佐古小学校校舎建設に伴う土壊調査業務委託」を請け

負い、その結果をとりまとめたものです。

本報告書は、以下の構成により発行し、正式なものとします。

・・・・・(省略)

目次

1.調査概要(省略)

2.調査対象地(省略)

3.調査内容(省略)

4.調査結果(省略)

5.総括(省略)

<添付資料>

①調査地点図

②計量証明書

③施工写真

④技術管理者証の写し

⑤指定調査機関更新通知の写し

1.調査概要

1.1 調査目的

本業務は、仁田佐古小学校建設用地において、土壌汚染対策法第4条に基づく士地

の形質の変更を行うため届出を行うこととしているが、調査命令が出る可能性がない。

しかし、明治時代からの土地の使用履歴を鑑みて、自主的に土壊調査を行うものである。

1.2 調査概要

件名:仁田佐古小学校枝舎等建設に伴う土壊調査業務委託

履行場所:仁田佐古小学校建設用地(長崎市西小島IT目7番1号)

履行期間:至平成29年6月22日

発注者:長崎市

受注者:株式会社環境衛生科学研究所

1.3 調査実施体制

調査機関:株式会社環境衛生科学研究所

(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関指定番号:環2003-フ-1010)

信十量証明事業長崎県知事登録第68号)

住所.長崎県長崎市田中町603番3

統括責任者lt表取締役社長新宮一広(環境カウンセラー2005142002)
品質管理者:翻・一躍圈・・・閣征累境計量士一濃度関係第翻・園号)
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技術管理者:圃・一困■・一麗(土壊汚染調査技術管理者第圃・・■号)
1.4 関係法令等

本調査の関係法令等は以下のとおりである。

・「土壊汚染対策法」(平成14年5月29日法律第53号)

・「土壌汚染対策法施行令」(平成14年11月13日政令第336号)
・「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年12月26日環境省令第29号)

・「土壊ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」
(平成15年3月6日環境省告示第16号)

・「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」
(平成15年3月6日環境省告示第16号)

・「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」

(平成15年3月6日環境省告示第19号)

・「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第2版」
(平成24年8月環境省水・大気環境局土壊環境課)

2.調査対象地

2.1 位置及び周囲の状況

対象地の地番は長崎県長崎市小島1丁目7番1号で、対象地の周囲は公道を挟み住
宅地となっている。

[図一2.1 調査対象地位置図(国土地理院HP地理院地図に加筆)]
2.2 土地利用履歴

対象地は、明治前期に長崎医学校が立地しており、その後佐古小学校として利用され
ていた。

現在は、仁田佐古小学校の建設用地となっている。

3.調査内容

3.1 調査方針

調査対象地は、小学校として利用されていたが、明治前期には長崎医学校が立地し
ていた。.本調査では、調査対象地の土壌汚染の現状の把握を目的とし、長崎医学校の
分析究理所が立地していたとされる地点において土壌調査を実施した。
3.2 調査数量

本調査における調査数量等を表一3.2に示す。
[表一3.2 数量表]

項目

試料採取

土壌ガス調査

溶出量調査

含有量調査

とりまとめ

3.3 調査対象物質

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質全26項目(表一3.3)を調査対象物質とした。
第1種特定有害物質にっいては士壌ガス調査、第2種特定有害物質にっいては溶出

量調査及び含有量調査、第3種特定有害物質については溶出量調査を実施した。

内容

土壌ガス採取

土壌試半村采取(om~005m、0'05~0.50m)

第1種特定有害物質a2項目)

第2種特定有害物質(9項目)

第3種特定有害物質(5項目)

第2種特定有害物質(9項目)

調査結果の評価等

数亘

11也点

け也点

1検体

1検体

1検体

1検体

1式
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[表一3.3 調査対象物質](省略)

3.4 調査地点

業務委託仕様書に記載のとおり、調査対象地内の長崎医学校の分析究理所が立地し

ていたとされる地点を士壊調査地点とした。調査地点図を図一3.4に示す。

[図一3.4 調査地点図]

調査地点→

3.5 調査方法

3.5.1 第1種特定有害物質

第件重特定有害物質を対象とした土壌ガス調査を「土壌ガス調査に係る採取及び測定
の方法を定める件」(平成巧年3月6日環境省告示第16号)により実施した。実施した内

容を以下に記す。

ー,・・GC/MS法により採取したガス中の第1種特定有害物質濃度を測定した。

3.5.2 第2種、第3種特定有害物質

採取地点の盛土部分を除いた過去の地表面を表層とし、表層から56m、5~50cm

の土壌(図一3.5.2)をダブルスコップにより採取しナこ。
採取した土壌を風乾し、2mmの箭を通過させた後、等量混合したものを試料とした。

調整後の試料について、第2種特定有害物質及び第3種特定有害物質を対象とした

土壊溶出量調査を「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」(平成巧年3月6日環

境省告示第16号)、第2種特定有害物質を対象とした土壊含有量調査を「土壊含有量調

査に係る測定方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示第19号)により実施した。
4.調査結果

4.1 土壌ガス調査結果

土壌ガス調査結果を表一4.1に示す。

[表一4.1 土壌ガス調査結果](省略)

4.2 土壌溶出量調査結果

土壊溶出量調査結果を表一4.11こ示す。

[表一4.・2 土壊溶出量調査結果](省略)
4.3 土壊含有量調査結果

土壌含有量調査結果を表一4.1に示す。
[表一4.3 土壊含有量調査結果](省略)

51怠括

本調査では、調査対象地の土壊汚染の現状の把握を目的とし、長崎医学校の分析究
理所が立地していたとされる地点において土壌調査を実施した。

調査の結果、土壌ガス、土壌溶出量及び土壌含有量は、全ての調査対象物質につい

て基準に適合するものであり、今回調査を行った範囲において、基準不適合土壌の存

在は確認されなかった。

[添付資半羽

①調査地点図

位置図

旧佐古小学校平面図~土壌調査 1地点一

②計量証明書

濃度計量証明書〔仁田佐古小学校建設用地士壌ガス〕
濃度計量証明書〔仁田佐古小学校建設用地土壌〕(土壌溶出量調査)
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濃度計量証明書臼二田佐古小学校建設用地土壌〕,(土壊含有量調査)
③施工写真

採取状況(6枚)、分析状況(14キ幻

④技術管理者証の写し
平成29年1月玲日環境大臣山本公一第画一・■号技術管理者証

⑤指定調査機関更新通知の写し
環九地環発第1503111号平成27年3月11日

株式会社環境衛生科学研究所代表取締役社長新宮一広殿
九州地方環境事務所長

指定調査機関の指定の更新について(通知)
平成26年れ月25日付けの申請にっいては、土壌汚染対策法(平成14年法律第53
号)第32条第1項の規定に基づき下記のとおり指定の更新をしたので、通知する。

記

指定更新年月日平成27年4月1日指定番号 2003-フ-1mo
指定有効年月日平成32年3月31日

⇔当該報告書 1.調査概要 1、1 調査目的「本業務は、仁田佐古小学校建
設用地において、土壌汚染対,策法第4条に基づく士地の形質の変更を行うため届出を
行うこととしているが、調査命令が出る可能性がない。しかし、明治時代からの土地の
使用履歴を鑑みて、自主的に土壊調査を行うものである。」について
1.養生所を考える会は、"土壌汚染対策法第4条に基づく士地の形質の変更を行うた
め届出を行うこととしている"状況であり、調査目的を設定した当時において現に届出が
行われていない状況であることに留意します。
2.当該報告書に、"調査命令が出る可官凱生がない"とする根拠が明示されていません。
3.養生所を考える会は、土壌調査を実施し又は報告する当事者、即ち、調査の実施主
体(土地の所有者等)又は調査の実務を行う"調査を実施する者「調査実施者」"即ち
「指定調査機関」が・、土壊調査に係る報告害に、当該土地に係る土壊汚染対策法第4
条に基づく土地の形質の変更を行う場合の届出が行われる以前に、根拠を明示せず都
道府県知事(長崎市長)が判断して行う調査命令にっいて"調査命令が出る可能性がな
い"と記述することについて、その正当性に疑問を感じます。
4.養生所を考える会は、・当該の対象の土地にっいて、土壊汚染対策法第四条第二項
に規定する土壊汚染状況調査の調査命令の発出の契機が存在し、土壌汚染対策法第
五条第一項に規定する土壊汚染状況調査の調査命令の発出の契機の可能性が存在
すると理解するところより、"調査命令が出る可能性がない"とすることはできない、と理
解します。

5.当該調査対象地の士地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の専舛也として、利用されてきました。
6.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実につ.き、土地の利用履歴としての認識が必要です。
フ'養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
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ことについて説明を求めます。

=>当該報告書 2.調査対象地 2.1 位置及び周囲の状況「対象地の地番は

長崎県長崎市小島1丁目7番1号で、対象地の周囲は公道を挟み住宅地となってい

る。」について

1"養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲について

養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、かねて養生所を考える会が提示

している"養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中核区域」及び「運用区域」"の範囲を適用し

ます。

2.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の提示

養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、養生所/(長崎)医学校等遺跡の

「中核区域上長崎市西小島佐古16番、15番、14番、14番・2、17番・2、17番、4、18

番・2、 TI06番、その外周道路(17番・3、18番・3を含む、市道西小島稲田町1号線、市

道西小島2号線、市道西小島館内町1号線、市道稲田町6号線、旧病院敷地の東道路及

び南道路)、59番・2、59番・3、59番・4、可育副生としで長崎市稲田町44番の一帯(現在

の、西小島1丁目の旧長崎市立佐古小学校の敷地及びその外周道路及びその南部の

西小島2丁目の一角及び可能性として長崎市道稲田町6号線の北部でその西に隣接す

る稲田町の一部)、及び、養生所/(長崎)医学校等遺跡の「運用区域上長崎市稲田町3

9番、 40番、 41番、 42番、 43番、 44番、 45番、 46番、 47、番、 48番、 49番の一帯(現
在の、稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯)、です。

3.長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書の調査対象地の範囲と養生所を考

える会の見解による調査対象地の範囲について

長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書がその調査対象地の範囲を、現代の旧

長崎市立佐古小学校の市道西小島館内町1号線で分断された北敷地と南敷地の二つ

の敷地に設定することに対し、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、

土壌汚染のおそれが生じた当時の養生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦

時兵員病院及び長崎病院及び梅毒病院から小島病院の当該土地の利用の状況の推

測と把握に鑑みて、長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書の調査対象地の範

囲に対して、現在の外周道路全域及び稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯を

追加した範囲を提示します。

4.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の設定

養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は以下の事象に鑑みて設定します。

(1)資料調査と現地調査・との照合に係る事象より

ア.複数の1865年(慶應元年)の"精得館の成立当時"と推測する写真から1889年印彫台

22年)頃から1891年印月j台24年)頃の"甲種長崎医学校と長崎梅毒病院"と推測する写

真までの複数の異なる方向から撮影された大判写真機と大判感光材料による当時の精

細な画像情報を保持する写真群による変化の観寮から再構成して再現する敷地拡張と

施設整備等の過程、及び、1936年(昭和11年)以前の小島病院の写真、複数の(長崎)

医学校の平面図より推測できる、最盛期を迎えると推測する18刀年(明治10年)頃の長

崎医学校と病院の当時の実態、即ち、佐古の丘の畑地の頂部に形成された、現在の北

敷地と南敷地を'体とする医学校と病院の建物敷地一帯、その東南部に連続す,る施設

の菜園及び果樹園及び体操場と推測できる一帯、及び一帯の畑地や運用地と推測する

一帯の境界に形成された専ら医学校及び病院の用途のために整備されたと推測する道

路や階段や門柱(現在の外周道路)、これらの全体を一元に運用管理された医学校及
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び病院の施設に係る一体の敷地として、養生所を考える会の見解による調査対象地の
範囲を設定します。

イ.複数の写真群及び図面の観察より当該医学校及び病院の施設の建物の建屋の構
造構成は主に木造であり、塀は石積みに石灰(しっくい)又は土塗込め瓦屋根の築地塀
が多いと推測し、長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜讐學校圖九長嵜縣學務課』[古賀1
6-41](古賀文庫)封筒入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前
頃の施設に係る作図と推測します。)の解剖室の図面は床全体が石又は煉瓦敷中央部
が木板です。

ウ.当該土地に於ける、医学校、理化学研究所、病院としての行為からは、理化学実験、
薬品試験、解剖、治療薬調剤処方、体温計等器機取扱い、器機洗浄、その他毒物薬物
を含む薬品の保管と取扱いと器機その他の洗浄の施設の附属が自明に推測できます。
(2)養生所八長崎)医学校等遺跡の遺跡としての実態
養生所/(長崎)医学校等遺跡は、18敬年(文久元年)の養生所の建設より1879年伊月j台
12年)に医学校の隣接地に移転した長崎病院の1902年(明治35年)の浦上山里村へ
の移転に伴う臨床分教場の役割の終了、及び、1953年(昭和28年)以前に小島病院が
養生所の病院から梅毒病院としての歴史を閉じるまでの間に、周辺隣接地に敷地を拡
張して形成され、当時より現在に至るまで、建物敷地外周石垣等の境界線遺構や当時
の平面や法面の石垣などの段丘状の土地の造成と造形の遺構や建築基礎などの遺構
が、その全体像を地上遺跡として眼前に遺存し、その区域内において一部小学校運営
や道路拡張の為に切土されて消失し又は盛土されて地下遺構や遺物が埋蔵され、道路
は複数の改修と一部に位置の変更がありながら全体としてその位置を現在の外周道路
に遺存し、切土による遺構と遺物の消失と盛土による地下遺構や遺物の埋蔵が想定で
きます。

(3)聴取調査及び現地調査一遺跡地の踏査に係る事象より
ア.養生所を考える会は、当該遺跡地である旧長崎市立佐古小学枝の建物敷地の外
周の石垣等の基部の外周道路及び隣接地において、連続した石造りの用悪水路網が
遺存することを確認しています。
当該外周道路上の用悪水路について「現在はコンクリート造で浅いが昔はもっと深かっ
た、後に上からコンクリートを敷設した」と聞き、やや離れた連続する用悪水路の深い部
分の底板が石造である場合もあります。
これらの石造用悪水路は近代(明治~第二次世界大戦後以前)の築造と推測します。
イ.養生所を考える会は、当該遺跡地の病院敷地の西部に井戸があったことにっいて、
長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜腎學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41](古賀文
庫注す筒に同封の『長崎徴毒病院図面』(信頼性の評価がなされていません。)の図上に
井戸を確認、でき、及び聴取調査より、「昭和32年頃まで病院建物敷地より一段下がった
一帯のその辺に井戸があった」と確認しています。
一般に、井戸は、飲用水の確保のほか、日本の日常において、その周辺で洗濯や洗

浄がこなわれていました。

(4)現地調査一長崎市の平成27年度、平成28年度の南敷地での遺跡の試掘/本格発
掘調査、平成29年度5月末から9月末の北敷地での遺跡の遺構検出/本格発掘調査、
より

当該遺跡の遺構としての建物敷地及び建築平面等土地の造成と造形及び建物基礎及
び用悪水路等の係る構造物は、切土と盛土と石造と煉瓦と目地材等として天川石灰(あ
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まかわしっくい)又はモルタルにより構成される実態力妬寉認されています。
(5)養生所を考える会は、当該遺跡地における廃水けるおいて、建物敷地内に廃水処
理施設を有せず建物敷地内に廃水を排出し又は建物敷地外に廃水を導出した可能性
があること、当該建物敷地内石造用悪水路遺構が有する傾斜構造は廃水を建物敷地

外に導出したことを示唆すること、に留意します。

5.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第卞10706
001号平成23年7月8日都道府県知事・.政令市長殿環境省7K,大気環境局

長『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行に
つぃて』(なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第リ頁の

規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。)は「土壌汚染状況調査」に係る
"調査対象地の範囲"1こついて記載します。
(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1 (1).趣旨
ア.「ー・一有害物質使用特定施設の敷地である土地においては士壊汚染のおそれが

相当程度あると見込まれることから・・,・'土壊汚染状況調査の対象となる土地(以下
珸凋査対象地」という。)におけるー・'・」

イ.「「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に
限定されない。この「敷地」にっいての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場
合を除き、他の規定についても共通である。」

②第3 土壊汚染調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法②調査対象地の範囲
ア.「法第3条第1項本文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特
定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が対象となる。」
イ.「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する
土地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔
てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔て
られた双方の土地をーの工場・事業場の敷地とする。」

ウ.「法第4条第2項及び法第5条第1項の土壌汚染状況調査においては、調査対象地

の範囲は都道府県知事から示されることとなる。」
6.養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲について、
資料調査及び聴取調査及び現地.調査に係る当該土壌汚染のおそれが生じた当時の養

生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦時兵員病院及び長崎病院及び梅毒
病院から小島病院の当該土地の利用の状況の推測と把握に基づき、並びに、環水大
土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第卞10706001号
平成23年7月8日『通矢叫の「土壊汚染状況調査」1こ係る"調査対象地の範囲"の記
述より、当該土地の土壌汚染を取り扱う際の"調査対象地の範囲"として欠かせない範

囲であると理解します。

才当該報告書 2.調査対象地 2.2 土地利用履歴「対象地は、明治前期に

長崎医学校が立地しており、その後佐古小学校として利用されていた。現在は、仁田
佐古小学校の建設用地となっている。」について

1.当該調査対象地の士地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。
2,当該調杏対象地が、江戸期より、養坐所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
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析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実につき、.土地の利用履歴としての認識が必要です。
3.養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことについて説明を求めます。

才当該報告書 3.調査内容 3.1 調査方針「調査対象地は、小学校として利

用されていたが、明治前期には長崎医学校が立地していた。本調査では、調査対象地
の土壌汚染の現状の把握を目的とし、長崎医学校の分析究理所が立地していた"とされ

る地点において土壊調査を実施した。」1こついて

1.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。
2.「・・・長崎医学校の分析究理所一・」と記します。

(1)長崎医学校との表示は、明治期の土地の利用履歴です。
(2)長崎医学校は明治期の医学校への名称であり、一般に分析窮理所は江戸期の精
得館の施設への名称と考えられます。
長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜讐學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41](古賀文

庫)封筒入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前頃の施設に係
る作図と推測します。)の旧分析窮理所建物の図面は"講堂"と附記されています。
3.当該調査対象地が、江戸期より.、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実につき、土地の利用履歴としての認識が必要です。

4.養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことにつぃて説明を求めます。

→当該報告害 3.調査内容 3.4 調査地点「業務委託仕様書に記載のとお

り、調査対象地内の長崎医学校の分析究理所が立地していたとされる地点を土壌調査
地点とした。調査地点図を図一3.4に示す。」について
1.「ー・長崎医学校の分析究理所・・・」と記します。
(わ長崎医学校との表示は、明治期の土地の利用履歴です。
(2)長崎医学枝は明治期の医学校への名称であり、一般に分析窮理所は江戸期の精
得館の施設への名称と考えられます。
長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜醤學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41](古賀文

庫)封筒入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前頃の施設に係

る作図と推測します。)の旧分析窮理所建物の図面は"講堂"と附記されています。
2.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。
3.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実につき、土地の利用履歴としての認識が必要です。
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ことにつぃて説明を求めます。

今当該報告書 3.調査内容 3.5 調査方法 3.5.2 第2種、第3種特定有
害物質「採取地点の盛土部分を除いた過去の地表面を表層とし.、表層から5Cm、5~
50cmの土壌(図一3.5.2)をダブルスコップにより採取しナこ。ー・」にっいて
1.2018年(平咸30年)4月27日金曜日に、長崎市より養生所を考える会代表池知和恭
に当該公開行政文書の交付があった長崎市理事者諸氏との面会で、養生所を考える
会が、長崎市の理事者諸氏に、当該調査の実態にっいて確認したところ、長崎市文化
観光部文化財課長補佐宮下雅史氏より、"当該報告書の図一3.5.2試料採取図はー
般的な場合であり、今回、実際は、当該位置の旧佐古小学校地表士より深さ方向へ試
料を採取した。後に発掘調査により当該旧佐古小学校地表土より約10om下が長崎医
学校等の地表面と確認した。"旨説明がありました。
2.当該報告書の当該項 3.調査内容 3.5 調査方法 3.5.2 第2種、第3種特定
有害物質に記載された調査方法の記載「採取地点の盛土部分を除いた過去の地表面
を表層としー・」と図示(図一3.5.2)は、当該士壌調査の実態と異なるものであること
が判明しました。

3.養生所を考える会は、当2について、遺憾です。
4.当該土壊調査一式は、当該土壌調査における試料採取の深度に係る「汚染のおそ
れが生じた場所の位置」(現在の地表(地表)/前の時点の地表/地下の高さ)の選定を
実現していません。

5.表土にっいて「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表け也表ソ前の時点の
地表/地下の高劇に対して盛土がある実態より、当該土壊調査の結果は、「汚染のおそ
れが生じた場所の位置」(現在の地表(地表ソ前の時点の地表/地下の高さ)の選定を
実現して行った調査と比較して、過少である数値が測定されている少なくない蓋然性を
有します。

6.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実にっき、土地の利用履歴としての認識が必要です。
フ.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このことに
つぃて説明を求めます。

=>当該報告書 5.総括

「本調査では、調査対象地の土壌汚染の現状の把握を目的とし、長崎医学校の分析究
理所が立地していたとされる地点において土壊調査を実施した。
調査の結果、士壌ガス、土壊溶出量及び土壊含有量は、全ての調査対象物質にっい

て基準に適合するものであり、今回調査を行った範囲において、基準不適合士壊の存
在は確認されなかった。」について

1.「本調査では、調査対象地の士壌汚染の現状の把握を目的とし」と記載しますが、当
該対象土地の1地点において士壌調査をおこなうことにより、当該対象士地全体の"土
壌汚染の現状の把1屋'が完了した、と考えることはできません。
2.「・一長崎医学校の分析究理所一・」と記します。

(1)長崎医学校との表示は、明治期の土地の利用履歴です。
(2)長崎医学校は明治期の医学校への名称であり、一般に分析窮理所は江戸期の精

1忌.ーニL171'C.-1コハ_'Q"1ユ丈 ld、、ミ.-V/ L-(-1、ーー' V
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長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜腎學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41](古賀文
庫)封筒入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前頃の施設に係
る作図と推測します。)の旧分析窮理所建物の図面は"講堂"と附記されています。

3.当該調査対象地の士'地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)

の敷地として、利用されてきました。

4.当該土壊調査一式は、当該士壊調査における試料採取の深度に係る「汚染のおそ
れが生じた場所の位置」(現在の地表け也表ソ前の時点の地表/地下の高さ)の選定を

実現しておらず、当該土壌調査の当時の現在の地表については、「汚染のおそれが生

じた場所の位置」(現在の地表(地表ソ前の時点の地表/地下の高劇に対して「汚染の
おそれが生じた」と考えられる時期の後に盛土がある実態より、当該土壊調査の結果は、

「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表(地表ソ前の時点の地表/地下の高
さ)の選定を実現して行った土壊調査と比較して、過少である数値が測定されている少

なくない蓋然性を有します。

5.当該土竣調査一式の結果より模式的な検証を行った結果は、当該士壊調査を深度
において「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表仕也表)/前の時点の地表/

地下の高ざの選定を実現しておこなった場合に、水銀及びその化合物、鉛及びその化
合物、及び、ふっ素及びその化合物について、基準値を超える可官剛生があることを示唆
します。

6.環水大土発第100305002号平咸22年3月5日'改正環水大土発第110706
001号平成23年7月8日『通知』は

「地表を基準にした土壊採取の深度を設定していた旧法の考え方を改め、汚染のおそ
れが生じた場所の位置を基準とすることとした。」と記します。

フ.当該報告書 5.総括に「今回調査を行った範囲において、,基準不適合土壌の存
在は確認されなかった。」と記載するとおり、当1、2、3等より、当該土壊調査を実施した
結果、基準を超過したものはなかった(基準不適合土壌の存在は確認されなかった。)、
とはいえ、当該土壊調査の結果を以て、別途、土壌汚染対策法等に記す方法による土

壌汚染調査又は測定を実施する場合に、"基準を超過するものはない"(基準不適合土
壌の存在は確認されない。)とすることはできない、と理解します。

8.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分

析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院,~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実につき、土地の利用履歴としての認識が必要です。
9,土壌汚染対策法第四条及び第五条は、その対象とする過去の時間上の範囲に対し
て、告邨艮を定めません。

10.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第卞1070
6001号平成23年7月8日『通矢叫は

「士壊汚染状況調査」における吐也歴調査」にっいて、曙周査実施者は、これらの情報を、
可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確認の方法により収集
する。」と記します。

卞1.養生所を考える会は、このことについで疑義があるため、長崎市の理事者等に、こ
のことにつぃて説明を求めます。
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回『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設用地地歴調査業務委託
平成29年7月株式会社環境衛生科学研究所』 [延長公開NO.9]

本報告書の取り扱いについて

本報告書は、本調査仕様の範囲において収集された資料にっいて、専門的な知識と
経験に基づいて土壊・地下水汚染りスクの評価を行ったものです。ここで述べられる結
果は断定的なものではなく、対象地における土壊'地下水汚染りスクの全てを網羅した
結果となっていない可官副生があることに留意する必要があります。

本報告書は、公的もしくは第三者による資料や情報に基づき作成されてぃます、報告
書作成者はこれらの資料及び情報の妥当性については評価していますが、これらの資
料・情報の職癌に起因して発生する損害については何ら責任を負うものではありません。

はじめに

本報告書は、長崎市より「仁田佐古小学校建設用地地歴調査業務委託」を請け負い、
その結果をとりまとめたものです。

本報告書は、以下の構成により発行し、正式なものとします。
ーー・(省略)

目次

・本報告書の耳ヌし井及いについて巻頭

1.業務概要(省略)

2.調査対象地(省略)

3.調査結果(省略)

4.総括(省略)

<添付資料>

①調査対象地平面図
②沿革

③過去の調査結果報告書

④土地登記簿謄本

⑤空中写真

⑥技術管理者証の写し

⑦指定調査機関指定通知の写し

1.業務概要

1.1 業務目的

本業務は、仁田佐古小学校建設用地において、土壌汚染対策法第4条に基づく土地

の形質の変更を行うため届出を行っているが、調査命令が出る可能性がないため、自
主的に地歴調査を行うものである。

1.2 業務概要

件名:仁田佐古小学校建設用地地歴調査業務委託

履行場所オニ田佐古小学校建設用地(長崎市西小島1丁目15番)
履行期間:至平成29年7月20日

発注者:長崎市

受注者1朱式会社環境衛生科学研究所

1.3 調査実施体制

調査機関:株式会社環境衛生科学研究所

(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関指定番号:環2003-フ-1010)
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信十量証明事業長崎県知事登録第68号)

住所:長崎県長崎市田中町6鳴番3
統括責任者オt表取締役社長新宮一広.征累境カウンセラー2005142002)
品質管理者:匝・・・留睡・一■(環境計量士一濃度関係第厨'圃号)
技術管理者:酉・一皿亜・一■(土壌汚染調査技術管理者第皿一臣号)
1.,4 関係法令等

本調査の関係法令等は以下のとおりである。
'「土壌汚染対策法」(平成14年5月29日法律第53号)
.「土壌汚染対策法施行令」(平成14年11月13日政令第336号)
.「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年12月26日環境省令第29号)
.「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行にっ
いて」(平成22年3月5日環水大土発第100305002号)
"「土壊汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第2版」
(平・成24年8月環境省水・大気環境局土壌環境課)

1.5 調査内容

(1)土地利用履歴

①関係者へのヒアリング
②土地登記簿謄本
③空中写真

(2)土壊の汚染状況に関する情報
①過去の調査結果

2.調査対象地

2.1 位置及び周囲の状況

対象地の地番は長崎県長崎市小島1丁目7番1号で、対象地の周囲は公道を挟み住
宅地となっている'。

[図一2.1 調査対象地位置図(国土地理院HP地理院地図に加筆)]
~調査対象地

2.2 概要

対象地は、明治前期に長崎医学校が立地しており、その後佐古小学校として利用され
ていた。現在は、仁田佐古小学校の建設用地となっている。
3.調査結果

3.1 関係者へのヒアリング調査
実施日:平成29年7月6日(木)

実施場所:長崎市役所本館4階長崎市教育委員会教育総務部施設課
ヒアリング先対応者.長崎市教育委員会教育総務部施設課課長岩永浩様

長崎市教育委員会教育総務部施設課主事宮内邦彦様
長崎市文化観光部文化財課文化財係長宮下雅史様

Π寉認事工頁土地の用途に関する情^臓
調査対象地は、明治39年から小学校として利用されていた。6烝付書類②)

【確認事項:土地の高さの変更に関する情報】
調査対象地の北側は盛土により整地された土地である。
昭和25年頃、分析究理所を解体し、一部整地住屈肖IDした。

邸寉認事工頁土壤の汚染状況に関する情幸町
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長崎医学校の分析究理所の立地していた場所(図一3.1)において士壌調査を実施
した結果、基準を超過したものはなかった。G添付書類③)

[図一3.1 調査地点図]~調査地点
3'2 調査対象地の履歴調査

a)土地所有者等の履歴

登記簿謄本を入手し6添付書類④)、土地の利用履歴について調査を行った。調

査結果を表一3.2に示す。

[表一3.2 a)土地所有者等の履歴]

事項 所有者等年代地目地番

(西小島1丁目)

宅地15番
/1

11

//

ガガ

//

学校用地

(省略)13番2

(省略)14番

(省略)14番2

(省略)17番2

(省略)18番2

(省略)17番4

(2)土地利用の履歴

空中写真を入手し(添付書類⑤)、調査対象地とその周辺の士地利用について確
認した。確認結果を表一3.2 (2.)1こ示す。

[表一3_ 2 (2)土地履歴調査結果]
内容年代

1947年

分析究理所と思われる建物がなくなっている。1962年

変化なし。1966年

変化なし。1973年

対象地内西側の建物がなくなっている。1980年

変化なし。1982年

変化なし。1987年

変化なし。2006年

変化なし。2010年

3.3 土壌汚染に関する情報
(1)土壌または地下水の汚染状況に関する情報

長崎市ホームページで確認したところ、調査対象地付近に要措置区域等は存在
していない。

16番

//

明治40年6月12日

大正13年8月Ⅱ日

大正13年11月11日

昭和50年7月10日

平成29年3月17日/1

/1

学校用地
1/

長崎市大正14年7月14日

昭和'50年7月10日

■召和50年7月10日
昭和50年7月10日

平成29年3月17日

平成29年3月17日

昭和50年7月10日

平成29年3月17日

所有権移転

地目の変更

16番を合筆

B番2、14番2

17番2、17番4

を合筆

所有権移転

15番に合筆

14番を合筆

13番2に合筆

15番に合筆

15番に合筆

17番2に合筆

15番に合筆

/1
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5.総括
、

本調査では、仁田佐古小学校建設用地において、自主的な地歴調査を実施した。
調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地として利用されてきた土地であり、

特定有害物質の使用に関する情報は確認されなかった。また、過去の土壌調査結果に
おいても、基準不適合土壌の存在は確認されていない。
以上の結果から、調査対象地における土壊汚染のおそれの区分の分類は、土壊汚染

が存在するおそれがない土地(特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液
体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地から
その用途が全く独立している状態が継続している土地)に該当すると判断できる。

[添付資半羽

①調査対象地平面図

平面図【業務内容】仁田佐古小学校建設用地の地歴調査~調査範囲一

②佐古小学校沿革
総括(1)沿革誌抄一・(省略)・-1

③過去の調査結果報告書
『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎建設に伴う土壌調査業務委

託平成29年6月株式会社環境衛生科学研究所』(添付資料を除く)

④土地登記簿謄本

土地登記簿謄本(旧土地台帳の写しを含む)(省略)

⑤空中写真

国土地理院地図空中写真閲覧サービスより入手
(1947年、 1962年、 1966年、 19乃年、 1980年、 19詑年、 1987年、 2006年、 2010年)

⑥技術管理者証の写し
平成29年1月18日環境大臣山本公一第■・一画号技術管理者証

⑦指定調査機関更新通知の写し
環九地環発第1503111号平成27年3月れ日

株式会社環境衛生科学研究所代表.取締役社長新宮一広殿
九州地方環境事務所長

指定調査機関の指定の更新について(通知)
平成26年11月25日付けの申請については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53

号)第32条第1項の規定に基づき下記のとおり指定の更新をしたので、通知する。
記

指定更新年月日平成27年4月1日指定番号 2003-フ-1mo

指定有効年月日平成32年3月31日

→当該報告書 1.業務概要 1.1 業務目的「本業務は、仁田佐古小学校建

設用地において、土壊汚染対策法第4条に基づく士地の形質の変更を行うため届出を

行っているが、調査命令が出る可育副生がないため、自主的に地歴調査を行うものであ
る。」について

1.2018年(平成30年)4月27日金曜日現在長崎市長による調査命令の発出の判断は

行われていません。

2,当該地歴調査を行う者は、調査命令の発出の判断を行う者ではありません。
3.当該地歴調査の報告書に、履行期間が至る平成29年7月20日においてその業務目
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的の欄に"調査命令が出る可官剛生がない"と記載することは不自然です。

4.養生所を考える会は、当該の対象の土地について、土壌汚染対策法第四条第二項

に規定する土壊汚染状況調査の調査命令の発出の契機が存在し、土壊汚染対策法第

五条第一項に規定する土壊汚染状況調査の調査命令の発出の契機の可能性が存在

すると理解するところより、"調査命令が出る可育副生がない"とすることはできない、と理

解します。

5.『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎建設に伴う土壊調査業務委

託平成29年6月株式会社環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10] 1.調査概

要 1.1 調査目的では、「本業務は、仁田佐古小学校建設用地において、土壊汚染

対策法第4条に基づく土地の形質の変更を行うため届出を行うこととしているが、調査

命令が出る可能性がない。しかし、明治時代からの土地の使用履歴を鑑みて、自主的

に土壌調査を行うものである。」と記されます。

6.当該報告書 1.業務概要 1.1 業務目的では、当該調査を行う根拠と考えられ

る「明治時代からの土地の使用履歴を鑑みて」の文章を記載しません。

フ.当5、6の差異について、養生所を考える会は、不自然に感じます。

8.当該調査対象地の士地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。

当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、.分析窮理所、病院)

の敷地として、利用されてきました。

9.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分

析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又

は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし

て利用された事実につき、土地の利用履歴としての認識が必要です。

10.養生所を考える会は、このことについて疑義があるため、長崎市の理事者等に、こ

のことについて説明を求めます。

=>当該報告書 2.調査対象地 2.1 位置及び周囲の状況「対象地の地番は

長崎県長崎市小島1丁目7番1号で、対象地の周囲は公道を挟み住宅地となってい

る。」について

1.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲について

養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、かねて養生所を考える会が提示

している"養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中核区域」及び「運用区域」"の範囲を適用し

ます。

2.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の提示

養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、養生所/(長崎)医学校等遺跡の

「中核区域上長崎市西小島佐古16番、15番、14番、14番・2、17番・2、17番・4、18

番・2、1106番、その外周道路(17番・3、18番・3を含む、市道西小島稲田町1号線、市

道西小島2号線、市道西小島館内町1号線、市道稲田町6号線、旧病院敷地の東道路及

び南道路)、59番・2、59番・3、59番・4、可能性として長崎市稲田町44番の一帯(現在

の、西小島IT目の旧長崎市立佐古小学校の敷地及びその外周道路及びその南部の

西小島2丁目の一角及び可能性として長崎市道稲田町6号線の北部でその西に隣接す

る稲田町の一音円、及び、養生所/(長崎)医学校等遺跡の「運用区域上長崎市稲田町3

9番、 40番、 41番、 42番、 43番、 44番、 45番、 46番、 47番、 48番、 49番の一帯(現

在の、稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯)、です。

3.長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書の調査対象地の範囲と養生所を考
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える会の見解による調査対象地の範囲について

長崎市の自主調査に係る四っの一連の報告書がその調査対象地の範囲を、現代の旧
長崎市立佐古小学校の市道西小島館内町1号線で分断された北敷地と南敷地の二っ
の敷地に設定することに対し、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、
土壌汚染のおそれが生じた当時の養生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦
時兵員病院及び長崎病院及び梅毒病,院から小島病院の当該土地の利用の状況の推
測と把握に鑑みて、長崎市の自主調査に係る四っの一連の報告書の調査対象地の範
囲に対して、現在の外周道路全域及び稲田町の北部の館内町の東に隣接する一市を
追加した範囲を提示します。

4,養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の設定
養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は以下の事詠に鑑みて設定します。
(1)資料調査と現地調査との照合に係る事象より
ア.複数の1865年(慶應元年)の"精得館の成立当時"と推測する写真から1889年伊彫台
22年)頃から1891年(明治24年)頃の"甲種長崎医学校と長崎梅毒病院"と推測する写
真までの複数の異なる方向から撮影された大判写真機と大判感光材料による当時の精
細な画像情報を保持する写真群による変化の観察から再構成して再現する敷地拡張と
施設整備等の過程、及び、1936年(昭和11年)以前の小島病院の写真、複数の(長蛤)
医学校の平面図より推測できる、最盛期を迎えると推測する18刀年(明治10年)頃の長
崎医学校と病院の当時の実態、即ち、佐古の丘の畑地の頂部に形成された、現在の北
敷地と南敷地を一体とする医学校と,病院の建物敷地一帯、その東南部に連続する施設
の菜園及び果樹園及び体操場と推測できる一帯、及び一帯の畑地や運用地と推測する
一帯の境界に形成された専ら医学校及び病院の用途のために整備されたと推測する道
路や階段や門柱(現在の外周道路)、これらの全体を一元に運用管理された医学校及
び病院の施設に係る一体の敷地として、養生所を考える会の見解による調査対象地の
範囲を設定します。

イ.複数の写真群及び図面の観察より当該医学校及び病院の施設の建物の建屋の構
造構成は主に木造であり、塀は石積みに石灰化っくし・、)又は土塗込め瓦屋根の築地塀
が多いと推測し、長,崎歴史文化博物館収蔵『長嵜腎學校圖九長嵜縣學務課』[古賀1
6_41](古賀文庫)封筒入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前
頃の施設に係る作図と推測します。)の解剖室の図面は床全体が石又は煉瓦敷中央部
が木板です。

ウ.当該土地に於ける、医学校、理化学研究所、病院としての行為からは、理化学実験、
薬品試験、解剖、治療薬調剤処方、体温計等器機取扱い、器機洗浄、その他毒物薬物
を含む薬品の保管と取扱いと器機その他の洗浄の施設の附属が自明に推測できます。
(2)養生所/(長崎)医学校等遺跡の遺跡としての実態
養生所/(長崎)医学校等遺跡は、1861年(文久元年)の養生所の建設より1879年佃彫台
12年)1こ医学校の隣接地に移転した長崎病院の1902年(明治35年)の浦上山里村へ
の移転に伴う臨床分教場の役割の終了、及び、1953年(昭和28年)以前に小島病院が
養生所の病院から梅毒病院としての歴史を閉じるまでの間に、周辺隣接地に敷地を拡
張して形成され、当時より現在に至るまで、建物敷地外周石垣等の境界線遺構や当時
の平面や法面の石垣などの段丘状の土地の造成と造形の遺構や建築基礎などの遉構
が、その全体像を地上遺跡として眼前に遺存し、その区域内において一部小学校運営
や道路拡張の為に切土されて消失し又は盛士されて地下遺構や遺物が埋蔵され、道路
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は複数の改修と一部に位置の変更がありながら全体としてその位置を現在の外周道路
に遺存し、切土による遺構と遺物の消失と盛土による地下遺構や遺物の埋蔵が想定で
きます。

(3)聴取調査及び現地調査一遺跡地の踏査に係る事象より
ア.養生所を考える会は、当該遺跡地である旧長崎市立佐古小学校の建物敷地の外

周の石垣等の基部の外周道路及び隣接地において、連続した石造りの用悪水路網が
遺存することを確認しています。

当該外周道路上の用悪水路について「現在はコンクリート造で浅いが昔はもっと深かう

た、後に上からコンクリートを敷設した」と聞き、やや離れた連続する用悪水路の深い部
分の底板が石造である場合もあります。
これらの石造用悪水路は近代伊勗台~第二次世界大戦後以前)の築造と推測します。

イ.養生所を考える会は、当該遺跡地の病院敷地の西部に井戸があったことについて、
長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜腎學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-4司(古賀文

庫)封筒に同封の『長崎徽毒病院図面』(信頼性の評価がなされていません。)の図上に
井戸を確認でき、及び聴取調査より、「昭和32年頃まで病院建物敷地より一段下がった
一帯のその辺に井戸があった」と確認しています。
一般に、井戸は、飲用水の確保のほか、日本の日常において、その周辺で洗濯や洗浄
がこなわれていました。

(4)現地調査一長崎市の平成27年度、平成28年度の南敷地での遺跡の試掘/本格発
掘調査、平成29年度5月末から9月末の北敷地での遺跡の遺構検出/本格発掘調査、
より

当該遺跡の遺構としての建物敷地及び建築平面等土地の造成と造形及び建物基礎及
び用悪水路等の係る構造物は、切土と盛土と石造と煉瓦と目地材等として天川石灰(あ

まかわしっくい)又はモルタルにより構成される実態が確認されています。
(5)養生所を考える会は、当該遺跡地における廃水けるおいて、建物敷地内に廃水処
理施設を有せず建物敷地内に廃水を排出し又は建物敷地外に廃水を導出した可能性
があること、当該建物敷地内石造用悪水路遺構が有する傾斜構造は廃水を建物敷地
外に導出したことを示唆すること、に留意します。

5.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大士発第1、10706
001号平成23年7月8日都道府県知事・政令市長殿環境省7k・大気環境局

長『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対・策法の施行に

つぃて』(なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の
規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。)は「土壌汚染状況調査」1こ係る
"調査対象地の範囲"について記載します。

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(1)趣旨
ア.「ー・・・有害物質使用特定施設の敷地である土地においては土壌汚染のおそれが

相当程度あると見込まれることから・ーー土壊汚染状況調査の対象となる土地(以下
「調査対象地」という。)におけるーー・」

イ.「「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物力靖斐置されていた場所に
限定されない。この嘆舛也」についての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場
合を除き、他の規定についても共通である。」

②第3 土達汚染調査 1(6).士壊汚染状況調査の方法②調査対象地の範囲
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ア.「法第3条第1項本文の土壊汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特

定施設に係る工場・事業場の敷地であった士地のすべての区域が対象となる。」

イ、「工場・事業場の専舛也」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する

土地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔

てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔て
られた双方の土地をーの工場・事業場の敷地とする。」

ウ.「法第4条第2項及び法第5条第1項の土壌汚染状況調査においては、調査対象地

の範囲は都道府県知事から示されることとなる。」

6.養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲について、

資料調査及び聴取調査及び現地調査に係る当該士壊汚染のおそれが生じた当時の養

生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦時兵員病院及び長崎病院及び梅毒

病院から小島病院の当該土地の利用の状況の推測と把握に基づき、並びに、環水大

土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第110706001号

平成23年7月8日『通矢叫の「土壌汚染状況調査」に係る"調査対象地の範囲"の記

述より、当該土地の土壌汚染を取り扱う際の"調査対象地の範囲"として欠かせない範

囲であると理解します。

=>当該報告書 2.調査対象地 2,2 概要「対象地は、明治前期に長崎医学

校が立地しており、その後佐古小学校として利用されてい'た。現在は、仁田佐古小学校

の建設用地となっている。」について

1.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。

当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所>一精得館(医学所、分析窮理所、病院)

の敷地として、利用されてきました。

2.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分

析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又・

は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし

て利用された事実につき、士地の利用履歴としての認識が必要です。

3.養生所を考える会は、このことについて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この

ことについて説明を求めます。

ゴ当該報告書 3.調査結果 3.1 関係者へのヒアリング調査【確認事工頁土

地の用途に関する情幸田「調査対象地は、明治39年から小学校として利用されていた。

(添付書類②)」について

1.調査対象地は、明治39年から小学校として利用される以前に、(江戸末期より)養生

所~精得館~(明治に入り)長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又は長崎

病院一部梅毒病院卵打j台8年から明治10年英医ヒールにより当該敷地内の寄宿舎にお

いて梅毒病院が運営される)~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場

として利用されました。当該事象は先人の過去の学術的成果として"『長崎医学百年史』

発行長崎大学医学部「長崎医学の百年」中西啓昭和三十六年三月三十一日発行"

その他の刊行物等に掲示され、即ち「一般公表資料」によって提示されており、その他

に「私的資料」によっても「情報の入手・1僻屋」ができる可肯計生が存在します。

2.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。

当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)

の敷地として、利用されてきました。
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析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実につき、士地の利用履歴としての認識が必要です。
4.養生所を考える会は、このことについて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことにつぃて説明を求めます。

→当該報告書 3.調査結果 3,1 関係者へのヒアリング調査【確認事項:土
地の高さの変更に関する情ま田「調査対象地の北側は盛土により整地された土地であ
る。昭和25年頃、分析究理所を解体し、一部整地(1屈削)した。」にっいて

1.養生所を考える会では、土地の高さの変更に関する情報にっいて、現存する複数の
信頼性と精度のある文献資料及び図面や写真等の図像資料及び現地の踏査の照合に
より、一定の精度で情報を立体的に再構成して提示できると理解します。

2.養生所を考える会では、当該遺跡地及び当該小学校地に係る、土地の造成による
変化、土地の高さの変更に関する情報にっいて、以下、概観します。
(「資料調査」(「私的資料」「一般公表資料」)「聴取調査」「現地調査」より)

a)養生所/(長崎)医学校等の建築平面は佐古の丘の南から北の長崎湾方向へ緩や
かに下る稜部の丘の突端部の斜面に切土と盛土により形成されました。
(2)旧長崎医学校等敷地(北敷地)は、養生所(医学所)~精得館く分析究理所)~長崎

府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校
等~第五高等中学校医学部~臨床分教場と連続して造成して整備され、その後、長崎
市佐古尋常高等小学校~長崎市佐古国民学校~長崎市立佐古小学校時代に、敷地
の一部において、小学校の運用のため、複数の切土と盛土が施されています。
(3)旧養生所の病院敷地(南敷地)ほ、養生所(病院)~精得館(病院)~長崎府医学校
(及び病院)等又は戦時兵員病院又は長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院へと
利用され、養生所(病院)として造成した土地の主要部の躯体を保持しながら、その敷地
周辺部において、部分的な切土と盛土による変更が施され、その後、長崎市立佐古小
学校時代に、敷地及び敷地周辺部において、小学校の校舎等施設建設等運用と隣接
道路の拡幅のため、複数の切土と盛土が施されています。
(4)現在の市道西小島館内町1号線(道幅4mチ鋤は旧長崎市立佐古小学校の北敷地
と南敷地の中間に位置しますが、養生所~精得館~長崎医学校等の整備当初は南敷
地及び当該道路及び北敷地の一帯は連続して段丘状に形成された施設敷地としての
一体の士地です。

当該道路は旧養生所の医学所及び病院北部一帯に明治10年頃及び以降に形成されま
した。

(5)養生所設立以降より現代に至る切土と盛士は、現存する複数の精度と信頼性のあ
る文献資料及び図面や写真等の図像資料より、その位置と範囲と高さと施行時期がー
定の精度で推定できます。

(6)養生所バ長崎)医学校等遺跡の建築平面遺構やその法面遺構及びその区画や敷
地の境界は、地上遺構として又後の盛土によって埋蔵される地下遺構として、大半が遺
存し、その遺跡としての全体像を提示しています。
3.調査対象地の北部は、大正14年の"高低二段の運動場の改修工事"に際して500
m程掘肖IK切土:削平)し西側に盛土し、昭ネm3年~昭ネm4年の"運動場拡張工事"に
際して東側の拡張土地を切土して盛土され、昭和25年に旧精得館の分析窮理所の建
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4.調査対象地の南部、即ち、旧養生所の医学所敷地一帯は、明治10年頃に、現在の

市道西小島館内町1号線及び医学校の体操場の形成のために、当該敷地と病院敷地

の北部を掘削(切土及び削平)し体操場の西部に盛士した可能性があります。
5.養生所を考える会は、旧長崎市立佐古小学校の旧三階建鉄筋コンクリート造校舎の

敷地の平面は旧医学校の体操場の平面の遺構であると思料します。

6.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。

当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)

の敷地として、利用されてきました。

フ.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分

析窮理所として、続いて、明治期1こ、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又

は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第王高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実につき、土地の利用履歴としての認識が必要です。

8.養生所を考える会は、このことについて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この

ことについて説明を求めます。

=>当該報告書 3.調査結果 3.1 関係者へのヒアリング調査【確認事項:土

壊の汚染状況に関する情幸磯「長崎医学校の分析究理所の立地していた場所(図一3
1)において土壌調査を実施した結果、基準を超過したものはなかった。G悉付書類③)」

について

1.「・一長崎医学校の分析究理所一,」と記します。

(1)長崎医学校との表示は、明治期の土地の利用履歴です。

(2)長崎医学校は明治期の医学校への名称であり、一般に分析窮理所は江戸期の精

得館の施設への名称と考えられます。

長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜讐學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41](古賀文

庫注す筒入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前頃の施設に係

る作図と推測します。)の旧分析窮理所建物の図面は"講堂"と附記されています。

2.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)

の敷地として、利用されてきました。

3.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分

析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又

は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし

て利用された事実につき、土地の利用履歴としての認識が必要です。
4.当該土壌調査一式は、「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表(地表)/前

の時点の地表/地下の高さ)の選定を実現しておらず、表土について「汚染のおそれが
生じた場所の位置」(現在の地表け也表)/前の時点の地表/地下の高さ)に対して盛士が

ある実態より、当該調査の結果は、「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表

け也表)/前の時点の地表/地下の高さ)の選定を実現して行った調査と比較して、過少で
ある数値が測定されている少なくない蓋然性を有します。

5.当該土壊調査一式の結果より模式的な検証を行った結果は、当該調査を「汚染のお

それが生じた場所の位置」(現在の地表け也表)/前の時点の地表/地下の高さ)、の選定を

実現しておこなった場合に、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、及び、ふっ素及
びその化合物について、基準値を超える可能性があることを示唆します。
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6.j乗フK入土発弟IU03050U2号半灰22ヰ3月5目収止 j京フKス土発弟1107U6

001号平成23年7月8日『通知』は

「地表を基準にした土壊採取の深度を設定していた旧法の考え方を改め、汚染のおそ
れが生じた場所の位置を基準とすることとした。」と記します。
フ.養生所を考える会は、当1~6より又本紙の『長崎市長田上富久様報告書仁田
佐古小学校校舎建設に伴う土壊調査業務委託平成29年6月株式会社環境衛生科
学研究所』[延長公開NO.1田の当該の養生所を考える会の見解と疑義の項に記
すとおり、当該土壌汚染調査を実施した結果、基準を超過したものはなかった、とはい
え、当該土壌汚染調査の結果を以て、別途、土壌汚染対策法等に記す方法による土壊
汚染調査又は測定を実施する場合に、"基準を超過するものはない"とすることはできな
い、と理解します。

8.養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことにつぃて説明を求めます。

⇔当該報告書 3.調査結果 3.2 調査対象地の履歴調査(1)土地所有者等
の履歴「登記簿謄本を入手し6添付書類④)、土地の利用履歴にっいて調査を行った。
調査結果を表一3.2に示す。[表一3.2(1)土地所有者等の履歴]」にっいて
1.地番(西小島1丁目)15番について
0)旧士地台帳の地目欄に「市街宅地」沿革欄に「元官有地ヨリ民有地編入四十年六
月.十二日地債査定明治四十三年(省略)」と記載されています。
(2)沿革「元官有地」との記載は元第五高等中学校医学部等の敷地であることを示唆し
ます。

(3)当該報告書 3.調査結果 3.2 調査対象地の履歴調査(1)土地所有者等の履
歴[表L3.2(1)土地所有者.等の履歴]では、当該土地にっいて、旧土地台帳の
沿革欄に「元官有地」と記載する事実を記載しません。
(4)当該報告書 5.総括では、当該土地にっいて、旧土地台帳の沿革欄に「元官有
地」と記載する事実に関して記載しません。
2.地番(西小島1丁目)16番について
(1)旧土地台帳の地目欄に「官用地」沿革欄に「大正十三年十土月廿二日地番設定
大正十四年十二月廿三日学校敷地成免租」と記載されています。
(2)地目「官用地」との記載は元第五高等中学校医学部等の敷地であることを示唆して
います。

(3)当該報告書 3.調査結果 3.2 調査対象地の履歴調査(1)土地所有者等の履
歴[表一3.20)土地所有者等の履歴]では、当該土地にっいて、旧土地台帳の
地目欄に「元官有地」と記載されている事実を記載しません。
(4)当該報告書 5.総括では、当該土地にっいて、旧土地台帳の地目欄に「元官有
地」と記載されている事実を記載に関して記載しません。
3.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実にっき、土地の利用履歴としての認識が必要です。
4.養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことにっいて説明を求めます。

才当該報告書 3.調査結果 3.2 調査対象地の履歴調査(2)土地利用の履
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歴「空中写真を入手し(添付書類⑤)、調査対象地とその周辺の土地利用について確
認した。確認結果を表一3.2(2)に示す。」について

1.養生所(病院、医.学所)~精得館(医学所、分析究理所、病院)~長崎府医学校(及
び病院)等又は戦時兵員病院又は長崎病院・」部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等
中学校医学部~臨床分教場、及び、長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院の写真
にっいて、複数の様々な全体又は部分を様々な角度から撮影した複数の写真が、複数
の図書館等で収集され、又は、公表されて、又は、よく知られています。
これ等の写真は、写真そのものに定着された画像から得られる情報の観察と文献資料

等との照合により、一定の精度で、撮景社也点(写真機を設置した位置)や、撮影時期等
の特定が可能です。

2.当該報告書では、当1.の写真、即ち、養生所/(長崎)医学校等遺跡の写真群を入
手し検証し、又は当該写真群に係る情報を記載していません。
3.当該対象の土地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実にっき、土地の利用履歴としての認識が必要です。
4.養生所を考える会は、このことについて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことについて説明を求めます。

才当該報告書 3.調査結果 3.3 土壊汚染に関する情報(1)土壌または地

下水の汚染状況に関する情報「長崎市ホームページで確認したところ、調査対象地付
近に要措置区域等は存在していない。」について

1.2017年(平成29年)4月以降、養生所を考える会は、書面や口頭で、又2018年(平成
30年)4月27日金曜日の面会で位置を記した地図を提出し、長崎市の理事者(長崎市教
育委員会教育総務部施設課及び長崎市環境部環境政策課)に、当該の対象の土地の
隣接地の海方向の低部(館内町)に、湧水や井戸があることを連絡し、水質検査の結果
及びその推移等及び地下水の利用状況(人の飲用、専用水道の原水取り入れ、公共用
水域:規則第30条)1こついて問合せ、・又は、特定有害物質による汚染の調査を要望し
ていますが、2018年5月14日月曜日現在、回答を得ていません。
2.2018年(平成30年)4月27日金曜日、養生所を考える会は、口頭(電話)で、長崎市の

理事者(長崎市教育委員会教育総務部施設課及び長崎市環境部環境政策課)に、調
査対象地一帯に関する、都道府県による地下水の常時監視等、都道府県が行う定期的
な地下水モニタリングの状況、湧水や井戸の有.無及び水質検査の結果及びその推移

等及び地下水の利用状況(人の飲用、専用水道の原水取り入れ、公共用水域:規則第
30条)について、問い合わせました。

3.養生所を考える会は、このことについて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことにつぃて説明を求めます。

⇔当該報告書 3,調査結果について

1.『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎建設に伴う土壌調査業務委
託平成29年6月株式会社環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10] 2.調査対
象地 2.2 土地利用履歴において「対象地は、明治前期に長崎医学校が立地してお
リー.」と記し、且つ、3.調査内容 3.1 調査方針'において「調査対象地は一旧月j台
前期には長崎医学校が立地していた。本調査ではー・長崎医学校の分析究理所が立
地していたとされる地点において土壌調査を実施した。」と記して"土地利用履歴"1こつ
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いて記載している処、当該報告害 3.調査結果 3.1 関係者へのヒアリング調査
(【確認事項:土地の用途に関する情報】【確認事項:土地の用途に関する情報】【確認事
項:土地の高さの変更に関する情報】)、3.2 調査対象地の履歴調査((お土地所有
者等の履歴、(2)土地利用の履歴)では"土地利用履歴"にっいて、養生所(医学所)
~精得館(分析究理所)~長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又は長蛤病
院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場の履歴又
は履歴の示唆について全く記載しません。
2.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病"元)
の敷地として、利用されてきました。
3.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実にっき、土地の利用履歴としての認識が必要です。
4.養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことにつぃて説明を求めます。

=>当該報告書 5.総括

「本調査では、仁田佐古小学校建設用地において、自主的な地歴調査を夫施した。
調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地として利用されてきた土地であり、

特定有害物質の使用に関する情報は確認されなかった。また、過去の土壌調査結果に
おいても、基準不適合土壌の存在は確認されていない。
以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそれの区分の分類は、土壌汚染

が存在するおそれ力§ない土地(特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液
体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地から
その用途が全く独立している状態が継続している土地)に該当すると判断できる。」にっ
いて

1.当該調査対象地は、江戸期に養生所の医学所及び精得館の医学所及び分析窮理
所として、又、隣接地に拡張造成を始め、又、明治期に江戸期の土地と施設を引き継ぎ、
長崎府医学校(及び病院)以降の施設を整備し、戦時兵員病院~長崎病院一部梅丹病
院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場へと利用され、、即ち、養生
所設立当初(1861年.文久元年)より明治12年に移転して隣接する長崎病院が浦上山
里村に移転(1902年:明治35年)するまで、医学校の各種理化学生理教場又解剖室及
び寄宿舎、理化学研究所及び薬品試験場及び実験室、喧喋の戦時兵員病院又一般病
院又梅毒病院、臨床分教場として利用されてきた土地であり、理化学の対殊及び輸入
薬品及び医薬品として毒物と劇物を含む多様な薬品が取り扱われ、江戸期より梅毒治
療薬として水銀化合物が使用される実態又体温計に水銀が使用される実態は、医史学
上明らかにされた事実であり、「一般公表資料」にも確認され、さらに咋厶的資料」にても
確認される可能性があり、一部は一般に周知の事実であり、器機の洗浄に六価クロム
(重クロム酸カリ)が使用された可能性があり、医学校、解剖室、理化学研究所及び薬
品試験場及び実験室、戦時兵員病院又病院又梅毒病院としてU年間に亘り、毒物と劇
物を含む多様な薬品及び特定有害物質である水銀及び水銀化合物及び六価クロム(重
クロム酸カリ)にっいて、当該特定有害物質又は当該特定有害物質を含む固体若しくは
液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること、当該特正有害
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物質をその施設においで製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の
敷地であった土地であること、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液
体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体への地下
への浸透の防止のための措置であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を
除く。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地であること、が、一定の蓋然性で及
び高い蓋然性で想定でき、その後、1906年田月j台39年)1こ分教場の士地と建物等施設を
継承して長崎市佐古尋常高等小学校が設立され長崎市佐古国民学校を経て1949年
(昭和24年)より長崎市立佐古小学校の用地として利用されてきた土地であり、過去の1
地点における「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表仕也表ソ前の時点の地
表/地下の高さ)の選定を実現していない土壊調査結果において基準不適合土壊の存
在は確認されていないとはいえ、当該調査一式の結果より模式的な検証を行った結果
は、当該土壊調査を「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表け也表)/前の時
点の地表/地下の高劃の選定を実現しておこなった場合に、水銀及びその化合物、鉛
及びその化合物、及び、ふっ素及びその化合物にっいて、基準値を超える可能性があ
ることを示唆しており、当該土壌調査を実施した結果、基準を超過したものはなかった
(基準不適合土壊の存在は確認されていない)、とはいえ、当該土壊調査の結果を以て、
別途、土壊汚染対策法等に記す方法による土壊汚染調査又は測定を実施する場合に、
"基準を超過するものはない(基準不適合士壊の存在は確認されない)"とすることはで
きない、と理解します。

以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそれの区分の分類は、士壊汚染
が存在するおそれがない土地(特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液
体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地から
その用途が全く独立している状態が継続している土地)1こ該当するとは判断できません。
2.当該報告書 5.総括.は、「本調査では、仁田佐古小学校建設用地において、自主
的な地歴調査を実施した。調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地として利
用されてきた土地でありーー・」と記載します。
3.当該報告書 5.総括は、当該報告書の地歴調査における、地番(西小島1丁目)1
5番にっいて、旧土地台帳の沿革欄に「元官有地」と記載する事実と当該「元官有地」と
の記載が元養生所以来第五高等中学校医学部等に継承された敷地であることを示唆
する事象、及び、地番(西小島1丁目)16番にっいて、旧士地台帳の地目欄に「官用地」
と記載する事実と当該「官用地」との記載が元養生所以来第五高等中学校医学部等に
継承された敷地であることを示唆する事象を看過し、このことを記載しません。
4.当該調査対象地の士地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の専舛也として、利用されてきましナこ。
5.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の医学所、及び、精得館の医学所及び分
析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又
は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中学校医学部~臨床分教場とし
て利用された事実にっき、土地の利用履歴としての認識が必要です。
6.土壌汚染対策法第四条及び第五条は、その対象とする過去の時間上の範囲に対し
て、告邨艮を定めません。

フ.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第卞10706
001号平成23年7月8日『通矢酬は
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「土壊汚染状況調査」1こおける「地歴調査」にっいて、「調査実施者は、これらの情報を、
可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確認の方法により収集
する。」と記します。

8.「土壌汚染のおそれの区分の分美亘」について

(1)当該調査対象地は、その土地の利用履歴にっいて、江戸期より、養生所の医学所、
及び、精得館の医学所及び分析窮理所として、続いて、明治期に、長崎府医学校(及び
病院)等又は戦時兵員病院又は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校等~第五高等中
学校医学部~臨床分教場として利用された土地の利用履歴を有します。
(2)養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による調査対象地即ちかねてより
の養生所を考える会の見解による'養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中核区域」及び
「運用区域」"及び之に包含される当該調査対象地にっいて、試料採取等の対象とすべ
き特定有害物質に関して、資料調査に係る、当該調査対象地の士地の利用履歴、即ち、
1861年(文久元年)より1902年伊月j台35年)まで41年問に亘り、分析窮理所(理化学研
究所及び薬品試験場及び実験室)及び医学校(各種理化学生理教場)及び解剖至及び
病院及び戦時兵員病院及び梅毒病院及び臨床分教場として利用した履歴より、毒物及
び劇物を含む多様な薬品及び特定有害物質である水銀化合物、水銀、六価クロム(重
クロム酸カリ)にっいて、又、複数の異なる方向から撮影された大判写真機と大判感光
材料による当時の写真の精細な画像に確認できる建物等当該施設の構造構成が木通
であること、理化学研・究所又は治療薬処方と手術と病理解剖を伴う病院の失愈と当該
施設群が自明に洗浄施設を併設すること、及び、聴取調査及び現地調査に係る、当該
遺跡の遺構としての建物敷地等における土壊と石造物と煉瓦と天川石灰又はモルタル
による敷地及び建物基礎及び用悪水路等の構造物の実態、建物敷地内に排水処理施
設を有せず建物敷地内に排水し又は建物敷地外に排水を導出した可能性があること、
現在、建物敷地外周及び隣接地一帯に石造用悪水路を確認できる現状より、当該特疋
有害物質又は当該特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、
又は地下に浸透した土地であること、当該特定有害物質をその施設において製造し、使
用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地であること、特定
有害物質又は特定有害物質を含む圖体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は
保管する施設(特定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措置で
あって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)1こ係る工場又は事業場の
敷地であった土地であること、にっいて極めて高い蓋然性を有し、即ち、当該特疋有害
物質による汚染のおそれがあると理解します。
(3)環水大士発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第卞1070
6001号平成23年7月8日『通矢叫は、以下、記します。
第3 士壊汚染調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法③調査対象地の土壌汚染の
おそれの把握に記すイ.土壊汚染のおそれの区分の分類
ア,時周査実施者は、旧法同様、アにより1酎屋した情報により、調査対象地を士壌汚染
が存在するおそれに応じて次の3種類の区分に分類することとする(規則第3条第6木)。
(イ)土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等を行っていた土地

や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立している
状態が継続している土地を指す。
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ている土地である。具体的には、調査対象地の履歴を可能な限り過去に遡った結果、当

初から、専ら次のような用途のみに利用.されていた土地力靖亥当する。
・山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等
なお、法第5条に基づく調査の対象となる土地の区域には、この区分に分類される土

地は、通常、含まれることはないと考えられる(3(3)参照)

(ロ)土壊汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

直接に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵
等を行っていた施設の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く独立していると
はいえない土地を指す。

土地の用途としては、事業目的の達成のために利用している土地であって、特定有害
物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等、使用等又は貯蔵等を行う施
設の敷地以外の土地である。具体的には、当該施設の設置時から、専ら次のような用
途のみに利用されていた土地で、直接に特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等を
していない土地が該当すると考えられる。

・事務所(京尤業中の従業員が出入りできるものに限る。)、作業場、資材置き場、倉庫、
従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場、中.庭等の空き地(就業中の従業員が出入
りできるものに限る。)、複数の工場棟を有する場合において有害物質使用特定施設と
一連の生産プロセスを構成していない工場棟の敷地等
(/9 (イ)及び(ロ)以外の土地

(イ)及び(ロ)以外の土地は、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる
土地であり、次の土地が想定される。

,特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等が行われた土地
.特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っ
ていた施設の敷地

,上記の施設を設置している土地、当該施設と繋がっている配管、当該施設と配管で繋
がっている施設及びその建1な当該施設及びその関連施設の配水管及び排水処理施
設」

(4)養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による当該調査対象地の「土壌汚
染のおそれの区分の分釜動にっいて、当該調査対象地が直接に特定有害物質又は特
定有害物質を含む圖体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地、又
は、特定有害物質又は特定有害物質を含む圖体若しくは液体の埋設等が行われた土
地であり、(イ)土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地、即ち、特定有害物
質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等を行っていた土地や、その使用
等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立している状態が継続し
ている土地、ではないこと、(ロ)土壊汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地、

即ち、直接に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は
貯蔵等を行っていた施設の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く独立してい
るとはいえない士地、ではないこと、より、(/9(イ)及び(ロ)以外の土地、即ち、土壌汚
染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地、であると理解します。
9.養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この
ことにつぃて説明を求めます。

^ナι:二V//1」」ιι二.〔_、_ノ、、 10、、'1/、Lフド,宅. V/'1出,1',JJ,ー^区コ 1.1 J 『'r^コ写てにユ U J Vノメ:^Jι、气'゛ニヘノι'V/'ーエ゛ノ'-1'JJ I」、、ノ

( 26/54 )



回『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壊汚染調査業務委託
平咸29年10月株式会社環境衛生科学研究所』 [延長公開N07]

はじめに

本報告書は、長崎市より「旧佐古小学校土壊汚染調査業務委託」を請け負い、その結

果をとりまとめたものです。

本報告書は、以下の構成により発行し、正式なものとします。

(省略)

目次

1.調査概要(省略)

2.調査対象地(省略)

3.調査内容(省略)

4.調査結果(省略)

5.総括(省略)

<添付資料>

①調査地点図
②計量証明書

③施工写百
④技術管理者証の写し

⑤指定調査機関更新通知の写し
1.調査概要

1.1 調査目的

本業務は、旧佐古小学校体育館側敷地において、明治時代からの土地の使用履歴を

鑑みて、自主的に土壊調査を行うものである。

1.2 調査概要

件名:1引左古小学校土壌汚染調査業務委託

履行場所.旧佐古小学校体育館側敷地(長崎市西小島1丁目地内)
履行期間:平成29年9月6日~平成29年10月31日

発注者:長崎市

受注者:株式会社環境衛生科学研究所

1.3 調査実施体制

調査機関1朱式会社環境衛生科学研究所

(士壌汚染対策法に基づく指定調査機関指定番号:環20偽・フ-1010)

信十量証明事業長崎県知事登録第68号)

住所:長崎県長崎市田中町603番3

統括責任者:代表取締役社長新宮一広(環境カウンセラー2005142002)
品質管理者:厨・・・圃園一・匪征案境計量士一濃度関係第囲・盟号)

技術管理者.医一・既困・一困(土壌汚染調査技術管理者第霞一園号)

1.4 関係法令等

本調査の関係法令等は以下のとおりである。

・「土壌汚染対策法」(平成14年5月29日法律第53号)
・「土壊汚染対策法施行令」(平成14年11月13日政令第336号)

・「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年12月26日環境省令第29号)

・「士壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」
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(平成15年3月6日環境省告示第16号)
.「土壊溶出量調査に係る測定方法を定める件」
(平成15年3月6日環境省告示第16号)

.「土壊含有量調査に係る測定方法を定める件」
(平成巧年3月6日環境省告示第19号)

,「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第2版」
(平成24年8月環境省水・大気環境局土壌環境課)

2.調査対象地

2.1 位置及び周囲の状況
対象地は長崎県長崎市小島1丁目地内で、対象地の周囲は公道を挟み住モ地となっ

ている。

[図一2.1 調査対象地位置図(国土地理院HP地理院地図に加筆)]
~調査対象地

2.2 土地利用履歴

対象地は、明治前期には小島養生所が立地していた。その後、佐古小学校の敷地と
して利用されており、敷地の東側に体育館が立地していた。現在、体育館等は解体され
ているが、敷地全体が長崎(小島)養生所跡として市指定文化財に指定されている。
3.調査内容

3.1 調査方針

調査対象地は、敷地全体が市指定文化財に指定されているため、依頼者払疋の遉構
等に影響のない4地点において土壌調査を実施した。
3.2 調査数量

本調査における調査数量等を表一3.2に示す。
[表一3.2 数量表]
項目

試料採取

土壌ガス調査

溶出量調査

含有量調査

とりまとめ

3.3 調査対象物質

土壊汚染対策法に基づく特定有害物質全項目(表一3.3)を調査対象物質とした。
第i種特定有害物質にっいては土壊ガス調査、第2種特定有害物質にっいては溶出

量調査及び含有量調査、第3種特定有害物質にっいては溶出量調査を実施した。
[表一3.3 調査対象物質](省略)

3.4 調査地点

業務委託特記仕様書に記載のとおり、調査対録地内の4地点を土壌調査地点とし、過
去の地表面から50cmの深さの土壌を調査対象とした。土壌採取深度を表一3.4に、
調査地点図を図一3.4に示す。

[表一3.4 調査深度]
調査対象深度(m)掘削深度(m)1也点NO
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内容

土壌ガス採取

土壊試半斗採取(GL-0.8m~2.om)

第1種特定有害物質(12項目)

第2種特定有害物質(10項目)
第3種特定有害物質(5項目)

第2種特定有害物質(9項目)

調査結果の評価等

姿女至

41也点

4地点信十5.6m)

4検体

4検体

4検体

4検体

1式



NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

[図一3.4 調査地点図]
調査範囲ヲ

●NO.1:糸勺1. orn ●NO.2:糸勺2. orn ●NO.3:約0.9m

●NO.4:約0.8~1.フ

※●:調査箇所(文化財課職員立会いのもと確定し、試料採取を行う。)

3.5 調査方法

3.5.1 第1種特定有害物質

第1種特定有害物質を対象とした土壊ガス調査をF土壌ガス調査に係る採取及び測定
の方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示第16号)により実施した。実施した内
容を以下に記す。

ー・・・GC/MS法により採取したガス中の第1種特定有害物質濃度を測定した。

3.5.2 第2種、第3種特定有害物質

採取地点の過去の地表面から50cmの土壊を自走式ボーリングマシンにより採取し、
採取した土壌を風乾後、2mmの箭を通過させたものを試料とした。
調整後の試料にっいて、第2種特定有害物質及び第3種特定有害物質を対象とした

土壊溶出量調査を「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」(平成巧年3月6日環
境省告示第16号)、第2種特定有害物質を対象とした土壌含有量調査を「土壊含有量調
査に係る測定方法を定める件」(平成巧年3月6日環境省告示第19号)1こより実施した。
4.調査結果

4.1 土壊ガス調査結果

土壌ガス調査結果を表一4.1に示す。
[表一4.1 土壊ガス調査結果](NO.1、 NO.2、 NO.3、 NO.4:省略)

4.2 土壊溶出量調査結果

土壊溶出量調査結果を表一4.1に示す。
[表一4.2 土壌溶出量調査結果](NO.1、NO.2、NO.3、NO.4:省略)

4.3 士壊含有量調査結果
.

土壌含有量調査結果を表一4.1に示す。
[表一4.3 土壌含有量調査結果](NO.1、 NO.2、NO.3、NO.4;省略)

5.総括

本調査では、調査対象地の使用履歴を鑑みて、明治時代の士地利用時の地表面を対
象とした土壌調査を実施した。

調査の結果、土壌ガス、土壌溶出量及び士壌含有量は、全ての調査対象物質にっい
て基準に適合するものであり、今回調査を行った範囲において、基準不適合土壊の存
在は確認されなかった。

[添付資*羽

①調査地点図

位置図~調査範囲ヲ

平面図~調査範囲→

偽NO.1!糸々1. om 田NO.2!糸々2. om 餓NO.3!糸々0_ 9rn
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●NO.4:約0.8~1.フ

※●:調査箇所(文化財課職員立会いのもと確定し、試料採取を行う。)

②計量証明書
濃度計量証明書U日佐古小学校体育館側敷地NO.1 土壌ガス〕
濃度計量証明書〔旧佐古小学校体育館側敷地NO.1(GL-0.5~1. om)土壌〕

(土壌溶出量調査)

濃度計量証明書U日佐古小学校体育館側敷地NO.1(GL-0.5~1.om)土壌〕
(土壊含有量調査)

濃度計量証明書U副左古小学校体育館側敷地NO.2 土壊ガス〕
濃度計量証明書U日佐古小学校体育館側敷地NO.2(GL-1.5~2.om)土壌〕

(土壊溶出量調査)

濃度計量証明書〔旧佐古小学校体育館側敷地NO.2(GL-1.5~2. om)土壊〕
(士壌含有量調査)

濃度計量証明書U日佐古小学校体育館側敷地NO.3 土壊ガス〕
濃度計量証明書Π日佐古小学校体育館側敷地NO.3(GL-0.4~0.9m)士壊〕

(土壊溶出量調査)

濃度計量証明書〔旧佐古小学校体育館側敷地NO.2(GL-0.4~0.9m)土壊〕
(土壌含有量調査)

濃度計量証明書臼日佐古小学校体育館側敷地NO.4 土壌ガス〕
濃度計量証明書〔旧佐古小学校体育館倶嘆舛也NO.4.(GL-0.8~1.3m)土壌〕

(土壊溶出量調査)

濃度計量証明書〔旧佐古小学校体育館側敷地NO.2(GL-0.8~1.3m)土壊.〕
(土壌含有量調査)

③施工写真

採取状況(24キ幻、分析状況(14キ幻

④技術管理者証の写し
平成29年1月i8日環境大臣山本公一第慶・一■号技術管理者証

⑤指定調査機関更新通知の写し
環九地環発第15鳴111号平成27年3月11日
株式会社環境衛生科学研究所代表取締役社長新宮一広殿
九州地方環境事務所長

指定調査機関の指定の更新について(通矢の
平成26年11月25日付けの申請にっいては、土壌汚染対策法(平成14年法律第53
号)第32条第1項の規定に基づき下記のとおり指定の更新をしたので、通知する。

記

指定更新年月日平咸27年4月1日指定番号 2003-フ-1010

指定有効年月日平成32年3月31日

⇔当該報告書 1.調査概要 1.1 調査目的「本業務は、旧佐古小学校体育
館側僖舛也において、明治時代からの土地の使用履歴を鑑みて、自主的に土壌調査を行
うものである。」について

1.当該報告書は、当該項目の当該箇所に"調査命令が出る可育剛生がない"との文言を
記載しません。

1'" ".J^ 1."^
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2.『長崎市長田上富久様報告害仁田佐古小学校校舎建設に伴う土壊調査業務委
三モ平成29年6月株式会社環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10] 1.調査概
要 1.1 調査目的及び、『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設用
地地歴調査業務委託平成29年7月株式会社環境衛生科学研究所』[延長公開NO
9] 1.業務概要 1.1 業務目的及び、『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小
学校地歴調査業務委託平成29年れ月株式会社環境衛生科学研究所』,[延長公
開N。.8] 1.業務概要 1.1 業務目的は、当該項目の当該箇所に"調査命令が出
る可能性がない"との文言を記載します。

3.養生所を考える会は、「調査の実施主体」である長崎市又は曙周査の実務」を行う「指
定調査機関」である株式会社環境衛生科学研究所が、前の二っの士壊調査と地歴調
査の報告書で"調査命令が出る可官制生がない"と認識し又は記す処、当該土壊汚染調
査の報告書で"調査命令が出る可首計生がない"と認識せず又は記さないことを、不自然
と理解します。

4.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。
5.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明
治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実にっき、土地の利用
履歴としての認識が必要です。

6.養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者に、このこ
とにつぃて説明を求めます。

→当該報告書 2.調査対尿地 2.1 位置及び周囲の状況「対象地は長崎県
長崎市小島1丁目地内で、対象地の周囲は公道を挟み住宅地となっている。」1こついて
1.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲にっいて
養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、かねて養生所を考える会が提示
している"養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中核区域』及び「運用区域」"の範囲を適用し
ます。

2.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の提示
養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、養生所/(長崎)医学校等遉跡の
「中核区域」:長崎市西小島佐古16番、15番、14番、14番・2、17番・2、17番・4、18
番_2、 TI06番、その外周道路(17番・3、18番・3を含む、市道西小島稲田町1号線、市
道西小島2号線、市道西小島館内町1号線、市道稲田町6号線、旧病院敷地の東道路及
び南道路)、59番、2、59番3、59番・4、可台副生として長崎市稲田町44番の一帯(現在
の、西小島1丁目の旧長崎市立佐古小学校の敷地及びその外周道路及びその南部の
西小島2丁目の一角及び可能性として長崎市道稲田町6号線の北部でその西に隣接す
る稲田町の一部)、及び、養生所/(長崎)医学校等遺跡の「運用区域上長崎市稲田町3
9番、 40番、 41番、 42番、 43番、 44番、 45番、 46番、 47番、 48番、 49番の一佃(現
在の、稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯)、です。
3.長崎市の自主調査に係る四っの一連の報告書の調査対象地の範囲と養生所を考
える会の見解による調査対象地の範囲について
長崎市の自主調査に係る四っの一連の報告書がその調査対象地の範囲を、現代の旧
長崎市立佐古小学校の市道西小島館内町1号線で分断された北敷地と南敷地の二っ
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の敷地に設定することに対し、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、
土壊汚染のおそれが生じた当時の養生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦
時兵員病院及び長崎病院及び梅毒病院から小島病院の当該土地の利用の状況の推
測と把握に鑑みて、長崎市の自主調査に係る四っの一連の報告書の調査対象地の範
囲に対して、現在の外周道路全域及び稲田町の北部の館内町の東に隣接する一市を
追加した範囲を提示します。

4.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の設定
養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は以下の事象に鑑みて設定します。
(1)資料調査と現地調査との照合に係る事象より
ア.複数の1865年(慶應元年)の"精得館の成立当時"と推測する写真から1889年佃彫台
22年)頃から1891年伊月j台24年)頃の"甲種長崎医学校と長崎梅毒病院"と推測する写
真までの複数の異なる方向から撮影された大判写真機と大判感光材料による当時の精
細な画像情報を保持する写真群による変化の観察から再構成して再現する敷地拡張と
施設整備等の過程、及び、1936年(昭和11年)以前の小島病院の写真、複数の(長崎)
医学校の平面図より推測できる、最盛期を迎えると推測する18刀年(明治10年)・頃の長
崎医学校と病院の当時の実態、即ち、佐古の丘の畑地の頂部に形成された、現在の北
敷地と南敷地を一体とする医学校と病院の建物敷地一帯、その東南部に連続する施設
の菜園及び果樹園及び体操場と推測できる一帯、及び一帯の畑地や運用地と推測する
一帯の境界に形成された専ら医学校及び病院の用途のために整備されたと推測する道
路や階段や門柱(現在の外周道路)、これらの全体を一元に運用管理された医学校及
び病院の施設に係る一体の敷地として、養生所を考える会の見解による調査対象地の
範囲を設定します。

イ.複数の写真群及び図面の観察より当該医学校及び病院の施設の建物の建屋の構
造構成は主に木造であり、塀は石積みに石灰化っくい)又は土塗込め瓦屋根の築地塀
が多いと推測し、長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜腎學校圖九長嵜縣學務課』[古賀1
6-41〕(古賀文庫)封筒入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前
頃の施設に係る作図と推測します。)の解剖室の図面は床全体が石又は煉瓦敷中央部
が木板です。

ウ.当該土地に於ける、医学校、理化学研究所、病院としての行為からは、理化学実験、
薬品試験、解剖、治療薬調剤処方、体温計等器機取扱い、器機洗浄、その他毒物薬物
を含む薬品の保管と取扱いと器機その他の洗浄の施設の附属が自明に推測できます。
(2)養生所/(長崎)医学校等遺跡の遺跡としての実態
養生所/(長崎)医学校等遺跡は、1861年(文久元年)の養生所の建設より1879年伊彫台
12年)に医学校の隣接地に移転した長崎病院の1902年(明治35年)の浦上山里村へ
の移転に伴う臨床分教場の役割の終了、及び、1953年(昭和28年)以前に小島病院が
養生所の病院から梅毒病院としての歴史を閉じるまでの間に、周辺隣接地に敷地を拡
張して形成され、当時より現在に至るまで、建物敷地外周石垣等の境界線遺構や当時
の平面や法面の石垣などの段丘状の土地の造成と造形の遺構や建築基礎などの遺構
が、その全体像を地上遺跡として眼前に遺存し、その区域内において一部小学校運営
や道路拡張の為に切士されて消失し又は盛土されて地下遺構や遺物が埋蔵され、道路
は複数の改修と一部に位置の変更がありながら全体としてその位置を現在の外周道路
に遺存し、切土による遺構と遺物の消失と盛土による地下遺構や遺物の埋蔵が想定で
きます。
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(3)聴取調査及び現地調査一遺跡地の踏査に係る事象より

ア.養生所を考える会は、当該遺跡地である旧長崎市立佐古小学校の建物敷地の外

周の石垣等の基部の外周道路及び隣接地において、連続した石造りの用悪水路網が

遺存することを確認しています。

当該外周道路上の用悪水路について「現在はコンクリート造で浅いが昔はもっと深かっ

た、後に上からコンクリートを敷設した」と聞き、やや離れた連続する用悪水路の深い部

分の底板が石造である場合もあります。

これらの石造用悪水路は近代(明治~第二次世界大戦後以前)の築造と推測します。

イ.養生所を考える会は、当該遺跡地の病院敷地の西部に井戸があったことについて、

長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜腎學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41](古賀文

庫)封筒に同封の『長崎徴毒病院図面』(信頼性の評価がなされていません。)の図上に

井戸を確認でき、及び聴取調査より、「昭和32年頃まで病院建物敷地より一段下がった

一帯のその辺に井戸があった」と確認しています。

一般に、井戸は、飲用水の確保のほか、日本の日常において、その周辺で洗濯や洗

浄がこなわれていました。

(4)現地調査一長崎市の平成27年度、平成28年度の南敷地での遺跡の試掘/本格発
掘調査、平成29年度5月末から9月末の北敷地での遺跡の遺構検出/本格発掘調査、
より

当該遺跡の遺構としての建物敷地及び建築平面等土地の造成と造形及び建物基礎及

び用悪水路等の係る構造物は、切土と盛土と石造と煉瓦と目地材等として天川石灰(あ

まかわしっくい)又はモルタルにより構成される実態力妬寉認されています。

(5)養生所を考える会は、当該遺跡地における廃水けるおいて、建物敷地内に廃水処

理施設を有せず建物敷地内に廃水を排出し又は建物敷地外に廃水を導出した可能性

があること、当該建物敷地内石造用悪水路遺構が有する傾斜構造は廃水を建物敷地

外に導出したことを示唆すること、に留意します。

5.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第ネ10706

001号平成23年フ月8日都道府県知事・政令市長殿環境省水・大気環境局

長『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土達汚染対策法の施行に

ついて』(なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の

規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。)は「土壊汚染状況調査」に係る

"調査対象地の範囲"1こついて記載します。

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1 0)趣旨

ア.「ー"・有害物質使用特定施設の敷地である土地においては士壊汚染のおそれが

相当程度あると見込まれることから・ーー士壌汚染状況調査の対象となる土地(以下

曙周査対象地」という。)における'・ー・」

イ.「「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に

限定されない。この「勇舛也」についての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場

合を除き、他の規定についても共通である。」

②第3 土壌汚染調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法②調査対象地の範囲
ア.「法第3条第1項本文の士壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特

定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が対象となる。」
イ.「工場・事業場の雫処扣,1とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する
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土地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔
てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔て
られた双方の土地をーの工場・事業場の敷地とする。」

ウ.「法第4条第2項及び法第5条第リ頁の土壌汚染状況調査においては、調査対象地
の範囲は都道府県知事から示されることとなる。」

6.養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲にっいて、
資料調査及び聴取調査及び現地調査に係る当該土壊汚染のおそれが生じた当時の養
生所又精得館以来(長崎)医学枝及び病院及び戦時兵員病院及び長崎病院及び梅毒
病院から小島病院の当該土地の利用の状況の推測と把握に基づき、並びに、環水大
土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第卞{0706001号
平成23年7月8日『通知』の「土壌汚染状況調査」1こ係る"調査対象地の範囲"の記
述より、当該土地の土壊汚染を取り扱う際の"調査対象地の範囲"として欠かせない範
囲であると理解します。

→当該報告書 2.調査対象地 2.2 土地利用履歴「対象地は、明治前期に
は小島養生所が立地していた。その後、佐古小学校の敷地として利用されており、敷地
の東側に体育館が立地していた。現在、体育館等は解体されているが、敷地全体が長
崎(小島)養生所跡として市指定文化財に指定されている。」1こついて
1.「対象地は、明治前期には小島養生所が立地していた。ーー・」と記載します。
a)明治前期の土地の利用履歴として小島養生所を記載します。
(2)"小島養生所"は江戸期の近代西洋医学による医学校及び病院の呼び名(通称)で
す。

(3)養生所後精得館は、1868年(明治元年)1こ長崎府医学校(及び病院)として明治政
府に継承されました。

(4)明治前期の土地の利用履歴として"小島養生所"を記載することは、誤りです。
2.「現在一ー,敷地全体が長崎(小島)養生所跡として市指定文化財に指定されてい
る。」

a)「長崎(小島)養生所跡」は、長崎市指定文化財又はその呼称です。
(2)「長崎(小島)養生所跡」の対象範囲即ち現状保存する範囲にっいて、養生所を考
える会の長崎市の理事者への口頭での問い合わせに対して、2018年(平成29年)に長
崎市の理事者(長崎市文化観光部文化財課)は、指定した土地の範囲の全て、即ち、江
戸期から明治期以降の遺跡全てにっいて、と口頭で回答した処、2019年(平成30年)に、
機会を得て、同理事者(長崎市文化観光部文化財課)に再度同趣旨にっいて確認した
処、大略すると江戸期にっいて、と趣旨を変更して、口頭で回答しました。
(3).長崎市の理事者が、当該土地の利用履歴に係り、江戸期の"長崎(小島)養生所"、
明治期以降の病院、梅毒病院等にっいての知見を有することは、明らかです。
3.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。
4.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明
治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実にっき、土地の利用
履歴としての認識が必要です。
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とについて説明を求めます。

才当該報告書 3.調査内容 3.4 調査地点「・一過去の地表面から50cmの

深さの土壌を調査対象とした。土壊採取深度を表一3.4に、調査地点図を図一3.4に

示す。[表一3.4 調査深度]地点NO.1:調査対象深度(m):0.5~1.0、 NO.2

調査対象深度(m):1.5~2.0、 NO.3:調査対象深度(m):0.4~0.9、 NO.4:調査

対象深度(m):0.8~1.3 [図一3.4 調査地点図]」について

1.試半村采取の地点について Vt奨汚契が疹庄ずる可彪性か高い部分ノの達定"

(1)長崎市の理事者は、当該士壊汚染調査の試料採取の地点について、「④『協議報

告書「土壌汚染調査の場所について」平成29年4月17日(月)』[延長公開NO.4]」

及び「『協議報告書Π日佐古小土壌汚染調査について」平成29年7月6日(木)』[延

長.公開NO.3]」において、『長崎徽毒病院図面』の建物及び居室等配置に従い、「患者
便所」、「薬局」、「医局」、瑁今察室」、「ゴミ捨場」及び「排水溝』を候補として、長崎市立

仁田佐古小学校建設用地の図面との照合において、その試料採取の地点を検討して

います。

(2)当該報告書 3.調査内容 3.4 調査地点[図一3.4 調査地点図]に記載さ

れる試料採取の地点は、当2-a)で検討した地点と異なります。

(3)当該報告書及び今回開示されたその他の行政文書に、当該報告書に記載される試

料採取の地点を決定した根拠は、明示されていません。

(4)養生所を考える会は、『長崎徴毒病院図面』1こついて、その作図された建物が、複

数の関連時期の写真に確認できないことより、当該図面に作図された建物等施設が実
施されていない一定の蓋然性があると理解しています。

(5)『長崎徴毒病院図面』は、長崎県立長崎図書館の購入による旧蔵品で、収蔵が移

管され、現在長崎歴史文化博物館の収蔵品であり、古賀十二郎(1879年(明治12年)5

月16日一1954年(昭和29年)9月6日)氏収蔵に係る古賀文庫の資料であり、『長嵜腎学

校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41]との表書きの封筒に長嵜腎学校圖の複数の分

割図一式及びゃや時代の下る一枚の長崎医学校の平面図と同封となっていますが、他

の図面よりやや時代の下る図面と推測でき、即ち、封筒の表書きとは由来が異なると推
測でき、『長崎徴毒病院図面』の由来は確認できません。

(6)『長崎徴毒病院図面』は、その信頼性についての評価がなされていません。
(フ)地点NO.1について、当該報告書の<添付資料>③施工写真より、発掘調査の現

場において、用悪水路剛bK1詞の底板の位置が選択されたことが判明します。

(8)地点NO.2、NO.3、NO.4 については、その具体的な位置、及びその位置を選択し

た根拠が不明です。

(9)養生所を考える会は、当該土壊汚染調査における試料採取に係る「土壌汚染が存
在する可能性が高い部分」(地点)の選定を実現していない可能性があると認識します。

2.試半村采取の深度について"乃手契のお子力か生どた場所の血置ノの達建"
(1)2017年(平成29年)4月以降に、養生所を考える会は、長崎市文化観光部文化財課

長補佐宮下雅史氏より、旧佐古小学校体育館側敷地における遺跡としての地表面は、
旧佐古小学校体育館敷地としての地表面より、50m程下である、旨を聞いています。

(2)養生所を考える会は、遺跡としての地表面より一段下がった位置に検出された便所

の便壺一帯を試半村采取地点としたNO.2の試料採取の深度が深いことについて、具体

的な試料採取の地点と深度の説明を得ていないことを除き、一定の理解が可能ですが、
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(3)養生所を考える会は、当1、2のとおり、当該土壌汚染調査における試料採取の深

度に係る「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表け也表ソ前の時点の地表/
地下の高さ)の選定を実現していない可能性があると認識します。

3.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このことに
ついて説明を求めます。

Y

才当該報告書 5.総括

「本調査では、調査対象地の使用履歴を鑑みで、明治時代の土地利用時の地表面を対

象とした土壊調査を実施した。

調査の結果、土壌ガス、土壊溶出量及び土壌含有量は、全ての調査対尿物質につい

て基準に適合するものであり、今回調査を行った範囲において、基準不適合士壊の存

在は確認されなかった。」について

1.当該報告書の調査における土壊汚染調査の試料採取に係る「汚染のおそれが生じ
た場所の位置」(現在の地表仕也表)/前の時点の地表/地下の高ざの選定について

(1)当該土壌汚染調査の試料採取に係る「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在

の地表け也表)/前の時点の地表/地下の高さ)の選定について、長崎市の選定は、長崎
市の所期の位置("明治時代の土地利用時の地表面"即ち前の時点の地表/地下の高
ざを、実現していない可育副生があります。

(2)「本調査では、調査対象地の使用履歴を鑑みて、明治時代の土地利用時の地表面
を対象とした土壌調査を実施した。」とは表現できない実態がある可首副生があります。
2.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第110706
001号平成23年7月8日『通知』は

「地表を基準にした土壊採取の深度を設定していた旧法の考え方を改め、汚染のおそ
れが生じた場所の位置を基準とすることとした。」と記します。

3.当該調査対欽地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。

4.当該調査対象地は、江戸期の養生所の病院の後、改築と増築によって、通期におい
て、又、敷地全体に亘って、施設が変化し、また、その土地利用実態(建物の変遷等)と

建物等利用実態(患者便所、薬局、医局、診察室、ゴミ捨て場等)は一部を除き把握で
きていません。

5.当該報告書の調査における土壌汚染調査の試料採取に係る「汚染のおそれが生じ
た場所の位置」(現在の地表(地表)/前の時点の地表/地下の高ざの選定について
(1)長崎市は、当該土壌汚染調査の試料採取に係る「土壌汚染が存在する可能性が高

い部分」(地点)の選定について、『長崎徽毒病院図面』を適用しました。
(2)『長崎徽毒病院図面』は、その作図された建物が、複数の関連時期の写真に確認で
きず、当該図面の建物等施設が実施されていない一定の蓋然性があります。
(3)『長崎徴毒病院図面』は、長崎県立長崎図書館の購入による旧蔵品で、収蔵が移
管され、現在長崎歴史文化博物館の収蔵品であり、古賀十二郎(W79年伊彫台12年)5

月16日一1954年(昭和29年)9月6日)氏収蔵に係る古賀文庫の資料であり、『長嵜腎学
校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41]との表書きの封筒に長嵜腎学校圖の複数の分
割図一式及びゃや時代の下ると考えられる一枚の長崎医学校の平面図及び更に時代
が下ると考えられる『長崎徴毒病院図面』が同封されています。
ノ'、「コ^.」.゛ー'd.」_=^..^ーけ一1、 r丁=eT』「一. n ^ r^」.L 『一r -.゛'"」ー^
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(4川長崎イ敷毒病院凶圓』の目的及ひ田釆について

ア.関連事象の経過より

■月j台8年(18乃年)4月31日蕃地事務(支)局病院が長崎県の所轄に帰し長崎病院と
なる

■月j台9年(1876年)6月20日長崎病院医学場開場
旧月j台11年(1878年)コ月8日長崎病院医学場を長崎壁学校と改称
旧彫台11年(1878年)12月17日長崎駿学校を長崎県庶務課より学務課の管轄へ移管
■月j台12年(1879年)1月20日長崎監学校を県立とする

■月j台12年(1879年)12月27日長崎県に衛生課を設置
■月j台14年(1881年)8月長崎整学校の病院の長崎病院附属梅毒病院への改築工事
カミ立麦コニ

との経過より、長崎県学務課の書類である『長嵜讐学校圖九長嵜縣學務課』に『長崎
徽毒病院図面』が同封されることにっいて、参考図面として同封されたことは考えられま
すが、公文書保管としてはやや不自然です。
イ.『長嵜啓学校圖九長嵜縣學務課』に同封される長崎、医学校の複数の全体図及び
分割図面はいづれも平面図ですが、『長崎徴毒病院図面』は平面図を基盤として東方上
空より佑瞰の画法を交えます。

ウ.作図の内容について

平成27年の発掘調査では、養生所等病院北病棟西端に便所の遺構が検出され、便壷
の高さが病院建物の地面より一段低いことが確認されました。
『長崎徴毒病院図面』では、この高低差は表現されていません。
エ.『長崎徽毒病院図面』の佑瞰の画法及び作図の内容は、これが、梅毒病院の計画
の説明のための構想図であった可ミ剛生を示唆します。
オ.『長崎徽毒病院図面』の目的及び由来は確認できていません。
(5)参考に、長崎歴史文化博物館収蔵の一連の『長嵜腎学校圖九長嵜縣學務課』
[古賀16-41]の図面が成立したと考えられる時期の前後の関連する出来事を『養生所
バ長崎)医学校等遺跡に係わる歴史年表〔医学伝習、大村町の医学伝習所、養生所、
精得館、長崎府医学校等、梅毒病院等、佐古尋常高等小学校等、長崎市立佐古小学
校等〕2017年(平成29年)5月27日土曜日養生所を考える会代表池知和恭改
訂2版 2018年(平成30年)1月3日水曜日』より抜粋します。
■月j台7年(1874年)11月7日旧長崎医学校(及び病院)が蕃地事務(支)局病院となる
(征台の役の為に公兵員病院とする)

■月j台8年(18乃年)4月釧日蕃地事チ気支)局病院が長崎県の所轄に帰し長崎病院と
なる

旧彫台8年(18乃年)英医ヒールが寄合町の旧千歳屋より移転して寄宿舎で梅毒病院を
開院

■月j台9年(1876年)4月5日娼妓徴毒検査方法を施行
■月j台9年a876年)6月20日長崎病院医学場開場

■勗台10年(1877年力0月英医ヒールが寄宿舎での梅毒病院を閉院し寄合町に移転
■彫台れ年(1878年)1月8日長崎病院医学場を長崎整学校と改称
■彫台れ年(1878年)5月以降長崎県庶務課乃至学務課に衛生掛を置く
■鳥台11年(1878年)12月.17日長崎髪学校を長崎県庶務課より学務課の管轄へ移管
■彫台12年(1879年)1月20日長崎霊学枝を県立とする
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■打j台12年(1879年)5月21日立神船渠が完成して開渠式を挙行
旧月j卸2年(1879年)8月旧大徳寺庫裏跡の長崎病院の新築工事が竣工し開院その後

敷地内に於ける軍人遺骨取扱の問題が指摘される
■月j台12年(1879年)12月27日長崎県に衛生課を設置
旧助台13年(1訟0年)2月28日長崎.県衛生課の初代課長に長崎病院長吉田健康が兼

任

■彫台13年(1部0年)7月17日司薬場試験条例を改正

旧勗台13年(1認0年)10月6日内務卿松方正義が日本薬局方撰定にっいて太政官に

伺書を提出

■月j台13年(1880年)11月5日政府は中央衛生会に対し、日本薬局方撰定を委任し、

内務省に、日本薬局方編纂委員会が設けられ、永松東海、高木兼寛、柴田承桂、ラン
ガルト、ゲールツ及びエイキマンが委員となる

■月j台13年(1認0年)12月27日梅毒病院建築請負が決定
旧月j台14年(1881年)8月長崎霊学校の病院の長崎病院附属梅毒病院への改築工事
力§立麦二1二

☆養生所/精得館/長崎府医学校及び病院等を背景に成立した衛生概念や薬事行政
への建言が、明治政府に採用され、日本の地方行政として又長崎の行政に展開される

様子が理解できます。

(6)『長崎徽毒病院図面』は、実施に係る信頼性についての評価がなされていません。
(フ)当該報告書の調査における土壌汚染調査は、試料採取に係る「土壊汚染が存在す
る可能性が高い部分」(地点)の選定を実現していない可台副生があります。
6.当該報告書 5.総括に「今回調査を行った範囲において、基準不適合土壊の存

在は確認されなかった。」と記載するとおり、「調査の結果、土壊ガス、士壊溶出量及び
土壊含有量は、全ての調査対象物質にっいて基準に適合するものであり」とはいえ、当
1~5の事象もあり、当該土壊調査の結果を以て、別途、土壊汚染対策法等に記す方法
による土壊汚染調査又は測定を実施する場合に、"基準を超過するものはない"(基準
不適合士壊の存在は確認されない。)とすることはできない、と理解します。
フ.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明
治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実にっき、土地の利用
履歴としての認識が必要です。

8.土壌汚染対策法第四条及び第五条は、その対象とする過去の時間上の範囲に対し

て、制限を定めません。

9.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第卞10706
Om号平成23年7月8日『通矢畍は

「土壌汚染状況調査」における「地歴調査」にっいて、晴周査実施者は、これらの情報を、
可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確認の方法により収集
する。」と記します。

1.0.養生所を考える会は、このことにっいて疑義があるため、長崎市の理事者に、この
ことにつぃて説明を求めます。
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回『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校地歴調査業務委託
[延長公開NO.8]平成29年れ月株式会社環境衛生科学研究所』

はじめに

本報告書は、長崎市より「旧佐古小学校地歴調査業務委託」を請け負い、その結果を
とりまとめたものです。

本報告書は、以下の構成により発行し、正式なものとします。
・・・・・(省略)

目次

・本報告書の取り扱いについて巻頭

1.業務概要(省略)

2、調査対象地(省略)

3.調査結果(省略)

4.総括(省略)

<添付資料>

①調査対象地平面図

②沿革

③過去の調査結果報告書.(一部抜粋)
④土地登記簿謄本

⑤空中写真

⑥技術管理者証の写し

⑦指定調査機関指定通知の写し
1.業務概要

1.1 業務目的

本業務は、旧佐古小学校体育館側敷地において、土壌汚染対策法第4条に基づく土
地の形質の変更を行うため届出を行っているが、調査命令が出る可育獣生がないため、
自主的に地歴調査を行うものである。

1.2 業務概要

件名:旧佐古小学校地歴調査業務委託
履行場所:旧佐古小学校体育館側敷地(長崎市西小島1丁目地内)
履行期間:至平成29年11月30日

発注者:長崎市

受注者:株式会社環境衛生科学研究所

1.3 調査実施体制

調査機関:株式会社環境衛生科学研究所
(土壊汚染対策法に基づく指定調査機関指定番号汪案2003-フ-101の

(計量証明事業長崎県知事登録第能号)

住所:長崎県長崎市田中町603番3

統括責任者:代表取締役社長新宮一広任累境カウンセラー2005142002)

品質管理者:圏・・・囲囲・一嵐住買境計量士一濃度関係第厩・圏号)
技術管理者.■・・'囲鬮・・・翻(士壊汚染調査技術管理者第圃一弱号)

1.4 関係法令等

本調査の関係法令等は以下のとおりである。

0「土壌汚染対策法」(平成14年5月29日法律第53号)
r ?0/R/1 、



・「土壊汚染対策法施行令」(平成14年11月13日政令第336号)

・「土壊汚染対策法施行規則」(平咸14年12月26日環境省令第29号)

・「土壊汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壊汚染対策法の施行につ
いて」(平成22年3月5日環水大土発第100305002号)

・「土壊汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第2版」
(平成24年8月環境省水・大気環境局土壊環境課)

1.5 調査内容

(1)土地利用履歴

①関係者へのヒアリング
②土地登記簿謄本

③空中与百

(2)土壌の汚染状況に関する情報

①過去の調査結果

2.調査対象地

2.1 位置及び周囲の状況

対象地は長崎県長崎市小島1丁目地内で、対象地の周囲は公道を挟み住宅地となっ
ている。

2.2 概要

対象地は、明治前期には小島養生所が立地していた。その後、佐古小学校の敷地と

して利用されており、敷地の東側に体育館が立地していた。現在、体育館等は解体され

ているが、敷地全体が長崎(小島)養生所跡として市指定文化財に指定されている。
3.調査結果

3.1 関係者へのヒアリング調査

実施日:平咸29年11月15日

実施場所:・長崎市役所本館4階長崎市教育委員会教育総務部施設課

ヒアリング先対応者:長崎市教育委員会教育総務部施設課主事宮内邦彦様

【確認事項:土地の用途に関する情幸田

調査対象地は、明治39年から小学校として利用されていた。G烝付書類②)

【確認事項.土地の高さの変更に関する情*町
佐古小学校として利用している間は、掘削等は行われていない。

【確認事項:土壊の汚染状況に関する情幸田

調査対象地内の4地点(図一3.1)において、小島養生所が立地していた当時の地
表面を対象とした土壊調査を実施した結果、基準を超過したものはなかった。G烝付資

料③)

[図一2.1.調査対象地位置図(国土地理院HP地理院地図に加筆)]

~調査対象地

〔図一3.1 調査地点図(過去の調査報告書より抜粋)]
調査範囲ヲ

仰NO.1:約1. om @NO.2:約2, om 四NO.3:約0.9m

●NO.4:約0.8~1.フ

※●:調査箇所(文化財課職員立会いのもと確定し、試料採取を行う。)

3.2 調査対象地の履歴調査

(1)土地所有者等の履歴
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土地の登記簿謄本を入手し6悉付書類④)、利用履歴について調査を行った。調
査結果を表一3.2 a)に示す。

[表一3.2(1)土地所有者等の履歴]

事項 所有者等年代地目地番

(西小島1丁目)

長崎県58番

(2)土地利用の履歴

空中写真を入手し(添付書類⑤)、調査対象地とその周辺の土地利用について確

認した。確認結果を表一3.2(2)1こ示す。

[表一3.2(2)土地履歴調査結果]

内容年代

1947年

体育館と思われる建物が建て替わっている。1962年

変化なし。1966年

変化なし。1973年

変化なし。1980年

変化なし。1982年

変化なし。1987年

変化なし。2006年

変化なし。2010年

3.3 土壊汚染に関する情報

(1)土壊または地下水の汚染状況に関する情報

長崎市ホームページで確認したところ、調査対象地付近に要措置区域等は存在

していない。

4.総括

本調査では、旧佐古小学校体育館倶博舛也において、自主的な地歴調査を実施した。

調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地として利用されてきた土地であり、

特定有害物質の使用に関する情報は確認されなかった'また、過去の土壌調査結果に

おいても、基準不適合土壌の存在は確認されていない。

以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそれの区分の分類は、土壌汚染

が存在するおそれがない土地件寺定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液

体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地から

その用途が全く独立している状態が継続している土地)に該当すると判断できる。

[添付資半羽

①調査対象地平面図

平面図【業務内容】旧佐古小学校体育館倶携処也の地歴調査~調査範囲一

②佐古小学校沿革

総括(1)沿革誌抄一・(省略)・-1

③過去の調査結果報告書
『長崎市長田上富久様報告害旧仇古小学林士繞汚染調杏業務季託平成29年
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10月株式会社環境衛生科学研究所』 G呑付資料を除く)
④土地登記簿謄本
土地登記簿謄本(旧土地台帳の写しを含む)(省略)

⑤空中写真
国土地理院地図空中写真閲覧サービスより入手
(1947年、 1962年、 1966年、 19乃年、 1980年、 1982年、 1987年、 2006年、 2010年)

⑥技術管理者証の写し
平成29年1月18日環境大臣山本公一第■'・・■号技術管理者証

⑦指定調査機関更新通知の写し
環九地環発第1503111号平成27年3月11日
株式会社環境衛生科学研究所代表取締役社長新宮一広殿
九州地方環境事務所長

指定調査機関の指定の更新について(通知)
平成26年11月25日付けの申請にっいては、土壌汚染対策法(平成14年法律第53
号)第32条第1項の規定に基づき下記のとおり指定の更新をしたので、通知する。

記

指定更新年月日平成27年4月1日指定番号 2003-フ-1010
指定有効年月日平成32年3月31日

=>当該報告書目次・本報告書の耳匹井及いにっいて巻頭について
1'当該幸&告書では、目次に"・本報告書の取り扱いにっいて巻頭"と記載しています
が、当該報告書の巻頭に当該する文章の記載がありません。
2.『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校建設用地地歴調査業務委託
平成29年7月株式会社環境衛生科学研究所'』[延長公開NO.9]は、目次に"'本

報告害の取り扱いにっいて巻豆亘"と記載し、当該報告書の巻頭に
「本報告書の取り扱いについて

本報告書は、本調査仕様の範囲において収集された資料にっいて、専門的な知識と
経験に基づいて土壊・地下水汚染リ.スクの評価を行ったものです。ここで述べられる結
果は断定的なものではなく、対象地における土壌・地下水汚染りスクの全てを網羅した
結果となっていない可能性があることに留意する必要があります。
本報告書は、公的もしくは第三者による資料や情報に基づき作成されています、報告

書作成者はこれらの資料及び情報の妥当性にっいては評価していますが、これらの資
料.情報の暇癌に起因して発生する損害にっいては何ら責任を負うものではありませ
ん。」と記載しています。

3.当11こつぃて、又、1、2の差異にっいて、養生所を考える会は、不自然に感じます。
4.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者に、このことにっ
いて説明を求めます。

ヲ当該報告書 1.業務概要 1.1 業務目的「本業務は、旧佐古小学校体育
館側敷地において、土壌汚染対策法第4条に基づく士地の形質の変更を行うため届出
を行っているが、調査命令が出る可育桝生がないため、自主的に地歴調査を行うものであ
る。」1こついて

1.2018年(平成30年)4月27日金曜日現在長崎市長による調査命令の発出の判断は
行われていません。

U J.,、、^ー..E.●..^ー.ー^^ー'、§口' 1-1-、●^^ #^ミ^チ^' J I.゛.、^-0.闇、゛ J ^司、ι"戸'^ー'1'、'■./J ^工』 N U .'7Y^^ 1
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2,当該地歴調査を行う者は、調査命令の発出の判断を行う者と同一者ではありません。
3.当該地歴調査の報告書に、履行期間が至る平成29年11月30日においてその業務目
的の欄に"調査命令が出る可首剛生がない"と記載することは不自然です。
4.養生所を考える会は、当該の対象の土地について、土壌汚染対策法第四条第二項
に規定する土壌汚染状況調査の調査命令の発出の契機が存在し、士壌汚染対策法第
五条第一項に規定する土壊汚染状況調査の調査命令の発出の契機の可能性が存在
すると理解するところより、"調査命令が出る可台剛生がない"とすることはできない、と理
解します。

5,『長崎市長田上富久様報告書仁田佐古小学校校舎建設に伴う士壌調査業務委
託平成29年6月株式会社環境衛生科学研究所』[延長公開NO.10] 1.調査概
要 1.1 調査目的及び、『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壌汚染
調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科学研究所』[延長公開NO.刀
1.調査概要 1.1 調査目的は、「明治時代からの士地の使用履歴を鑑みて」と記し
ます。

6.当該報告書 1.業務概要 1.1 業務目的では、当該調査を行う根拠と考えられ
る「明治時代からの土地の使用履歴を鑑みて」の文章を記載しません。
フ.当5、6の差異にっいて、養生所を考える会は、不自然に感じます。

8.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。

9.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明
治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実にっき、土地の利用
履歴としての認信哉が必要です。
10.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このこと
について説明を求めます。

つ当該報告書 2.調査対象地 2.1 位置及び周囲の状況「_対象地は長崎県

長崎市小島1丁目地内で、対象地の周囲は公道を挟み住宅地となっている。」1こついて
1.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲にっいて
養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、かねて養生所を考える会が提示
している"養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中核区域」及び「運用区域・上!の範囲を適用し
ます。

2.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の提示
養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、養生所/(長崎)医学校等遺跡の
「中核区域」:長崎市西小島佐古16番、15番、14番、14番・2、17番・2、17番・4、18
番"2、'1106番、その外周道路(17番・3、18番・3を含む、市道西小島稲田町1号線、市
道西小島2号線、市道西小島館内町1号線、市道稲田町6号線、旧病院敷地の東道路及
び南道路)、59番・2、59番・3、59番・4、可能1生として長崎市稲田町44番の一帯(現在
の、西小島1丁目の旧長崎市立佐古小学校の敷地及びその外周道路及びその南部の
西小島2丁目の一角及び可育副生として長崎市道稲田町6号線の北部でその西に隣接す
る稲田町の一音円、及び、養生所/(長崎)医学枝等遺跡の「運用区域上長崎市稲田町3
9番、 40番、 41番、 42番、 43番、 44番、 45番、 46番、 47番、 48番、 49番の一帯(現
在の、稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯)、です。
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3.長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書の調査対象地の範囲と養生所を考

える会の見解による調査対象地の範囲について

長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書がその調査対象地の範囲を、現代の旧

長崎市立佐古小学校の市道西小島館内町1号線で分断された北敷地と南敷地の二つ

の敷地に設定することに対し、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は、

土壊汚染のおそれが生じた当時の養生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦

時兵員病院及び長崎病院及び梅毒病院から小島病院の当該士地の利用の状況の推

測と把握に鑑みて、長崎市の自主調査に係る四つの一連の報告書の調査対象地の範

囲に対して、現在の外周道路全域及び稲田町の北部の館内町の東に隣接する一帯を

追加した範囲を提示します。

4.養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲の設定

養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲は以下の事象に鑑みて設定します6

a)資料調査と現地調査との照合に係る事象より

ア.複数の1865年(慶應元年)の,"精得館の成立当時"と推測する写真から1889年(明治

22年)頃から1891年伊彫台24年)頃の"甲種長崎医学校と長崎梅毒病院"と推測する写

真までの複数の異なる方向から撮影された大判写真機と大判感光材料による当時の精

細な画像情報を保持する写真群による変化の観察から再構成して再現する敷地拡張と

施設整備等の過程、及び、1936年(昭和11年)以前の小島病院の写真、複数の(長崎)

医学校の平面図より推測できる、最盛期を迎えると推測する1877年田勗台10年)頃の長

崎医学校と病院の当時の実態、即ち、佐古の丘の畑地の頂部に形成された、現在の北

敷地と南敷地を一体とする医学校と病院の建物敷地一帯、'その東南部に連続する施設
の菜園及び果樹園及び体操場と推測できる一帯、及び一帯の畑地や運用地と推測する

一帯の境界に形成された専ら医学枝及び病院の用途のために整備されたと推測する道

路や階段や門柱(現在の外周道路)、これらの全体を一元に運用管理された医学校及

び病院の施設に係る一体の敷地として、養生所を考える会の見解による調査対象地の

範囲を設定します。

イ..複数の写真群及び図面の観察より当該医学校及び病院の施設の建物の建屋の構

造構成は主に木造であり、塀は石積みに石灰化っくい)又は土塗込め瓦屋根の築地塀

が多いと推測し、長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜讐學校圖九長嵜縣學務課』[古賀1
6-41](古賀文庫)封筒入り(長嵜縣學務課の管轄より明治12年以前、明治10年以前

頃の施設に係る作図と推測します。)の解剖室の図面は床全体.が石又は煉瓦敷中央部

が木板です。

ウ.当該土地に於ける、医学校、理化学研究所、病院としての行為からは、理化学実験、

薬品試験、解剖、治療薬調剤処方、体温計等器機取扱い、器機洗浄、その他毒物薬物
を含む薬品の保管と取扱いと器機その他の洗浄の施設の附属が自明に推測できます。

(2)養生所/(長崎)医学校等遺跡の遺跡としての実態
養生所/(長崎)医学校等遺跡は、1861年(文久元年)の養生所の建設より1879年田彫台
12年)に医学校の隣接地に移転した長崎病院の1902年(明治35年)の浦上山里村へ

の移転に伴う臨床分教場の役割の終了、及び、1953年(昭和28年)以前に小島病院が

養生所の病院から梅毒病院としての歴史を閉じるまでの間に、周辺隣接地に敷地を拡

張して形成され、当時より現在に至るまで、建物敷地外周石垣等の境界線遺構や当時

の平面や法面の石垣などの段丘状の士地の造成と造形の遺構や建築基礎などの遺構

が、その全体像を地上遺跡として眼前に遺存し、その区域内において一部小学校運営
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や道路拡張の為に切土されて消失し又は盛土されて地下遺構や遺物が埋蔵され、道路

は複数の改修と一部に位置の変更がありながら全体としてその位置を現在の外周道路

に遺存し、切土による遺構と遺物の消失と盛土による地下遺構や遺物の埋蔵が想定で

きます。

(3)聴取調査及び現地調査一遺跡地の踏査に係る事象より

ア.養生所を考える会は、当該遺跡地である旧長崎市立佐古小学校の建物敷地の外

周の石垣等の基部の外周道路及び隣接地において、連続した石造りの用悪水路網が

遺存することを確認しています。

当該外周道路上の用悪水路について「現在はコンクリート造で浅いが昔はもっと深かっ

た、後に上からコンクリートを敷設した」と聞き、やや離れた連続する用悪水路の深い部

分の底板が石造である場合もあります。

これらの石造用悪水路は近代(明治~第二次世界大戦後以前)の築造と推測します。

イ.養生所を考える会は、当該遺跡地の病院敷地の西部に井戸があったことについて、

長崎歴史文化博物館収蔵『長嵜醤學校圖九長嵜縣學務課』[古賀16-41](古賀文

庫注す筒に同封の『長崎徴毒病院図面』(信頼性の評価がなされていません。)の図上に

井戸を確認でき、及び聴取調査より、珀召和32年頃まで病院建物敷地より一段下がった

一帯のその辺に井戸があった」と確認しています。

一般に、井戸は、飲用水の確保のほか、日本の日常において、その周辺で洗濯や洗

浄がこなわれていました。

(4)現地調査一長崎市の平成27年度、平成28年度の南敷地での遺跡の試掘/本格発
掘調査、平成29年度5月末から9月末の北敷地での遺跡の遺構検出/本格発掘調査、
より

当該遺跡の遺構としての建物敷地及び建築平面等土地の造成と造形及び建物基礎及

び用悪水路等の係る構造物は、切土と盛土と石造と煉瓦と目地材等として天川石灰(あ

まかわしっくい)又はモルタルにより構成される実態が確認されています。

(5)養生所を考える会は、.当該遺跡地における廃水けるおいて、建物敷地内に廃水処

理施設を有せず建物敷地内に廃水を排出し又は建物敷地外に廃水を導出した可能性

があること、当該建物敷地内石造用悪水路遺構が有する傾斜構造は廃水を建物敷地

外に導出したことを示唆すること、に留意します。

5.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第110706

001号平成23年7月8日都道府県知事・政令市長殿環境省水_,大気環境局

長『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の士壊汚染対策法の施行に

ついて』(なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の

規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。)は「土壌汚染状況調査」に係る

"調査対象地の範囲"について記載します。

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1 0)趣旨

ア.「ーー・有害物質使用特定施設の専舛也である土地においては土壌汚染のおそれが

相当程度あると見込まれる区とから・ーー土壊汚染状況調査の対象となる土地(以下

「調査対象地」という。)におけるーー・」

イ.「「専舛也」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に

限定されない。この「専舛也」についての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場
合寺除き、伽.の燭.宇についてt.共涌である,1
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②第3 土壌汚染調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法 2 調査対象地の範囲
ア,「法第3条第1項本文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特

定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が対象となる。」

イ..「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する
土地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔

てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔て

られた双方の土地をーの工場・事業場の敷地とする。」

ウ.「法第4条第2項及び法第5条第1項の土壊汚染状況調査においては、調査対象地

の範囲は都道府県知事から示されることとなる。」

6.養生所を考える会は、養生所を考える会の見解による調査対象地の範囲について、

資料調査及び聴取調査及び現地調査に係る当該土壊汚染のおそれが生じた当時の養

生所又精得館以来(長崎)医学校及び病院及び戦時兵員病院及び長崎病院及び梅毒

病院から小島病院の当該土地の利用の状況の推測と把握に基づき、並びに、環水大
土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第110706001号

平成23年7月8日『通矢叫の・「土壊汚染状況調査」に係る"調査対象地の範囲"の記

述より、当該土地の土壌汚染を取り扱う際の"調査対象地の範囲"として欠かせない範

囲であると理解します。

=>当該報告書 2.調査対象地 2.2 概要「対象地は、明治前期には小島養

生所が立地していた。その後、佐古小学校の敷地として利用されており、敷地の東側に

体育館が立地していた。現在、体育館等は解体されているが、敷地全体が長崎(小島)

養生所跡として市指定文化財に指定されている。」1こついて

1."小島養生所"は江戸期の近代西洋医学による医学校及び病院の名称(通称)です。

2.「長崎(小島)養生所跡」は、長崎市指定文化財又はその呼称です。

「長崎(小島)養生所跡」の対象範囲について養生所を考える会の長崎市の理事者への
口頭での問い合わせに対して、2018年(平成29年)に長崎市の理事.者(長崎市文化観

光部文化財課)は、指定した土地の範囲の全て、即、ち、江戸期から明治期以降の遣跡
にっいて、と口頭で回答した処、2019年(平成30年)に、機会を得て、当該理事者(長崎

市文化観光部文化財課)に再度確認した際に、江戸期について、と趣旨を変更して、ロ

頭で回答しました。

3.長崎市の理事者が、当該土地の利用履歴に係り、江戸期の"長崎(小島)養生所"、

明治期以降の病院、梅毒病院等についての知見を有することは、明らかです。
4.当該調査対殊地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。

当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)

の専舛也として、利用されてきました。

5.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明

治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及

び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実につき、土地の利用
履歴としての認識が必要です。

6.養生所を考える会は、このことについて疑義があるため、長崎市の理事者に、このこ
とについて説明を求めます。

→当該報告書 3.調査結果 3.1 関係者へのヒアリング調査【確認事項

士地の用途に関する清ま田曙周査対象地は、明治39年から小学校として利用されてい
十一 r;天イ寸^麥百rう'1、 1ι一(1.、フ、
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1."調査対象地は、昭和28年から小学校として利用されていた。"のであり、当該の「ヒ

アリング先対応者」1こよる疇伺査対象地は、明治39年から小学校として利用されていた。

G烝付書類②)」との説明は誤りです。

2.当該報告書の「関係者へのヒアリング調査【確認事項:土地の用途に関する情報】

「調査対象地は、明治39年から小学校として利用されていた。」」及び「添付資料②畷怠

括(1)・沿革誌抄)』(引用元不記載)」の記載と"一般公表資料"「『ありがとう佐古小

学校 SokoF0ゆV.-1906~2015 長崎市立佐古小学校閉校記念誌平咸28年

3月』(閉校記念誌~ありがとう佐古小学校~発行日平成28年2月28日発行者佐

古小学校閉校実行委員会編集佐古小学校閉校実行委員会記念誌部編集事務局

長崎市立佐古小学校) 3 佐古小学校のあゆみ学校沿革史倫1信斐前も含む)」の記載

との記載事項の相違について

(1)当該報告書「添付資料②『総括(1)沿革誌抄)』(出典不記載)」において

「明治 39.6.1 佐古小島1番地にある文部省所属の元第五高等学校医学部文教室

を、本校校舎及び体操室に充用して挙行 昭和 24.4,1 長崎市立佐古小学ノ

校と改称 25,3.5 改築校舎第1期工事竣工 5.15 改築校舎第1期工事竣工 3

2.9.12 給食室増改築工事完成 44.11.フーー・」と記載します。

(2)『ありがとう佐古小学校 SakoForever1906~2015 長崎市立佐古小学校閉

校記念誌平成28年3月』閉校記念誌~ありがとう佐古小学校~発行日平成28年

2月28日発行者佐古小学校閉校実行委員会編集佐古小学校閉校実行委員会記

念誌部編集事務局長崎市立佐古小学校 3 佐古小学校のあゆみ学校沿革史(創

設前も含む)」において

、■

h

地に設置認可 6

挙行

大

改築工事及び給食室、宿直室の増改築工事完工 6.20 文久元年幕府医官松本良

順、蘭医ボンぺの設立になる養生所の旧職員室解体工事着手 10.5 運動場拡張

工事完工 0昭和27年(1952年) 2.9 校内べル配線工事完工 3.28 コンクリー

ト校舎屋根解体修理工事完工 0昭和28年(1953年) 5.13 旧小島病院跡の払下

げ確定、南校舎と呼称 0昭和30年(1955年) 3.8 南校舎解体作業開始 0昭和

32年(1957年) 3. 1 南校舎の敷地に鉄筋二階建校舎(6教室及び講堂)落成落
成式並びに創立50年式典挙行 9.12 給食室増改築工事竣工 12.4 宿直室、

用務員室落成 0昭和40年(1965年) 10.13・・ー,」と記載します。

(3)当該報告書「添付資料②畷念括(1)沿革誌抄)』何開元不記載)」には『あり
がとう佐古小学校 SakoF0ゆV引.1906~2015 長崎市立佐古小学校閉校記念

平成28年3月』に記載する「0昭和28年(1953年) 5.13 旧小島病院跡の払下誌

げ確定、南校舎と呼称 0昭和30年(1955年) 3.8 南校舎解体作業開始 0昭和

32年(1957年) 3. 1 南校舎の敷地に鉄筋二階建校舎(6教室及び講堂)落成落

成式並びに創立50年式典挙行」に該当する記載がありません。

(4)20玲年(平成30年)5月に入り、養生所を考える会は、長崎市の理事者(長崎市教

育委員会教育総務部施設課)に、当該報告書「添付資料②畔念括(1)沿革誌抄)』

(出典不記載)」について、その出典を闇い合わせました。

2018年(平咸30年)5月25日金曜日現在、養生所を考える会は、このことについて、

佐古デ常官一小{交、代 0明治39年(1906年) 4 6 佐古小島1番

3

1 佐古小島1番地の第五高等学校医学部分教室充用して開校式

5 東側校舎
火

立イ左古小冉交
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3.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。
当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。
4.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明
治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実にっき、土地の利用
履歴としての認識が必要です。
5.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このことに
つぃて説明を求めます。

⇔当該報告書 3,調査結果 3.1 関係者へのヒアリング調査郵寉認事項
土地の高さの変更に関する情ま田「佐古小学校として利用している間は、掘削等は行
われていない。」について

1.養生所を考える会では、土地の高さの変更に関する情報にっいて、現存する複数の
信頼性と精度のある文献資料及び図面や写真等の図像資料及び現地の踏査の照合に
より、一定の精度で情報を立体的に再構成して提示できると理解します。
2、養生所を考える会では、当該遺跡地及び当該小学校地に係る、土地の造成による
変化、土地の高さの変更に関する情報にっいて、以下、概観します。
(「資料調査」(「私的資料」「一般公表資料」)「聴取調査」「現地調査」より)

(1)養生所/(長崎)医学校等の建築平面は佐古の丘の南から北の長崎湾方向へ緩や
かに下る稜部の丘の突端部の斜面に切土と盛土により形成されました。
(2)旧長崎医学校等敷地(北敷地)は、養生所(医学所)~精得館(分析究理所)~長崎
府医学校(及び病院)等又は戦時兵員病院又は長崎病院一部梅毒病院~長崎医学校
等~第五高等中学校医学部~臨床分教場と連続して造成して整備され、その.後、長崎
市佐古尋常高等小学校~長崎市佐古国民学校~長崎市立佐古小学校時代に、敷地
の一部において、小学校の運用のため、複数の切土と盛士が施されています。
(3)旧養生所の病院敷地(南敷地)は、養生所(病院)~精得館(病院)~長崎府医学校
(及び病院)等又は戦時兵員病院又は長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院へと
利用され、'養生所(病院)として造咸した土地の主要部の躯体を保持しながら、その敷地
周辺部において、部分的な切土と盛土による変更が施され、その後、長崎市立佐古小
学校時代に、敷地及び敷地周辺部において、小学校の校舎等施設建設等運用と隣接
道路の拡幅のため、複数の切土と盛土が施されています。
(4)現在の市道西小島館内町1号線(道幅4m程)は旧長崎市立佐古小学校の北敷地
と南敷地の中問に位置しますが、養生所~精得館~長崎医学校等の整備当初は南敷
地及び当該道路及び北敷地の一帯は連続して段丘状に形成された施設敷地としての
一体の士地です。

当該道路は旧養生所の医学所及び病院北部一帯に明治10年頃及び以降に形成されま
した。

(5)養生所設立以降より現代に至る切土と盛土は、現存する複数の精度と信頼性のあ
る文献資料及び図面や写真等の図像資料より、その位置と範囲と高さと施行時期がー
定の精度で推定できます。

(6)養生所バ長崎)医学校等遺跡の建築平面遺構やその法面遺構及びその区画や敷
地の境界は、地上遺構として又後の盛土によって埋蔵される地下遺構として、大半が遉
.^■§ ー,^、区b '「J" t '、、,^_ 11空_^ J」^^'
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存し、その遠"亦としての全体1象をチ是示していまず。

3.調査対象地は、明治10年頃に、現在の市道西小島館内町1号線及び医学校の体
操場の形成のために、その北部の部分を掘肖IK切土)した可能性があります。

4.'信伺査対象地は、佐古小学校として利用している間に、鉄筋二階建校舎(6教室及び

講堂)及び現在の長崎市道稲田町6号線の拡幅工事等により敷地の東部及び西部及

び南部等において掘削等(切土及び盛土)が行われている。"のであり、当該の「ヒアリ

ング先対応者」による調査対象地に係る「佐古小学校として利用している間は、掘削等
は行・われていない。」との説明は誤りです。

5.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。

当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)

の敷地として、利用されてきました。

6.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明

治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及

び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実につき、土地の利用

履歴としての認識が必要です。

フ.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このことに

ついて説明を求めます。

=>当該報告書 3.調査結果 3.1 関係者へのヒアリング調査郵寉認事項

土壊の汚染状況に関する情幸田「調査対象地内の4地点(図一3.1)において、小島

養生所が立地していた当時の地表面を対象とした土壌調査を実施した結果、基準を超

過したものはなかった。G添付資料③)」

1.養生所を考える会は、本紙「『長崎市長田上富久様報告書旧佐古小学校土壌汚

染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科学研究所』[延長公開NO

フ]」の 3.調査内容 3.4 調査地点に記すとおり、当該土壌汚染調査において試料

採取に係る「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表仕也表)/前の時点の地表
/地下の高割の選定、及び、同「士壊汚染が存在する可能性が高い部分」(地点)の選

定、を実現していない可能性があると認識します。

2.当1より、当該士壊汚染調査は「ーー・小島養生所が立地していた当時の地表面を

対象とした土壌調査を実施したーー・」との実態を実現していない可能性があります。

3.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第110706

001号平成23年7月8日『通知』は

「地表を基準にした土壊採取の深度を設定していた旧法の考え方を改め、汚染のおそ

れが生じた場所の位置を基準とすることとした。」と記します。

4.養生所を考える会は、当1~3より又本紙の.『長崎市長田上富久様報告書旧佐

古小学校土壌汚染調査業務委託平成29年10月株式会社環境衛生科学研究所』

[延長公開NO.フ]の当該の養生所を考える会の見解と疑義の項に記すとおり、当該土

壊汚染調査を実施した結果、基準を超過したものはなかった、とはいえ、当該土壊汚染

調査の結果を以て、別途、土壌汚染対策法等に記す方法による土域汚染調査又は測

定を実施する場合に、"基準を超過するものはない"とすることはできない、と理解します。

5.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このことに

ついて説明を求めます。

今当該報告書 3.調査結果 3.2 調査対象地の履歴調査(1)土地所有者等

の履歴「土地の登記簿謄本を入手し(添付書類④)、利用履歴について調査を行った。

( 49/54 )



調査結果を表一3.2(1)に示す。[表一3.2 (1)土地所有者等の履歴]」につい

て

1.地番(西小島IT目)58番に'ついて

a)旧土地台帳の筆頭の記載において、地目欄に「病院敷地」沿革欄に「明治四十年九

月川日元官有地地種変更」登記年月日欄に「昭和二八年六月二九日」事故/事由欄に

「保存」所有主等氏名欄に「長崎^和と記載されています。
(2)地目「病院敷地」との記載は養生所(病院)~精得館(病院)~長崎府医学校(及び

病院)~(省略)~長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院の敷地である事実を表現

し、沿革「元官有地」所有主等氏名「長崎縣」との記載は当該病院の履歴を示唆します。

(3)当該報告書 3.調査結果 3.2 調査対殊地の履歴調査(1)土地所有者等の履
歴[表一3.2(1)土地所有者等の履歴]」では、当該土地について、旧土地台帳の

地目欄に「病院敷・地」所有主等氏名欄に「長崎^和と記載する事実を記載しますが、沿

革欄に「元官有地」と記載する事実を記載しません。

(4)当該報告書 5.総括では、当該土地について、旧土地台帳の地目欄に「病院敷
地」と記載し、沿革欄に「元官有地」と記載し、所有主等氏名欄に「長崎縣」と記載する全

ての事実に関して記載しません。

2.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明

治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実につき、土地の利用

履歴としての認識が必要です。

3.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このことに

ついて説明を求めます。

今当該報告書 3.調査結果 3.2 調査対象地の履歴調査(2)土地利用の履

歴「空中写真を入手しG烝付書類⑤)、調査対象地とその周辺の士地利用について確

認した。確認結果を表一3.2(2)1こ示す。[表一3.2(2)土地履歴調査結果]

年代 1947年内容一、年代 1962年内容体育館と思われる建物が建て替わって
いる。・ー」について

1.年代 1947年(昭和22年)の項の写真の当該地の建物は、他の咋厶的資料」及び「ー
般公開資料」より小島病院の建物と考えられ、内容欄の記述は"建物は小島病院と思わ

れる。"と記述されるものと考えられます。

2.年代 1962年(昭和37年)の項の内容欄の記述は"小島病院と思われる建物が建て

替わっている。"と記述されるものと考えられます。
3.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明

治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実につき、土地の利用
履歴としての認識が必要です。

4.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このことに

ついて説明を求めます。

→当該報告書 3.調査結果 3.3 土壌汚染に関する情報 a)土壌または地

下水の汚染状況に関する情報「長崎市ホームページで確認したところ、調査対象地付

近に要措置区域等は存在していない。」について

1.2017年(平成29年)4月以降、養生所を考える会は、書面や口頭で、又2018年(平成

30年)4月27日金曜日の面会で位置を記した地図を提出し、長崎市の理事者(長崎市教
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育委員会教育総務部施設課及び長崎市環境部環境政策課)に、当該の対象の土・地の

隣接地の海方向の低部(館内町)に、湧水や井戸があることを連絡し、水質検査の結果

及びその推移等及び地下水の利用状況(人の飲用、専用水道の原水取り入れ、公共用

水域:規則第30条)1こついて問合せ、又は、特定有害物質による汚染の調査を要望し

ていますが、2018年5月14日月曜臼現在、回答を得ていません。

2.2018年(平咸30年)4月27日金曜日、養生所を考える会は、口頭(電話)で、長崎市の

理事者(長崎市教育委員会教育総務部施設課及び長崎市環境部環境政策課)に、調

査対象地一帯に関する、都道府県による地下水の常時監視等、都道府県が行う定期的

な地下水モニタリングの状況、湧水や井戸の有無及び水質検査の結果及びその推移

等及び地下水の利用状況(人の飲用、専用水道の原水取り入れ、公共用水域:規則第

30条)について、問い合わせました。

3.養生所を考える会は、このことについて疑義があるため、長崎市の理事者等に、この

ことについて説明を求めます。

才当該報告書 4.総括

「本調査では、旧佐古小学校体育館側敷地において、自主的な地歴調査を実施した。

調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地として利用されてきた土地であり、

特定有害物質の使用に関する情報は確認されなかった。また、過去の土壊調査結果に
おいても、基準不適合土壊の存在は確認されていない。

以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそれの区分の分類は、土壊汚染

が存在するおそれがない土地(特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液

体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地から

その用途が全く独立している状態が継続している土地)に該当すると判断できる。」につ
いて

1.当該調査対象地ぱ、江戸期に、養生所の病院の敷地として造成され、施設を整備し、
精得館の病院として利用され、明治に入って、長崎府医学校に継承され、その病院とし

て利用され、所轄と名称の変遷を経て、長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院へと

利用され、即ち、養生所設立当初(1861年:文久元年)より病院として、梅毒病院となっ

て(1881年旧彫台14年)より小島病院まで(1953年:昭和28年以前)梅毒検査と治療の専

門病院として利用されてきた土地であり、江戸期より梅毒治療薬として水銀化合物が使

用され、1910年師彫台43年)有機砥素化合物であるサルバルサンが梅毒治療薬として発

明されて以降、当該有機碓素化合物が梅毒治療薬の中心となり水銀化合物が併用され

た実態及び体温計に水銀が使用される実態は、医史学上明らかにされた事実であり、

「一般公表資料」にも確認され、さらに「私的資料」にても確認される可能性があり、一部

は」般に周知の事実であり、器機の洗浄に六価クロム(重クロム酸カリ)が使用された

可能性があり、病院として兜年間、梅毒病院として72年間に亘り、多様な薬品及び特定
有害物質である水銀化合物及び有機砥素化合物及び水銀及び六価クロム(重クロム酸

カリ)について、当該特定有害物質又は当該特定有害物質を含む固体若しくは液体が

埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること、当該特定有害物質を

その施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地で

あった土地であること、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をそ

の施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体への地下への浸

透の防止のための措置であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)

に係る工場又は事業場の勇舛也であった土地であること、が、一定の蓋然性で及び高い
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蓋然性で想定でき、1953年(昭和28年)より長崎市立佐古小学校の用地として利用され
てきた土地であ_り、過去の4地点における深度と位置において「汚染のおそれが生じた

場所の位置」の選定を実現していない可育凱生がある土壌調査結果において基準不適合
土壊の存在は確認されておらず、当該土壌調査を実施した結果、基準を超過したもの
はなかった(基準不適合土壌の存在は確認されていない)、とはいえ、当該土壊調査の

結果を以て、別途、士壌汚染対策法等に記す方法による土壌汚染調査又は測定を実施
する場合に、"基準を超過するものはない(基準不適合土壊の存在は確認されない)"と
することはできない、と理解します。
以上の結果から、調査対象地における土壌汚染のおそれの区分の分類は、土壊汚染

が存在するおそれがない土地件寺定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくほ液
体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地から
その用途が全く独立している状態が継続している土地)に該当するとは判断できません。
2.当該報告書 4.総括は、「本調査では、旧佐古小学校体育館側敷地において、自
主的な地歴調査を実施した。調査の結果、調査対象地は明治時代から学校用地として

利用されてきた土地でありーー・」と記載します。
3.当該報告書 5.総括は、当該報告書の地歴調査における、地番(西小島1丁目)5

8番にっいて、旧土地台帳の地目欄に「病院敷地」沿革欄に「元官有地』所有主等氏名
欄に「長崎県系」と記載する事実と、旧土地台帳の地目欄に「病院敷地」と記載する事実が
養生所(病院)~精得館(病院)~長崎府医学校(及び病院)~(省略)~長崎病院~梅
毒病院~(省略)~小島病院の敷地である事実を表現する事実と旧土地台帳の沿革欄
に「元官有地」所有主等氏名欄に「長崎^和と記載する事実が当該士地の養生所(病.院)
~精得館(病院)~長崎府医学校(及び病院)~(省略)~長崎病院~梅毒病院~(省
略)~小島病院の敷地である履歴を示唆する事象を看過し、記載しません。
4.当該調査対象地の土地の利用履歴を明治期以降に限定する根拠が不明です。

当該地は、江戸期から、養生所(病院、医学所)一精得館(医学所、分析窮理所、病院)
の敷地として、利用されてきました。

5.当該調査対象地が、江戸期より、養生所の病院~精得館の病院として、続いて、明
治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病院)等の病院及び戦時兵員病院及
び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として利用された事実にっき、土地の利用
履歴としての認識が必要です。
6.土壊汚染対策法第四条及び第五条は、その対象とする過去の時間上の範囲に対し
て、制限を定めません。

フ.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第tl0706
001号平成23年7月8日『通矢叫は

「土壌汚染状況調査」における「地歴調査」にっいて、「調査実施者は、これらの情報を、
可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確認の方法により収集
する。」と記します。

8.「土壌汚染のおそれの区分の分美動について
(1)当該調査対象地は、その土地の利用履歴にっいて、江戸期より、養生所の病院~
精得館の病院として、続いて、明治期以降昭和28年以前まで、長崎府医学校(及び病
院)等の病院及び戦時兵員病院及び長崎病院~梅毒病院~(省略)~小島病院として
利用された士地の利用履歴を有します。
(2)着生所寺老える会は、着生所寺考える会の卵.鯉による需杏対象地即ちかねてより
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の養生所を考える会の見解による"養生所/(長崎)医学校等遺跡の「中核区域」及び
「運用区域」"及び之に包含される当該調査対象地について、試料採取等の対象とすべ
き特定有害物質に関して、資料調査に係る、当該調査対象地の士地の利用履歴、即ち、
1861年(文久元年)より1953年(昭和28年)以前まで、病院として92年間、梅毒病院とし

て72年間に亘り、病院及び戦時兵員病院及び梅毒病院として利用した履歴より、多様な

薬品及び特定有害物質である水銀化合物、砥素化合物、水銀、六価クロム(重クロム酸
カリ)につぃて、又、複数の異なる方向から撮影された大判写真機と大判感光材料によ
る当時の写真の精細な画像に確認できる建物等当該施設の構造構成が木造であるこ

と、研究所又は治療薬処方と手術を伴う病院の実態と当該施設群が自明に洗浄施設を

併設すること、及び、聴取調査及び現地調査に係る、当該遺跡の遺構としての建物敷
地等における土壌と石造物と煉瓦と天川石灰又はモルタルによる敷地及び建物基礎及
び用悪水路等の構造物の実態、建物敷地内に排水処理施設を有せず建物敷地内に排

水し又は建物敷地外に排水を導出した可能性があること、等外建物敷地外に排水を導
出していたことを示唆する当該建物敷地内石造用悪水路の傾斜構造、現在、建物敷地
外周及び隣接地一帯に石造用悪水路を確認できる現状より、当該特定有害物質又は
当該特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸
透した土地であること、当該特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処

理する施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地であること、特定有害物質又は
特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設
件寺定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣
が定めるものが講じられている施設を除く。)1こ係る工場又は事業場の敷地であった土
地であること、について極めて高い蓋然性を有し、即ち、当該特定有害物質による汚染
のおそれがあると理解します。

(3)環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第下1070
6001号平成23年7月8日『通矢叫は、以下、記します。

第3 土壌汚染調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法③調査対象地の土壊汚染の
おそれの把握に記すイ.土壊汚染のおそれの区分の分類
ア.曙周査実施者は、旧法同様、アにより把握した情報により、調査対象地を土壊汚染
が存在するおそれに応じて次の3種類の区分に分類することとする(規則第3条第6条)。
(イ)土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等を行っていた土地
や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立している

状態が継続している土地を指す。

土地の用途としては、従業員の福利厚生目的等事業目的の達成以外のために利用し
ている士地である。具体的には、調査対象地の履歴を可能な限り過去に遡った結果、当

初から、専ら次のような用途のみに利用されていた土地力隔亥当する。
.山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等
なお、法第5条に基づく調査の対象となる土地の区域には、この区分に分類される土

地は、通常、含まれることはないと考えられる(3(3)参照)
(ロ)士壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
直接に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵

等を行っていた施設の敷地ではないが、当該専舛也から、その用途が全く独立していると
1τ1-1.、ラナ:N 、十十●本,土三ガー

^ー、".^^'゛■、^'^゛^、」ノー'.^ーー^^'■' ●^ーーー●一'E^^、゛. J
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土地の用途としては、事業目的の達成のために利用している土地であって、特定有害

物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等、使用等又は貯蔵等を行う施

設の敷地以外の土地である。具体的には、当該施設の設置時から、専ら次のような用

途のみに利用されていた土地で、直接に特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等を

してぃない土地力靖亥当すると考えられる。

・事務所(就業中の従業員が出入りできるものに限る。)、作業場、資材置き場、倉庫、

従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場、中庭等の空き地(京尤業中の従業員が出入
りできるものに限る。)、複数の工場棟を有する場合において有害物質使用特定施設と

一連の生産プロセスを構成していない工場棟の敷地等

(ハXイ)及び(ロ)以外の土地

(イ)及び(ロ)以外の土地は、土孃汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる

土地であり、次の土地が想定される。

・特定有害物質又は特定有害物質を含む圖体若しくは液体の埋設等が行われた土地
・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っ

ていた施設の敷地

・上記の施設を設置している土地、当該施設と繋がっている配管、当該施設と配管で繋

がっている施設及びその建物、当該施設及びその関連施設の配水管及び排水処理施

設」

(4)養生所を考える会は、当該調査対象地の「土壌汚染のおそれの区分の分ぎ動につ
いて、当該調査対象地が直接に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは

液体の使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地、又は、特定有害物質又は特定有
害物質を含む固体若しくは液体の埋設等が行われた土地であり、(イ)士壊汚染が存在
するおそれがないと認められる土地、即ち、特定有害物質又は特定有害物質を含む固

体若しくほ液体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施
設の敷地からその用途が全く独立している状態が継続している土地、ではないこと、

(ロ)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる士地、即ち、直接に特定有害物

質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っていた施設
の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く独立しているとはいえない士地、で

はないこと、より、(ノリ(イ)及び(ロ)以外の士地、即ち、士壊汚染が存在するおそれが

比較的多いと認められる土地、であると理解します。

9.養生所を考える会は、このことに疑義があるため、長崎市の理事者等に、このことに
ついて説明を求めます。
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※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より、撮影年代順です。

番号
NB

『明治初年の長崎病院』

『題名』又は内容

2 『大徳寺跡の県立長崎病院』

3 『大徳寺跡の県立長崎病院(再掲)』

長崎病院(正門外より)

撮影対象

4 『長崎病院玄関前の職員と生徒』

長崎病院(正門外より)

色彩

5

モノ

クローム

佐古小運動会』

形状

長崎病院(正門外より)

モノ

クローム

撮影者

長崎病院遺跡に関係する古写真一覧表

長崎病院(構内)

アルハム名
収録資料

『長崎医学百
年史』口絵

モノ

クローム

長崎論叢弟六十七輯

昭和工十八年七月十臼

発行 m別台釖期の長崎
医学校・病院擢述、特に
建造物の興廃と戦時仮
病院指定二回の経験」青
木義勇回10 P90

橋本大徳園での運動会

撮影時期

明治期

モノ

クローム

撮影
地

明治三十年に
近い頃
(左掲載資料
注64、 PI0刀

長鮪談電第六十九輯
昭和玉十九年十二月二
十日尭行 r明治中期、
佐古施設使用時期の長
崎医学校と県立長崎病
院」青木蓑勇図1
P135

長崎

モノ

クローム

撮影地点

長崎病院正門外

138 × 98

長崎註叢第六十九輯
昭和五十九年十二月二

十日発行「明治中期、

佐古施設使用時期の長
崎医孚校と県立長崎病
院」青木義訴図2
P135

長崎

明治期

撮影
方向

長崎病院正門外

長崎市出雲町

松雪寓眞館

南東

所蔵者

長崎

明治二十年代

佐古小写真群

長崎病院正門外

目録
番号等

南東
山崎佐氏
(当時)

整理
番号等

大正年間より
昭和初期

長崎

20柁年(平成30年)3月21日水曜日養生所を考える会代去池知和蓁

長崎病院構内

南東

長大D/B

長崎 (北西)

東北

本紙写真整理番号2、3と同一写真

留意点と図像の変化

ー・写真としては図10に示した一葉があるに過ぎな
い。これは昭和三十二年十月、長崎医学百年記念行
事中の優学史料展に出品されていたもので、目録に
よると山崎佐氏蔵、長崎病院、門と玄関正面写真と
ある。門標は勿論のこと、その地勢と樹影特に本館
横(向って右、方位は西)にあるヒトッバトウカエデの特徴
ある姿態、門の左側にあって東方に曲がって延びて
いるマツ、それと背面一帯の樹木(写真は修整でかな
り消されているが)などからこの写真につぃてはいさ
さかも疑うところがない。(左掲載資料P90-92)

(北西)
旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

写真1昌載左記事中:『Dr.JP Kleiw0耳de zwaan:V6
Ikerkundliches und GeschichNiches uber die

He11kunde der chine$en und J丑Paner』(中国及び日
本人の医学に就いての民族学的歴史学的管見)
伯17年(大圧6年)オランダのハーレムで出版 P576"多く
のオランダ医師が診療に従事した長崎病院の入口"

写真掲載左記事中:『Dr.J.P KI.iwegdo zw..":V6
kerkundliche5 Und Geschichuiohe$ ober die

Heilkunde de『 chlnesen und Japoner』(中国及び日
本人の医学に就いての民族学的歴史学的管見)
1917年(大正6年)オランタ'のハーレムで出版 P5能"長崎
の病院の底園におけるDr.8剖kom.ι彼の生徒たち、'
フ'ツケマ:明治16年(1883年)3月12日ブッケマを医学士代
用として雇う、長崎病院雇ブッケマ昨甘年十二月限リ雇
満期ニテ解雇相成候一明治二十一年一月廿一日
二部衛生課(長崎県衛生課)第一部外事課御中
(『長崎医学百年史』)、明治16年2月朱来任一明治
0年帰国(左長崎談叢)'
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「土ナ六汚染状況調査の理¥への参考資料

『土1六汚染対策法等抜粋

及び

資料一式

2018年(平成30年)6月11日月曜日

ノー

作成者

〒852-8127

長崎県長崎市大手二丁目十七・四十六、-0二

養生所を考える会代表池知和恭

巨喬
連絡先 言舌 095-843-3491E皀

携帯電話090-3730-1858



「土j六汚三九状況発査の理"への参資

士1六汚江対法

1.『『土壊汚染対策法』と「土壊汚染状況調査」と「任意に行われた調査」等についての

留意点』

2018年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

2.『『土壌汚染対策法』と「土壊汚染状況調査」についての覚書』

2018年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

3.『『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行

について』(抜粋)』

2018年(平成30年)4月15日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

改訂2版:2018年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

及び

2018年(平成30年)6月れ日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

資料一式

A゛舮

友

目

4."土壌汚染対策法』抜粋』

2018年(平成30年)4月15日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

"

5,『"政令で定める市の長による事務の処理"「土壊汚染対策法施行令第八条」』

2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

6.『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち、旧長崎市立佐古小学校地、即ち養生

所/(長崎)医学校等遺跡の中核区域の主要部における土壌汚染に係る土壌汚染のお
それについて留意すべき関連性があると考えられる土壌汚染対策法第三条第一項に

規定する「有害物質使用特定施設」の例』
2018年(平成30年)5月20日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

フ.『"特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準"「土壌汚染対策

法施行規則第二十六条」』

2018年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

8.『長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち、旧長崎市立佐古小学校地、即ち養生

所/(長崎)医学校等遺跡の中核区域の主要部における士壌汚染に係る長崎市民の
土壊汚染の指摘に対して長崎市が指定調査機関に委託して.実施した自主調査の『報告
書』の種類と各『報告書』に記載する関係法令等』

2018年(平成30年)5月5日士曜日養生所を考える会代表池知和恭
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9.『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)平咸
24年8月環境省水・大気環境局土壌環境課』より抜粋

2018年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

(1)『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第21励平
成24年8月環境省水・大気環境局土壌環境課[表紙リ

(2)『本ガイドラインの策定経緯・位置付け平成24年8月環境省水・大気環境局土
壊環境課/本ガイドライン内における記述方法について』

(3)『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第2版.平成
24年8月環境省フK・大気環境局士壌環境課(目次)』

(4)『表法、施行令、施行規則、省令、通知の略称』

(5)『表その他、本ガイドラインにおいて使用している略称』

(6)『(参考資料)APP印dix-1.~Appendix-18.』

(フ)『図1.1.1-1 士壊汚染対策法の概要』炉2)

(8)『図1.5-1 土壊汚染状況調査及び要措置区域等の指定の流れ』炉15)

(9)『図2.1-1 通常の土壌汚染状況調査(基本となる調査)の手順』(P80)

(10)『図2.1-2 自然由来の土壊汚染地における土壊汚染状況調査の手順』(P
94)

(11)『図2.3-1 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握け也歴調査)の流れ』炉
108)

(12)『表2.3.1-1 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握において入手・把1屋す
べき情報の内容』(P卞14)

(13)『図2.5.2-1 第一種特定有害物質の士壊汚染状況調査の手順(地歴調査以
降の手準)』炉160)

a4)『図4.1-1 指定の申請の手順』(P278)

(15)『表資料調査において入手・1酎屋しべき資料の種類(参考例)』
(-AppendiX17_1-)

(2/2)
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『土壌汚染対策法』と「土壊汚染状況調査」と「任意に行われた調査」等
についての留意点

2018年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

標記の件、次頁以降、次の各項について記します・。

即土壊汚染対策法』における

6去第四条第一項)、

1."使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった

土地の調査"

2."土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査"

3."土壊汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査"

【「土壌汚染状況調査」及び「任意に行われた調査」の取扱いについて】

1.「土壊汚染状況調査」及び「任意に行われた調査」に係る「公正」について

2.「調査対象地」の範囲について

査命△の出6去第四条第二項X法第五条一ーエ)

査美攻の生(法第三条第一項)、届出美'の生

U也歴調査の方法】

1.地歴調査の方法について

2.地歴調査に係る過去の時間上の範囲について

【試料採取等について】

1.「土壌汚染が存在する可能性が高い部分」(地点)の選定につぃて

2.「汚染のおそれが生じた場所の位置」(現在の地表(地表)/前の時点の地表/地下の

高さ)の選定について

【法に規定する都道府県知事の権限に属する事務に関して】

1.都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等、及び
公園等の公共施設若しくは学校等の公益的施設等を設置しようとする者に対する努め

及び、都道府県知事による土壌汚染状況調査の命令における理由の教示、情報の通
知又は提供又は回答について

( VI0 )

〆



【『土壌汚染対策法』における

6去第四条第一項)、き。査舌'△の出(法第四条第二項)(法第五条第一項)】

生地の^

用が止された

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場

又は事業場の敷地であった士地の調査 a)趣旨

ア.「特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場については、土壌汚染の可能

性が高いと考えられることから、旧法同様、工場・事業場としての管理がなされなくなる

時点で土壌汚染状況調査を行うこととする。

・ーー(法第3条第1項本文)」

イ.「有害物質使用特定施設の「使用の廃止の時点」とは、当該施設の使用をやめるか、

又は当該施設の使用は続けるものの当該特定有害物質の使用をやめる時点である。」

ウ.Π日法の施行前に使用が廃止された場合には、調査の義務は発生しない(法附則第

3条)。」

^

査

斤

の

用寺{設にハる工日又は

生(法第三条第一項)、届出

^

「土地の所

土r汚.九対一法一三久一ーエ1こ夫
斤

2

用寺{設の「用の广止の

土r汚凱のおれがる土地の形"のホが仔れる'合の露査

に対

白の地でった

の

る「土1六汚迦状況き;

(1)『通知』ほ、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行わ

れる場合の調査(わ趣旨

ア.「一定規模以上の土地の形質の変更を行う者に対し、その旨を事前に届出させると

ともに、都道府県知事は、当該土地において土壌汚染のおそれがある場合には、土地

の所有者等に対し、土壊汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができ

ることとした(法第4条)。」

生

査の義奮の生

「一{

点での

る

査の

以上(3 0oom)の土地の形のホの届出

3.〔土1六汚三九による佳

土r汚江対

「土地の所

当紗土地において土1六汚江のおれがる国△に

土j六汚江対

当診土地において土1六汚江による人の健.に八る皮宝が生ずるおれがーる巨合に

去一四久一-1 にま{る

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 3 土壊汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地
の調査(1)趣旨

去"』四久k斥二工 1こ

に対して子'「土1六汚挑状況き;査の

皮皇が生ずるおれがる土地の託査

道庁貝知事か

調査の命△の発出

r'-1

「土地の所

土ナ火汚江対法一五久一一項にま定る

る

"道府貝知事が

ハJや

に対して〒'「土1六汚江状況発査の

調査の命厶の発出

( 2/10 )



ア.「土壊汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、汚染があるとすれぱそれ

が人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれ

があることから、土壌汚染の状況を調査し、汚染の除去等の措置を実施する必要性が

高い。
ー、ノ'

したがって、都道府県知事は、旧法同様、そのような土地について、土地の所有者等

に対し、土壊汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができることとする

6去第5条第1工動。」

( 3/10 )



【「土壌汚染状況調査」及び「任意に行われた調査」の取扱いについて】

1.「土r汚凱状況発査及び「任意に〒れた発査にハる「公正について

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(3)調査結果の報告の手続②報告すべき事項
ア.「「土壊汚染状況調査の結果」については、法の義務付けによらず任意に行われた

調査の結果を利用して報告することもできる。」

イ.「ただし、その場合は、指定調査機関により、公正に、かつ、法に基づく調査方法に

興1り行われている必要がある・ーーこと等に留意されたい。」

ウ.「ここにいう「公正に」とは、法第36条第2項の「公正に」と同義であり、法第31条第

2号及び第3号の基準に適合する状態にある指定調査機関が行うことにより、「公正」要

件を満たすものと推定してよい。

エ.「例えぱ、土壌汚染状況調査の業務の発注者と指定調査機関との間に会社法(平

成17年法律第86号)第2条第3号の子会社と同条第4号の親会社の関係が成立して

いる場合には、「公正に」士壌汚染状況調査が行われていないものと解して差し支えな

い(指定調査機関等省令第2条第3項及び第4項参照)。」

オ.「なお、この「公正に」要件の考え方は、法第4条第2項及び法第5条第1項の命令

に基づく調査並びに法第14条第1項の申請に係る調査(規則第10条の2第2項の自然

由来の土壌汚染地における調査の特例において、既存の調査結果を利用する場合に

おける当該調査を含む。)1こついても同様である。」

(2)『土壊汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)』は、以下、記します。

1(指定の基準)

第三十一条環境大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の指定の申請が次の各号

に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足.りる経理的基礎及び

技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

法人にあっては、その役員又はその役員又は法人の種類に応じて環境省令で定め

る構成員の構成が土壕汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぽすおそれがないも

のであること。

前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないもの

として、環境省令で定める基準に適合するものであること。

②(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正
当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなけれぱならない。

2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で

定める方法により土壊汚染状況調査等を行わなけれはならない。

3 環境大臣等は、前二項に規定する場合において、その指定に係る指定調査機関が

その土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調査

機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ず

ることができる。

(3)『土壤汚染対策法施行規貝IK平成十四年環境省令第二十九号)』は、以下、記しま

す。

1(指定調査機関の指定の基準)

第二条法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るも

( 4/10 )



のは、次のとおりとする。

債務超過となっていないこと。

士壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保

する能力を有していること。

2 法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、

法第三十四条に規定する監督に必要な人員が適切に配置されていることとする。

3 法第三十一条第二号の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種

類に応じ、当該各号に定める者とする。

一般社団法人社員

会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員

会社法第二条第一号の株式会社株主

四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの

4 法第三十一号第三号の環境省令で定める基準は、土壊汚染状況調査等の実施に

係る組織その他の土壊汚染状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に適
合するよう整備されていることとする。

特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響

を受けないこと。

前二号に掲げるもののほか、土壊汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすお

それのないこと。

2.「発査対地(土ナ六汚江状況む査の対となる土地)の笵井について

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 l a)趣旨

ア.「ー・・・有害物質使用特定施設の數地である土地においては土壊汚染のおそれが

相当程度あると見込まれることから・・ー・土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下

「調査対象地」という。)における・・'・」

イ.「「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に

限定されない。この「敷地」についての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場

合を除き、他の規定についても共通である。」

2 第3 士壌汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法②調査対象地の

B囲

ア.「法第3条第1項本文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特

定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が対象となる。」

イ.「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する

土地によ娜扇てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔

てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔て

られた双方の土地をーの工場・事業場の専舛也とする。」

ウ.「法第4条第2項及び法第5条第1項の土壌汚染状況調査においては、調査対象地

の範囲は都道府県知事から示されることとなる。」
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U也歴調査の方法】

1.地歴発査の方

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法③調査対象地の土壌
汚染のおそれの把握ア.土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握
ア.「調査実施者は、調査対象地及びその周辺の土地について、土地の利用の履歴、

特定有害物質の使用等の状況、土壌及び地下水の汚染の概況等の土壌汚染のおそれ
を推定するために有効な情報を把握することとした(規則第3条第リ動。」
イ.「調査実施者は、当該使用が廃止された有害物質使用特定施設の敷地であった土
地における特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握

するための調査(以下「地歴調査」という。)1こおいて、25種の特定有害物質のうち試料
採取等(土壌汚染状況調査のための土壊その他の試料の採取及び測定をいう。以下同
じ。)の対象とすべきものを選定することとした(規則第3条第部動。」

ウ.「調査対象地における過去の土壌の汚染の状況に関する調査の結果、特定有害物
質を含む固体若しくほ液体の埋設等、使用等及び貯蔵当の履歴を踏まえ(規則第26条
参照)、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかと
なった特定有害物質や、当該履歴から埋設等、使用等又は貯蔵等をしていたことが判
明した特定有害物質及びその分解生成物等を、土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又
は士壌含有量基準に適合しないおそれがあると認められる特定有害物質の種類とし、
試料採取等の対象とすべきものとして選定する。」
エ.「地歴調査は、(イ)調査対象地の利用の状況に関する情報及び(ロ)特定有害物質
による汚染のおそれを推定するために有効な情報を収集することにより行われる。(イ)
は、調査対象地の用途に関する情報と汚染のおそれが生じた地表の位置に関する情報
からなり、(ロ)は、特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等に関する情報からなる。

調査実施者は、これらの情報を、可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取
及び現地確認の方法により収集する。」

(2)『ガイドライン』は、以下、記します。
1 (参考資料) Appendix-17.資料調査において入手・把握すべき資料の種類(参

考例)-AppendiX17_1-

〔表資料調査において入手・把握すべき資料の種類(参考例)]

a.「調査対象地の土壌汚染のおそれの把握において入手・1酎屋すべき情報の分類」
ア.調査対象地の範囲を確定するための情報
イ.土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する情報

①土地の用途に関する情報
②地表の高さの変更、地質に関する情報

ウ.特定有害物質により汚染のおそれに関する情報

①土壌の特定有害物質による汚染状態に関する情報
②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等け監受'飛散・流出・

地下浸透)に関する情報

③特定有害物質の使用等(製造'使用・処理)に関する情報
④特定有害物質又は特定有害物質を含む圖体・液体の貯蔵等唄宇蔵・保管)に関す

る清報

⑤その他の情報

について
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上記の②~④に該当しない調査対象地における土壊の特定有害物質による汚染のお

それに関する情報(・自然由来の土壌汚染に関する情報・盛土部分に用いられた盛

土材料の自然由来の汚染に関する情報・水面埋立て用材料由来の土壌の汚染状態

に関する情報)

エ.公有水面埋立地に関する情報

b.「資料の種類/資料を提供する物又は収集する物」

ア.味厶的資料/土地所有者等」

イ.「公的届出資料/土地所有者等(公的届出資料の副本又は写し)」

ウ.「一般公表資料/調査実施者」〆

2

(1)土壊汚染対策法第四条及び第五条は、その対象とする過去の時間上の範囲に対し

て、告1那艮を定めません。

(2)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法③調査対象地の土壌汚染

のおそれの把握ア.土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握

ア.「地歴調査は、・ーからなる。調査実施者は、これらの情報を、可能な限り過去に遡

り、'・・収集する。」

※私運ぱ、1遁劒ノか;大メ!地仁おゲる痔定方等勿貫仁よるt堺汚契のおぞ九芝推建ず

るため仁方鋤な情瓢ぞ忽症ずるための詔査r捌下'/地屋詔査ノどいづ。ノノ/こおいで、詔査

対家となる趣去の僻居ケ上の爺厨仁ついで、/可能な慶り趣去仁遡りノ、詔査ι傭瓢攻美

ずるこしぞ求めてι1ること/こ鼠纛ιまず。

査にハる過去の 司上の笵井について
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【試料採取等について】

(1)『通知』は、以下、記します。

1 第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法・⑥土壌ガス調査、土

壌溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法ア.試料の採取地点

ア.「単位区画内に土壊汚染が存在する可能性が高い部分がある場合には、当該部分

における任意の地点において試料の採取を行うこととし、それ以外の場合には、試料採

取等の対象とされた当該単位区画の中心において、試料の採取を行うこととする(規則

第6条第2項から第4項まで)。」

イ.「「土壊汚染が存在する可能性が高い部分」とは、有害物質使用特定施設及び関連

する配管、地下ピット、排水ます等の当該特定有害物質を使用等する施設の場所又は

その周辺である。」

、、

>、子土 る可厶を 生が官い音分(地点)の巽{について

2.「汚江のおれが生じた"所の位舌(現土の地(地)/「jの、点の地/地下の

官さ)の巽定について

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1・(6)土壊汚染状況調査の方法⑥土壌ガス調査、士
壌溶出量調査及び土壊含有量調査の具体的な方法イ.試料の採取及び測定の方法

(ロ)土壊溶出量調査及び士壊含有量調査

ア.「地表を基準にした土壌採取の深度を設定していた旧法の考え方を改め、汚染のお

それが生じた場所の位置を基準とすることとした。ここにいう「汚染のおそれが生じた場

所の位置」とは、調査義務の契機となった有害物質使用特定施設が設置されるよりも前

に設置されていた特定有害物質を使用等し、又は貯蔵等する施設が設置されていた時
点の地表や特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が漏出した地下

配管の高さ等を想定している。」

イ.「汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50センチメートルまでの土壊を採取し、

土壊溶出量又は土壌含有量を測定すること。ただし、当該位置から深さ50センチメート

ルまでの土壌が地表から深さ10メ{トル以内にある場合に限る。なお、ここにいう「地

表」を含め、規則において特に断りなく用いる場合には、現在の地表を指す。

汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染の

おそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層仕也表から5センチ

メートルまで)の土壌及び5から50センチメートルまでの深さの土壌を採取し、これらの

土壊の重量が均等になるように混合し、土壊溶出量又は土壌含有量を測定すること。な

お、混合された土壊は、地表から50センチメートルまでの士壌を均等に採取した場合に

比べて、表層の土壌の割合が9倍となっていることに注意されたい。」
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b去に規定する都道府県知事の権限に属する事務に関して】
道寸只知による土1 芳江に

及ひ

知又は日#又は0依について

の公共凱一しくは当

(1)〔使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった
土地の調査〕1こついて

環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第11070600
1号平成23年7月8日都道府県知事・政令市長殿環境省水・大気環境局長
『土壊汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行にっ
いて』(なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規
定に基づく技術的な助言であることを申し添える。)は以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場
又は事業場の敷地であった土地の調査(6)土壌汚染状況調査の方法③調査対象
地の土壊汚染のおそれの把握ア.土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報の

道寸只知による土r汚江状況発査の命△における理の

J-

の公益的施きル

る

把握

"「調査実施者は、かかる「周辺の土地」1こ関する情報についても、

^
の"又

に

に情報収集を行うことが望ましい。」
.「申請書に記載された特定有害物質の種類のほかに、上記の行政保有情報により、土
壌の汚染状態が土壊溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある
特定有害物質の種類が明らかとなった場合には後者にっいても併せて通知する必要が

r」ヨ

き妾署しよ'とるに対.る・奴め

整理

るにっては

ある。さらにC甬知る寺{

子及び1田共一、及び

ることが望ましい。」

(2)〔土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査〕について
環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第卞1070600
1号平成23年7月8日環境省水・大気環境局長『通矢叫は以下、記します。
①第3 土壌汚染状況調査 2 土壊汚染のおそれがある土地の形質の変更が行わ
れる場合の調査(3)調査の対象となる士地

以下同じ)から

公呆
ヨ三

・「土地の升多"のホ

の通

会した.合には法一61女・-1工のヌ{により寺{

生!

る

②第3 土壊汚染状況調査 2 (4)命令の手続
・「法第4条第2項の調査命令は、調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種
類並びにその理由並びに調査報告期限を記載した書面により行うこととした(規則第27

主

生:

"の重兼

入手ること<め、自ら積極的

提共ることが望ましい。」

条)。また、土地の所

地下水の発

しよ'とるが当紗土地がこの基3 に紗当るかど'か照

ーに通知されることとされたい。」

巽{る理由についても

.「この命令は不利益処分であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、

道1守只(△一8久

"含、一△、
口

査,

内容にっいて異議を主張する機会を与え、その、者の意見や事情を十分に考慮すること
が必要である。

また、命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、都道府
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〒'こととした理由示すとともに、聴聞又は弁明の機会の付与を行って命令の

地歴託査の{施に用な

ーの美'が必

せて

^

以上に過重なものとならないよ'土1六及び

"による汚江の状況に

三登
ずる゜合には土地の所

一
下

示



県知事に対して異議申し立てができることに留意されたい。

なお、調査の命令を行うに当たっては、被命令者に対する風評被害、事業活動への著

しい支障や必要最低限の日常生活への支障を極力回避するよう配慮することとされた

い。」

⑥土壊汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
(省略)・・・・・

(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)

第六十一条都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定

有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供す

るよう努めるものとする。

2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又は

これらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第

四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものと

する。

・・・・・(省略)

(3)〔土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査〕について

環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大士発第11070600

1号平成23年7月8日環境省水・大気環境局長『通矢叫は以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 3 士壊汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地

の調査(2)調査の対象となる土地の基準
.「..,

の半1上の基亭*となる

地のF

る土地がこの基S に紗当るかど'かの也のき;査の命△に八る道庁貝知

に当紗基S に討当るかど'か及びの理並びに当紗基j に紗当る'合はむ査

の対となる土地の 巳井

。・"」

2 第3 土壌汚染状況調査 3 (3)命令の手続

・「法第5.条第1項の調査命令は、調査の対象となる土地の範囲、特定有害物質の種類、

報告期限を記載した書面により行うこととする(令第4条第リ動。また、生1也の包^笠

の 也の

^

の美'が必

釜三

査の{施に用な

については必

い。」

必、

寺{

と

以上に過重なものとならないよ'土1六及び地下水の発査'、士

る

^

に応じ主チ'共

がいる目△にはの、

三ヒ

の重玉及びれらの理由
」=

る'合には土地の所

テ'ことが望ましく土

めに応じて速やか

口 ^ ることが望

に通知することとされた

地歴を
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本金膨ぱ次芽ぎjでずので#細ぱ乃營ノ/分ノ/瀕',勿'大遁劒ノ功γfラインノ芝御参照下きい。

1.土壌汚染対策法は、第一章総則(目的)第一条この法律は、土壊の特定有害
物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害

の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の
健康を保護することを目的とする。と規定します。

法は、人が①有害物質を含む土壊を直接摂取すること、②土壌中の有害物質が地下
水に溶出し、当該地下水を摂取等することの2つの経路に着目し、土壌に含まれること

に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質25種類を、特定有害物質と

して政令で指定して法の対象とし、汚染の可能性のある土地について、一定の機会をと

らえて、土壊の特定有害物質による汚染の状況の調査を行うこととし、その結果、一定

の基準に適合しない汚染状態にあることに加え、当該汚染により人の健康に被害が生
じ、又は生ずるおそれがある場合には要措置区域に、当該汚染により人の健康に被害

が生じ、又は生ずるおそれがあるとはいえない場合には形質変更時要届出区域に、そ

れぞれ区分して指定するとともに、要措置区域については、都道府県知事が健康被害

の防止のために必要な措置を指示することとし、形質変更時要届出区域については、

土地の形質の変更の施行方法に関する基準を設け、また、土地の所有者等は、土地の

土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、その汚染状況が基準
に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措

置区域等に指定をすることを申請することができることとし、要措置区域等内の土地の

土壌を当該要措置区域等外へ搬出する際の事前届出制度とともにイ汚染土壊の運搬
基準及び処理委託義務を設け、又、汚染土壌の処理を業として行う者を都道府県知事

が許可する制度を設けて当該者に適正な処理を履行させるための担保措置を規定する、

等して土壌汚染対策の実施を図り、もって.国民の健康を保護することを目的とします。
土壊の特定有害物質による汚染の状況の調査を行うこととする一定の機会について

は、.."使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地で
あった土地の調査"について、法第三条第一項の規定により、有害物質使用特性施設

の使用の廃止時に、「土地の所有者等」に対して「土壌汚染状況調査」の調査義務が発
生し、且つ、都道府県知事にその調査結果を報告する報告義務が発生し、b."土壊汚
染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査"1こついて、法第四条第一

項の規定により、一定規模(3, ooorrf)以上の土地の形質の変更を行おうとする「土地
の所有者等」に対してその変更に着手する日の三十日前までに都道県知事に一定規模
(3, ooorrf)以上の土地の形質の変更の届出を行う届出義務が発生し、法第4条第2

項の規定により、都道府県知事は、届出を受けた場合、当該土地に土壌汚染のおそれ
があると認めるときは、環境省令で定めるその契機により「土地の所有者等」に対して
「土壌汚染状況調査」の命令の発出が可能となり、C."土壕汚染による健康被害が生ず
るおそれがある土地の調査"について、法第5条第1項の規定により、都道府県知事は、
土壊汚染により人に健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、政令

で定めるその契機により「土地の所有者等」に対して「土壌汚染状況調査」の命令の発

出が可能となります。

2.土壌汚染対策法は、政令(士壌汚染対策法施行令)と環境省令(士壌汚染対策法施

行規則)でその詳細を定めています。

『土壊汚染対策法』と「土壌汚染状況調査」についての覚書
2m8年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭
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3.養生所を考える会は、当該の長崎市の任意(自主)調査に係る四つの一連の調査の

報告書について、土壊汚染対策法第四条第一項に規定する届出に係る法第四条第二
項に規定する「土壊汚染状況調査」の命令の発出による土壌汚染状況調査に係るもの

ではなく、長崎市の理事者が土壊汚染に係る任意(自主)調査と位置付ける調査に係る
ものであることより、当該土壌汚染に係る任意(自主)調査での土壊汚染調査及び地歴

調査の方法は、法第三条第一項の規定による、又、は次に掲げる『通矢暗第3 土壊汚

染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法に「土壌汚染状況調査の方法は、次の
とおりである。法第3条第1項、法第4条第2項及び第5条の土壊汚染状況調査の方法

は、基本的に同じ方法である。」とされる「土壊汚染状況調査」の方法に則るべきものと
理解します。

4.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第110706

001号平成23年7月8日都道府県知事・政令市長殿環境省フK・大気環境局

長『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壊汚染対策法の施行に
つぃて』は土壊汚染対策法の改正にあたり旧法との比較の下に改正法の施行につ

いて記します。

(なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基
づく技術的な助言であることを申し添える。)

当該通知は、改正法の施行の趣旨及び、法第三条第一項に規定する土壌汚染状況調

査の調査義務の発生の契機及び当該調査と措置や処理の履行、法第四条第一項に規
定する届出、法第四条第二項・及び法第五条第一項に規定する土壊汚染状況調査の命

令の発出の契機及び当該調査と措置や処理の履行、について記します。
(以下『通知』と記します。)

5.『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第2版平成24
年8月環境省水・大気環境局土壌環境課』は「本ガイドライン内における記述方
法につぃて本ガイドラインでは、法、施行令、施行規則、告示、通知の内容を標準字体

で記述し、それらの内容の詳細な説明及び補足事項を斜字体で記述している。」とし、
法、施行令、施行規則、告示、通知の実施の実務について説明し、「流れ図」や「表」を

活用してその概念を概観しています。
(以下『ガイドライン』と記します。)
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【第3 土壌汚染状況調査】

土壌汚染による環境りスクの管理の前提として、土壌汚染に係る土地を的確に把握す

る必要がある。このため、汚染の可能性のある土地について、一定の機会をとらえて、

土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査を行うこととしている。
具体的には、特定有害物質を製造、使用又は処理(以下「使用」という。)する施設の

使用が廃止された場合及び土壊汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合に加
え、土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合に調査を行うこととし
た。

6

土地の調査〕

用が广止された宝勿"

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場
又は事業場の敷地であった土地の調査(1)趣旨

ア.「特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場については、土壊汚染の可能
性が高いと考えられることから、旧法同様、工場・事業場としての管理がなされなくなる

時点で土壌汚染状況調査を行うこととする。

ー・-6去第3条第1項本文)」

イ.「有害物質使用特定施設の「使用の廃止の時点」とは、当該施設の使用をやめるか、

又は当該施設の使用は続けるものの当該特定有害物質の使用をやめる時点である。」

ウ.Π日法の施行前に使用が廃止された場合には、調査の義務は発生しない6去附則第

3条)

用寺施を凡にハる工"又は

「土地の所

土1六汚挑対

7

(1)『通知』ほ、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(1)趣旨
ア.「水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設で

あって、特定有害物質を使用等するもの(以下「有害物質使用特定施設」とし.、う。)」

イ.「「有害物質使用特定施設」ほ、意図的に特定有害物質を使用等するものに限られ、
特定有害物質を微量含む原材料を用いるが当該特定有害物質に対し何らの働きかけ
をしない施設等は含まない。」

ウ.吽寺定有害物質を使用している試験研究機関の研究棟に設置された洗浄施設は、

直接に特定有害物質を使用等するものではないが、当該研究棟で意図的に特定有害
物質を使用する場合には洗浄施設に係る排水に特定有害物質が含まれ得ることに着

目し、本法においても特定有害物質を使用等するものとして「有害物質使用特定施設」
に該当することとなる点に留意されたい。」

用寺{施三斐の「

勿"

去一三久一-11こま{る

に対る「土1六汚3九犬況き;査の

用寺{施三斐について

'の地でった

の广止の

調査の竺吻の発生

占での

8.士j六汚江対一法一三久一一項の「弓査の{施主

(1)『通知』は、以下、記しますi
①第3 土壌汚染状況調査 1(2)調査の実施主体①士地の所有者等
ア.「土壌汚染状況調査は、土地を所有する権原に基き自らの土地の士壊の特定有害
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物質による汚染の状況を把握するものとして、当該土地の所有者等が実施することとす

る。」

イ.「調査の実務は、環境大臣の指定を受けた者(以下「指定調査機関」という。)が、土

地の所有者等の依頼を受けて行うこととなる。」

ウ.「この「土地の所有者等」についての考え方は、法第4条第1項、法第5条第1項、法

第7条第1項の他の規定についても共通である。」

②第3 土壌汚染調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法①考え方
ア.「調査を実施する者(指定調査機関が該当する。以下「調査実施者」という。)」
9 去の美'付けによら、任意に〒れた発査の,、士

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(3)調査結果の報告の手続②報告すべき事項
ア.仟土壊汚染状況調査の結果」については、法の義務付けによらず任意に行われた

調査の結果を利用して報告することもできる。」
10.「公正と

こと"等について

任意に行れた発査の.、士

(1)『通知』{よ、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(3)調査結果の報告の手続②報告すべき事項
ア.「「土壌汚染状況調査の結果」1こついては、法の義務付けによらず任意に行われた
調査の結果を利用して報告することもできる。」

イ.「ただし、その場合は、指定調査機関により、公正に、かつ、法に基づく調査方法に

則り行われている必要がある・ーーこと等に留意されたい。」
ウ.「ここにいう「公正に」とは、法第36条第2項の「公正に」と同義であり、法第創条第

2号及び第3号の基準に適合する状態にある指定調査機関が行うことにより、「公正」要
件を満たすものと推定してよい。

エ.「例えぱ、土壌汚染状況調査の業務の発注者と指定調査機関との間に会社法(平
成17年法律第86号)第2条第3号の子会社と同条第4号の親会社の関係が成立して

いる場合には、「公正に」土壊汚染状況調査が行われていないものと解して差し支えな

い(指定調査機関等省令第2条第3項及び第4項参照)。」

オ.「なお、この「公正に」要件の考え方は、法第4条第2項及び法第5条第1項の命令

に基づく調査並びに法第14条第1項の申請に係る調査(規則第10条の2第2項の自然

由来の土壊汚染地における調査の特例において、既存の調査結果を利用する場合に

おける当該調査を含む。)についても同様である。」

(2)『土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)』は、以下、記します。

1(指定の基準)

第三十一条環境大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の指定の申請が次の各号

に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

土壊汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び
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技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

法人にあっては、その役員又はその役員又は法人の種類に応じて環境省令で定め

る構成員の構成が土壊汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないも
のであること。

前号に定めるもののほか、土壊汚染状況調査等が不公正になるおそれがないもの

として、環境省令で定める基準に適合するものであること。

②(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正

当な理由がある場合を除き、遅滞なく、士壊汚染状況調査等を行わなけれぱならない。

2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で
定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなけれぱならない。

3 環境大臣等は、前二項に規定する場合において、その指定に係る指定調査機関が

その土壊汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調査

機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ず

ることができる。

(3)『土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)』は、以下、記しま
す。

1(指定調査機関の指定の基準)

第二条法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るも

のは、次のとおりとする。

a した'合における

記させることとする

土1六汚江状況発査の過呈の全音又はー,をハ三曳した'合における当診ハW交した11

旨及びの理由一の暑己'1こついて

2 法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、

法第三十四条に規定する監督に必要な人員が適切に配置されていることとする。

3 法第三十一条第二号の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種
類に応じ、当該各号に定める者とする。

4 法第三十一号第三号の環境省令で定める基準は、土壌汚染状況調査等の実施に
係る組織その他の土壌汚染状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に適

合するよう整備されていることとする。

特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響
を受けないこと。

前二号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすお

それのないこと。

(1)『通知』ほ、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(3)調査結果の報告の手続②報告すべき事項
ア,「土壊汚染状況調査の過程の全部又は一部を省略した場合における当該省略した
旨及び理由並びに柳.則第58条第4項第9号に該当する区域(以下「自然由来特例区
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域」という。)、同項第10号に該当する区域(以下「埋立地特例区域」という。)又は同項
11号に該当する区域(以下「埋立地管理区域」という。X以下「自然由来特例区域等」と
いう。)に該当する土地である場合における、当該区域である旨が台帳記載事項とされ

たことから(規則第58条第4項第5号及び第9号から第れ号まで)、土壌汚染状況調査

の結果として、当該省略した旨及びその理由並びに自然由来特例区域等に該当すると
思料される土地にあっては、その根拠を記載させることとする。」
12 止のない'合又は虚':,の止の'合の命△

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(3)調査結果の報告の手続③報告のない場合又
は虚偽の報告の場合の命令

ア.「都道府県知事は、法第3条第1項の報告が行われず、又は虚偽の報告があったと
きは、旧法同様、報告又は報告内容の是正を命ずることができることとする6去第3条第
即動。

この命令は、相当の履行期限を定めて行うこととする(令第2条)。「相当の履行期限」
は、命令後に調査に着手することとなる場合には、①に準じ、原則として命令の日から
起算して120日以内とすることが妥当である。」

止又は止内六の是正

13

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(5)調査の対象となる特定有害物質
ア.「法第3条第1項本文の土壌汚染状況調査の対象となる特定有害物質の種類は、
旧法においてはー・一改正後は当該使用が廃止された有害物質使用特定施設におい

て使用等されていた特定有害物質及びその分解生成物のみならず、当該調査対象地
における過去の土壊の汚染の状況に関する調査の結果や特定有害物質の埋設等、使

用等及び貯蔵等の履歴を踏まえ、汚染のおそれがあると思料される特定有害物質の種
類とする。なお、この汚染のおそれがあると思料される特定有害物質の種類には、分解

生咸物が含まれることになるので、留意されたい。」

=

止力Vテれ

査の対となる寺{宝勿"について口

又は虚':、の止がったときは

道庁具知は

ることができることとする

14.士1六汚江状況発査の方法について

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 士壊汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法
ア.「土壊汚染状況調査の方法は、次のとおりである。法第3条第1項、法第4条第2項

及び第5条の土壊汚染状況調査の方法は、基本的に同じ方法である。なお、この方法
よりも詳細な方法で調査を行うことも認められる。」

②第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法①考え方
ア.曙周査対象地を100平方メートル単位の区画に分割し、調査を実施する者(指定調

査機関が該当する。以下曙周査実施者」という。)が行う土地の利用履歴等の調査に基
づき、各区画を土壌汚染が存在するおそれに応じて3種類に分類し、各区画を各分類ご
とに定められた方法にしたがって、士壌等の試料の採取及び測定を実施する。」

イ.「調査費用の低減及び調査の効率化の観点から、一定の場合に調査の過程の全部
又は一部の省略を認めることとする。」
オ只「言周杏之1負+ξhlr+1壹ミモ塗ゞ斐;卯言周杏のな1条ンナ;ろ十1{h、の告告鳳仁(1.、フー
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土1六汚加状況発査の対となる土地(以下「発査対地とい')

πノ、J/L゛ P ^_V/゛゛、1.〆 4-'0、'0",^ー.●Eコノ V゛゛ロ゛§ 1、,ーノυ'、ー

公道の工
日

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(1)趣旨

ア.「ーー・有害物質使用特定施設の敷地である土地においては土壊汚染のおそれが

相当程度あると見込まれることから・ーー土壊汚染状況調査の対象となる土地(以下

「調査対象地」という。)1こおけるーー・」

イ.仟敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に

限定されない。この「敷地」1こついての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場

合を除き、他の規定についても共通である。」

②第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法②調査対象地の

範囲ア.「法第3条第1項本文の土壊汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使

用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が対象となる。」

イ.「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する

土地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔

てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔て

られた双方の土地をーの工場・事業場の敷地とする。」

ウ.「法第4条第2項及び法第5条第1項の土壊汚染状況調査においては、調査対象地

の範囲は都道府県知事から示されることとなる。」

用寺{施設の地でる土地においては

「「

聿

地とは工凹

'の設晋以外のが仙理る土地により舮てられていない

勿力誇ル冒されていた'所に{されない

配片によし

「聿,勿の地とま{されている 日^
^

言てられた双方の土地 ーの工

この「地についてのえ方は

日の区 0 の全

也の{についても共通でる

キされーの生産フロセスとなっている'合には

一連の工日

「「工目

なお公道一によし隔てられていても

旨し

16

'の地とは

田

日の地い'

査対象地の土1六汚凱のおれの巴屋について一1

き

白の地とる

a )『通知』・ほ、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(6)士壌汚染状況調査の方法③調査対象地の土壊

汚染のおそれの把握ア.士壌汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握

ア,疇周査実施者は、調査対象地及びその周辺の土地について、士地の利用の履歴、

特定有害物質の使用等の状況、土壌及び地下水の汚染の概況等の土壌汚染のおそれ

を推定するために有効な情報を把握することとした(規則第3条第1工動。」

土r汚挑のおれ

,/ 「上1ι三士1* F口 4、t「此. L ゛C・ιハチ_,='モ卸仟'π足テノゴ〒 F口井土Cと.壬イこ牙jl,/T、粛6ι」1,,1'、七.一十_ 4一ι1ト.1一→立、1".. Z IF土にニコ
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式 烏取の対とすべき寺定生勿"の選定

r^

るために効な,生の剛屋

土1六汚江のおれの区分の分栢

ヨ三

ニ[^
&の収集と把握

皇勿
井
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有害物質による土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するための調

査(以下「地歴調査」という。)ー・」

17 査対地の土1六汚江のおれの巴屋について一2

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法.③調査対象地の土壊
汚染のおそれの把握ア.土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握

ア.「調査実施者は、当該使用が廃止された有害物質使用特定施設の敷地であった土
地における特定有害物質による土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握

するための調査(以下「地歴調査」という。)において、25種の特定有害物質のうち試料

採取等(土壌汚染状況調査のための土壊その他の試料の採取及び測定をいう。以下同

じ。)の対象とすべきものを選定することとした(規則第3条第部動。」

ウ.「調査対象地における過去の土壊の汚染の状況に関する調査の結果、特定有害物

質を含む固体若しくほ液体の埋設等、使用等及び貯蔵当の履歴を踏まえ(規則第26条
参照)、汚染状態が土壊溶出量基準又は土壊含有量基準に適合しないことが明らかと

なった特定有害物質や、当該履歴から埋設等、使用等又は貯蔵等をしていたことが判
明した特定有害物質及びその分解生成物等を、土壊の汚染状態が土壊溶出量基準又

は土壊含有量基準に適合しないおそれがあると認められる特定有害物質の種類とし、

試料採取等の対象とすべきものとして選定する。」

土r汚挑のおれ

式 缶取の対とすべき寺{皇勿'の巽{

定るために

宝三

18 査対地の土1六汚挑のおれの巴屋について一3

「地歴発査における

交 な生の巴屋

.^

査対地の用途にする

(1)『通知』は、以下、'記します。

①第3 土壊汚染状況調査コ(6)土壊汚染状況調査の方法③調査対象地の土壌
汚染のおそれの把握ア.土壤汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握

ア.「地歴調査は、(イ)調査対象地の利用の状況に関する情報及び(ロ)特定有害物質

による汚染のおそれを推定するために有効な情報を収集することにより行われる。(イ)

は、調査対象地の用途に関する情報と汚染のおそれが生じた地表の位置に関する情報
からなり、(ロ)は、特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等に関する情報からなる。

調査実施者は、これらの情報を、可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取

及び現地確認の方法により収集する。」

、 1、

土r汚江のおれ

(ロ)寺{宝勿"による汚江のおれ

、 i 、 からの心取及び1

寺{皇勿"の埋設一

(イ)

と汚江のおれが生じた地の位署に

,^

ノ^、「コ':'/ E ゛^

「地歴三。査の{施の

るために交な生

査対地の利用の状況に

地る 認の方法によし収

可厶をなり過去に'リ

調査^

三ね^

査対地の用途に

Π■」_

'ト

用一又は砂一に美る
主

t"『

^「■^一戸J-

るために交な

る

る
晝三

る
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1 (参考資料) Appondix-17.資料調査において入手・把握すべき資料の種類(参
考伊D -AppendiX17_1-

[表資料調査において入手・把握すべき資料の種類(参考例)]

a.「調査対象地の土壊汚染のおそれの把握において入手・把握すべき情報の分類」
ア.調査対象地の範囲を確定するための情報
イ.土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する情報

①土地の用途に関する情報
②地表の高さの変更、地質に関する情報

ウ.特定有害物質により汚染のおそれに関する情報

①土壌の特定有害物質による汚染状態に関する情報
②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等け盛旻・飛散・流出・

地下浸透)に関する情叛

③特定有害物質の使用等(製造・使用'処理)1こ関する情報
④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵等唄宇蔵・保笥に関す

る情報

⑤その他の情報

上記の②~④に該当しない調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のお
それに関する情報(・自然由来の土壊汚染に関する情報・盛土部分に用いられた盛
土材料の自然由来の汚染に関する情報・水面埋立て用材料由来の土壌の汚染状態
に関する情報)

エ.公有水面埋立地に関する情報

b.「資料の種類/資料を提供する物又は収集する物」
ア.咋厶的資料/土地所有者等」

イ.「公的届出資料/土地所有者等(公的届出資料の副本又は写し)」
ウ.「一般公表資料/調査実施者」 〆

19 査対地の土j六汚江のおれの巴 について一4

(1)土壊汚染対策法第四条及び第五条は、その対象とする過去の時間上の範囲に対し

て、術邨艮を定めません。

(2)『通知』はイ以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法③調査対象地の土壊
汚染のおそれの把握ア.土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握
ア.「地歴調査は、ーー・情報を収集することにより行われる。ーー・情報からなる。調査
実施者は、これらの情報を、可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及び
現地確認の方法により収集する。」

※尻遁劒jぱ、/士'地仁おゲる辯建方害勿質/こよるt震汚契のお子九を推広ずるため仁
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地歴託査の対とる過去の

土1{汚江のおれ

美 i 、 からの

旺也歴調査は・ー。

r-E「

心取及び現地認の方法により収

「地歴発査の[施の

るために交な生

る

三=
査[施はこれらの

可厶Eなり過去に遡り

占上の笵井について

心

二



方効な傭瓢ぞ忽握ずるための詔査、即ち乃他座詔査ノ/二おいで、詔登対余となる週去の

僻居ケ上の緬留仁ついて、/可彪な皮り趣去仁遡りノ、詔登ι情瓢ぞ攻矣ι把握ずるこど芝
丈めていまず。

20 査対地の土1六汚江のおれの巴 について一5

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法③調査対象地の土壊
汚染のおそれの把握ア.土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握

ア.疇式料採取等の対象とすべき特定有害物質の種類は、公的届出資料等行政保有情

報により判明することも考えられる。このため、調査実施者は、都道府県知事に対しL試

料採取等の対象とすべき特定有害物質の種類を通知することを申請することができるこ

ととした(規則第3条第即動。調査実施者は、この申請の際、地歴調査において試料採
取等の対象とすべきと判断した特定有害物質の種類及びその理由等汚染のおそれを

推定するために有効な情報を添えて行う必要がある(同条第事動。都道府県知事は、

この申請を受けて、調査対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壊

汚染含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めると

きは、当該特定有害物質の種類を調査実施者に通知することとした(規則第3条第3項)。

ここにいう「土壌の汚染状態が土壊溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない

おそれがある特定有害物質の種類」とは、規則第26条各号の履歴等に係る特定有害

物質の種類であり、前述のとおり、調査対象地における過去の土壌の汚染の状況に関

する調査の結果その汚染状態が土壊溶出量基準又は士壊含有量基準に適合しないこ

とが明らかとなった特定有害物質、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしく

は液体の埋設等、使用等又は貯蔵等の履歴に係る特定有害物質及びその分解生成物

等がこれに当たる。これらの特定有害物質の種類に関する情報が公的届出資料等行

政が保有する情報により明らかとなることが考えられるため、上述の通知制度を設けた。
申請書に記載された特定有害物質の種類のほかに、上記の行政保有情報により、土

壌の汚染状態が土壊溶出量基準又は土壊含有量基準に適合していないおそれがある
特定有害物質の種類が明らかとなった場合には後者についても併せて通知する必要が

ある。さらに、通知する特定有害物質の種類を選定する理由についても、併せて教示す
ることが望ましい。ま.た、分解生成物については、(5)の表に整理したとおりである。

なお、当該通知に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類については、

試料採取等対象物質とすることを要しないが(規則第3条第2項ただし書)、任意に試料

採取等の対象とした場合には、その結果を土壊汚染状況調査の結果として報告するこ
とができる。また、調査実施者が当該申請をすることなく、試料採取等対象物質を確定

することも可能であるが、上記の行政が保有する情報により汚染のおそれがあると思料
される特定有害物質の種類を網羅していない場合には、当該網羅されていない特定有

害物質の限度で、法第3条第3項に基づき再調査を命じられる可能性がある。」

査対地において土j六汚江のおれがる寺{室勿"の重まの稲知の

における

道寸貝知に対る
主

21 査対地の土1六汚江のおれの巴握について一6

査対象地において土1^芳江のおれがる寺{生勿"の重まの通知

通知する寺定生勿"の重栢巽{する理由の孝示について

( 10/26 )
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(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法③調査対象地の土壊
汚染のおそれの把握ア.土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握
ア.「ー・一通知する特定有害物質の種類を選定する理由についても、併せて教示する
ことが望ましい。ーー・」

22 査対地の土1六汚江のおれの巴屋について一フ

(1)『土壊汚染対策法施行規則』は、以下、規定します。

0土壊汚染対策法施行規貝11(平成十四年環境省令第二十九号)
件寺定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)

第二十六条法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該
当することとする。

土壊の特定有害物質による汚染状態が士壊溶出量基準又は土壊含有量基準1.こ適
合しないことが明らかである土地であること。

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流
出し、又は地下に浸透した土地であること。

特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場
又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
四特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵
し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措
置であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業

場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
五前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壊溶
出量墓準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。

るおれがないと認められる土地

寺{生勿"によって汚江されているおれがる土地の基

るお

るお れが比

れが小ないと認められる土地

(ノリ(イ)及び(ロ)以外の土地

土1六汚江対

23 = 査対地の土1火汚抗のおれの巴について一80

去施行則一二十六久

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法③調査対象地の土壌
汚染のおそれの把握イ.土壊汚染のおそれの区分の分類

ア.「調査実施者は、旧法同様、アにより1剛屋した情報により、調査対象地を土壌汚染
が存在するおそれに応じて次の3種類の区分に分類することとする(規則第3条第6条)。
(イ)士壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等を行っていた土地

や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立している
状態が継続している土地を指す。

土地の用途としては、従業員の福利厚生目的等事業冒的の達成以外のために利用し

ている土地である。具体的には、調査対象地の履歴を可能な限り過去に遡った結果、当

初から、専ら次のような用途のみに利用されていた土地力晤亥当する。
)ー

( 11/26 )

(イ)士1六汚.九が子土

(ロ)土1六汚江が

(土ナ六汚3九が子土 六的夕いと認められる土地)

子土

土1六汚加のおれの区ハの分染



・山林、緩征芽尿1也、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等
なお、法第5条に基づく調査の対象となる土地の区域には、この区分に分類される士

地は、通常、含まれることはないと考えられる(3(3)参照)

(ロ)土壊汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

直接に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵

等を行っていた施設の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く独立していると
はいえない土地を指す。

土地の用途としては、事業目的の達成のために利用している土地であって、特定有害

物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等、使用等又は貯蔵等を行う施

設の敷地以外の土地である。具体的には、当該施設の設置時から、専ら次のような用

途のみに利用されていた土地で、直接に特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等を

していない土地が該当すると考えられる。

・事務所(京尤業中の従業員が出入りできるものに限る。)、作業場、資材置き場、倉庫、

従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場、中庭等の空き地(就業中の従業員が出入
りできるものに限る。)、複数の工場棟を有する場合において有害物質使用特定施設と

一連の生産プロセスを構成していない工場棟の敷地等

(ハ)(イ)及び(ロ)以外の土地

(イ)及び(ロ)以外の土地は、土壊汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる

土地であり、次の土地が想定される。

・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等が行われた土地

・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っ

ていた施設の敷地

・上記の施設を設置している土地、当該施設と繋がっている配管、当該施設と配管で繋

がっている施設及びその建物、当該施設及びその関連施設の配水管及び排水処理施

設」

24 モ式U●の 司取地点における「土1六汚加が子土

a)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法⑥土壌ガス調査、土
壌溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法ア.試料の採取地点

ア.「単位区画内に土壊汚染が存在する可能性が高い部分がある場合には、当該部分

における任意の地点において試料の採取を行うこととし、それ以外の場合には、試料採

取等の対象とされた当該単位区画の中心において、試料の採取を行うこととする(規則

第6条第2項から第4項まで)。」

イ.「「土壌汚染が存在する可能性が高い部分」とは、有害物質使用特定施設及び関連
する配管、地下ピット、排水ます等の当該特定有害物質寺使用等する怖設の場所又は

( 12/26 )

土1六汚地が子

当診寺{生勿"

る可厶三

土

「「土1^汚江が子土する可厶を生が官い,分とは

る可厶E

当紗音分における任意の地点において

生が官い音八について

及び連る配酷地下ピット井水ます←の

生が官い音分が

用一る施三受の'所又はの吉辺でる

「単位区画内に

テ'こととし

る目合には

用寺{施三斐

の司取

斤

勿皇

工



その周辺である。」

25.土1六ガス三ぎ査土rj六出量三き査及び土j六<

(1)『通知』ほ、以下、記します。

①第3 土壌汚染調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法⑥土壌ガス調査、土壌溶

出量調査及び土壊含有量調査の具体的な方法イ.試料の採取及び測定の方法

ア.疇式料の採取及び測定の具体的な方法については、以下のとおりとする。その詳細

については、環境大臣告示により定められている。(平成15年環境省告示第16号から

第、19号まで)。」

イ.「舗装等により土壊が表面に現れていない場合には、舗装等を除去してから試料を

採取することを基本とする。」

烏取一において士j六汚凱が判明した B^、
「コ

、゛ψ■一●.^.ノ

土1六;六出量発査及び土1六<26

●一ー^阜●^、Ξ"゛^三●』^'ーー^^■一.^●",' J

署住土の地(地

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法⑥土壌ガス調査、土

壊溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法イ.試料の採取及び測定の方法

(ロ)土壊溶出量調査及び土壊含有量調査

ア.「地表を基準にした土壊採取の深度を設定していた旧法の考え方を改め、汚染のお

それが生じた場所の位置を基準とすることとした。ここにいう「汚染のおそれが生じた場

所の位置」とは、調査義務の契機となった有害物質使用特定施設が設置されるよりも前

に設置されていた特定有害物質を使用等し、又は貯蔵等する施設が設置されていた時

点の地表や特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくほ液体が漏出した地下

配管の高さ等を想定している。」

イ.「汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50センチメートルまでの土壊を採取し、

土壌溶出量又は土壊含有量を測定すること。ただし、当該位置から深さ50センチメート

ルまでの土壌が地表から深さ10メートル以内にある場合に限る。なお、ここにいう「地

表」を含め、規則において特に断りなく用いる場合には、現在の地表を、指す。

汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染の

おそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層け也表から5センチ

メートルまで)の土壊及ぴ5から50センチメートルまでの深さの土壊を採取し、これらの

土壊の重量が均等になるように混合し、土壊溶出量又は士壊含有量を測定すること。な
お、混合された土壌は、地表から50センチメートルまでの土壌を均等に採取した場合に

比べて、表層の土壌の割合が9倍となっていることに注意されたい。」

^^

』呈

勺の

査の目

貞の地

^昌

^

的な方法について

汚江のおれが生じたB所の位署基jとることとした

査における「汚三九のおれが生じた'所の位

旺也

地下の官さ)について

基j にした土1六司取の}冗声設{していた

旧法の考え方を三め

27.900平方メートル"位の三式

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(6)士壊汚染状況調査の方法⑦900平方メートル

単位の試料採取等において土壌汚染が判明した場合

ア.「④イ(ロ)の試料採取等(900平方メートル単位の試料採取等)の結果、土壌汚染

が判明したときは、当該30メートル四方の格子内のすべての一部対象区画について、

100平方メートル単位の試料採取等を行うこととする(規則第7条)。」
ク只十1窒,1'ス言周杏7で佳主党右宝仕勿暫六§栓卜H六あナー俣会の;自ナ1n言周杏

( 13/26 )



'ー、.J

(1)『通知』は、以下、.記します。

①第3 土壌汚染状況調査 1(6)土孃汚染状況調査の方法⑧土壊ガス調査で特
定有害物質が検出された場合の追加調査

ア.「第一種特定有害物質にっいての土壊ガス調査において、土壌ガスが検出された
等の場合には、土壌ガス等が検出された連続する一定範囲の土地ごとに、土壌汚染が
存在するおそれが最も多いと認められる地点において、試料採取等を行うこととする(規
則第8条)。」

イfこの試半"采取等は、地表から深さ10メ・上トルの深部までの土壌をボーリングにより
採取して土壌溶出量を測定することにより行う。」
ウ.「「土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点」とは、原則として、土壌
ガス調査において、隣接するすべての単位区画における土壊ガス調査の結果と比べ、
高い濃度の土壌ガス等が検出された地点とする。」

^ ノ' ^、一勺'

29.土1六汚3九の無の半11{について

ιι」〔ー

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法⑨士壌汚染の有無の
判定

ア.「土壌ガス調査の結果、土壊ガスが検出された(土壊ガスが採取できないことから地
下水を採取した場合には、地下水基準に適合しない)場合において、⑧の追加調査にお
いて士壊溶出量基準に適合しなかったときは土壌溶出量基準に適合しない土地と、
「第二溶出量基準」・ーに適合しなかったときは、第二溶出量基準に適合しない土地と、
それぞれみなすこととした。なお、土壌ガスが検出された試料採取等区画であっても、⑧
の追加調査において採取した土壌が土壊溶出量基準に適合していた場合における当

該試料採取等区画にっいては、土壊溶出量基準に適合するものとする(規則第9条第1
項)。」

イ.「土壌溶出量調査又は士壌含有量調査の結果、土壌溶出量基準に適合しなかった
場合には土壌溶出量基準に適合しない土地と、第二溶出量基準に適合しなかった場合
には第二溶出量基準に適合しない土地と、士壊含有量基準に適合しなかった場合には
土壌含有量基準に適合しない土地と、それぞれみなすこととした(規則第9条第2工動。」

「コ V/ 1!二づ./」H ^

土1六.六出量基3 に適合しない土地
A・iデ^

去一五久一ーエの命△の'合の寺例30

土ナ六A 量基5 に適合しない土地

0)『通知』は、以下、記します。

1 第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壊汚染状況調査の方法⑩法第5条第1項の
命令の場合の特例

ア.「法第5条第1項の命令に基づく調査にっいては、③から⑧までの調査において土
壌汚染が判明せず、⑨により土壌溶出量基準及び第二溶出量基準に適合しないとみな
される土地がない場合には、次の調査を追加的に行うこととする(規則第10条第1工動。
ア.当該士地に土壌汚染が存在することが明らかな場合
土壊汚染が存在することが明らかな場所1地点において地下水汚染が生じているおそ

れが多いと認められる帯水層に含まれる地下水の調査を行うこととする。
当該調査の結果、当該地下水が地下水基準に適合しない場合には、当該地下水汚染

六出量基二に適合しない土地

π、τ広コ三刃、・●チ・_イ士卜『レ匪: h、Π==二1片乞」=ウ、t、ノ丁入→一.4立メー_「・P' 11、
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υノロ圧ヨ郁dイし/二〒1ヲ.ノ」＼1青V/1式圓チ CU/'L」表Z/1、ソノソ 1、、d、ツ丁木耳Xしし'1'.」表i合r口^Z'i只'1正

することとする。 0

イ.当該土地の周辺の地下水に汚染がある場合

土壊汚染が存在する可能性が高い場所社也点において地下水の調査を行い、その結
果、地下水の汚染が判明した場合は、その地点においてボーリングによる土壌溶出量

調査を行うこととする。」

31

1 →.',、,」、-1_^ノ↓こ,^§1ん・J%ー",.'J才、

(1)『通知』は、以下、記します。

1 第3 土壕汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法⑪自然由来の土壊汚
染地における調査の特例

ア.「③の地歴調査の結果、調査対象地の試料採取等対象物質がシアン化合物を除く
第二種特定有害物質であり、かつ、人為的原因を確認することができない場合について

は、専ら地質的に同質な状態で汚染が広がっているいわゆる自然由来の土壌汚染であ
る可能性があることから、この特性を踏まえた適切かつ効率的な調査の観点から、通常

の土壊汚染状況調査とは別の調査方法によって調査をおこなわなけれぱならないことと

する(規則第10条の2)。

ア.調査対象地の区画の方法(省略)

イ.試料採取等の方法(省略)

ウ.土壊汚染の有無の判定(省略)」

然由来の土1六汚三九地における発査の寺例

32.公水面埋立j に基づき埋め立てられた埋立地における発査の割列

①第3 土壌汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法⑫公有水面埋立法に
基づき埋め.立てられた埋立地における調査の特例

ア.「③の地歴調査の結果、調査対象地が公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に
よる公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、調査対象

地に専ら当該造成時の水面埋立て用材料に由来する汚染のおそれがあると認められる

ときは、通常の土壌汚染状況調査の方法では汚染のおそれの把握が十分でない可能

性があることから、次の調査方法によって調査を行わなけれぱならないこととする(規則

第10条の3)。

ア.調査対象地の区画の方法(省略)

イ.試料採取等の方法(省略)

ウ.土壌汚染の有無の判定(省略)」

33.土1六汚迦状況発査における発査の過呈のハW久

(1)『通知』は、以下、記します。

①・第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法⑬土壌汚染状況調査
における調査の過程の省略

ア.「土壌汚染の有無が判明していない場合であっても、土地の所有者等が土壊汚染

がある士地とみなしてよいと考える場合には、従来の試料採取等の省略に加え(ウ参

照)、調査費用の低減及び調査の効率化の観点から、土壌汚染状況調査の全部又は

一部の過程を省略することができることとした。

ア.調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略

③から⑧までのすべての過程を省略することができることとした。この場合には、調査

対象地全域について、25種のすべての特定有害物質について第二溶出量基準及び土
1ゾ寸^^^.十='ー:ιe .^ 1、E,.ノ、、'".』.Ξ、、「一:'゛.1いメ▲ヒ,^ J.ーーナ』.
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1蓑貫有重基準に週合しない>ぢ梁1大悲(こあ命もωとみなされ心(規則弟11粂)。

また、土壊汚染のおそれの把握のうち③アの試料採取等の対象とすべき特定有害物
質の種類の通知の申請をし、当該通知を受けた場合には、当該通知により試料採取等
対象物質として確定した特定有害物質の種類のみにっいて第二溶出量基準及び土壊
含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされることとなる。
なお、法第4条第2項及び法第5条第1項の調査において省略した場合には、当該調

査の命令を行う書面に記載された特定有害物質の種類にっいて第二溶出量基準及び
土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされることになる(規則第3条
第2項第2号参照)。

イ.試料採取等を行う区画の選定等の省略(省略)
ウ.試料採取等の省略(省略)

エ.第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例(省略)
オ.'公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地に係る試料採取等を行う区画の選
定等の省略(省略)

カ.自然由来の土壌汚染地及び公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地に係
る試料採取等の省略(省略)」

士

去施告勺に行れた発査の34

に基づく土1{汚3九状況発査と同一の"序

士

ときは当紗発査の

(1)『通知』は、以下、記します。

1 第3 土壊汚染状況調査 1(6)土壌汚染状況調査の方法⑭法施行前に行われ
た調査の結果の利用

ア.「土壌汚染の調査・対策にっいては、旧法施行前においては「土壊・地下水汚染に
係る調査・対策指針」(平成11年1月環境庁水質保全局長通知。以下「調査・対策指
針」という。)に基づき、自主的に、あるいは地方公共団体の指導のもとに行われてきた。
このため、旧法施行前に、法に基づく土壌汚染状況調査と同_等の_精度を保?て土壌汚

染の調査が行われたと認められる場合であって、当該調査の後に新たな汚染が生じた
おそれがないと認められるときは、当該調査の結果を法に基づく調査の結果とみなすこ
とができることとされていたところであるが、改正法施行後も、同様とする(規則第15条)。
「同等程度の精度を保って」とは、試料採取等の密度が同等程度であり、かっ、試料採

取等が適切に行われていることである。試半"栗取等の密度にっいては、伊1えぱーー'と
認められる。

なお、同等程度の精度を保っていることを確認、するために、i)旧法施行前の調査が
指定調査機関である者によって行われていること、又はli)旧法施行前の調査の内容
及び結果が適正なものであることを指定調査機関が確認(原則として書類上の確認でよ
いが、必要に応じ現地調査による確i翻をしていることを要することとする。」

の利用

かつ、ぎ式

に基づく発査の
士

司取が適切に〒れていることでる

つて土1六汚江の発査力Vテれた

き式

と認められる'合でって

「同

とみなことができる

缶取の宏声が同

旧法施行勺に

呈f寺の' f寺 つてとは

呈声でり
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35 土1六汚3九のおれがる土地の形"のホが行れる'合の発査

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行わ
れる場合の調査 a)趣旨

ア.「一定規模以上の土地の形質の変更を行う者に対し、その旨を事前に届出させると

ともに、都道府県知事は、当該土地において土壌汚染のおそれがある場合には、土地
の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができ
ることとした6去第4条)。」

36.土地の形片のホの斤出

の土地の形"のホの届出以上 3 Ooom

土1六汚3九対

(1)『通知』ほ、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変吏の届出
ア.「環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の3
0日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を都道府県知事に届け
出なけれぱならないこととした(法第4条第リ動。この環境省令で定める規模は、3000

「土地の所

当紗土地において土ナ《

土1^汚江対

去一四久"ルー1{こま

平方メートルとする(規則第22条)。」

37.同一の手,先において届出されるべき土地の形"のホ

去一四久ーニエにま

に対して行'「土1六汚凱状況発

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変更の届出①届出義務の対象
となる土地の形質の変吏

ア.「同一の手続きにおいて届出されるべき土地の形質の変更については、土地の形

質の変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを必ずしも要せず、土壌汚染状
況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえれば、同一の事業の計
画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、実施主体
等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計して3000平方
メートル以上となる場合には、まとめてーの土地の形質の変更の行為とみて、当該届出

の対象とすることが望ましい。」

九のおれがる'合に

rj、1

道庁只知が

る

調査の命△の発出

る

査の

38.土地の形"の亦の届出(「一{ま

出)の届出義吻者

臼)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変更の届出①届出義務の対象
となる土地の形質の変更

ア.「当該届出は、②の届出義務者が自らその義務の発生を自覚し、行うべきものであ
ることはもちろんであるーー・」

②第3 土壌汚染状況調査 2 (2)土地の形質の変更の届出②届出義務者
ア.「当該届出の義務を負う者は、「土地の形質の変更をしようとする者」であり、具体的
には、その施行に関する計画の内容を決定する者である。」

( 17/26 )
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39

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 2 (3)調査の対象となる土地
ア.「ーー・法第4条第2項の調査の命令となる土地は、法第4条第1項の届出に係る士
地の形質の変更が行われる土地のうちいわゆる掘削部分であって、同項の当該土地が

特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令でさだめる基準
に該当する土地であることとした。G去第4条第即動。」

査の対となる土地

40.「当診土地が寺{

△で定める基

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 2 (3)調査の対象となる土地
ア.仟当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省

令で定める基準」ほ、具体的には、以下のとおりである(規則第26条各号)。」
イ.「(規則第26条各号について)

①土壊の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壊含有量基準に適
合しないことが明らかである土地

土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査した結果、規則が定める測定方法によ
りその汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが判明した土

地の区域をいう。

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出
し、又は地下に浸透した土地

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等があったことを客

観的に示す行政手続の例については、「特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下へ
の浸透等の履歴を確認する際に参考になり得ると考えられる行政手続の例について」
(平成22年3月30日付け環境省水・大気環境局土壊環境課事務連絡)により別途通知

しているため、当該事務連絡を参照されたい。

③特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又
は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

「製造し、使用し、又は処理する」、は、法第3条第1項の「製造し、使用し、又は処理す

る」と同様の意味であるが、これにより③に該当しないこととされた土地であっても、②又

は④に該当する土地である可能性はあるので、留意されたいb
特定有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設及びそれを設置している建物、当

該施設と繋がっている配管、当該施設と配管で繋がっている施設及びその建物、当該

施設及びその関連施設の排水管及び排水処理施設、特定有害物質を使用する作業場
等が存在し、又は存在した土地の区域が該当する。

なお、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等があったこ
とを客観的に示す行政手続の例については、②の事務連絡を参照されたい。

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、
又は保管する施設件寺定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措置

であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)1こ係る工場又は事業場

の敷地である土地又は敷地であった土地

特定有害物質の保管倉庫等が存在し、又は存在した土地の区域が該当する。なお、

ここにいう唄宇蔵」又は「保管」は、容器により密閉した状態のままでなされる貯蔵又は保
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管を含めず、その場で開封して、特定有害物質を含む内容物の出し入れを行うことが前
提となる貯蔵又は保管が該当する。具体的には、ガソリンスタンド等の敷地である土地

又は敷地であった土地が想定される。

また、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくほ液体をタンクJラム缶そ
の他の容器に入れて屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉した

状態のままで行われるものであっても、ここにいう唄宇蔵」、「保管」に該当するものと解す
ることとする。

特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣が
定めるものについては、今後の知見の集積を踏まえ、定められることとなる。

⑤②から④までに掲げる土地と同等程度に土壊の特定有害物質による汚染状態が土
壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地
例えば、鉱山の敷地であった土地であって、'鉱業権の消滅後5年を経過し、かつ、鉱

山保安法第39条第1項の命令に基づき土壊の特定有害物質による汚染による鉱害を
防止するために必要な設備がなされていないものが該当する。
また、人為的原因を確認することができない土壌汚染であって、地質的に同質な状態

で広く存在する土壌汚染地(第二種特定有害物質に係るものに限る。)については、専
らいわゆる自然由来の土壌汚染であると考えられるところ、実際に測定を行ってその汚
染状態が土壊溶出量基準又は土壊含有量基準に適合しないことが判明したものであれ

ば①に該当することとなるが、当該測定によりそ.の汚染状態が判明した土地の区域の
近傍の土地等は、⑤に該当するものと解することが可能であると考えられる。なお、「近
傍の土地等」の該当性判断については、「自然的原因による士壊汚染に係る法第4条
第2項の調査命令発動要件について」(平成23年2月25日付け環水大土発第11022

5001号環境省水・大気環境局土壊環境課長通矢のにより、別途通知しているため、当
該通知を参照されたい。」

41

a)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 2 (3)調査の対象となる士地
ア.「土地の形質の変更をしようとする者が、当該土地がこの基準に該当するかどうかを

照会した場合には、法第61条第1項の規定により、特定有害物質による汚染の状況に

関する情報を提供することが望ましい。」

主

道寸只知による寺{生勿"による汚肌の状況にする

42

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 2 (4)命令の手続
ア.「法第4条第2項の調査命令は、調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質

の種類並びにその理由並びに調査報告期限を記載した書面により行うこととした(規則

第27条)。また、土地の所有者等の義務が必要以上に過重なものとならないよう、土壌
及び地下水の調査結果、地歴調査の実施に有用な情報を有する場合には、土地の所

有者等に通知されることとされたい。」

イ.曙伺査の対象となる特定有害物質の種類については、調査の対象となる土地の場所
における(3)①から⑤までの基準からみて土壌汚染のおそれがあると考えられる特定
有害物質の種類である。」

ウ.「当該基準に該当しているとして命令を発出するに当たっては、特定有害物質又は
特宇有害物質寺含れ固休若しくは液休が埋められ、飛散し、流出し、又は紬下に浸誘し
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たことや、特定有害物質の使用等があったことの期間や時期、含まれていた量を踏まえ、

当該土地が特定有害物質によって汚染されていることの蓋然性を判断した上で、当該

命令の発出の当否を判断することとされたい。」
エ.「命令の発出は、当該土地の形質の変更が着手された後では汚染の拡散のりスク
が生じることから、着手予定日以前に行う必要があるが、被命令者に配慮し、命令発出

の当否を速やかに判断することが望ましい。また、土地の形質の変更が行われることに

より土壊汚染状況調査の適正な実施に支障が生じ、命令を履行することができなくなる
可能性があることから、土壊汚染状況調査の結果報告が終了するまでの間、土地の形

質の変更を行うことのないよう指導されたい。」

オ.「この命令は不利益処分であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)に基

づき、命令を行うこととした理由を示すとともに、聴聞又は弁明の機会の付与を行って命

令の内容について異議を主張する機会を与え、その者の意見や事情を十分に考慮する
ことが必要である。

また、命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)1こ基づき、都道府

県知事に対して異議申し立てができることに留意されたい。
なお、調査の命令を行うに当たっては、被命令者に対する風評被害、事業活動への著

しい支障や必要最低限の日常生活への支障を極力回避するよう配慮することとされた

い。」

地歴発査と試43

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 2 (5)地歴調査により汚染のおそれがあることが判明
した特定有害物質の種類と試料採取等対象物質との関係

ア.「規則第27条により調査の対象とすることとされた特定有害物質の種類のほかに、

地歴調査により汚染のおそれがあることが判明した特定有害物質の種類がある場合に

おいて、後者を試料採取等対象物質とすることなく、土壊汚染状況調査の結果を報告し

たときは、都道府県知事は、後者について、改めて法第4条第2項の命令を発出する必

要がある。」

烏取対

去一3久一1工の三;査との44

ア.「有害物質使用特定施設の使用が廃止されると同時にその敷地内において3000

平方メートル以上の土地の形質の変更が行われる場合には、法第3条第2項の調査命

令を発出することができる基準に該当するものと考えられるが、法第3条第1工頁の調査
義務が履行されるならば、あえて、法第4条第2項の命令を発出する必要はない。」

イ.「また、法第3条第1項ただし書の確認に係る土地において3000平方メートル以上

の土地の形質の変更が行われる場合には、当該確認により同項の調査義務が一時的

に免除されていることにかかわりなく、法第4条第2項の命令の発出の当否が検討され
るべきであることは、当然である。」

勿"
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45 土1六汚三九による健

当診土地において土r汚加による人の佳,にハる皮生が生,るおれがる'合に

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 3 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地
の調査 a)趣旨

ア.「土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、汚染があるとすれぱそれ
が人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれ

があることから、土壌汚染の状況を調査し、汚染の除去等の措置を実施する必要性が

高い。

したがって、都道府県知事は、旧法同様、そのような土地について、土地の所有者等

に対し、土壊汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができることとする

(法第5条第リ動。」

皮生が生、るおれがる土地の発査

「土地の所

土r汚.九対

46
士
0 査の対となる土地の基

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 士壊汚染状況調査 3 (2)調査の対象となる土地の基準
ア.「調査の命令の対象となる土地は、当該土地において土壌汚染が存在する蓋然性

が相当程度高く、且つ基準不適合土壌に対する人の暴露の可能性があることを要する

(令第3条第1号)。」

「土1六汚加の蓋然生が官いとは

に対して.テ'「士r汚3九、

一五久ん』一11こ主

・当紗土地において土1六汚地が子土

都道^

47 = 査の命△にハる道庁貝知の判断の基る林となる生の生提共P

・且つ

-1

査の命△の発出

犬況発

る

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 3 (2)調査の対象となる土地の基準
ア.「ある土地がこの基準に該当するかどうかその他の調査の命令に係る都道府県知

事の判断の基礎となる情報については、必要に応じ情報提供を行うことが望ましく、土
地の所有者等その他の情報を必要とする者がいる場合にはその求めに応じて速やか

に、当該基準に該当するかどうか及びその理由並びに当該基準に該当する場合は調査
の対象となる土地の範囲、特定有害物質の種類及びそれらの理由を回答することが望

ましし・、。」

不適合土1六に対る人の寺の可厶を生がること

査の

の

査の舌'△に八る道庁貝知の判断の基テ*となる主については

めに応じて速やかに

土地の所

る蓋然

48

生が

周査の対象となる土地の基

当

必

の

及びれらの理由

呈声官く

也の'

に応じ生提共

を要する。

三匙

1士j六汚三九の蓋然,生が官くかつ、人のチの可厶E'生がること

必と

ることが望ましいロ^

-2

る

テ'ことが望ましく

がいる目合には

その土地で土壌汚染が明らかとなっているか、又は

近隣で地下水汚染若しくは土壊汚染が明らかとなり

査のf厶の対ιなるι地
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ア.地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかな場合

イ.地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある場合

ウ.直接摂取の観点からの土壊汚染が明らかか、又はそのおそれがある場合
(1)『通知』は、.以下、記します。

1 第3 土壌汚染状況調査 3 (2)調査の対象となる土地の基準①土壊汚染の蓋
然性が高く、かっ、人の暴露の可能性があること

ア.「「土壌汚染の蓋然性が高い」とは、原則として、その土地で土壌汚染が明らかと
なっているか、又は近隣で地下水汚染若しくは土壌汚染が明らかとなり、かっ、汚染状
況や土地の履歴等からみて当該近隣の汚染の原因がその土地にあると認められる場
合が該当する。

例えぱ、単に有害物質使用特定施設が設置されていた土地であること等の土地の履
歴のみをもって、「土壊汚染の蓋然性が高い」と判断されることはない。

「人の暴露の可能性がある」の判断基準は、土壊汚染の種類け也下水を経由した摂取
によるりスクの観点からのものか、土壊を直接摂取するりスクの観点からのものか)及
び蓋然性ごとに異なり、具体的にはアからウまでのとおりである。

ア.地下水経由の観点からの土壊汚染が明らかな場合
(イ)考え方

地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかとなっている土地にっいては、当該土壊
汚染に起因して現に地下水汚染が生じ、又は生ずることが確実であり、かっ、当該土地
の周辺で地下水の飲用利用等がある場合に、調査の命令の対象となる(令第3条第1
号イ)。

,吐也下水経由の観点からの土壊汚染」とは、土壌溶出量基準に適合しない土壌汚染で
ある(規則第28条第1工動。

,「土壌汚染が明らか」とは、事業者等による調査結果において土壊汚染が判明し、当
該結果が都道府県に報告された場合等が該当するものであり、種々の不確かな情報の
みをもって「土壌汚染が明らか」とは判断できない。
.「地下水汚染」とは、地下水が規則第7条第1項の基準け也下水基準)1こ適合しないこと
である(規則第29条)。

.「現に地下水汚染が生じ」とは、都道府県による地下水の常時監視等の結果において、
地下水汚染が判明している場合である。
,「地下水汚染が生ずることが確実であると認められ」とは、原則として都道府県が行う
定期的な地下水モニタリング(測定回数は3回以上、期間は2年以上)の結果、濃度レベ
ルが増加傾向にあり、このまま一様に増加するとすれぱ、次回のモニタリングの機会に
は地下水基準に適合しなくなると考えられる場合である。なお、直近のモニタリング結果
における濃度レベルの目安は、地下水基準の概ね0.9倍程度を超過していることであ
り、これを参考に判断することとされたい。

(ロ)周辺の地下水の利用状況等に係る要件

(イ)の「周辺で地下水の飲用利用等がある場合」とは、地下水の流動の状況等からみ
て、地下水汚染が生じているとすれぱ地下水汚染が拡大するおそれがあると認められ
る区域に、当該地下水が人の飲用利用に供されている等、規則第30条各号に掲げる

かつ、汚染状況や土地の履歴等からみて

当該近隣の汚染の原因がその土地にあると認められる場合
「人の寺の可キ生がるの判断基j は
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地点があることである(規則第30条)。

同条各号の内容は、水質汚濁防止法第14条の3の地下水の水質の浄化に係る措置

命令(以下「浄化措置命令」という。)を発する際の要件に関する、水質汚濁防止法施行

規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の3第2項各号に定めるものと基

本的に同じである。したがって、その考え方については、「7k質汚濁防止法の一部を改

正する法律の施行について」(平成8年10月1日付け環水管第275号、環水規第319

号環境事務次官通達)第2のh 措置命令」の項を参照されたい。

なお、浄化措置命令の場合には、水質汚濁防止法施行規則第9条の3第2項各号に

定める地点において同項に定める浄化基準を超過する必要があるが、本法の場合には、

規則第30条各号に掲げる地点が地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区

域内に存在すれぱ、必ずしも地下水基準を超過している必要がないことに留意されたい。

・「地下水汚染が生じているとすれぱ地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる

区域」とは、特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲を指し、特定有害物質の種

類により、また、その場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく

異なるものである。

・地下水汚染が到達する具体的な距離については、地層等の条件により大きく異なるた

め個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき設定される
ことが望ましい。それが困難な場合には、一般的な地下水の実流速の下では以下のー

般値の長さまで地下水汚染が到達すると考えられることから、これを参考にして判断さ
れることとされたい。

※表特定有害物質の種類~一般値(m)/第一種特定有害物質~概ね1,000/六

価クロム~概ね500/る比素、ふっ素及びほう素~概ね250/シアン、カドミウム、鉛、
水銀及びセレン並びに第三種特定有害物質~概ね80

・また、地下水汚染の到達する可官副生が高い範囲に関する距離以外の条件としては、

原則として不圧地下水の主流動方向の左右それぞれ90度(全体で180度(当該地域
が一定の勾配を持つこと等から地下水の主流動方向が大きく変化することがないと認

められる場合には、左右それぞれ60度(全体で120度)))の範囲であること、水理基盤

となる山地等及び一定条件を満たした河川等を越えないことが挙げられる。

イ.地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある場合

地下水経由の観点からの土壊汚染のおそれがある土地については、当該土壊汚染に
起因して現に地下水汚染が生じ、かつ、当該土地の周辺で地下水の飲用利用等がある

場合に、調査の命令の対象となる(令第3条第1号口)。

・吐也下水経由の観点からの土壌汚染」、「現に地下水汚染が生じ」及び「周辺で地下水
の飲用利用等がある場合」については、アと同じである。

・「土壤汚染のおそれがある土地」1こついては、都道府県において地下水の調査等を行
い、地下水の流動や土地の履歴等からみて当該地下水汚染の原因と推定される土壊
汚染の存在する蓋然性が高い土地が該当するものである。

ウ.直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はそのおそれがある場合

直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はそのおそれがある土地については、
当該土地が人が立ち入ることができる状態となっている場合に、調査の命令の対象とな

る(令第3条第1号ハ)。

・「直接摂取の観点からの土壌汚染」とは、土孃含有量基準に適合しない土壊汚染であ
る住早.則等28条第2頂),
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・「土壊汚染が明らか」1こついては、土壊汚染の基準の観点が異なるほかは、ア(イ)と
同様である。なお、令においては、「土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で

定める基準に適合せず」と規定されている。

・「土壌汚染のおそれがある土地」については、隣地で土壊汚染が判明し、かつ、当該土
地と隣地とが工場の一連の敷地であり、又は土壌汚染の状況からみて隣地と連続する

土壊汚染が存在することが明白である等、土壊汚染の存在する蓋然性が高い土地が該
当するものである。

・「当該土地が人が立ち入ることができる状態」1こは、火山の火口内等の特殊な土地や、

関係者以外の者の立入りを制限している工場・事業場の敷地以外の土地のすべてが該
当することとなる。」

49

ア.汚染の除去等の措置が講じられている士地でないこと

イ.操業中の鉱山及びその附属施設の敷地等でないこと

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 3 (2)調査の対象となる土地の基準②調査の命令の
対象とならない土地でないこと

ア.「ア.汚染の除去等の措置が講じられている士地でないこと

法第7条第6項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられている士地
は、調査の命令の対象とはならないこととする(令第3条第2号イ)。

例えぱ、地面が適切に舗装又は覆土されている土地は、地下水を経由した健康被害

のおそれがある場合を除き、調査の命令の対象とならないこととなる。

「1昔置力疇苗じられている」とは、措置を自主的に行った場合のほか、措置としてではなく
行った舗装等の行為により結果的に法第7条第6項の技術的基準に適合することとなっ
た場合を含む。

また、措置の実施中や計画中の場合も含まれるが、これは、調査命令の必要性を判
断する端緒となった時点で実施中又は計画中であることを要し、例えぱ、調査命令を発
出される可能性を知った後に措置を実施又は計画した場合は含まれない。

なお、旧法施行前に自主的に行われた措置については、都道府県と協議の上、調査・

対策指針に則って講じたものであれば、基本的に、法第7条第6項の技術的基準に適
合するものと認められる。

また、法第7条第6項の技術的基準においては、一定の基準に従い廃棄物埋立護岸
において造成された土地であって、港湾管理者が管理するものについては、措置が講じ

られているものとみなす旨の規定(規則第41条)があるため、そのような土地は調査命

令の対象とならない。

さらに、鉱山保安法第39条第1項の命令を受け、土壌汚染による鉱害を防止するた
めの必要な設備が講じられている土地についても、法第7条第6項の技術的基準に適

合する措置が講じられていると考えることができ、調査の命令の対象とならない。

イ.操業中の鉱山及びその附属施設の敷地等でないこと
操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等の敷

地につぃては、調査の命令の対象とはならないこととする(令第3条第2号口)。

調査の対象とならないことについての考え方、「鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等」
rハ「鉾 lrハdミ1室1一(1、プ'1ナミ土笈Q塞笙1τ百の言周香1一悶ぎ一子、1rム、rう、イr八、レ同ネ羊マ冬太ス
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なお、このような土地にっいて、鉱業の実施以外の理由により土壌汚染が生じている
場合には、当該土壌汚染の調査が鉱山保安法に基づき行われることはないことから、
調査の命令の対象となるものである。」
42

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 3 (3)命令の手続
ア.「法第5条第1項の調査命令は、調査の対象となる土地の範囲、特定有害物質の種
類、報告期限を記載した書面により行うこととする(令第4条第1工動。また、土地の所有
者等の義務が必要以上に過重なものとならないよう、土壊及び地下水の調査結果、地
歴調査の実施に有用な情報を有する場合には、土地の所有者等に通知することとされ
たい。」

イ.「調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類にっいては、「土壊汚染が
明らか」な場合には、土壊汚染が判明している区域を対象に、土壌汚染が判明している
特定有害物質にっいてのみ命令が行え、また、「土壊汚染のおそれがある」場合には、
土壊汚染の蓋然性が相当程度に高い区域として一定の根拠を示し得る程度に絞り込ま
れた区域を対象に、その疑いがある特定有害物質にっいてのみ命令が行えるものであ
る。」

ウ.「調査報告期限並びに行政手続法及び行政不服審査法の適用にっいては、法第4
条第2項の調査の命令と同様であり、2(4)を参照されたい。
また、調査の命令を行うに当たっては、2(4)と同様、被命令者に対する風評被害、事

業活動への著しい支障や必要最低限の日常生活への支障を極力回避するよう配慮す
ることとされたい。」

道庁貝知の命△の発出について

43
^

道庁貝知の発査舌'ムの出にハる

(1)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壊汚染状況調査 3 (3)命令の手続
ア.「法第5条第1項の調査命令は、調査の対尿となる土地の範囲、特定有害物質の種
類、報告期限を記載した書面により行うこととする(令第4条第U動。また、土地の所有
者等の義務が必要以上に過重なものとならないよう、土壌及び地下水の調査結果、地
歴調査の実施に有用な情報を有する場合には、土地の所有者等に通知することとされ
たい。」

44

...・・地歴三ま

道庁只知による発査の{施一について

0)『通知』は、以下、記します。

①第3 土壌汚染状況調査 3 (4)都道府県知事による調査の実施等
ア.「都道府県知事は、過失がなくて調査を命ずべき者を確知することができず、かっ、
これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、
当該調査を自ら行うことができることとした(法第5条第2工動。」
イ.「「調査を命ずべき者を確知することができず」とは、調査の命令を発出すべき士地

査の{施に.用な

土地の所

の通知について

道庁貝知は過がなくて発査命ずべき
かつ、これ

の

1-^1 、ーフー

ーに鞘知ることとされたい

の 担において、当三奨1査を自ら汗'ことができることとした
女署することがーしく公益に反すると認められるときは
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殊な場合のみが該当するものである。」

ウ.「したがって、調査の命令を受けた土地の所有者等が調査を実施しない場合であっ

てC必要なときには、この規定により都道府県が調査を行うのではなく、行政代執行法

(昭和23年法律第43号)に基づく代執行を行うべきものである。」

エ.「「その者の負担」とは、土地の所有者等の負担を意味する。」

【第4 区域の指定等】

旧法においては、.土壊汚染による健康被害が生ずるおそれの有無にかかわらず、ー

定の基準に適合しない汚染状態にある土地を一律に指定区域に指定していたが、改正

後は、当該一定の基準に適合しない汚染状態にあることに加え、当該汚染により人の

健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合には要措置区域に、当該汚染に

より人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるとはいえない場合には形質

変更時要届出区域に、それぞれ区分して指定するともに、前者については、都道府県

知事が健康被害の防止のために必要な措置を指示することとした。

・・・・・(省略)

〆
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『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壊汚染対策法の施行にっいて』
(抜粋)

'改諏版即伯年(卓寵詞畢薄百蘓§'.曜目'-12018年(平成30年) 4月15日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

都道府県知事

政令市長殿

土壊汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壊汚染対策法の施行にっいて

・・・・・(省略)

貴職におかれては、法の厳正かっ実効性のある施行にっいて、下記の事項に十分御
留意の上、格段の御協力をお願いするとともに、貴管下市町村にも必要に応じ周知方
お願いしたい。

なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基
づく技術的な助言であることを申し添える。
また、「土壌汚染対策法の施行にっいて」(平成15年2月4日付け環水土第20号環境

省環境管理局水環境部長通知)ほ、平成22年3月31日限り廃止する。

環水大土発第100305002号

平成22年3月5日

改正

環水大土発第110706001号

平成23年7月8日

第1 法改正の経緯及び目的
改正後による改正前の土壌汚染対策法(以下Π日法」という。)は、土壌の特定有害物

質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に
関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保
護することを目的とする法律である。
環境省は、旧法の施行を通して浮かび上がってきた課題や、旧法制定時に指摘され

た課題を整理検討するため、平成19年6月から「土壌環境施策に関するあり方懇談会」
を開催し、その報告が、平成20年3月に取りまとめられた。この報告を受け、同年5月に
中央環境審議会に対して今後の土壌汚染対策の在り方にっいて諮問し、同年12月に
答申されたところである。
この答申において、土壊汚染対策に関する現状としてし

,法に基づかない自主的な調査により土壊汚染が判明することが多く、このような自主
調査により明らかとなった土壌汚染地にっいては、情報が開示され、適切かっ確実に管
理・対策を進めることが必要であること
.法では「盛土」や「封じ込め」等の摂取経路を遮断する対策を基本としているが、夫際に
は「掘削除去」という過剰な対策がとられることが多く、掘削除去が環境りスクの管理'低
減の点から不適切な場合もあることも踏まえ、汚染の程度や健康被害のおそれの有無

環境省フK・大気環境局長

記
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に応じて合理的で適切な対策が実施されるよう、指定区域については、環境りスクに応

じた合理的な分類をすべきであること

・最近、汚染された土壊の処理に関して、残土処分場や埋立地等における不適正事例

が顕在化しており、掘削除去が増加していることを踏まえ、これらの不適正な処理を防
止するため、適正な処理の基準や是正措置を規定すべきであること。

がチ討商されている。

これらの課題を解決するため、改正法により、健康被害の防止という旧法の目的を継
承しつう、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等に

よる講ずべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定
の新設等所要の措置を講じたところである。

なお、旧法においては、「土壊汚染」は、環境基本法(平成5年法律第釧号)第2条第

3項に規定する、人の活動に伴って生ずる土壊の汚染に限定されるものであり、自然由

来の有害物質が含まれる汚染された土壊をその対象としていなかったところである。し
かしながら、法第4章において、汚染土壊(法第16条第1項の汚染土壊をいう。以下同

じ。)の搬出及ぴ運搬並びに処理に関する規制が創設されたこと並びにかかる規制を及
ぼす上で、健康被害の防止の観点からは自然由来の有害物質が含まれる汚染された

土壊をそれ以外の汚染された土壊と区別する理由がないことから、同章の規制を適用
するため、自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壊を法の対象とすることとする。

第2 特定有害物質

旧法においては、①有害物質を含む土壊を直接摂取すること、②土壌中の有害物質
が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等することの2つの経路に着目し、土壊に含まれ

ることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質25種類を、特定有害

物質として政令で指定していたところであり(旧法第2条第1項及び改正令による改正前
の土壌汚染対策法施行令第1条)、改正法施行後においても、同様の物質を法の対象
とする。

第3 土壌汚染状況調査

土壌汚染による環境りスクの管理の前提として、土壌汚染に係る土地を的確に把握す
る必要がある。このため、汚染の可育副生のある土地について、一定の機会をとらえて、

土壊の特定有害物質による汚染の状況の調査を行うこととしている。

具体的には、特定有害物質を製造、使用又は処理(以下「使用」という。)する施設の
使用が廃止された場合及び土壊汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合に加
え、土壊汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合に調査を行うこととし
、-0
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1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土
地の調査

a)趣旨

特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場にっいては、土壌汚染の可能性が
高いと考えられることから、旧法同様、工場・事業場としての管理がなされなくなる時点
で土壊汚染状況調査を行うこととする。

具体的には、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特
定施設であって、特定有害物質を使用等するもの(以下「有害物質使用特定施設」とい
う。)の使用の廃止の時点において、土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者
等止いう。)に対し、調査を実施する義務を課すこととする(法第3条第1項本文)。

・・・・・(省略)・'・・'

なお、旧法においては、使用が廃止された有害物質使用特定施設において製造し、使
用し、又は処理されていた特定有害物質の種類を土壊汚染状況調査の対象としていた
ところであるが、改正法施行後は、有害物質使用特定施設の敷地である土地において
は土壌汚染のおそれが相当程度あると見込まれることから、その使用の廃止を契機とし
て調査義務を課すという旧法と同等の考え方を採りっつも、当該使用が廃止された有害
物質使用特定施設において使用等されていた特定有害物質の種類のみならず、土壊
汚染状況調査の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)における過去の土壊の汚
染の状況に関する調査の結果や特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下浸透(以
下「埋設等」という。)、使用等及び貯蔵又は保管(以下「貯蔵等」という。)の履歴を踏ま
え、調査の対象となる特定有害物質の種類を選定することとされたので((5)参照)、留
意されたい。

「有害物質使用特定施設」は、意図的に特定有害物質を使用等するものに限られ、特
定有害物質を微量含む原材料を用いるが当該特定有害物質に対し何らの働きかけをし
ない施設等は含まない。したがって、例えぱ、・ーー又は下水を処理するが当該特定有
害物質に着目してその処理を行うものではない廃棄物処理施設及び下水道終末処理
施設にっいては、「有害物質使用特定施設」に該当しない。
なお、特定有害物質を使用している試験研究機関の研究棟に設置された洗浄施設は、

直接に特定有害物質を使用等するものではないが、当該研究棟で意図的に特定有害
物質を使用する場合には洗浄施設に係る排水に特定有害物質が含まれ得ることに着
目し、本法においても特定有害物質を使用等するものとして「有害物質使用特定施設」
に該当することとなる点に留意されたい。
有害物質使用特定施設の「使用の廃止の時点」とは、当該施設の使用をやめるか、又

は当該施設の使用は続けるものの当該特定有害物質の使用をやめる時点である。した
がって、その時点においては、水質汚濁防止法第7条若しくは第10条又は下水道法
(昭和33年法律第79号)第12条の4若しくは第12条の7の規定による届出が行われ
るべきものである。

「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に限定
されない。この「敷地」1こついての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場合を除
き、他の規定についても共通である。
なお、旧法の施行前に使用が廃止された場合には、調査の義務は発生しない6去附則

第3条)。また、(4)の法第3条第1項ただし書の都道府県知事(令第8条に規定する市
にあっては、市長。以下同じ。)の確認を受けた場合には、士壌汚染状況調査の義務は
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免除されるが、法第3条5項の規定により当該確認が取り消されることにより、改めて、

当該義務が生ずることとなる。

(2)調査の実施主体

①土地の所有者等

土壊汚染状況調査は、土地を所有する権原に基き自らの土地の土壊の特定有害物
質による汚染の状況を把握するものとして、当該土地の所有者等が実施することとする。
なお、調査の実務は、環境大臣の指定を受けた者(以下「指定調査機関」という。)が、
土地の所有者等の依頼を受けて行うこととなる。
「土地の所有者等」とは、土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削を行う

ために必要な権限を有し調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、
通常は、土地の所有者が該当する。なお、土地が共有物である場合は、共有者のすべ

てが該当する。

「所有者等」1こ所有者以外の管理者又は占有者が該当するのは、土地の管理及び使
用収益に関する契約関係、管理の実態等からみて土地の掘削等を行うために必要な権
原を有するものが、所有者ではなく管理者又は占有者である場合である。

・・・・・(省略)・・・・・

なお、この「土地の所有者等」にっいての考え方は、法第4条第1項、法第5条第1項、
法第7条第1項の他の規定についても共通である。

②施設の設置者と土地の所有者等が異なる場合の手続
ア.土地の所有者等への通知(省略)

イ.通知の相手方(省略)

ウ.通知すべき事項(省略)

(3)調査結果の報告の手続

①報告の期限(省略)
②報告すべき事項

法第3条第1項本文の報告事項は、使用等されていた特定有害物質の種類等の有害
物質使用特定施設に関する事項、試料の採取地点及び分析結果等の土壌汚染状況調
査の結果に関する事項に加え、当該使用が廃止されていた有害物質使用特定施設が

使用等していた特定有害物質の種類以外の汚染のおそれのある特定有害物質の種類、
土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交
付番号(改正指定調査機関等省令による改正後の土壌汚染対策法に基づく指定調査
機関及び指定支援法人に関する省令(以下「指定調査機関等省令」という。')第1条第2
項第3号参照)とした(規則第1条第部動。
「土壌汚染状況調査の結果」にっいては、法の義務付けによらず任意に行われた調査

の結果を利用して報告することもできる。ただし、その場合は、指定調査機関により、公
正に、かっ、法に基づく調査方法に則り行われている必要がある(なお、旧法施行前に

行われた調査にっいては、特例力靖忍められる。(6)⑭において後述)こと、また、当該調
査の実施後に使用等されていた特定有害物質に係る調査結果にっいては認められな
いこと等に留意されたい。

ここにいう「公正に」とは、法第3,6条第2項の「公正に」と同義であり、法第31条第2号
及び第3号の基準に適合する状態にある指定調査機関が行うことにより、「公正」要件を
満たすものと推定してよい。例えぱ、土壊汚染状況調査の業務の発注者と指定調査機

関との間に会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社と同条第4号の親会
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社の関係が成立している場合には、「公正に」土壌汚染状況調査が行われていないもの
と解して差し支えない(指定調査機関等省令第2条第3項及び第4項参照)。なお、この
「公正に」要件の考え方は、法第4条第2項及び法第5条第1項の命令に基づく調査並
びに法第14条第1項の申請に係る調査(規則第10条の2第2項の自然由来の土壌汚
染地における調査の特例において、既存の調査結果を利用する場合における当該調査
を含む。)1こついても同様である。
また、土壊汚染状況調査の過程の全部又は一部を省略した場合における当該省略し

た旨及び理由並びに規則第58条第4項第9号に該当する区域(以下「自然由来特例区
域」という。_)、同項第10号に該当する区域(以下「埋立地特例区域」という。)又は同項
11号に該当する区域(以下「埋立地管理区域」という。X以下「自然由来特例区域等」と
いう。)に該当する土地である場合における、当該区域である旨が台帳記載事項とされ
たことから(規則第58条第4項第5号及び第9号から第11号まで)、土壊汚染状況調査
の結果として、当該省略した旨及びその理由並びに自然由来特例区域等に該当すると
思料される土地にあっては、その根拠を記載させることとする。
調査結果の信頼性の確保のため、調査を行った指定調査機関の名称等も報告させる

こととする。

さらに、土壌中の特定有害物質の濃度に係る調査及びその結果の証明は計量法(平
成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)が行
う必要があることから、その名称等も報告することとする。なお、濃度に係る調査等を計
量証明事業者が行う必要があることにっいては、必要に応じ指定調査機関に対し教示
することとされたい。

③報告のない場合又は虚偽の報告の場合の命令
都道府県知事は、法第3条第1項の報告が行われず、又は虚偽の報告があったとき

は、旧法同様、報告又は報告内容の是正を命ずることができることとする(法第3条第3
項)。

この命令は、相当の履行期限を定めて行うこととする(令第2条)。「相当の履行期限」
は、命令後に調査に着手することとなる場合には、①に準じ、原則として命令の日から
起算して120日以内とすることが妥当である。
(4)都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除
①趣旨
有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合であっても、その土地にっいて予定

されている利用の方法からみて、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがない
ときは、その状態が継続する間に限り調査の実施を免除することとする(法第3条第1項
ただし書、第4条及び第5条)。

この場合、人の健康被害が生ずるおそれがないことにっいて、都道府県知事の確認を
要することとしている。

②都道府県知事の確認の手続(省略)
③確認後の手続(省略)
④確認の取消し(省略)
(5)調査の対象となる特定有害物質
法第3条第1項本文の土壊汚染状況調査の対象となる特定有害物質の種類は、旧法

においては、当該使用が廃止された有害物質使用特定施設において使用等されていた
特宇有害物質及び子の分色柔牛成物であったが、改正後ぱ、法第4条筑だ頂の命令によ
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る土壊汚染状況調査においては、調査対象地における過去の土壊の汚染の状況に関
する調査の結果や特定有害物質の埋設等、使用等及び貯蔵等の履歴を踏まえ、25種
の特定有害物質のうち、汚染のおそれがあると思料される特定有害物質の種類を分析
の対象とすることとされたことに伴い(法第4条第2項、規則第26条参照)、これと同旨
の考え方を法第3条第1項本文の土壌汚染状況調査にも導入することとした。すなわち、
改正後は当該使用が廃止された有害物質使用特定施設において使用等されていた特
定有害物質及びその分解生成物のみならず、当該調査対象地における過去の土壊の
汚染の状況に関する調査の結果や特定有害物質の埋設等、使用等及び貯蔵等の履歴
を踏まえ、汚染のおそれがあると思料される特定有害物質の種類とする。なお、この汚
染のおそれがあると思料される特定有害物質の種類には、分解生成物が含まれること
になるので、留意されたい。

[表:「過去の調査結果に係る特定有害物質や使用等の履歴・が明らかと

なった特定有害物質」と「その分解生成物である特定有害物質」]
(6)土壌汚染状況調査の方法
土壊汚染状況調査の方法は、次のとおりである。法第3条第1項、法第4条第2項及び

第5条の土壌汚染状況調査の方法は、基本的に同じ方法である。
なお、この方法よりも詳細な方法で調査を行うことも認められる。

①考え方

調査の方法にっいてば、調査を行わせることとした指定調査機関の違いにより調査結
果に差が生じないよう、土壊等の試料の採取の方法等にっいて、詳細に定めることとし
ている。

具体的には、まず、調査対象地を100平方メートル単位の区画に分割し、調査を実施
する者(指定調査機関が該当する。以下「調査実施者」という。)が行う土地の利用履歴
等の調査に基づき、各区画を土壊汚染が存在するおそれに応じて3種類に分類し、各
区画を各分類ごとに定められた方法にしたがって、土壌等の試料の採取及び測定を実
施する。

また、調査費用の低減及び調査の効率化の観点から、一定の場合に調査の過程の全
部又は一部の省略を認めることとする。,

②調査対象地の範囲
法第3条第1項本文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特定施

設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が対象となる。
「工場,事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する土

地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔てら
れていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔てら
れた双方の土地をーの工場・事業場の敷地とする。

法第4条第2項及び法第5条第1項の土壌汚染状況調査においては、調査対象地の
範囲は都道府県知事から示されることとなる。

③調査対象地の土壊汚染のおそれの把握
ア.土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握
調査実施者は、調査対象地及びその周辺の土地にっいて、土地の利用の履歴、特定

有害物質の使用等の状況、土壌及び地下水の汚染の概況等の土壌汚染のおそれを推
定するために有効な情級を把握することとしナこ(規則第3条第U勵。
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のおそれを把握する上で参考となる情報に係る土地のことであり、例えぱ、調査対象地
と同じ埋立材により一体的に造成された土地であって、土壌の特定有害物質による汚
染の状況の調査により、その汚染状態が規則第31条第1項の基準(以下「土壊溶出量
基準」という。)又は同条第2項の基準(以下「土壊含有量基準」という。土壊溶出量基準
と併せ、第4の1(2)において後述)に適合しないことが明らかとなっている土地が想定
される。調査実施者は、かかる「周辺の土地」に関する情報にっいても、都道府県(令第
8条に規定する市にあっては、市。以下同じ。)から情報を入手することを含め、自ら積
極的に情報収集を行うことが望ましい。
調査実施者は、当該使用が廃止された有害物質使用特定施設の敷地であった.土地に

おける特定有害物質による土壊汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握する
ための調査(以下旺也歴調査」という。)において、25種の特定有害物質のうち試料採取
等(土壊汚染状況調査のための土壌その他の試料の採取及び測定をいう。以下同じ。)
の対象とすべきものを選定することとした(規則第3条第部動。すなわち、調査対象地に
おける過去の土壌の汚染の状況に関する調査の結果、特定有害物質を含む固体若しく
は液体の埋設等、使用等及び貯蔵等の履歴を踏まえ(規則第26条参R引、汚染状態が
土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった特定有害物質
や、当該履歴から埋設等、使用等又は貯蔵等をしていたことが.判明した特定有害物質
及びその分解生成物等を、土壌の汚染状態が土壊溶出量基準又は土・壊含有量基準に
適合しないおそれがあると認められる特定有害物質の種類とし、試料採取等の対象と
すべきものとして選定する。旧法第3条第1項の調査において調査対象物質とされてい
た、使用が廃止された有害物質使用特定施設において使用等がなされていた特定有害
物質及びその分解生成物は、当然この中に含まれることとなる。分解生成物にっいては
(5)の表に整理したとおりである。
地歴調査は、(イ)調査対象地の利用の状況に関する情報及び(ロ)特定有害物質に

よる汚染のおそれを推定するために有効な情報を収集することにより行われる。(イ)はイ
調査対象地の用途に関する情報と汚染のおそれが生じた地表の位置に関する情報か
らなり、(ロ)は、特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等に関する情報からなる。調
査実施者は、これらの情報を、可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及
び現地確認の方法により収集する。なお、調査実施者が地歴調査においてなすべき調
査の項目及びその手順にっいては、「土壌汚染状況調査における地歴調査にっいて」
(平成22年3月19日付け環水土発第100319002号環境省フK・大気環境局土壊環境課
長通知)により、別途通知しているため、、当該通知を参照されたい。
調査実施者が地歴調査を十分に行わなかった場合は、イの土壊汚染のおそれの区分

の分類において、土壌汚染が存在するおそれがない、又は少ないと判断される土地が
減ることとなり、結果として、より詳細な調査を求められることとなるものである。
試料採取等の対象とすべき特定有害物質の種類は、公的届出資料等行政保有情報

により判明することも考えられる。このため、調査実施者は、都道府県知事に対し、試料
採取等の対象とすべき特定有害物質の種類を通知することを申請することができること
とした(規則第3条第釘動。調査実施者は、この申請の際、地歴調査において試料採取
等の対象とすべきと判断した特定有害物質の種類及びその理由等汚染のおそれを推
定するために有効な情報を添えて行う必要がある(同条第51動。都道府県知事は、こ
の申請を受けて、調査対象地において土壌の汚染状態が土壊溶出量基準又は土壊汚
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は、当該特定有害物質の種類を調査実施者に通知することとした(規則第3条第即動。

ここにいう「土壊の汚染状態が土壊溶出量基準又は土壊含有量基準に適合していない

おそれがある特定有害物質の種類」とは、規則第26条各号の履歴等に係る特定有害

物質の種類であり、前述のとおり、調査対象地における過去の土壌の汚染の状況に関

する調査の結果その汚染状態が土壊溶出量基準又は土壊含有量基準に適合しないこ
とが明らかとなった特定有害物質、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしく

は液体の埋設等、使用等又は貯蔵等の履歴に係る特定有害物質及びその分解生成物
等がこれに当たる。これらの特定有害物質の種類に関する情報が公的届出資料等行

政が保有する情報により明らかとなることが考えられるため、上述の通知制度を設けた。

申請書に記載された特定有害物質の種類のほかに、上記の行政保有情報により、土

壌の汚染状態が土壊溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある
特定有害物質の種類が明らかとなった場合には後者についても併せて通知する必要が

ある。さらに、・通知する特定有害物質の種類を選定する理由についても、併せて教示す

ることが望ましい。また、分解生成物については、(5)の表に整理したとおりである。

なお、当該通知に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類については、

試料採取等対象物質とすることを要しないが(規則第3条第2項ただし書)、任意に試料
採取等の対象とした場合には、その結果を土壌汚染状況調査の結果として報告するこ

とができる。また、調査実施者が当該申請をすることなく、試料採取等対象物質を確定

することも可能であるが、上記の行政が保有する情報により汚染のおそれがあると思料

される特定有害物質の種類を網羅していない場合には、当該網羅されていない特定有

害物質の限度で、法第3条第3項に基づき再調査を命じられる可能性がある。
イ.土壌汚染のおそれの区分の分類

調査実施者は、旧法同様、アにより把握した情報により、調査対象地を土壕汚染が存
在するおそれに応じて次の3種類の区分に分類することとする(規則第3条第6条)。

(イ)土壊汚染が存在するおそれがないと認められる土地
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等を行っていた土地

や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立している

状態が継続している土地を指す。

土地の用途としては、従業員の福利厚生目的等事業目的の達成以外のために利用し

ている土地.である。具体的には、調査対象地の履歴を可能な限り過去に遡った結果、当

初から、専ら次のような用途のみに利用されていた土地が該当する。
・山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等
なお、法第5条に基づく調査の対象となる土地の区域には、この区分に分類される士

地は、通常、含まれることはないと考えられる(3(3)参照)

(ロ)土壊汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

直接に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵

等を行っていた施設の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く独立していると
はいえない土地を指す。

土地の用途としては、事業目的の達成のために利用している土地であって、特定有害

物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等、使用等又は貯蔵等を行う施

設の敷地以外の土地である。具体的には、当該施設の設置時から、専ら次のような用
途のみに利用されていた土地で、直接に特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等を
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していない土地が該当すると考えられ令。

・事務所(就業中の従業員が出入りできるものに限る。)、作業場、資材置き場、倉庫、
従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場、中庭等の空き地(就業中の従業員が出入
りできるものに限る。)、複数の工場棟を有する場合において有害物質使用特定施設と
一連の生産プロセスを構成していない工場棟の敷地等

(ハ)(イ)及び(ロ)以外の土地

(イ)及び(ロ)以外の土地は、土壊汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる
土地であり、次の土地が想定される。

.特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等が行われた土地
・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っ
ていた施設の敷地

.上記の施設を設置している土地、当該施設と繋がっている配管、当該施設と配管で繋
がっている施設及びその建物、当該施設及びその関連施設の配水管及び排水処理施
三ル
云又

④調査対象地の区画の方法及び区画ごとに行う試料採取等
ア.調査対象地の区画の方法

調査対象地の最北端の地点(複数ある場合はそのうち最も東の地点)を起点として、
東西南北方向に10メートル四方の格子状に、調査対象地を区画することとする(規則
第4条第1項本文)。

ただし、調査対象地の境界部分に100平方メートル未満の区画が多数生じ、必要以
上に区画の数が多くなる場合があることから、i)(省略)、ii)(省略)。

また、法第4条第2項の命令による士壌汚染状況調査については、起点の設定方法
の特例を設け、法第4条第1項の届出に係る複数の調査対象地すべてに共通するーの
起点を定めて単位区画を設定する方法を例外的に許容することとした(規則第5条)。
これらの方法により区画された調査対象地を、「単位区画」と呼ぶ。

イ.各単位区画ごとに行うべき試料採取等
試料採取等は、単位区画ごとの「土壊汚染が存在するおそれ」により、その密度を変

えて行うこととし、具体的には次のとおりとする(規則第4条第3工動。
(イ)土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画にっ
いては、100平方メートル単位で試料採取等を行うこととし、すべての当該単位区画に
おいて1地点の試料採取等を行うこととする。

(ロ)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画(以下「ー
部対象区画」という。)にっいては、900平方メートル単位で試料採取等を行うこととし、
30メートル四方の格子状の区画内にある9つの単位区画のうち5つの一部対象区画の

各1地点で試料を採取し、これを混合して1つの試料として測定する(5地点均等混合
法)こととする。

なお、試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」
という。)が第一種特定有害物質(⑤において後述)である場合については、30メートル
四方の格子状の区画内の社也点で試料採取等を行うこととする。
(ハ)すべての範囲が土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地である単位区
画については、試料採取等を行わないこととする。

⑤調査対象物質の種類ごとに行うべき試料採取等の種類
試料採取等の方法は、'試料採取等対象物質の種類ごとに、表のようにすることとする
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(規則第6条第リ動。

[表]

・分類:第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)

調査対象物質:11種

試料採取等の方法:土壌ガス調査(土壌ガス調査において特定有害物質が検

出された場合には、深部土壊の溶出量調査を含む。)
・分淺頁第二種特定有害物質(重金属等)

調査対象物質:9種

試料採取等_の方法:土壌溶出量調査及び土壊含有量調査

汾淺頁:第三種特定有害物質(農薬等)
調査対象物質:5種

試料採取等の方法:士壊溶出量調査

⑥土壌ガス調査、土壊溶出量調査及び土壊含有量調査の具体的な方法
ア.試料の採取地点

単位区画内に土壌汚染が存在する可能性が高い部分がある場合には、当該部分に
おける任意の地点において試料の採取を行うこととし、それ以外の場合には、試料採取

等の対象とされた当該単位区画の中心において、試料の採取を行うこととする(規則第
6条第2項から第4項まで)。

なお、それらの地点が急、傾斜地であったり、使用中の構造物が存在し、その構造物の

除去が調査後の土地利用に著しい支障をきたす場合等、当該地点において試料の採
取を行うことが困難な場合には、同じ単位区画内の別の地点で試料の採取をできること
とする(同条第事動。

「土壊汚染が存在する可能性が高い部分」とは、有害物質使用特定施設及び関連す
る配管、地下ピット、排水ます等の当該特定有害物質を使用等する施設の場所又はそ
の周辺である。

イ.試料の採取及び測定の方法

試料の採取及び測定の具体的な方法については、以下のとおりとする。その詳細につ
いては、環境大臣告示により定められている。(平成15年環境省告示第16号から第1
9号まで)。

なお、舗装等により土壊が表面に現れていない場合には、舗装等を除去、してから試料
を採取することを基本とする。

また、測定の対象となる土壌は、破砕することなく、自然状態において2ミリメートル目
のふるいを通過させて得た土壊とされているので(土壌含有量調査に係る測定方法をめ

る件(平成15年環境省告示19号)付表2)、留意されたい。

(イ)土壊ガス調査

地表から概ね80から100センチメートルまでの深度の地中において・土壊ガスを採取
し、当該土壌ガス中の特定有害物質の量を測定すること。この深度の地中で地下水の

存在により土壌ガスが採取できない場合には、当該地下水を採取し、地下水中の特定
有害物質の量を測定すること。

(ロ)土壌溶出量調査及び土壌含有量調査

地表を基準にした士壌採取の深度を設定していた旧法の考え方を改め、汚染のおそ

れが生じた場所の位置を基準とすることとした。ここにいう「汚染のおそれが生じた場所

の位置」とは、調査義務の契機となった有害物質使用特定施設が設置されるよりも前に
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設置されていた特定有害物質を使用等し、又は貯蔵等する施設が設置されていた時点
の地表や特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が漏出した地下配
管の高さ等を想定している。

汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50センチメートルまでの土壌を採取し、土
壌溶出量又は土壊含有量を測定すること。ただし、当該位置から深さ50センチメートル
までの土壌力せ也表から深さ10メートル以内にある場合に限る。なお、〒こにいう「地表」
を含め、規則において特に断りなく用いる場合には、現在の地表を指す。
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染の

おそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層仕也表から5センチ
メートルまで)の土壌及び5から50センチメートルまでの深さの土壌を採取し、これらの

土壊の重量が均等になるように混合し、土壌溶出量又は土壌含有量を測定すること。な
お、混合された土壌は、地表から50センチメートルまでの土壊を均等に採取した場合に
比べて、表層の土壌の割合が9倍となっていることに注意されたい。

⑦900平方メートル単位の試料採取等において土壌汚染が判明した場合
④イ(ロ)の試料採取等四00平方メートル単位の試料採取等)の結果、土壊汚染が判

明したときは、当該30メートル四方の格子内のすべての一部対象区画にっいて、100
平方メートル単位の試料採取等を行うこととする(規則第.7条)。

⑧土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合の追加調査
第一種特定有害物質にっいての土壌ガス調査において、土壌ガスが検出された等の

場合には、土壌ガス等が検出された連続する一定範囲の土地ごとに、士壊汚染が存在
するおそれが最も多いと認められる地点において、試料採取等を行うこととする(規則第
8条ミ)。

この試料採取等は、地表から深さ10メートルの深部までの土壊をボーリングにより採
取して土壊溶出量を測定することにより行う。
「土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点」とは、原則として、土壊ガ

ス調査において、隣接するすべての単位区画における土壌ガス調査の結果と比べ、高
い濃度の土壊ガス等が検出された地点とする。
なお、当該地点と同一の単位区画内において、検知管等の簡易的調査手法を用いる

こと等により、より高濃度の土壊汚染が存在するおそれが多いと認められる地点があっ
た場合には、当該地点において試料採取等を行うことができる。
⑨土壌汚染の有無の判定
土壊ガス調査の結果、土壌ガスが検出された(士壌ガスが採取できないことから地下

水を採取した場合には、地下水基準に適合しない)場合において、⑧の追加調査におい
て土壊溶出量基準に適合しなかったときは土孃溶出量基準に適合しない土地と、規則
第9条第1項第2号の基準(以下「第二溶出量基準」という。第4の1(6)④ア(イ)iDに
おいて後述)に適合しなかったときは、第二溶出量基準に適合しない土地と、それぞれ
みなすこととした。なお、土壌ガスが検出された試料採取等区画であっても、⑧の追加
調査において採取した土壊が土壊溶出量基準に適合していた場合における当該試料
採取等区画にっいては、土壌溶出量基準に適合するものとする(規則第9条第11動。
土壌溶出量調査又は土壊含有量調査の結果、土壊溶出量基準に適合しなかった場

合には土壌溶出量基準に適合しない土地と、第二溶出量基準に適合しなかった場合に
は第二溶出量基準に適合しない土地と、士壌含有量基準に適合しなかった場合には士
壌含有量基準に適合しない土地と、それぞれみなすこととした(規則第9条第2工動。

( 11/24 )



⑩法第5条第1項の命令の場合の特例

法第5条第1項の命令に基づく調査については、③から⑧までの調査において土壊汚
染が判明せず、⑨により土壌溶出量基準及び第二溶出量基準に適合しないとみなされ

る土地がない場合には、次の調査を追加的に行うこととする(規則第10条第リ動。

ア.当該土地に土壌汚染が存在することが明らかな場合

土壊汚染が存在することが明らかな場所社也点において地下水汚染が生じているおそ

れが多いと認められる帯水層に含まれる地下水の調査を行うこととする。

当該調査の結果、当該地下水が地下水基準に適合しない場合には、当該地下水汚染

の確認された帯水層の底面までの土壊をボーリングにより・採取して土壌溶出量を測定

することとする。この場合において、試料採取深度は、地下水汚染の確認された帯水層

の底面までであり、地表から深さ10メートルまでの土壌に限定されないことに留意され

たい。また、試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質で

あり、表層の土壌と5から50センチメートルまでの深さの土壌を採取した場合にあって

は、2種類の深さの土壊の重量が均等になるように混合し、土壊溶出量を測定すること

とする。

ボーリングによる土壊溶出量調査の結果、土壌溶出量基準に適合しなかった場合に

は調査対象地全体が土壊溶出量基準に適合しない土地と、第二溶出量基準に適合し

なかった場合には調査対象地全体が第二溶出量基準に適合しない土地と、それぞれみ

なすこととした。ただし、単位区画内のすべての土地が③イにおいて(イ)1こ分類された

土地である場合における当該単位区画及びボーリングにより採取した土壊が土壌溶出

量基準に適合した地点を含む単位区画は、除かれることとする。

イ.当該土地の周辺の地下水に汚染がある場合

土壌汚染が存在する可官副生が高い場所1地点において地下水の調査を行い、その結

果、地下水の汚染が判明した場合は、その地点においてボーリングによる土壊溶出量

調査を行うこととする。

地下水の調査及びボーリングによる土壌溶出量調査の方法並びに結果の判定につい
ては、アと同様である。

⑪自然由来の土壊汚染地における調査の特例

③の地歴調査の結果、調査対象地の試料採取等対象物質がシアン化合物を除く第二

種特定有害物質であり、かつ、人為的原因を確認することができない場合については、

専ら地質的に同質な状態で汚染が広がっているいわゆる自然由来の土壌汚染である

可能性があることから、この特性を踏まえた適切かつ効率的な調査の観点から、通常の

土壌汚染状況調査とは別の調査方法によって調査をおこなわなければならないこととす

る(規則第10条の2)。

ア.調査対象地の区画の方法(省略)

イ.試料採取等の方法(省略)

ウ.土壊汚染の有無の判定(省略)

⑫公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地における調査の特例

③の地歴調査の結果、調査対象地が公有水面埋立法(大正10年法律第57号)1こよ

る公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、調査対象地

に専ら当該造成時の水面埋立て用材料に由来する汚染のおそれがあると認められると

きは、通常の士壊汚染状況調査の方法では汚染のおそれの把握が十分でない可能性

があるこ上から、次の調杏方法によって調杏寺行わなけれぱならないこととする住目.則筆
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10条の3)。

ア.調査対象地の区画の方法(省略)

イ.試料採取等の方法(省略)
ウ.土壌汚染の有無の判定(省略)

⑬土壊汚染状況調査における調査の過程の省略/、,六、
土壌汚染の有無が判明していない場合であっても、土地の所有者等が土壊汚染があ

る土地とみなしてよいと考える場合には、従来の試料採取等の省略に加え(ウ参,.引、
調査費用の低減及び調査の効率化の観点から、土壌汚染状況調査の全部又は一部の
過程を省略することができることとした。

また、自然由来の土壌汚染地及び公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地に
つぃては、その調査方法が通常の土壌汚染状況調査の方法と異なることに鑑み、試料
採取等を行う区画の選定等及び試料採取等にっいて別の省略規定を設けることとした。
ア.調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略
③から⑧までのすべての過程を省略することができることとした。この場合には、調査

対象地全域にっいて、25種のすべての特定有害物質にっいて第二溶出量基準及び土
壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされる(規則第11条)。
また、土壊汚染のおそれの把握のうち③アの試料採取等の対象とすべき特定有害物

質の種類の通知の申請をし、当該通知を受けた場合には、当該通知により試料採取等
対象物質として確定した特定有害物質の種類のみにっいて第二溶出量基準及び土壊
含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされることとなる。
なお、法第4条第2項及び法第5条第1項の調査において省略した場合には、当該調

査の命令を行う書面に記載された特定有害物質の種類にっいて第二溶出量基準及び
土壊含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされることになる(規則第3条
第2項第2号参照)。

イ.試料採取等を行う区画の選定等の省略(省略)
ウ.'試料採取等の省略(省略)

エ.第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例(省略)
オ.公有氷面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地に係る試料採取等を行う区画の選
定等の省略(省略)

カ.自然由来の土壊汚染地及び公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地に係
る試料採取等の省略(省略)

⑭法施行前に行われた調査の結果の利用
土壌汚染の調査・対策にっいては、旧法施行前においては「土壊・地下水汚染に係る

調査,対策指針」(平成11年1月環境庁水質保全局長通知。以下「・調査・対策指針」とい
う。)に基づき、自主的に、あるいは地方公共団体の指導のもとに行われてきた。
このため、旧法施行前に、法に基づく土壌汚染状況調査と同等の精度を保って士壊汚

染の調査が行われたと認められる場合であって、当該調査の後に新たな汚染が生じた
おそれがないと認められるときは、当該調査の結果を法に基づく調査の結果とみなすこ
とができることとされていたところであるが、改正法施行後も、同様とする(規則第15条)。
「同等程度の精度を保って」とは、試料採取等の密度が同等程度であり、かっ、試料採

取等が適切に行われていることである。試半村栗取等の密度にっいては、例えぱ、調査・
対策指針に基づき1000平方メートルに1地点(5地点均等混合法)の試料の採取を
乏〒(ナ_言周睿系妻里1+ i冱、1/rn、爪0ハハ埀寸〒メーkⅡ,畄イ古の言才妻辻↓逗可口の糸主里レ1吾1等壬早1安rハ
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精度があると認められる。

なお、.同等程度の精度を保っていることを確認するために、i)旧法施行前の調査が
指定調査機関である者によって行われていること、又はii)旧法施行前の調査の内容

及び結果が適正なものであることを指定調査機関が確認(原則として書類上の確認でよ
いが、必要に応じ現地調査による確i翻をしていることを要することとする。

1、ノι〆'『=・1」.LV/ 011'千寸'1Jド」,〆.Vノ小口二〒又 L.1U」〒」ー'T王JI. V/
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2.土壊汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
(1)趣旨

土地の形質の変更は、施行時の基準不適合土壌(規則第3条第6項第1号の基準不
適合土壊をいう。以下同じ。)の飛散、基準不適合土壌が帯水層に接することによる地
下水汚染の発生、掘削された基準不適合土壊の運搬等による汚染の拡散のりスクを伴
うものである。一方、旧法においては、土地の形質の変更の届出は、指定区域内の土
地に限られており、指定区域外における土地の形質の変更にっいて、何らの規制が及
ぼされていなかった。

このため、一定規模以上の土地の形質の変更を行う者に対し、その旨を事前に届出さ
せるとともに、都道府県知事は、当該土地において土壊汚染のおそれがある場合には、
土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることが
できることとした(法第4条)。

(2)土地の形質の変更の届出
環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の30日

前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を都道府県知事に届け出な
けれぱならないこととした6去第4条第1工動。この環境省令で定める規模は、3000平方
メヤトルとする(規則第22条)。

①届出義務の対象となる土地の形質の変更
届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変吏する行為全般をいい、

土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえ、いわゆる
掘削と盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の面積が3000平方メートル以上
であれぱ、届出が義務付けられることとする。ただし、ーー・(省略)・ーー土地の形質の
変更の内容が盛土のみである場合には、当該盛土が行われた土地が汚染されていたと
しても、当該土地から汚染が拡散することはないことから、届出は不要とする。((3)参
,系)。

トンネルの開削の場合には、開口部を平面図に投影した部分の面積をもって判断する

こととなる。

同一の手続きにおいて届出されるべき土地の形質の変更にっいては、土地の形質の
変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを必ずしも要せず、土壊汚染状況調
査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえれぱ、同一の事業の計画や
目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、実施主体等を総
合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計して3000平方メート
ル以上となる場合には、まとめてーの土地の形質の変更の行為とみて、当該届出の対
象とすることが望ましい。

当該届出は、_②の届出義務者が自らその義務の発生を自覚し、行うべきものであるこ
とはもちろんであるが、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可担当部
局、宅地造成等規制法(昭和36年法律第1創号)に基づく工事許可担当部局等が情
報を有している場合があることから、必要に応じ、これらの部局との連絡をとり、当該届
出義務の履行の確保を図るよう努めることとされたい。
なお、当該届出の対象となる土地の形質の変更の例外として、類型的に以下の二っ

を定めた。

ア.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
土壌汚染が存在するとしても拡散するおそれが小さいことから、適用除外とした(規則
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第25条)。

このうち、同条第1号口の「土壊の飛散又は流出」とは、土地の形質の変更を行う場所
からの土壊の飛散又は流出をいう。

同号ハの「土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること
にづいては、土地の形質の変更に係る部分のもっとも深い部分が地表から50センチ

メートル以上であれぱ、適用除外とはならない。

また、同条第2号の「農業を営むために通常行われる行為」とは、農地等(農地法(昭

和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地をいう。)において、
農業者によって日常的に反復継続して行われる軽易な行為をいい、具体的には、耕起、

収穫等を想定している。なお、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく・土地改良
事業のように通常の土木工事と同視するごとができるものは、同号に該当しない。

イ.非常災害のために必要な応急措置として行う行為

緊急を要し、やむを得ない行為であることから、適用除外とした6去第4条第1項第2
,ヨ')。

②届出義務者

当該届出の義務を負う者は、「土地の形質の変更をしようとする者」であり、具体的に
は、その施行に関する計画の内容を決定する者である。ーー・(省略)

③届出の際の添附図面及び書類

・・・・・(省略)

④届出義務の履行期限
届出は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに行わなけれぱならない。こ

こにいう「着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日をいい、契約事
務や設計等の準備行為を含まない。

(3)調査の対象となる土地

前述のとおり、盛土は、それが行われる土地が汚染されていたとしても、これにより当

該土地の汚染を拡散させるりスクがないことから、法第4条第2項の調査の命令となる
土地は、法第4条第1項の届出に係る土地の形質の変更が行われる土地のうちいわゆ

る掘削部分であって、同項の当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれ
があるものとして環境省令でさだめる基準に該当する土地であることとした。6去第4条
第υ動。

「当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省.令
で定める基準」は、具体的には、以下のとおりである(規則第26条各号)。
士地の形質の変更をしようとする者が、当該土地がこの基準に該当するかどぅかを照

会した場合には、法第61条第1項の規定により、特定有害物質による汚染の状況に関

する情報を提供することが望ましい。

①土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適
合しないことが明らかである土地

土壊の特定有害物質による汚染の状況を調査した結果、規則が定める測定方法によ
りその汚染状態が土壌溶出量基準又は土壊含有量基準に適合しないことが判明した土

地の区域をいう。

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出
し、又は地下に浸透した土地

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等があったことを客
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観的に示す行政手続の例については、「特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下へ
の浸透等の履歴を確認する際に参考になり得ると考えられる行政手続の例について」

(平成22年3月30日付け環境省フK・大気環境局土壊環境課事務連絡)により別途通知
しているため、当該事務連絡を参照されたい。

③特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又
は事業場の敷地である土地又は敷地であった士地

「製造し、使用し、又は処理する」ほ、法第3条第1項の「製造し、使用し、又は処理す
る」と同様の意味であるが、これにより③に該当しないこととされた土地であっても、②又
は④に該当する土地である可a剛生はあるので、留意されたい。
特定有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設及びそれを設置している建物、当

該施設と繋がっている配管、当該施設と配管で繋がっている施設及びその建物、当該
施設及びその関連施設の排水管及び排水処理施設、特定有害物質を使用する作業場
等が存在し、又は存在した土地の区域力靖亥当する。
なお、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等があったこ

とを客観的に示す行政手続の例については、②の事務連絡を参照されたい。

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、
又は保管する施設件寺定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措置
であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場

の敷地である土地又は敷地であった土地

特定有害物質の保管倉庫等が存在し、又は存在した土地の区域が該当する。なお、
ここにいう唄宇蔵」又は「保管」は、容器により密閉した状態のままでなされる貯蔵又は保

管を含めず、その場で開封して、特定有害物質を含む内容物の出し入れを行うことが前
提となる貯蔵又は保管が該当する。具体的には、ガソリンスタンド等の敷地である土地
又は敷地であった土地が想定される。

また、特定有害物質.又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をタンク、ドラム缶そ
の他の容器に入れで屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉した
状態のままで行われるものであっても、ここにいう唄宇蔵」、「保管」1こ該当するものと解す
ることとする。

特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣が
定めるものについては、今後の知見の集積を踏まえ、定められることとなる。

⑤②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土
壊溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地
例えぱ、鉱山の敷地であった土地であって、鉱業権の消滅後5年を経過し、かつ、鉱

山保安法第39条第1項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を
防止するために必要な設備がなされていないものが該当する。
また、人為的原因を確認することができない土壌汚染であって、地質的に同質な状態

で広く存在する土壌汚染地(第二種特定有害物質に係るものに限る。)については、専
らいわゆる自然由来の土壊汚染であると考えられるところ、実際に測定を行ってその汚
染状態が土壊溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しな.いことが判明したものであれ

ぱ①に該当することとなるが、当該測定によりその汚染状態が判明した土地の区域の
近傍の土地等は、⑤に該当するものと解することが可能であると考えられる。なお、「近

傍の土地等」の該当性判断については、「自然的原因による士壌汚染に係る法第4条
等2頂の需杏命令挙動専イ牛について1(平成23年2日25日付け磯水大士挙笛11022
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5001号環境省水・大気環境局土壌環境課長通知)により、別途通知しているため、当

該通知を参照されたい。

(4)命令の手続

法第4条第2項の調査命令は、調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種

類並びにその理由並びに調査報告期限を記載した書面により行うこととした(規則第27

条)。また、土地の所有者等の義務が必要以上に過重なものとならなし、よう、土壊及び

地下水の調査結果、地歴調査の実施に有用な情報を有する場合には、土地の所有者

等に通知されることとされたい。

調査の対象となる特定有害物質の種類については、調査の対象となる士地の場所に

おける(3)①から⑤までの基準からみて土壌汚染のおそれがあると考えられる特定有
害物質の種類である。

当該基準に該当しているとして命令を発出するに当たっては、特定有害物質又は特定

有害物質を含む固体若しくほ液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透したこ

とや、特定有害物質の使用等があったことの期間や時期、含まれていた量を踏まえ、当

該土地が特定有害物質によって汚染されていることの蓋然性を判断した上で、当該命

令の発出の当否を判断することとされたい。

命令の発出は、当該土地の形質の変更が着手された後では汚染の拡散のりスクが生

じることから、着手予定日以前に行う必要があるが、被命令者に配慮し、命令発出の当

否を速やかに判断することが望ましい。また、土地の形質の変更が行われることにより

土壊汚染状況調査の適正な実施に支障が生じ、命令を履行することができなくなる可能

性があることから、土壊汚染状況調査の結果報告が終了するまでの間、土地の形質の

変更を行うことのないよう指導されたい。

^"、 E 'コ^^^,^ i'^^●^,」 4J -^゛」、〆、^.J'J^●
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この命令は不利益処分であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、

命令を行うこととした理由を示すとともに、聴聞又は弁明の機会の付与を行って命令の

内容について異議を主張する機会を与え、その者の意見や事情を十分に考慮すること

が必要である。

また、命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、都道府

県知事に対して異議申し立てができることに留意されたい。

なお、調査の命令を行うに当たっては、被命令者に対する風評被害、事業活動への著

しい支障や必要最低限の日常生活への支障を極力回避するよう配慮することとされた

い。

(5)地歴調査により汚染のおそれがあることが判明した特定有害物質の種類と試料採

取等対象物質との関係

規則第27条により調査の対象とすることとされた特定有害物質の種類のほかに、地

歴調査により汚染のおそれがあることが判明した特定有害物質の種類がある場合にお

いて、後者を試料採取等対象物質とすることなく、土壊汚染状況調査の結果を報告した

ときは、都道府県知事は、後者について、改めて法第4条第2項の命令を発出する必要

がある。

(6)法第3条第1項の調査との関係

有害物質使用特定施設の使用が廃止されると同時にその敷地内において3000平方

メートル以上の土地の形質の変更が行われる場合には、法第3条第1項の調査義務と
こ土竺口口冬竺ゴT百rハ肩!U生寧畜宝{{止t'スレレ土.1-;土雛厶塞竺?T百爪三周杏令会秀二聳斗!tスサ
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とができる基準に該当するものと考えられるが、法第3条第1項の調査義務が履行され

るならぱ、あえて、法第4条第2項の命令を発出する必要はない。

また、法第3条第リ頁ただし害の確認に係る土地において3000平方メートル以上の

土地の形質の変更が行われる場合には、当該確認により同項の調査義務が一時的に

免除されていることにかかわりなく、法第4条第2項の命令の発出の当否が検討される

べきであることは、当然である。
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3.土壊汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査

(1)趣旨

土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、汚染があるとすれぱそれが
人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれが

あることから、土壌汚染の状況を調査し、汚染の除去等の措置を実施する必要性が高
い。

したがって、都道府県知事は、旧法同様、そのような土地について、土地の所有者等

に対し、土壊汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができることとする
(法第5条第リ動。

(2)調査の対象となる土地の基準
調査の命令の対象となる土地は、当該土地において土壌汚染が存在する蓋然性が相

当程度高く、且つ基準不適合土壊に対する人の暴露の可能性があることを要する(令第
3条第1号)。

また、既に汚染の除去等の措置が講じられている土地、鉱山の敷地等については調

査の命令の対象とならないこととする(令第3条第2号)

ある土地がこの基準に該当するかどうかその他の調査の命令に係る都道府県知事の
判断の基礎となる情報については、必要に応じ情報提供を行うことが望ましく、土地の
所有者等その他の情報を必要とする者がいる場合にはその求めに応じて速やかに、当
該基準に該当するかどうか及びその理由並びに当該基準に該当する場合は調査の対
象となる土地の範囲、特定有害物質の種類及びそれらの理由を回答することが望まし
い。

①土壌汚染の蓋然性が高く、かつ、人の暴露の可ヨ別生があること
「土壊汚染の蓋然性が高い」とは、原則として、その土地で土壌汚染が明らかとなって

いるか、又は近隣で地下水汚染若しくは土壌汚染が明らかとなり、かつ、汚染状況や土
地の履歴等からみて当該近隣の汚染の原因がその土地にあると認められる場合が該
当する。

例えぱ、単に有害物質使用特定施設が設置されていた土地であること等の土地の履

歴のみをもって、「土壊汚染の蓋然性が高い」と判断されることはない。

なお、土地の履歴については、都市計画法に基づく開発許可担当部局又は宅地造成

規制法に基づく工事許可担当部局が情報を有している場合があることから、必要に応じ、
これらの部局との連携をとることとされたい。また、土地の履歴から土壌汚染のおそれを

判断するに当たっては、消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3の2の規定に基
づく定期点検等の法定点検が行われ、土壊汚染の発生の防止が図られている場合に
は、当該定期点検の結果等を必要に応じ考慮に入れて判断することとされたい。

また、廃棄物最終処分場の跡地が埋立等の終了の後も引き続き一般環境から区別さ

れている場合等であれぱ、それが適切に管理されている限り1こおいて、特定有害物質

を含んでいたとしても人が摂取する可能性はないと考えられることから、調査の命令の
対象とはならない。なお、非鉄精錬業や鉄鋼業の精錬・製鋼プロセスで副生成物として

得られるスラグ等や石炭火力発電に伴い排出される石炭灰等が士木用・道路用資材等
として用いられ、かつ、周辺土壌と区別して用いられている場合は、そもそも土壌とはみ

なされない。

「人の暴露の可台断生がある」の判断基準は、土壌汚染の種類(地下水を経由した摂取
によるりスクの観点からのものか、土壌を直接摂取するりスクの観点からのものか)及
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び蓋然性ごとに異なり、具体的にはアからウまでのとおりである。
ア.地下水経由の観点からの土壊汚染が明らかな場合
(イ)考え方

地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかとなっている土地にっいては、当該土壌
汚染に起因して現に地下水汚染が生じ、又は生ずることが確実であり、かっ、当該土地
の周辺で地下水の飲用利用等がある場合に、調査の命令の対象となる(令第3条第1
号イ)。

吐也下水経由の観点からの土壊汚染」とは、土壌溶出量基準に適合しない土壊汚染で
ある(規則第28条第1工動。

「土壌汚染が明らか」とは、事業者等による調査結果において土壊汚染が判明し、当
該結果が都道府県に報告された場合等が該当するものであり、種々の不確かな情報の
みをもって「土壊汚染が明らか」とは判断できない。
「地下水汚染」とは、地下水が規則第7条第1項の基準(地下水基準)1こ適合しないこ

とである(規則第29条)。

「現に地下水汚染が生じ」とは、都道府県による地下水の常時監視等の結果において、
地下水汚染が判明している場合である。
「地下水汚染が生ずることが確実であると認められ」とは、原則として都道府県が行う

定期的な地下水モニタリング(測定回数は3回以上、期閻は2年以上)の結果、濃度レベ
ルカ赴曽加傾向にあり、このまま一様に増加するとすれぱ、次回のモニタリングの機会に
は地下水基準に適合しなくなると考えられる場合である。なお、直近のモニダjング結果
における濃度レベルの目安は、地下水基準の概ね0.9倍程度を超過していることであ
り、これを参考に判断することとされたい。
(ロ)周辺の地下水の利用状況等に係る要件
(イ)の「周辺で地下水の飲用利用等がある場合」とは、地下水の流動の状況等からみ

て、地下水汚染が生じているとすれぱ地下水汚染が拡大するおそれがあると認められ
る区域に、当該地下水が人の飲用利用に供されている等、規則第30条各号に掲げる
地点があることである(規則第30条)。

同条各号の内容は、水質汚濁防止法第14条の3の地下水の水質の浄化に係る措置
命令(以下「浄化措置命令」という。)を発する際の要件に関する、水質汚濁防止法施行
規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の3第2項各号に定めるものと基
本的に同じである。したがって、その考え方にっいては、「フK質汚濁防止法の一部を改
正する法律の施行にっいて」(平成8年10月1日付け環水管第275号、環水規第319
号環境事務次官通達)第,2の「1 措置命令」の項を参照されたい。
なお、浄化措置命令の場合には、水質汚濁防止法施行規則第9条の3第2項各号に

定める地点において同項に定める浄化基準を超過する必要があるが、本法の場合には、
規則第30条各号に掲げる地点が地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区
域内に存在すれぱ、必ずしも地下水基準を超過している必要がないことに留意されたい。
旺也下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる

区域」とは、特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲を指し、特定有害物質の種
類により、また、その場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく
異なるものである。

地下水汚染が到達する具体的な距離にっいては、地層等の条件により大きく異なるた
め個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき設定される
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ことが望ましい。それが困難な場合には、一般的な地下水の実流速の下では以下のー

般値の長さまで地下水汚染が到達すると考えられることから、これを参考にして判断さ
れることとされたし、、。

※表特定有害物質の種類~一般値(m)・/第一種特定有害物質~概ね1,000/六
価クロム~概ね500/砥素、ふっ素及びほう素~概ね250/シアン、カドミウム、鉛、
水銀及びセレン並びに第三種特定有害物質~概ね80
また、地下水汚染の到達する可能性が高い範囲に関する距離以外の条件としては、

原則として不圧地下水の主流動方向の左右それぞれ90度(全体で180度(当該地域
が一定の勾配を持つこと等から地下水の主流動方向が大きく変化することがないと認
められる場合には、左右それぞれ60度(全体で120度)))の範囲であること、水理基盤
となる山地等及び一定条件を満たした河川等を越えないことが挙げられる。
イ.地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある場合

地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある土地については、当該士壌汚染に
起因して現に地下水汚染が生じ、かっ、当該土地の周辺で地下水の飲用利用等がある
場合に、調査の命令の対象となる(令第3条第1号口)。
「地下水経由の観点からの土壌汚染」、「現に地下水汚染が生じ」及び「周辺で地下水

の飲用利用等がある場合」1こついては、アと同じである。
「土壊汚染のおそれがある土地」1亡ついては、都道府県において地下水の調査等を行

い、地下水の流動や土地の履歴等からみて当該地下水汚染の原因と推定される土壌
汚染の存在する蓋然性が高い土地が該当するものである。
ウ.直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はそのおそれがある場合
直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はそのおそれがある土地にっいては、

当該土地が人が立ち入ることができる状態となっている場合に、調査の命令の対象とな
る(令第3条第1号ノゞ。

「直接摂取の観点からの士壊汚染」とは、土壌含有量基準に適合しない土壌汚染であ
る(規則第28条第2工動。

「土壊汚染が明らか」にっいては、土壌汚染の基準の観点が異なるほかは、ア(イ)と
同様である。なお、令においては、「土壊の特定有害物質による汚染状態が環境省令で
定める基準に適合せず」と規定されている。

「土壊汚染のおそれがある土地」にっいては、隣地で土壊汚染が判明し、かっ、当該
土地と隣地とが工場の一連の敷地であり、又は土壌汚染の状況からみて隣地と連続す
る土壌汚染が存在することが明白である等、土壌汚染の存在する蓋然性が高い土地が
該当するものである。

「当該土地が人が立ち入ることができる状態」1こほ、火山の火口内等の特殊な土地や、
関係者以外の者の立入りを制限している工場・事業場の敷地以外の土地のすべてが該
当することとなる。

②調査の命令の対象とならない土地でないこと
ア.汚染の除去等の措置が講じられている士地でないこと
法第7条第6項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられている土地

は、調査の命令の対象とはならないこととする(令第3条第2号イ)。
例えば、地面が適切に舗装又は覆土されている土地は、地下水を経由した健康被害

のおそれがある場合を除き、調査の命令の対象とならないこととなる。
「惜胃力誘苗にられているナは、惜胃寺肉キ的に行った場Aの様か、惜青X,てでばなく
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行った舗装等の行為により結果的に法第7条第6項の技術的基準に適合することとなっ
た場合を含む。

また、措置の実施中や計画中の場合も含まれるが、これは、調査命令の必要性を判
断する端緒となった時点で実施中又は計画中であることを要し、例えば、調査命令を発
出される可能性を知った後に措置を実施又は計画した場合は含まれない。
なお、旧法施行前に自主的に行われた措置にっいては、都道府県と協議の上、調査'

対策指針に則って講じたものであれば、基本的に、法第7条第6項の技術的基準に適
合するものと認められる。

また、法第7条第6項の技術的基準においては、一定の基準に従い廃棄物埋立護岸
において造成された土地であって、港湾管理者が管理するものにっいては、措置が講じ
られているものとみなす旨の規定(規則第41条)があるため、そのような土地は調査命
令の対象とならない。

さらに、鉱山保安法第39条第1項の命令を受け、土壌汚染による鉱害を防止するた
めの必要な設備力疇黄じられている土地にっいても、法第7条第6項の技術的基準に適
合する措置が講じられていると考えることができ、調査の命令の対象とならない6
イ.操業中の鉱山及びその附属施設の敷地等でないこと
操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等の敷

地にっいては、調査の命令の対象とはならないこととする(令第3条第2号口)。
調査の対象とならないことにっいての考え方、「鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等」の

「等」の内容にっいては、法第3条第1項の調査に関する1(4)②イ(ハ)と同様である。
なお、このような土地にっいて、鉱業の実施以外の理由により土壊汚染が生じている

場合には、当該土壊汚染の調査が鉱山保安法に基づき行われることはない・ことから、
調査の命令の対象となるものである。」

」ギ」畢^'ー"T「.^^.'ー^ V 、VJ ^■、●、、■^'^ L:.島一・'^" J冒'」^'^'゛.゛」'ー"゛ι^゛ 、■^卑^、^^^^●、゛、弔J-、

(3)命令の手続

法第5条第1項の調査命令は、調査の対象となる土地の範囲、特定有害物質の種類、
報告期限を記載した書面により行うこととする(令第4条第1工動。また、'土地の所有者等
の義務が必要以上に過重なものとならないよう、土壊及び地下水の調査結果、地歴調
査の実施に有用な情報を有する場合には、土地の所有者等に通知することとされたい。
調査の対象となる土地の範囲及び特、定有害物質の種類にっいては、「土壌汚染が明

らか」な場合には、土壌汚染が判明している区域を対象に、土壌汚染が判明している特
定有害物質にっいてのみ命令力新テえ、また、・「土壊汚染のおそれがある」場合には、土
壌汚染の蓋然性が相当程度に高い区域として一定の根拠を示し得る程度に絞り込まれ
た区域を対象に、その疑いがある特定有害物質にっいてのみ命令が行えるものである。
調査報告期限並びに行政手続法及び行政不服審査法の適用にっいては、法第4条

第2項の調査の命令と同様であり、2(4)を参照されたい。
また、調査の命令を行うに当たっては、2(4)と同様、被命令者に対する風評被害、事

業活動への著しい支障や必要最低限の日常生活への支障を極力回避するよう配慮す
ることとされたい。

(4)都道府県知事による調査の実施等
都道府県知事は、過失がなくて調査を命ずべき者を確知することができず、かっ、これ

穿古勺置tるこ》が薯1,く公林に斥するル認めハナ1.る少去は.子の者の色畑においτ.当勧
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調査を自ら行うことができることとした6去第5条第21動。

「調査を命ずべき者を確知することができず」とは、調査の命令を発出すべき土地につ

いて、所有権の帰属に争いがあるために土地の所有者を確定できないといった特殊な

場合のみが該当するものである。

したがって、調査の命令を受けた土地の所有者等が調査を実施しない場合であって、

必要なときには、この規定により都道府県が調査を行うのではなく、行政代執行・法(昭
和23年法律第43号)に基づく代執行を行うべきものである。

「その者の負担」とは、土地の所有者等の負担を意味する。

第4 区域の指定等

旧法においては、土壊汚染による健康被害が生ずるおそれの有無にかかわらず、ー

定の基準に適合しない汚染状態にある土地を一律に指定区域に指定していたが、改正

後は、当該一定の基準に適合しない汚染状態にあることに加え、当該汚染により人の

健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合には要措置区域に、当該汚染に

より人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるとはいえない場合には形質
変更時要届出区域に、それぞれ区分して指定するともに、前者については、都道府県

知事が健康被害の防止のために必要な措置を指示することとした。

・・・・・(省略)

第5 汚染土壊の搬出等に関する規制(省略)

第6 指定調査機関(省略)

第7 指定支援法人(省略)

第8 雑則(省略)

、、、^ Uン、

第9 施行期日等(省略)

第10 法の施行に当たっての配慮事項等

娚1絲氏)土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するかどうかの

判定方法(省略)

作成改訂履歴
1.改訂1

2018年(平成30年)5月5日土曜日養生所を考える会代表池知和恭
(1)第3-1-(2)から(6)を追記
(2)第3-2-(4)の内容を追記
(3)第3-3-(3)の内容、(4)を追記
(4)第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、娚11糸勵を追記

2.改訂2

2山8年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭
第1、第2、第3-1-(1)から(6)、第4 の内容につき追記
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第一章総則

(目的)

第一条この法律は、土壊の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及び
その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌
汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(正義)

第二条この法律において「特定有害物質」とは、鉛、磁素、トリクロロエチレンその他の
物質(放ヨ訓生物質を除く。)であって、それが土壊に含まれることに起因して人の健康に
係る被害を生ずるおそれがあるものとして政,令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壊汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五
条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

『土壌汚染対策法』抜粋
2018年(平成30年)4月15日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

『土壊汚染対策法』

(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)

最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号

弟二章土壊汚染状況調査
ノ゛A・^^

(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土
地の調査)

第三条使用が廃止された有害物質使用特定施設(フK質汚濁防止法(昭和四十五年法
律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」
という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限
る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に{系る
工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」と
いう。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定に
より都道県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めると.ころにより、当該土地の
土壌の特定有害物質による汚染の状況にっいて、環境大臣又は都道府県知事が、定
する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告し
なけれぱならない。ただし、環境省令で定めるところにより人の健康に係る被害が生ず
るおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壊汚染状況調査及び第十六
条第一項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場
合にあっては環境大臣が、ーの都道府県の区域において土壊汚染状況調査等を行おう
とする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。
3 都道府県知事は、水質汚濁防止第十条の規定による特定施設(有害物質使用特疋
施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定
施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特疋施設を三又
置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにょり、
当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その
他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
4 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽
の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又は
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その報告の内容を是正すべきこどを命ずることができる。

5 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更を

しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事

に届け出なけれぱならない。

6 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の

方法からみて土壊の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそ

れがないと認められないときは、当該確認を耳匹ガ肖すものとする。

(土壊汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第四条土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)
であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとす

る者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めると

ころにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事

項を都道府県知事に届け出なけれぱならない。,ただし、次に掲げる行為については、こ

の限りでない。

軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合におい

て、当該土地が特定有害物質にょって汚染されているおそれがあるものとして環境省令

で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の

土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第

一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)1こ同

項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずること

ができる。

(土壊汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)

第五条都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、

土壊の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるもの

として政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところに

より、当該土地の土壊の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者

等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、

その結果を報告すべきことを命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその

結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過
失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置すること

が著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行う
ことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びそ

の期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告し

なけれぱならない。
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卓三章区域の指定等
ん゛舮^ニピ=

第一節要措置区域

(要措置区域の指定等)

第六条都道府県知事は、土地が各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該
土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人
の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の
措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するも
のとする。

土壊汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環
境省令で定める基準に適合しないこと。

土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずる
おそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨
を公示しなけれぱならない。

3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第7項の指定に係る区域(以下「要
措置区域」という。)の全部又は一部にっいて同項の指定の事由がなくなったと認めると
きは、当該要措置区域の全部又は一部にっいて同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除にっいて準用する。
(汚染の除去等の措置)

第七条都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところに
より、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において{要措
置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において
汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。ただし、当該士地の所有者
等以外の者の行為によって当該土地の特定有害物質による汚染が生じたことが明らか
な場合であって、その行為をした者(キ恥売、合併又は分割によりその地位を継承した者
を含む。以下この項及び次条において伺じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせること
が相当であると認められ、かっ、これを講じさせることにっいて当該土地の所有者等に
異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示する
ものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域に,おいて講
ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなけれ
ぱならない。

3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項
の規定により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)又はこれと同等
以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの
(以下「指示措置等」という。)を講じなけれぱならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、
環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の.規定により指示をしようとする場合において、過失がなく
て当該指示を受けるべき者を確知することができず、かっ、これを放置することが著しく
公益に反すると認められるときは、その者の負担1.こおいて、指示措置を自ら講ずること
ができる。この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその
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期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらか

じめ、公告しなければならない。

6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定

める。

6弓染の除去等の措置に要した費用の請求)

第八条(省略)

(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)

第九条要措置区域内においては、何人も、士地の形質の変更をしてはならない。ただ

し、次に掲げる行為については、この限りではない。

第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として

1テうイテ為

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(適用除外)

第十条第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示

を受けた者力斗旨示措置等として行う行為については、適用しない。

第二節形質変更時要届出区域

俳つ質変更時要届出区域の指定等)

第十一条都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該

当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚

染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけれぱならない区

域として指定するものとする。

2 (省略)

3 (省略)

4 (省略)

俳ヲ質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十二条形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、

当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところによ

り、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で

定める事項を都道府県知事に届け出なけれぱならない。ただし、次に掲げる行為につ

いては、この限りではない。

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの。

形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為

非常災害のために必要な応急処置として行う行為

2 (省略)

3 (省略)

4 (省略)

(適用除外)

第十二条第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の

変更については、適用しない。
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第三節雑則

(指定の申請)

第十四条土地の所有者は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の
規定の適用を受けない土地の土壊の特定有害物質による汚染の状況にっいて調査し
た結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状況が第六条第一項の環境省ら
で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府
県知事に対し、当該土地の区域にっいて伺項又は第十一条第一項の規疋による殆疋
をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申諭に係る所
有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならな
い

2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の
土壊の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」
という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省
令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなけれぱならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、
かっ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるとき
は、当該申請に係る土地の区域にっいて、第六条第一項又は第十一条第一項の規疋
による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚条
状況調査とみなす。

4 都道県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、
当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は
その職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査
させることができる。

(台帳)

第十五条都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の口帳
(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなけれぱならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で疋める0
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを
拒むことができない。
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第四章汚染土壌の搬出等に関する規制

第一節汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及計画変更命令)

第十六条要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内
の土地の土竣(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害
物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都
道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壊」という。)を当該要措置区域等外へ搬
出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除
<。)は、当該汚染土壊の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるとこ
ろにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なけれぱならない。ただし、非常災
害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壊を試験研究の用に
供するために当該搬出を行う場合は、この限りではない。

当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
当該汚染土壌の体積

当該汚染土壊の運搬の方法

四当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、
その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急処置として汚染土壌を当該要措置区域外へ搬出した
者は、当該汚染土壊を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところ
により、都道府県知事にその旨を届け出なけれぱならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のい
ずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届
出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。

運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壊の運搬に関する基準に違反して
いる場合、当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。

第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壊の処理を第二十二条第一項の許
可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合、当該汚染土壌の
処理を汚染土壊処理業者に委託すること。

(運搬に関する基準)

第十七条(省略)

・・・・・(省略)
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第五章指定調査機関

・・・・・(省略)

(指定の基準)

第三十一条環境大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の指定の申請が次の各号
に適合していると認めるときでなけれぱ、その指定をしてはならない。

士壊汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び

技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
法人にあっては、その役員又はその役員又は法人の種類に応じて環境省令で定め^

る構成員の構成が土壊汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないも
のであること。

前号に定めるもののほか、土壊汚染状況調査等が不公正になるおそれがないもの^

として、環境省令で定める基準に適合するものであること。

・・・'・(省略)

(土壊汚染状況調査等の義務)

第三十六条指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正
当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなけれぱならない。

2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で
定める方法により土壊汚染状況調査等を行わなけれぱならない。

3 環境大臣等は、前二項に規定する場合において、その指定に係る指定調査機関が
その土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調査

機関に対し、そ,の土壊汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ず
ることができる。

・・・・・(省 W交)
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第七章雑則

・・・・・(省略)

(国の援助)

第五十八条国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ず
ることを防止するため、土壊汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除

去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努め
るものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなけ
れぱならない。

(研究の推進等)

第五十九条国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壊の特定有害
物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進
し、その成果の普及に努めるものとする。

(国民の理解の増進)

第六十条国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の
特定有害物質による汚染が人の健康に及ぽす影響に関する国民の理解を深めるよう
努めるものとする。

緒'道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地にっいて、土壊の特定
有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供す
るよう努めるものとする。

2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくほ学校、卸売市場等の公益的施設又は
これらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第

四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものと
する。

(経過措置)

第六十二条(省略)

(権限の委任)

第六十三条この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、
地方環境事務所長に委任することができる。

(政令で定める市の長による事務の処理)
第六十四条この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令
で定めるところにより、政令で定める市件寺別区を含む。)の長が行う区ととすることがで
きる。

第八章罰則

第六十五条(省略)

ー・・・(以下省略)
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「土壌汚染対策法施行令第八条」

④土壊汚染対策法施行令(平成十四年十一月十三日政令第三百三十六号)

内閣は、土壌汚染対策法(平咸十四年法律第五十三号)第二条第一項、第三条第三項、
第四条第一項、第七条第一項及び第二項、第二十一条第一号、第三十条並びに第
三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

"政令で定める市の長による事務の処理"

「土壌汚染対策法施行令第八条」
2018年(平成30年)5月28日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

にれまでの条省略)

(政令で定める市の長による事務の処理)

第八条法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外
の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一
項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二条一項に規定する
中核市の長並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長
(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合において
は、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等
に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

法第三条第一項の指定に関する事務
法第三十二条第一項の指定の更新に関する事務

法第三十五条、第三十七条第一項及び第四十条の規定による届出の受理に関す
る事務

四法第三十六条第三項及び第三十九条の規定による命令に関する事務
五法第四十二条の指定の取消しに関する事務
六法第四十三条の公示に関する事務
七'法第五十四条第五項の報告及び立入検査に関する事務
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地、即ち、旧長崎市立佐古小学校地、即ち
養生所/(長崎)医学校等遺'の中核区域の主要部における土壊汚染に係る

土壌汚染のおそれにっいて留意すべき関連性があると考えられる
土壊汚染対策法第三条第一項に規定する「有害物質使用特定施設」の例

標題の件、土壌汚染対策法第三条第一項に規定する「有害物質使用特疋施設(7K貞
汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特疋施設
(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規疋する物
質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理
するものをいう。以下同じ。)」にっいて、当該土壌汚染のおそれにっいて留意すべき関
連性があると考えられる施設は以下のとおりです。

1.水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号)
別表第一(第一条関係)より

四十七医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ動物原料処理施設

口ろ過施言窒

ハ分離施設

混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下
同じ。)

ホ廃ガス洗浄施設
冒'屑伺■

六十八の二病院(医療法(ヨ召和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規疋
するものをいう。以下同じ。)で病床数が三00以上であるものに設置される施三又であ
つて、次に掲げるもの。

イ厨房施設

口洗浄施設

ハ入浴施設

七十一の二科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)1こ関する研究、・試験、検査
又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用
に供する施設であって、次に掲げるもの
イ洗浄施設

口焼入れ施設

七十一の五ドノクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄加
設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六ドjクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施三又
(前各号に該当するものを除く。)

2018年(平成30年)5月20日日曜日養生所を考える会代表池知和恭
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七十二し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方

法により算定した処理対象人員が五00人以下のし尿浄化槽を除く。)

七十三下水道終末処理施設

七十四特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理

施設(前二号に掲げるものを除く。)

2.環水大土発第100305002号平成22年3月5日改正環水大土発第11070

6001号平成23年7月8日都道府県知事・政令市長殿環境省水・大気環境

局長『土孃汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施

行について』(なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1

項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。)より、有害物質使用特定施
言登についての記載

第3 土壊汚染調査 1(1)趣旨

①「「有害物質使用特定施設」1姦意図的に特定有害物質を使用等するものに限られ、
特定有害物質を微量含む原材料を用いるが当該特定有害物質に対し何らの働きかけ

をしない施設等は含まない。」

②「特定有害物質を使用している試験研究機関の研究棟に設置された洗浄施設は、直

接に特定有害物質を使用等するものではないが、当該研究棟で意図的に特定有害物

質を使用する場合には洗浄施設に係る排水に特定有害物質が含まれ得ることに着目

し、本法においても特定有害物質を使用等するものとして「有害物質使用特定施設」に

該当することとなる点に留意されたい。」

( 2/2 )
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「土壌汚染対策法施行規則第二十六条」

回土壌汚染対策法施行規則(平咸十四年環境省令第二十九号)

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三条)及び土壌汚染対策法施行令(平成十

四年十一月十三日政令第三百三十六号)の規定に基づき、並びに同法第二十九条第
四項の規定を実施するため、土壊汚染対策法施行規則を次のように定める。

にれまでの条省略)

(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)

第二十六条法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該

当することとする。

土壊の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は士壌含有量基準に適

合しないことが明らかである土地であること。

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流

出し、又は地下に浸透した土地であること。

特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場

又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

四特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵

し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措
置であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)1こ係る工場又は事業

場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

五前三号に掲ける土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶

出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。

(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地に係る土壊汚染状況調査

0)百お七;ヲ)

第二十七条法第四条第二項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面によ
り行うものとする。

法第四条第二項に規定する調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種

類並びにその理由

法第四条第二項の規定による報告を行うべき期限

(以下の条省略)

"特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準"

「土壌汚染対策法施行規則第二十六条」
2018年(平成30年)5月13日日曜日養生所を考える会代表池知和恭
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長崎市立仁田佐古小学校建設用地(旧長崎市立佐古小学校j慨養生所/(長崎)医学校等遺跡の中核区域の主要音円における
長崎市民の土壌汚染の指摘に対する長崎市の自主調査の報告書と各報告書に記載する関係法令等

2018年(平成30年)5月5日土曜日養生所を考える会代表池知和恭

各報告書に記載する関係法令等

長崎市の自主調査の報告書

護シ看玉、メ、束j j
(平成14年5月29日

「土壌汚染対策法施行令」
(平成14年11月13日政令第336号)
「土壌汚染対策法施行規則」
(平成14年12月26日環境省令第29号)

「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」
(平成15年3月6日環境省告示第16号)
「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」
(平成15年3月6日環境省告示第16号)

法律第53号)

畔&告書』

[仁田佐古小学校校舎等建設に伴う土壌調査業務委託]
平成29年6月株式会社環境衛生科学研究所

「土壊含有量調査に係る測定方法を定める件」
(平成15年3月6白環境省告示第19号)

「土壊汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の
土壌汚染対策法の施行について」
(平成22年3月5日環水大土発第100305002号)

『報告書』
[仁田佐古小学校建設用地地歴調査業務委二匂
平成29年7月株式会社環境衛生科学研究所

「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイド
ライン改訂第2版」

(平成24年8月環境省フK・大気環境局,土壌環境課)

畔&告書』
[旧イ左古小学校土壌汚染調査業務委二羽
平成29年10月株式会社環境衛生科学研究所

0

0

0

畔&告書』
[旧佐古小学校地歴調査業務委託]
平成29年れ月株式会社環境衛生科学研究所

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0
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計査及び壮置に美するガイドライン

土j六汚染対策法に基づく
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土壌汚染対策法に基づく
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(改訂第2版)
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平成 24年8・月
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本ガイドラインの策定経緯0位置付け

平成22年4月・1日より、改正土壊汚染対策法(以下「改正法」という。)

が全面施行されたことを受け、平成22年度土壊汚染対策法に基づく調査及

び措置に関するガイドラ.イン(暫定版)を公表し、その後、平成23年フ月8

日に土壌汚染対策法施行規則及ぴ土壕汚染対策法施行規則の一部を改正す

る省令の一部を改正する省令が公布・施行されたことを受け、ガイドライン

改訂版を公表しました。

今般、自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壊が盛土材料として利

用された場合の取扱い等の観点から、当該ガイドラインについて、必要な内

容の見直しを行い、改訂第2版を作成しました。
また、このガイドラインは今後も内容の一層の充実を図っていくこととし

ていまず。

."、

環境省

本ガイドラインでは、法、施行令、施行規則、告示、通知の

内容を標準字体で記述し、それらの内容の詳細な説明及び補足

事項を斜字体で記述している。

本ガイドライン内における記述方法について

平成24年8月

水・大気環境局土壊環境課

ノ

/"・



第1章

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

土壊汚染対策法の概要.........................'.............................,.........、.................1

土壊汚染対策法の冒的(法第1条) 1

土壌汚染対策法の目的 1

法改正の経緯及び目的 ・・・3

改正法の施行まで及び施行後の経緯一・ ・3

測定対象とする土壌 3

特定有害物質(法第2条) ............、..、.....4

自然由来の有害物質が含まれる汚染土壌及ぴ水面埋立て用材料由来の士壊汚染の取扱い..ーーー6

自然由来の有害物質が含まれる汚染士壌の取扱いの基本的な考え方

自然由来の有害物質が含まれる汚染士壌が盛土材料として利用された揚合の取扱い

土地の士壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するおそれがある土地における

土壌汚染状況調査に係る特伊」の妥当性についてー・・ーーー 6

形質変更時要届出区域であって当該形質変更時要届区域内の土地の土壌の特定有害物質によ

る汚染状態が専ら自然に由来すると認められる.もの(自然由来特例区域)の該当性について

公有水面埋立地における有害物質が含まれる汚染士壌の取扱いの基本的な考え方
キ

要措置区域の指定に係る基準(法第6条) 9

汚染状態に関する基準 ・・・9

健康被害が生ずるおそれに関する基準一・・ー 12

人の暴露の可能性があること ・ 12

汚染の除去等の措置が講じられている士地でないこと 14

土壊汚染状況調査(法第3条~第5条) ........14

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であ0た士地の調査

W去第3条第1項に基づく調査義務による調査) ・・・ 16

趣旨

調査の実施主体

調査結果の報告の手続

都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除

士壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条第2項に基づく

調査命令による調査) 24

趣旨 24

調査の実施主体 24

土地の形質の変更の届出 24

調査の対象となる士地 9戸

命令の手続 32

調査結果の報告の手続 33

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

(D

(2)

目 次

1.4

1,4.1

1.4.2

(D

(2)

1.3.3

1.5

1'5.1

(1)

(2)

(3)

(4)

1.5,2

7
8

6
7
8
0

ー
ー
ー
2

6
6

①
②
③
④
⑤
⑥



(フ)

1.5.3

33法第3条第1項の調査との関係
.......■......■.........●'..●●●■●●

土壊汚染による健康被害が生ずるおそれがある士地の調査(法第5条第1項に基づく調査命
・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・ 33令による調査) 雫雫,,■......゛.■....■.■.■.●.●.●●●●●●●'●●●◆●弔闇◆◆

..................'.......・・..・・・・,・,,・・・・,・・・・・・・・,・,・・・・・・・・・'・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,,・,,・・・・・ 33(1)趣旨

-34(2)調査の対象となる士地の基準
,・・・,・・・,・・・・・,・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 i(3)命令の手続 .■.......号■、...■.●●●●■●●●●゛●■●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●■.区■

・・・・・,・・,・・・・・・・・ 38(4)調査結果の報告の手続

(5)都道府.県知事による調査の実施等 ・・・・・・・ 38.......゛....■..........●●、●●●●●●●●●●●●■●●●●■◆弔■●●

要措置区域(法第 6 条~第 10 条)............................,...................................................,,、......39
・・・・・・・ 39要措置区域の指定等 ...閉.■■■.■,●●●尋●゛●●●●●■●●●●●●●●●●●●'●●●●●●●●●●.昌●.■

・,・・・・・・・・・・・・・・・ 39要措置区域の指定
・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・ 39要措置区域の指定の公示 .....■.■■■...■■唇闇闇●●●●●●●●●●●●●゛●●●●■●●■●■■●●●●●●●●●

・,・・,・・40要措置区域の指定の解除 ...昆.゛..■...弔■闇..■.●●●■●゛●●●●●゛●●●●●●●●●●●■●■●■■●●●●●●●●●●'●●●●●●●●●●●●●■■■.

要措置区域の指定の解除の公示・・・・・・・,,・・・・・・"'・,・・・"""""""""""""'・"""""""・""""' 40
・・・・,,・・,,・,40汚染の除去等の措置

.●■■●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●..●

汚染の除去等の措置を講ずべきことの指示 ・・・・・・・・・・・・ 40

.,.....,・・,;・ 44指示措置 闇......■■.●●●●●●■●

・・・・・44指示措置等の実施 ......,.............'......昌......■.....■■●弔■■●■●■●●■●●●雫■闇●闇●●●●●●,●●畔●●●■●●●●■

・・・・・・・・44指示措置等
,..゛.............................■.■■.■■闇●●●●●●●,●●■●●●●●■●●●●●.●..■.■.●...

指示措置等を講ずべきことの命令 ・・・・・ 45.■..■雫,,闇,●●.弔雫■゛●●●●●●●゛●●●●●●■●●■●●●●●■●●●■●●●●■'●'●●●.●●■..■

指示措置等に関する技術的基準 ,・・ 45闇一..................■....●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●'●■●●●●●◆弔

指示措置等の種類及び実施方法 ・,・・・,・・・・・・・・・,・・ 45●甲●●●●●●●●●●●■●●●●●■●●●●●●●●●●●

廃棄物埋立護岸において造成された士地における汚染の除去等の措置一ーーー,・ーー'ーーーーー45
担保権の実行等により一時的に士地の所有者等となった者が講ずべき措置一ーー・・・・・・・・・・"・46

-46汚染の除去等に要した費用の請求

要措置区域内における土地の形質の変更の禁止 ・・・,,47.゛.............................゛..........

,・・・,・・,・・・・ 47土地の形質の変更の禁止 ◆■甲●●●●●...........................゛..

土地の形質の変更の禁止の例外 ,,・・・・・・,・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 i

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 ・・・・・・,・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 i

帯水層への影響を回避する土地の形質の変更の方法に係る都道府県知事の確認 ・・・ 49

指示措置等と一体となうて行われる土地の形質の変更に係る都道府県知事の確認 ・ 50

地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている要措置区域内における士

地の形質の変更に係る都道府県知事の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

形質変更時要届出区域(法第 11 条~第 13 条)..,............、、、.......".............,.............................51
形質変更時要届出区域の指定等 ,・・ 51

形質変更時要届出区域の指定 51

形質変更時要届出区域の指定の公示一,・ー ー・52

形質変更時要届出区域において新たに自然由来特例区域等に該当することとなった場合等に
・・・・ 53おける記載事項の変更

形質変更時要届出区域の指定の解除一 53

形質変更時要届出区域の指定の解除の公示 -54

形質変更時要届出区域内における士地の形質の変更の届出及び計画変更命令 ・ 54

土地の形質の変更の事前届出 ・ 54

1.6

1,6,1

(D

(2)

(3)

(4)

1.6.2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.6.3

(1)

(2)

(3)

1.6.4

1.6.5

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(田

1.フ

1.フ.1

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

1.フ,2

a)



(2)士地の形質の変更の事後届出

(3)計画変更命令

(4)土地の形質の変更の施行方法に関する基準

(5)土地の形質の変更の後の手続

指定の申請(法第14条)1.8 ...,...........

a)申請書の提出

(2)区域の指定

台帳(法第15条)1.9

a)台帳の調製及び保管

(2)台帳の閲覧

(3)台帳の記載事項の訂正・ーー

(4)台帳からの消除

その他、..,1.10 ●.●●●●●●●●●●●●■●■●●●●●●●■●●,●●●●●●●●●●●■●●●,●●●●●●●■■●●●●●●●●●゛●◆゛●゛●●●●●●●●●●゛●●●●●●●,●●●■゛●●尋●●■●●●●●●●●●●●●

1.10.1 汚染土壌の搬出時の措置(法第 16条~第 21条)

(1).汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令

(2)運搬に関する基準

(3)汚染土壌の処理の委託

(4)汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置命令

(5)管理票一ー

(6)虚偽の管理票の交付等の禁止

1.10.2 汚染土壌処理業(法第 22条~第28条)

1.10.3 指定調査機関(法第29条~第43 条)

(1)指定の申請・

(2)欠格条項一・・

(幻指定の基準

(4)指定の更新

(5)技術管理者の設置

(6)技術管理者の職務

(フ)変更の届出

⑧土壌汚染状況調査等の義務

⑨業務規程

(10)・帳簿の備付け等

住D 適合命令

住2)業務の廃止の届出

(13)指定の失効

(14)指定の取消し

(15)公示

1.10、4 指定支援法人(法第44 条~第 53 条)

1.10.5 都道府県知事による士壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等(法第61条)

1.10.6 その他(法第 54条~第 60条、法第舵条~第 69 条及び法附卸D

.、...61

61

・・・ 63

63

63

.59

60

60

.........63

63

63

68

68

69

69

・ 71

71

,,・・・・・ 72

・・・・,・ 72

72

73

74

75

76

゛- r-

フ
フ

フ
-
i

7
8
8
8

フ
 
7
 
一
1
 
フ

6
8
8
9

5
5
5
5

8
8
8
9
9

フ
フ
フ
フ
フ



第2章

2.1

士壊汚染状況調査.。..。..。.。,,....,......、。,.........'............................................、....".。80

土壊汚染状況胴査の手順,.,..ー..,,ー、.

ω調査対象地

②調査対象地の土壌汚染のおそれの把握仕也歴調査)

佃試料採取等を行う区画の選定

④試料採取等の実施

(5)士壌汚染状況調査結果の評価・報告

調査の対象となる土地(法第3条~第5条)

①法第3条調査(調査義務)

②法第4条調査(調査命令)

調査対象地の士壊汚染の郭それの把握(地歴調査) ............107

情報の入手・把握一・・ー' 108

基本的な考え方一 108

情報の入手・把握の対象とする士地の場所 109

il、」孝主・・ 1巴1屋,、・く^ 1青幸侵一・・ーーー 110

情報の入手・把握の実施 n5

試料採取等対象物質の種類の特定 120

基本的な考え方 ーー120

試料採取等対象物質の種類の特定の手順 121

調査対象地における試料採取等対象物質の種類の特定の具体的方法 123

土壌汚染のおそれの区分の分類・ーー 129

基本的な考え方・ー 129

人為的原因による土壌汚染のおそれが認められる士地'における士壌汚染のおそれの区分の分
130類の実施

専ら自然由来の士填汚染のおそれが認められる士地の部分又は専ら水面埋立て用材料由来の

士壊汚染のおそれが認められる土地の部分

汚染のおそれが生じた場所の位置に関する情報の記録

複数の工場又は事業場の立地履歴が認められた場合 141

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略(規則第H条) 141

試料採取等を行う区画の選定 、.141

単位区画及び30m格子の区分 141

基本的な考え方 141

必要な図面と情報 1'42

142単位区画の区分

30m格子の区分 146"i

法第4条調査における特例 146

試料採取等区画の選定 147

基本的な考え方 148

複数の工場叉は事業場の立地履歴が認められた場合の単位区画の分類 149

第一種特定有害物質に対する試料採取等区画 150

22 .、...,..、...104

104

・・・・・・104

2.4

2.4.1

(D

(2)

(3)

④

(5)

2.4.2

Q)

(2)

(3)

2.3

23.1

(D

(2)

(幻

(4)

2.3.2

(D

(2)

(3)

23.3

(D

②

(3)

(4)

(5)

2.3.4

...、、......80

・82

83

-87

89

100

5
0

3
 
,
 
4

ー
ー



(4)

2.4,3

2.4.4

第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質

汚染のおそれが生じた場所の位置に関する情報の整理

試料採取等を行う区画の選定等の省略

試料採取等................ .158

調査対象物質の種類ごとに行うべき試料採取等の種類 158

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)に関する試料採取等 ・,・・・・159

基本白勺な考え方一ーー'ー・・' 159

士壌ガス調査・ 161

土壌ガスが採取できない場合の調査(地下水調査) 165

士壌ガス調査を省略して行うボーリングによる士壌溶出量調査 167

土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等の追加調査(ボーリングによる

士壌溶出量調査) ・167

ポーリング調査の省略 174

第二種特定有害物質(重金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)に関する試料採取等

,・,,,,・174

Q)基本的な考え方・ ・174

(2)試料採取地点の設定方法 175

(3)士壌調査(土壌溶出量調査及び土壌含有量調査) 181

(4)士壌の分析方法 ・・・・・・・・・・182

(5)士壌調査の省略一ーーーーー -183

法第5条第1項の調査命令に基づく士壤汚染状況鯛査に係る特例 .183

基本的な考え方 183

土壌汚染が存在することが明らかである土地(令第3条第1号イに該当する土地) ・・・,・183

当該士地の土壌汚染に起因する地下水汚染があると認められる土地(令第3条第1 号口に該

当する士地) 184

ボーリングによる地下水調査及び士壌溶出量調査'・ ・・・・・184

ボーリング調査の試料採取等対線物質と分析項目 184

試料採取地点一 ・・,・・184

地下水調査の方法 ・184

土壌溶出量調査の方法 -186

汚染範囲の絞り込みのためのボーリング調査 188

自然由来による土壊汚染地に船ける調査の特例 ...189

基本的な考え方・ 189

試料採取等を行う区画の選定 ,191

通常の場合(調査対象地の範囲が90om格子を超えない) -191

調査対象地の範囲が90om格子を超える場合 '-193

試料採取等 196

基本的な考え方 196

試料採取地点の設定 ・・・196

試料採取等対象物質と分析項目 196

試料採取深度 196

ボーリングの方法及び試料採敢の方法 200

2.5

2.5,1

2.5.2

(D

②

(3)

(4)

(5)

(6)

2.5.3

153

155

157

2.6.2

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

2.フ

2.フ.1

272

a)

(2)

2.73

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

2.6

2.6.1

(1)

②



分析試料の採取と採取試料の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・、・・(6)

すでに基準に適合しないことが明らかな士地を含む単位区画があるとき(フ)

試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査(8)

調査結果の評価2.フ.4 ......■..■.......●●.'.●●●●●●、●●●■●●■

基本的な考え方(1) .■.弔弔■.................■....●●●●●■●●●●●、'●●◆■■●◆■■●●■▲◆■●

専ら自然由来の士壊汚染であることの評価(2)

調査対象地内(又は90om格子内)の2地点で試料採取を実施した場合(3)

既存の基準不適合データを利用した場合・(4)

試料採取を省略した場合(5)
...■.■■●●●...●●号●●●●●●●●●●◆■

公有水面埋立法に基一づき埋め立てられた埋立地に翁ける調査の特例..,,.,,......,,.,..,......"2082.8

基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2082.8.1

試料採取等を行う区画の選定 ,・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・2092.8.乞

第一種特定有害物質の場合 ・・・・210(D

第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の場合 ・・・・・・・・,,,,・・,,・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210②

試料採取等 ・・,・・・・・・・・・2122.8.3
.■.............■.■■.....●.●●..●●●■■●●●●●◆弔弔■闇◆■◆

試料採取地点の選定 ・・・・・・・,・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212(1)

試料採取等対象物質と分析項目 ・・・・212(2)

乞12試料採取深度(3) .■..............■■闇■弔●雫闇4●●●●●●●■●゛●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●

司ミ^り:/グのメテt去1乏.て下市Cオ3十主足ヨ女の^'1去・ーーー・・・・・・ーー・ ,218(4)

分析試料の採取と採取試料の取扱いーー・・ーー ・・・・・218(5)

試料採取等の省略の特例 ・・,,,・・・・・・・・・218(6)

調査結果の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2192.8.4 ●●●■●●■●●●●●●●●

土壊汚染状況調査の結果の評価.................................................、..........................................乞202.9

基本的な考え方 ・2202,9.1
.....■■■冒.,.雫,唇,...゛.,............'.●●●..●.●●●●●●●'.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●晶●●'●●■▲●●●●●■●●●■●■●◆

人為的原因による土壌汚染の有無の評価一・・・・・・・・ーー ー・2202.9.2

第一種特定有害物質の評価 ・・,・・221(D

第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の評価 ・・,・・・・・・・・,・・・・乞24(2)

調査の過程を省略した場合の評価方法・・・・・・・・・・・,・,,・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・224(3)

白然由来による士壌汚染の有無の評価一ーーーー ・・・・・・・・・・2342.9.3

公有水面埋立て用材料由来による土壌汚染の有無の評価 ・2362.9.4

汚染状態に関する報告内容 ー・・2362.9.5

人為的原因による土壌汚染が認められた場合 ー・・236a)

烏然由来による土壌汚染が認められた場合 ・・236(2)

水面埋立地において土壊汚染が認められた場合 ・237(3)

人為的原因による土壌汚染と自然由来による土壌汚染の両方が認められた場合、又は人為的(4)

原因による士壌汚染と水面埋立て用材料による土壌汚染の両方が認められた場合 ,・ー・238

土壊汚染状況調査の追完、,.....................,......................................,.......,.,,.....................,.......2422,10

2.10.1 士壌汚染状況調査の省略と追完 ・・242

2.10.2 土壌汚染状況胴査の追完に関する留意事項 244

a)土地の形質の変更の履歴と汚染のおそれ ・・・・・・・244

②具体的な士壌汚染状況調査の追完 246

2.10.3 特例調査の省略と追完 253

,,・・,,・・・・・200

・・・,201

・・202

・・・・・・・・,・・,・・・・・・・・・・・・・203

ー・203

・203

ー・・203

-208

・・・・・・208



(D

(2)

2.10.4

自鼻令由チ1モ井寺g寸d)司苛三言壬{こ月司司、る〕宣ナ己・・・・・・・・・・・,・・・,,・・・・・',,・・・,,・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・254

水面埋立地特例の調査に関する追完一ーー・ー ・・・・・・・259■弔弔暑●●●●◆●■●●●●●●●.●●.■.●●.●.■■●....■....■.........

一部区域の追完に関する留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・262●●●●●●■●●'●●.■............写.......

第 3 章要措置区域等の指定..,......,.......、.......,......'............"....................................263

要措置区域等の指定の対象となる土地の区画..........、,...........................................................263

要措置区域等の指定,................................'...............................、..............、.....'.......................263

要措置区域の指定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263●●●●●●●●■■●●●●■●●●■゛●●●●●●●●●●●闇●雫●●弔■■■■,.●■闇

要措置区域の指定 ・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・263

自然由来のみ{こよる土壌?弓染の取り扱し、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・263

形質変更時要届出区域の指定 ・・,・・・・・,・・265●●'●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●■■●■●●●●●●阜●●●◆●●闇●●●闇■■■●■●弔●

形質変更時要届出区域の指定 ・・・・・・・265.■■弔.■●●.●.■●■●●●●●●'●■●●●●●■●●●●●●■■●●,●●●●●●●●●●゛■.弔■■●■■.■■■■■■◆

自然由来特例区域等 ・・・,・,・・・・・・・・・・,・・・,・・・・266◆●■●●●■●●●●●◆●●■●曝●●●●●●●●●,■●●●...■..■.....■.■..畔...甲...闇.■■.闇

基本となる鯛査の結果、自然由来の土壊汚染又は水面埋立て用材料由来の士壌汚染が判明した

場合の自然由来特例区域等の指定....、............、.....................................,...............................272

台帳の記載事項の訂正......'........................、、、..、..,,...............................................................、、 272

要措置区域等の指定の解除....................................,....、.........................................................274

要措置区域の指定の解除,・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・,,,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・,,・・・・・・・・・・・・・・274

形質変更時要届出区域の指定の解除一ー・ーーーー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・',・・・・・・・・・・,・・275

台帳からの消除.......................................................................................,、.,,.........................276

要措置区域の指定に係る基準.............................,.....................、..,、、.,.....................................276

汚染状態に関する基準 ・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 6■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●,●●●●●●●●,●雫雫●

健康被害が生ずるおそれの基準・ ・・・276

人の暴露の可能性があること 276................●●.゛■,●●雫■,●雫●雫冒■

汚染の除去等の措置が講じられている士地でないこと ・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 フ

3.1

3.2

3.2.1

(D

(2)

3.2.2

(1)

(2)

3.フ

3.フ.1

3.フ.2

(,1)

(2)

3.3

4念

4.4

3.4

4.3

第4章

3.5

3.5.1

3.5.2

3.6

4.1

指定の申請.".....................,....,............................................................'....,..278

指定の申請の手順....、、....、..............、...........,..........,..............,...........................、,,...................278

指定の申請................................................................、...........................................................278

(1)申請書への記載事項 279

(2)申請書への添付書類 ・-279

都道府県知事による審査................................、.,...............、.、、'................................................279

区域の指定................................................................,..,,......................................................,281



4.6

4.6

申請に係る調査に関する報告・資料の提出及ぴ立入検査......................................................281

その他....'.、.....................、.............................................,...............................,........................乞81

第 5 章汚染の除去等の措置.........................,......,...。...........'...............,...'.'.............282

汚染の除去等の措置の考え方...............................'.........、......,.............,.................................282

基本的な考え力 ・282●,弔■■■■●●●●●●●●'●●●●●.....■.゛.,,.....,..■,■■

具体的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・283●●●●●●■●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●闇.■.弔

汚染の除去等の措置の指示 ・283●●●●●●●●●●●●●●●●●'●●●●●●●■●●●●●,●●゛●●,●阜畔●●●●雫■■..弔■..4

指示の内容 ・・・・284■●●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●,●●●^●■●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●冒■弔■■●■●弔■■.闇........ ●●●●●●●■●司●●●●■●■畔●●

指示措置等の命令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・284●●●●●●●●■●●●●■卓●■●●●●●●●■■●●●■●●●卓●●●●●●゛●●闇.●●

指示措置等の実施期限 ・・,・・・・・,・284■.,■●●●●●●●●●●●....●●.●●●●●●●●●●雫唇●■■■●■■●◆■■■■●●◆●●●●●●.■■...........゛....

指示措置等の技術基準 ・・・・・・・・,・・・285●●●●●■●●●●■,■●●●

要措置区域の指定の解除 ・・・・・・・,286..●.●●●●,゛.●■.●●●4■.●゛●●.●●,●雫●●■闇■,弔◆■●■◆■◆●●■●●●●.●●●..■..■■....゛......司

指示措置等実施後の効果の維持 ・・・・286●●●●●●●'●●■■●■■●●●,卓●●畔●●●●●■闇..弔闇■闇,.■■.....■...............■.......

要措置区域等外へ汚染士壌を搬出する際の取扱い ・・・・・・・286

汚染の除去等の措置の種類..........、....、.、,......,..................,.....................................,......,.........287

基本的な考え方 ・・・・・・・・287.....●■.゛.●●.●●●'●●●●●●●■●●●●●■●司●●◆■■■●■■

汚染の除去等の措置の種類 ・287.●...●.●●●●●●●●●■●■●●●●●■●●●●雫●●●■■■雫

地下水の摂取等によるりスクに係る措置一ーー・ー ,・,,・287■■,◆■■■●●号●■●●◆●●●●...................闇.,.,..闇

直接摂取によるりスクに係る措置 ・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・,・・・・290

複数の指示措置が必要となる揚合 ・・・・・・・・・292...................'........●●●●.,,闇弔弔

詳細調査.....、,..、.......、..............、...、.....、.、......,.............................................................,..、........'.293
、

詳細調査の基本的な考え方 ・・・・・・・293●....、..●●●●●、、●●●●●●■●●゛●●●●●

詳細調査の位置付け ・-293.●●゛●●,●●■,●●雫●●,゛●゛●●●■,,雫●,●,弔■闇■◆■◆■■◆◆■●●●●'●■闇.●●..■■....'.........■闇弔

基準不適合士壊が存在する範囲の把握の必要性 -297

詳細調査の実施(平面範囲の把握) ・・・・・・・・・,299

平面的な基準不適合士壌の範囲の把握の考え方 ・・・・299

第一種特定有害物質 ・・・・・,299●●'●●●●●●●●●■●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●卓゛●●●●●●●雫■司一■.

第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質 ・-307

詳細調査の実施(深さの把握) ・・・・・・・307

基準不適合士壌の深さの把握(以下「深度調査」という。)の考え方 ,307

第一種特定有害物質 -311

第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質 ・・,・・・,,,・・313

基準不適合士壊の存在範囲の設定 ・・・・,・・・・・・・316

基準不適合士壌の平面範囲(措置対象範囲)の設定 ・・・・・316

基準不適合士壌の深さの設定 ・・・・・・317

措置の実施...........................,..'..............................,....................'、.....................,..................322

基本的な考え方 322

措置の実施計画立案において確認すべき事項 ・・323

5.1

5.1.1

5.1.2

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(フ)

(幻

5.2

5.2.1

5.2.2

(1)

(2)

(3)

5.4

5.4.1

5.4.2

5.3

5.3.1

(D

(2)

53.2

(D

(2)

(3)

5.3.3

(D

(2)

(3)

5.3.4

(D

(2)



聨¥@冨鷲ψ翁辛剥ψ泰駄 Z,τ,ー・

gン宅む釧宰翌 Zラf,・,・,・・,・・

Z手1,""""""""""""""""'、"""""""""""""""""""""""""""""争}蓋@割起@柔樂@写図冨拷遥

測取え暴割 1手,ヤ・・・・・

聾呈誓盤 0力1,・・・・・・・・・・・・・・

,,易著12誓包旦 0毛,ヤー・

髭剥ψ畜悠@謬ι斈@嘉聨 0ララ・

器剥@ι亊@冨聨 OT,レーー

易泌@ι輩@冨騨 9Zラ

麗測也ι亊@冨瓢 9Zf,・・・・・・

享¥発む卵率竪 9Zヤ

9Z,,""""""""""""、"""""'、""""""""""""""""""""""""""""""""""、"'、"""'、"""'』_Ξ'@冨聨

璃葦0遡和削@回佳翠腰写裏受卦コ1手削尊漂会倒 εZヤ

馴¥心竝劃動ψ厘佳手割距当酢倒ξ剥コ1叫筆@冨聨 61ヤ・・・・・・

毒餅@踊鬻酵倒 91f,,・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・註ι↓斈^告1挙i:詰1五f匠f 4 ホ}21写g皇百{つ喜}ξ1手 91ヤー

畢判媒剛 ι1尹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・,・

(鳥購受●解コ1斯ビん受オコ1瑠瀞努凱)コ1嚇鳥軍ナ劃 9 τ毛,・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・,・・・・,・

干聖 ε 1手,・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●●゛●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●,◆●゛●,●●●●,■●●●●●■●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●

11予,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・,・・・・(7X^~r輩中:干二EdK ヌ1)^~イ^TF

(¥誠Υ鷺千柘専圃)ン酬Y遡千 60手,・・・・・・・・・・・・,・

弔泳Υ本 ι0手,,・・・・

奪鵬 Z of,・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・,・,,・・・・

寧韮m冨尉昜受却ユ14Z'受オニ1瑠瓣裂亘 Zof,・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・,・,・・・・・、・・・・,・,・・

66e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・,・・・・・・・・・・,・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・η1ψにヒ晶、ナ点1

96日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・,・・,・,・・・・・・・・・・・・・・,・・・・,・,,・・・・九芭Q?而兄1..4Σレ

τ6e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・,・・・・・・・・・,,・@ n 1午コニ蜘師子

(冨鼎受子1蓮ユ14Y'n 受オユ}勢理瓣@*止馴)司14゛鼎本1迦 E9ε・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

辛判媒剛 11'ε・・・、・・・・・・・・・・

999・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1「!1尋(Z):¥ιユ凖(力片1巨会'>g」{_珊千受:「 21^ηナ4*>{Z'゛_可下雨1目!^

aT靭@¥審@謙獄*士璃受オコ1湿馴*割 999・・・・・・・・・・・

E9ε・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・@Y n {年:r>r亙て

伽込Q優冨本1当 ιヤε・・・・・,・・,・・,・・・・,・・・・・・・・・・,・・

翠候ψ嘉*@*弍馴 手f,9・・・,,

璃葦@冨霧昜受劃コ1ψX ιi受オコ1会壇鍬@*士餌 尹手, e・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Z手'g・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旦1き竜丑三畢長4a二之}11' 9中.1¥21厘!十巷(カ^晶'

1, E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,,・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・,・・・・・・・,・,・・・・,・・・・・・・・・,・亘章_秒(カ』_ー(つ昌#!

1ラ'8,・・・・・・・,,・・・・・・・・・・・・・・・,,,・・・,・,,,,,・・・,,・,(烏干駒県ユ迎@逝無ψ>踊海酢倒)膨卓¥モ牙筈」享1鄭厩目

妥g盈具@中窮¥冨霧 τ舌ε・・・・・
.●●●●●●●●■●、●●●.●●●●●●●●●.●●●●●●●.●●●●●●●..●....●●●.....■..,.●●●●.●.■........■..

6ee・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・亘t章三>.●器測)勺朗二1塀審⑦謙婁1爾干剛@そ

蚤重受却コ1可鮒導聨謙獄心覗或翌卵膳軒@冨刷 ラZ e・・・・,・・・・・・,・・・・・・・・・,・・・・・・・・,・,・,・・・,・

凱章馴馴一(剰コ1寧¥@鳥拷 手 Z e・・・・,・・・,・・,・・・・・

筈容基盤受卦ユ1叫葦@冨霧 ラZε・・・・・・・・・・・
◆■■●●●●'●●●●●●゛●●●●●●●●●●■●.●●●●●●.●●..●●'●.●●.●....甲,,●.■●●●●■■'■●●

化)

(Z)

α)

9'ラ'9

仏)

(9)

(9)

け)

(e)

(Z)

(1)

ラ'T,'9

(OD

(6)

(9)

(ι)

(9)

(9)

伊)

(ε)

(Z)

(1)

e'ヤ'9

(幻

(リ

(9)

(9)

伊)

(ε)

(Z)

(D

(Z)

(1)

毛'g9

零'g9

(Z)

(1)

Z'9'9

1'9'9

g'9

Z'9'9

1'9'9

9'g



士壌汚染状況調査の追完や詳細調査実施による指定の解除5.63

要措置区域の指定の解除の手続5.6.4

汚染の除去以外の措置の実施の場合一ー(D

:1二1襄t弓多無0)"々ヨ壬のキ昔^0)多首方毎0)キ昜ぞ「'・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

士壌汚染状況調査の追完や詳細調査実施の場合(3)

汚染の除去等の措置の実施に伴い法第H条を申請した場合の要措置区域等の解除一5.6.5

汚染の除去等の措置の実施に伴う法第14条申請(D

汚染の除去等の措置の実施に伴う法第H条申請した場合の要措置区域等の解除要件(2)

形質変更時要届出区域の指定の解除の要件......................i......................................,.............4485,フ

基本的な考え方 ・・4485.フ.1

土壌汚染の除去の実施 -4485.フ.2

土壌汚染状況調査の追完や詳細調査実施による指定の解除 ・4495.73

升づ質変更時要届出区域の殆定の解除の手続・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4505、フ.4

士壌汚染の除去の実施の楊合(D ・・・・・・,・450

土壌汚染状況調査の追完や詳細調査等実施の場合(2) ・-450

措置の効果の維持(点検の方法と異常時の対応) 4515.8 ゛●●●●●●●●●●●●゛●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●゛●●●●●■●●゛,..■◆個●●●゛.▲▲●●●●

基本的な考え方 4515,8,1
...................■....■■,,弔■■..■■■■弔■..■弔弔■.弔■.■■.■■■■,弔■■■.■■■■..■■.■■.■..■.....■..■...■.■闇

措置ごとの通常の点検の方法と異常時の対応 ・・・・・4515.8.2

要持置区域等における土地の形質の変更...........'...................................................................4535,9

基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・,・・・・・・・・・・・4535.9.1

要ガと置区j或の^1也の升グ,重の^1更1こ:玉令る民王里・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4555.9,2

士地の形質の変更の禁止 455(D

土地の形質の変更の禁止の例外となる行為(2) ,・,・・,,455

帯水層の深さに係る確認の申請(3) ・・・・・・・・・・・457

土地の形質の変更に係る確認の申請(4) ・・・・・・・458

士地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請(5) -459

形質変更,時要届出区域の土地の形質の変更に係る管理 4605,9.3

土地の形質の変更の届出(D 460

土地の形質の変更の届出を要しない行為一ー(2) ・・,・,,460

士地の形質の変更を行う場合の施行方法一・(3) 461

計画の変更命令(4) ・・・・,,・・,466

事後届出が認められる行為 ・466(5)

記録とその保管 -4675.9.4

士地の形質の変更の記録書類Q) ー・・468

保管と承継(2) ・・・468

要措置区域等外へ士壊を搬出する場合...........................,.....,................................................4695.10

5.10,1 要措置区域等外への土壌の搬出と認定調査 ・・,,・469

5.10.2 認定調査の基本的な考え方 ・・・・,,469

5,10.3 認定調査の種生頁 ・-472

5,10,4 認定調査時地歴調査 ・・・・・472

5,10.5 士壌汚染のおそれの区分の分類 473

・・・・,・・・・・・・・・・・・・443

・・・・444

・・・・・・・・・・444

444

・445

・・・・・445

-445

ー・446



5,10.6

a)

(2)

(3)

(心

伍)

(6)

(フ)

5.10.フ

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(フ)

5.10.8

(D

(2)

5.10.9

5.10.10

掘削前調査 ・・・・・・478

掘削前調査の調査対象物質 ・・・・・・・・・・・・・・・・478■闇■◆■■■●●●●●,●雫■闇闇●●●●●■●●●..■.●....■甲卓.....゛......弔■

採取地点の設定 ■■●●●●●●■●●■■■●●●●●●●●●●●●■■●●゛■■..■■.4......................゛

ボーリング調査の深度の設定及び士壌の掘削方法 -484■●●●●●●▲●●●●●...■■■..■...............

、

試料採取方法 ・・・・・・・・・・・・,・・・・・'484●■●■●●■●●●●卓●卓●●,●●●●●一●●●●●゛,●●■●●●●●■.■■■■.■...■■..........■...■......,.....

土壌の分析方法(士壌溶出量、士壊含有量) ・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・496●●●●■●●●●●●●●●■●●●●司●●●■闇闇●

掘削前調査一部対象単位区画の 10om2ビとの調査 ・'・・・・・・・・・・,・・・・・,・・・・・・496

区域の指定後の土地の形質の変更があった場合の認定の可否 ・・,・・・・496●●●●●●●●●●■●●●●●●卓●,●●.●●●●●

掘削後調査 ,・・・・・501

掘削後調査の調査対象物質 ・・・・・・・・・・・501●●●■●■●◆●■●■●■闇●●●●●.●●●●.'...■..............■....,■..■■..■■........

掘削時の士壌の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・501●■■.....●●●'●.●●●●●●●●.●.●゛●●■●●■●●■●●●●■●●●●●●●●●●●■■■弔■...■.....

試料採取方法 ・・・506●●●●●●●●●●●●■●'●●●●●●●●■●●●●■■■●■●●■■●●●●卓,●●゛闇◆■■●弔闇■. ●◆●皿●●●●●●●●●.......■■゛.,.......畔....

土壌の分析方法(土壌溶出量、士壌含有量) ・509...■■.閉..■.....゛.●●●●●●■●●●●●●●●●●●■●゛弔■弔■■闇●■,●

一部対諒ロットの 10om3以下ごとの調査 """"""""""・,',・・・・・・・・,,・・・,・・・,・・・・・509

区域の指定後に士地の形質の変更があった場合の認定の可否 ・・・・・509

掘削後調査における留意点 ・・・・・・・509司.●●.●.●●●,..●.●●●●●■■●闇●弔■●■■●■◆■●◆●●●●●●●●●................゛.弔■■■,.闇..

搬出土壌の調査の結果の評価 "'・"・・・・・・・・・・・・・・・・・,,,・・・・,・・・・・・・509

士壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合した士壌の取扱い・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・,・-509

土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に不適合であった士壌の取扱いー・・・ー・・ーーーーーー・ー・-514

ゴニ1襄才弓11七斗犬t兄司司室星のi旦3毛と 1屈肖4月1」ミ周丕壬・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・, ・・・・・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、・515

掘削前調査と詳細調査 ・・・・・・・516■..●●●...●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●゛●,,●●弔闇.■..■.■..■.....'.
」



改正法

法

略称

旧法

改正令

表法、施行令、施行規則、省令、通知の略称

改正規則

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成21年法律第23号)

改正法による改正後の「士壌汚染対策法」(平成14年法律第53号)

改正法による改正前の「土壌汚染対策法」(同上)

規則

「士壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」(平成 21年政令第 245

号)

改正処理業省令

改正令による改正後の「土壌汚染対策法施行令」(平成 14年政令第 336

号)

処理業省令

「士壌汚染対策法施行規則及び士壤汚染対策法施行規則.の一部を改正す

る省令の一部を改正する省令」(平成23年環境省令第13号)

改正指定調査機関等

省令

内容

改正規則による改正後の「士壌汚染対策法施行規則」(平成 14年環境省

令第 29 号)

指定調査機関等省令

「汚染士壌処理業に関する省令の一部を改正する省令」(平成 23年環境

省令第 H号)

通知

改正処理業省令による改正後の「汚染士壌処理業に関する省令」(平成

21年環境省令第 10 号)

f士壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

の一部を改正する省令」(平成22年環境省令第3号)

地歴調査通知

改正指定調査機関等省令による改正後の「士壌汚染対策法に基づく指定

調査機関及び指定支援法人に関する省令」(平成N年環境省令第23号)

処理業通知

環水大士発第 H0706001 号による平成 23年7月8日付け一部改正後の

「士壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法

の施行について」(平成22年3月5日付け環水大土発第 1003050呪号)

運搬基準通知

「士壌汚染状況調査における地歴調査について」(平成24年8月17日付

け環水大土発第 12能17003 号)

「汚染士壌処理業の許可及び汚染土壌の処理に関する基準について」(平

成22年2月26日付け環水大士発第 10呪26001号)
、

〔汚染士壌の運搬に関する基準について」(平成22年3月10日付け環水

大士発第 100310001 号)

令



調査玲号告示

略称

調査 17号告示

表その他、本ガイドラインにおいて使用している略称

調査W号告示

調査 19号告示

「士壊ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」(平成巧年3月

6日環境省告示第 16号)

「地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件」(平成 15

年3刃 6日環境省告示第 17 号)

「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」(平成 15年3月6日環境

省告示第 18号)

「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」(平成 15年3月6日環境

省告示第 19 号)

内容



(参考資料)

Appendix-1.

Appendix-2.

Appendix-3.

Appendix-4.

Appendix-5.

Appendix-6.

Appendix-フ.

Appendix-8.

Appendix-9.

Appendix-10

Appendix-11.

Appendix-12.

特定有害物質を含む地下水が到達し得る「一定の範囲」の考え方

地下水の飲用利用等の判断基準

土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するかどうかの判定方

法及びその解説

一定の深さまで帯水層がないことの確認に係る手続

土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法

地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法

地下水試料採取方法

第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壊試料採取方法

土壌溶出量調査に係る測定方法

士壌含有量調査に係る測定方法

ボーリング調査方法

要措置区域内における士地の形質の変更の禁止の例外となる行為及び形質変更時要

届出区域内における土地の形質の変吏の届出を要しない行為の施行方法の基準

埋立地管理区域内において認められる士地の形質の変更の施行方法の基準

その他(規則様式)

測定方法に係る補足事項

地歴調査チ=ツクリスト

資料調査において入手・把握する資料(参考伊D

土壌汚染対策法の適用外となる岩盤

Appendix-13.

Appendix-14.

Appendix-15.

Appendix-16.

Appendix-17.

Appendix-18.



0対象物質

0仕組み

①有害物質を含む土壌を摂取すること、②士壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取す
ることの2つの経路に着目し、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれ

がある、有害物質として政令で指定Lた25物質(特定有害物質)

特定有害物質を製造、使用又は処理する施設の使用が廃止された場合
一定規模以上の土地の形質の変更の深に士壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合
士壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合

土壌汚染状況調査

自主調査において士壌

汚染が判明した場合に
おいて土地所有者等が
都道府県知事に区域の

指定を申請する場合

指定及ぴ公示
(台帳に記載)

都道府県知事が指定し、指示措置と併せて公示する
とともに、要措置区域台帳に記載して公衆に閲覧

土壌汚染状況調査・報告

汚染状態に関する基準への適合性

健康被害が生ずるおそれに関する基推への該当性

要措置区域

要措置区域の管理

【指示措置等の実施】

健康被害を防止十るため必要な限度において都道
府県知事から指示された措置(指示措置)又は指
示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚
染の除去等の措置を、指示された期限までに実施
実施しない場合は措置命令

<指示措置の内容>
ノ^

【直接摂取によるりスク】
0盛土
10土壌入換え

(0土壌汚染の除去(砂場等に限る)
^

リスク】1 【地下水等の摂取による
0地下水の水質の測定
10封じ込め(原位置、遮水工、 遮断工)

該当する

効果が失われた揚合

不適合

摂取経路の遮断の

該当Lない

適ム

摂取経路の遮断
が行われた場合

冒早...

〔規制対象外〕

指定の事由がなくなったと都道府県知事が認めると

きは、形質変更時要届出区域の全部叉は一部につい
て指定を解除・公示

'^

都道府県知事が指定'公示tるとともに、形質
変亜時要届出区域台帳に記載して公衆に閲覧

【土地の形質の変更の禁止】

要措置区域内における土地の形質の変疋は禁止
(禁止の例外となる行為あり) 要措置区域・形質変更時要届出区域内の士壌

の搬出の規制(事前届出、計画の変吏命令、
運搬基準に違反した場合の措置命令等)

・汚染士壌に係る管理票の交付及び保存の義務
・汚染士壌処理業の許可制度

形質変更時要届出区域

形質変更時要届出
区域の管理

指定の事由がなくなったと都道府県知事が認めると
きは、要措置区域の全部又は一部について指定を解

、・ 0§方そ

2

汚染土壌の搬出等に開,る規制

入

__ノ

ノ

1士地の形質の変更の制限】

形質変更時要届出区域内に枯いて土地の形質の変
更をしようとずる者は、計画を都道府県知事に届
出

計画が適切でない場合は、都道府県知事が計画の
変更を命令

0土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、措置の助成(要措置区域内で措置を講ずる者が負担能力が乏しい場合)、助

普及啓発等を行う指定支援法人を指定し、基金を設置。言 、

図 1.1.1-1 土壌汚染対策法の概要



有害物質使用特定施設の廃止の届出

【法第3条1

;ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1・ー

.^.

親査対段地の土壌遁染の
松そ却"の把纒吐也歴誕籍)

霧務発生

調査対象地において士壌汚染のおそれが
ある特定有害物質の種類の通知の申請

一定規摸以上の形質変更の届出

【法第4条】

汚染のおそれの基準の該当性判断

↓
調査命令の発出

義務発生

調査対象地において土壌汚染のおそれが
ある特定有害物質の種類の通知

"L

凡

怯第3条

例

都道府県知亭の手続

1土地所有者等の手続

'.

{法第5条】

命令晃出基準への該当性判断

情報の入手・把握

試料採取等対象物質の特定

^^^^^^^^^^^^^^^■^^,^、゛◆^^^^^^岡^^^^^^^^

、』一ーーー毛.ーーニーーーーーーーー→二1 土壌汚染状況調査結果の報告 1
.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1調査実施考が通知の申
1託を行わなかウた揚

!合、土壌汚染状況調査

ノ

、

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料
採取等を行う区画の避定、試料採取等は省略
可能.その揚合、試料採取等対象物質が第二
熔出量基準及び士壌含有量基把に不適合な状
態とみなす。

※試料採取等の特例における網査の過程の
省略では、土壌溶出量基準及び土壌含有
量基準に不適合な状態とみなす据合あり

結果を報告した際に

都道府県知李が賦料採'
荊"**"亦駐 1
指摘し、再鋼査を命,'1

三叉竺竺___J

調査命令の発出

姜務発生

土壌汚染のおそれの区分の分類

法第4条・法第5条

ノ

試料採取等を行う区画の選定

(試料採取等対象物質の追加)

要措置区域に指定

試料採取等

C,詰果報告

汚染状態に関オ、る基準への適合性

1甚準不適合

、ミ

又、
健康被害が生ずるおそれに関する

基準への該当性判断

該当する

※調査文1象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定、試料採取等を省略した場

省略した士壌汚染状況調査の追完(2.10参照)を行うことができる。XX
ιコ、

図1.5-1 土壊汚染状況調査及び要措置区域等の指定の流れ

調査実施者の手続

15

・、・・・ー・・ーーD 1豊憾'金丑
基準適合

該当Lない

形質変更時要届出区域に指定
自然由来特例区域等(白然由

来特例区域、埋立地特例区域
又は埋立地簀理区域)に該当
する揚合は台帳に記載

.^^ 1一●,^,^,^^^冒^^゛^,^
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第2章土壌汚染状況調査
,

2.1 土壌汚染状況調査の手順

法第3条第1項、法第4条第2項及び法第5条第1項の土壌汚染状況調査の方法は、基本的に同

じ方法である。なお、この方法よりも詳細な方法で調査を行うことも認められる(通知の記の第3

の 1 (6))。

遁営の士黛芳染批記詔査におグる詔査の手順を、図21-1に示ブ、。

調査対象地の土壌汚染の,
おそれの把握、試料採取

等を行う区画の選定、試

料採取等は省略可能。 こ

の場合、試料採取等対象
物質について、第二溶出
量基準及び土壌含有量基
準に不適合な状態とみな
す。

調査義務・調査命令

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握
(地歴調査)

士壌汚染状況調査結果の報告

情報の入手・把握

試料採取等対象物質の種類の特定

^ー^^^冒^.^、、-U司一巨"◆闇^●一、巨^

80

※調査対象地の士壌汚染の郭それの把握、試料採取等を行う区画の選定、試料採取等を省略した場合、

土壌汚染状況調査の追完ができる。

図2.1-1 通常の土壌汚染状況調査(基本となる調査)の手順

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)の結果、調査対象地の試料採取等対象物質が

シアン化合物を除く第二種特定有害物質であり、かつ、人為的原因を確認できない場合については、

専ら地質的に同質な状態で汚染が広がっているいわゆる自然由来の士壌汚染であることから、この

特性を踏まえた適切かつ効率的な調査の観点から、通常の士壌汚染状況調査とは別の方法によって
調査を行わなければならないこととする(規則第 10条の2及び通知の記の第3の 1(6)⑪)。

地歴調査の結果、調査対象地が公有水面埋立法(大正 10午法律第57号)による公有水面の埋立

て又は干拓の事業により造成された士地であり、かつ、調査対象地に専ら当該造成時の水面埋立て

土壌汚染のおそれの区分の分類

^^^^^』^^^^^^^^^^^^^^^

試料採取等を行う区画の選定

シ

試料採取等

,
」



調査対象地の士壌汚染の
おそれの把握を省略ナる

場合、試料採取等対象物

質について、第二溶出量
基準及び土壌含有量基準
に不適合な状態とみな

す。

1-

r 'ーーーー

試料採取等を省略する揚1
1合、試料採取等対象物質;
!にっいて、土壌溶出量基 1
i準及ぴ土壌含有量基準に i
1不適合な状態とみなす。

.、

調査義務・調査命令

調査対象地の士壌汚染のおそれの把握

(地歴調査)

一■一■■一...■.直■.コ

オ、・、!

L._._

情報の入手・把握

■,:^」.

試料採取等対象物質の種類の特定

94

自然由来の士壌汚染地における調査の特例

図 2.1-2

表 2.1-4

特定有害物質の種類

試料採敢等を行う区画の選定

自然由来の土壌汚染地における土壌汚染状況調査の手順

自然由来の土壌汚染地における調査の特例による試料採取等の概要

試料採取の考え方

イ.試料採取等の方法

試料採取等の具体的な方法については、試料採取等の対象とされる単位区画において、

以下のとおり試料採取等を行う(規則第 10条の2第1項第2号イ及び口並びに通知の記の

第 3 の 1 (6)⑪イ)。

基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかでない場

合にあっては、表層の土壌及び深さ5~50cmの土壌を採取するとともに、地表から

深さ 10mまでの lmごとの土壌をボーリングにより採取して土壌溶出量及び土壌含

有量を測定する。

地表から深さ10mまでにおいて当該地層の位置が明らかである場合にあっては、地

表から深さ 10mまでの土壌であって当該地層内にあるものを採取して土壌溶出量

及び士壌含有量を測定する。なお、当該土壌試料採取深度が当該地層内にない場合

にあっては、当該地層内の任意の位置の士壌を採取し、士壌溶出量及び士壌含有量

を測定する。

試料採取等

調査方法

士壌汚染状況調査結果の報告

最も離れた二つの30m格子内の各1地点の計2地点(ただし当該2
地点が90om格子内に含まれないときは、当該90om格子ごとに2地

点とする)

シアン化合物を除く第二種特定有害物質(重金属等)

ボーリング調査(士壌溶出量調査、土壌含有量調査)

,

'



<玲岨郎艇恕確加>

調晝対象地の

土壌汚染のおそれの把握

法第3条調査

(地歴調査)

調査挫務発生

Φ情段の入手・把握

ω質料調査
"私的資料 2)公的届出資料
幻一般公表鬢料

(2)聴取調査

③現地調査

<.,戯畦墨"_y

詔査対象地において土壌朽染
のおモれがあろ特定有害物質
の種類の通知の中詰

法第4条調査

@試料採取等対象物質の極類の特定

土壌溶出量基準又は土壌含

有量基隼への該当性判断

108

@士壌朽染のおそれの区分の分叛

弱晝対象地の

土壌汚染のおそれの把握

調査命令の発出

(胡晝対象となろ土地の範

囲、特定有害物質の種類及

び理由の搗示)

(地歴窮査)

法第5条調査

命令発出要件<の誠当性
判断

2.3.1

1胡査蛙務発生

(1)基本的な考え方

調査実施者は、調査対象地及びその周辺の士地について、士地利用の履歴、特定有害物質の使

用等の状況、土壌又は地下水の汚染の概況等の土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定す

るために有効な情報を把握する(規則第3条第1項)。

調査実施者は、調査対象地の利用の状況に関する情報及び特定有害物質による汚染のおそれを

推定するために有効な情報を、可能な限り過去に遡り、資料収集、関係者からの聴取及び現地確

認の方法により収集する(通知の記の第3の 1(田③力。

▼

図 2.3-1

情報の入手・把握

調査命令の発出
(餌査対象となる土地の範

、特定有害物質の種顛及

び理由の提示}

Φ情報の入手・把握
ω資料調査

D私的資料 2)公的届出資科
田一般公表資料

(2)聴取調査

(3)現地調査

口上1打 都道府県知事が

実施する項目
<三> 土地の所有者等が

実施する項目

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)の流れ

1調亥兼務発生
゛

試料探取等対象物質の挿類の1助n
裟Φ;二より土壌朽染のおモれがあるものと把翌さ九
た特定右害物質の!圭瓢を駄科採取専対象物貿に
追加ナろごしができろ

[二1^:餌査実施考が

詔査美舷ずぱ、質料詔査、慰取詔査及び児地誇査を美舷b、謂査対家地kおグるt蝉の僻症

斉今物質による汚染のおぞ九宏艦建ブ、るために脊効な芳瓢を入手・把握ずる。との詔査の過窪

を/券棄のスチ・恕握ノιbづ。

詔査美施ずかス手・把捉ιた情耀々、続いτ吏施さ丸る武料祭取争対泉疹質の痩類の侍広及

び士鱈所契のおそ丸の区分の分類におbt疾拠ιさ九るらのであるιι邑に、武科癖取竿にお

いt色、試削癖取学宏がづ区画の遮広及び蹴料祭取芋を美越ブ、る忽"点や梁さを於広ブ、3tめの

②土壌汚染のおそれの区分の分預

実施,る垣且
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、

表2.3,1-1 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握において入手・把握すべき情報の内容

ア,調査対象地の範囲を

確定するための情報

イ.土地の

用途及び

地表の高さ

の変更、

地質に
開する情報

情報の分類

①士地の用途に関する

情報

②地表の高さの変更、

地質に関する情報

ウ.特定

有害物質

による汚染

のおそれに

関する情報

・調査対象地の士地の境界及び試料採取等における区画の設定の起点を
明瞭に定義し得る情報

・調査対象地の士地利用状況及ぴその変遷

・建物・設備等の配置及びその変遷

①士壌の

特定有害物質

による汚染状態に

関する情報

・埋立や造成等によ0て地表の位置が変更された履歴の有無
・地表の位置の変更を行0た時期
・地表の位置の変更を行った範囲及び高さ
・調査対象地における地質の振成及び地下水位
・過去に行われた土壌分折結果によって基準不適合が認められた盛士部

分の土壌の掘削場所及び採取された地層0
・自然由来で汚染された地層の士壌を含む盛士部分の士壌の再移動の状
況幻

・自然由来で汚染された地層の土壌を含む盛土の工事及び当該盛土部分
の士壌の再移動が完了した時期引

情報の内容

②特定有害物質又は
特定有害物質を含む

圖体・液体の

埋設等(埋設・飛散

流出・地下浸透)

に関する情報

・土壌又は地下水の汚染状況に関する調査結果

詔査の美芯畔期、謂登目肘'r例 t鱸汚契謝契庄、 g"本条勿、征痘
細査ノ、毎査謝奈動疫及ひ達広理脚、珂査地,点、詔登渠度戈財諄査を
庁クた券水層、士鱈戈ぱ地下次中の痔症方害疹貿の鍵度、類建き力占
汚契須西芋

・土壌又は地下水の汚染の除去等の対策
謝黛の笑芯畦苅、謝鳶の内谷僕施ι之絡ず、魂槍、村黛方隊牟ノ、
措置の宏ア艦詔万女仕饗疹美の尿去を庁った好台ノ、寵庄の批紀仕
葬疹契の原去g弗の万厳悲庁った努台ノ

※既存の情報を把握するものであり、改めて土壌又は地下水の汚染状態
に関する測定等の実施を求めるものではない。

Π4

③特定有害物質の
使用等

(製造・使用・処理)

に関する佶報

・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等の有無
・埋設等をした特定有害物質の種類、濃度及び物質の形態
・埋設等をした時期及び場所
・埋設等した特定有害物質の量
・特定有害物質を含む固体・液体を埋設した範囲・深さ・量
・天災等(地震、洪水、高潮、火災)の被災履歴の有無及び被災内容等
※特定有害物質を含む廃棄物が埋設された土地に閧する情報を含打

④特定有害物質又は

特定有害物質を含む

固体・液体の

貯蔵等(貯蔵・保管)

に関する情報

・特定有害物質の使用等の有無
・使用等されていた特定有害物質の種類、濃度及ぴ物質の形態
・特定有害物質を使用等していた時期及び場所
・特定有害物質を使用等していた設備の構造及び深さ
・特定有害物質に係る配管・地下構造物の有無、経路及び設置深度
・特定有害物質の処理施設の有無、処理方法及び設置場所
・特定有害物質の排出経路及び排出先等

公有水面埋立地に閲する情報幻コニ.

⑤その他の情報

過去に行われた土壌分析結果において調査対象地の盛土部分の土壌にっいて基準不適合が認められ、かっ、当該基D
準不適合の理由として調査対象地における人為的原因(オ(面埋立て用材料由来を含む。)による士壌汚染のおそれが
考えにくい場合のみ

2)過去に行われた土壌分析結果において認められた調査対象地の盛土部分の土壌の基準不適合の原因が調査対象地に
松ける人為的原因(水面埋立て用材料由来を含む。)による土壌汚染のおそれ及び盛土材料の掘削場所・地眉におけ
る人為的原因 ok面埋立て用材料由来を含む。)による土壌汚染のおそれによるものと考えにくい場合のみ

3)調査対象地が公有水面埋立地に位置する場合のみ

・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵等の有無
・貯蔵等されていた特定有害物質の種類、濃度及び物質の形態
・貯蔵等を行ってぃた時期、場所、及び施設の形熊、設置深度
・貯蔵等施設における地下浸透防止措置の有無及び措置の内容
・貯蔵等されていた特定有害物質に係る配管・地下構造物の有無、経路
及び設置深度

・貯蔵等されていた特定有害物質の排出経路及ぴ深さ等
・上記の②~④に該当しない調査対象地における士壌の特定有害物質に
よる汚染のおそれに関する情報
・自然由来の士壌の汚染状態に閏する偕報

・水面埋立て用材料由来の土壌の汚染状熊に関する情報幼

公有水面埋立法による埋立て又は干拓による造成履歴の有無
上記の造成が開始された日
廃棄物の埋め立ての有無
都市計画法第8条第1項の規定による工業専用地域への該当の有無



すべての試料採取等区画で士壌ガスが不検出だった場合(地下水を採取した場合にあってはヌ

当該地下水に含まれる試料採取等対象物質が地下水基準に適合したとき)は、ボーリング調査を

行わずに調査を終了することになる。

なお、調査実施者は土壌ガス調査を省略してボヤリング調査を実施することができる。このと

きの試料採取は、単位区画内のすべての土地が「士壌汚染が存在するおそれがないと認められる

士地」である単位区画を除くすべての単位区画の中心で行う(規則第12条)。すなわち「士壌汚

染が存在するおそれが少ないと認められる士地」及び「士壌汚染が存在するおそれが比較的多い

と認められる士地」を含む単位区画の中心において試料採取を行うことができることとした。

また、調査対象地の1区画以上において士壌ガスから試料採取等対象物質が検出された場合や、

土壌溶出量基準に適合しないことが明らかになった場合において、士地の所有者等が望む場合に

は、その時点で土壌汚染の有無の判明していない区画におけるそれ以降の試料採取等を省略でき

る(規則第 H条)。

第一種特定有害物質に関する試料採取等の手順は、図 2.5.2-1に示すとおりである。

ボーリング調査

(単位区画ごとの士壌溶出量調査)

160

※土地の所有者等が自ら希望tる場合
(土壌ガス調査の省略)

士壌溶出量基準に
不適合

試料採取地点の選定

土壌ガス調査

/必要に応じ補完的な土壌ガス調昼':
、による高濃度地点の絞込み,、

^^^^^

調査終了

土壌ガス検出

司、べて

定量下限値未満

土壌溶出垂基講に不適合であるこ
と確認するためのボーリング調査

(相対的高浪度地点)

ーーーーーーーーーーーー、、、

図 2.5.2-1

土壌ガスが検出された
単位区画を土壌溶出量基進に適合

しない、又は第二溶出量基準
に適合しない区画とする

土壌溶出量基推に

不適合

すべて士壌溶出量

基準に適合

第一種特定有害物質の土壌汚染状況調査の手順(地歴調査以降の手乢動

※ボーリング調査により、

士壌溶出量基準に適合して
いることが確認された単位

区画は除く

(調査終了)

要措置区域等の指定

※
土
地
の
所
有
者
等
が
自
ら
希
望
す
る
場
合

(
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
省
略
)

す
ぺ
て
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合



第4章指定の申請

4.1 指定の申請の手順

指定の申請の手順は図4.1-1に示すとおりであり、各手順の概要は以下に示すとおりである(法
第 H条第1項~第3項)。

".

自主調査を実施

汚染状態に関する基準に
適合しないと思料

4.2 指定の申請

士地の所有者等は、法第3条第1項本文、法第4条第2項又は法第5条第1項の規定の適用を受
けない士地の区域にっいて土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査した結果、その汚染状態が
要措置区域の指定に係る基準のうち汚染状態に関する基準に適合しないと思料するときは、都道府
県知事に対し、当該士地の区域にっいて要措置区域等に指定することを申請することができる。 、■^

の場合、当該士地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員
の合意を得なければならない(法第 H条第1項)。これは、当該申請が応諾されることにより、当
該士地が法の規制を受けることになるため、その規制の対象となり得る者の了知しないところで当
該申請が行われることは適当ではないからである(通知の記の第4の3(2))。
な羚、法第3条第1項本文、法第4条第2項又は法第5条第1項の規定による士壌汚染状況調査

の義務が生ずるに至らない士地(仔小有害物質使用特定施設の使用が.廃止されていない時点におけ
る当該有害物質使用特定施設に係る工場Xは事業場の敷地である土地や、法第4条第1項の届出に
係る士地であ。て同条第2項の命令発出前である士地)にっいては、白主的に、公正に、かっ、法
第3条第1項の環境省令に定める方法により調査を行った上で、この申諸を行って法の規制を受け
るのは望ましいことであることから、当該申請の対象となる、のと解することとしている(通知の
記の第4 の 3 (2))。

当該士地にっいての申請に係る調査は、法第3条第1項や法第4条第2項の規定に基づく士壌汚

指定の申請

都道府県知事による審査

図4.1-1 指定の申請の手1順

区域の指定
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資料の症類

誓料を提供すろ者又は収集,・る者

1)羽告対象地の範囲を症定tるための宙料

の土地の用途及び

地妥の高さの変

更,地質に閼司、

る省料

Φ土地の吊途に閏する資
荊

J

による汚染の

おそれを推定

するために有

効な憐料

●一.ー.^

に閨寸る質料

・貴産りスト(固定資産税・都市計回税課税明細書等)
・士地実測図等

、.
.ー

よる汚染状態に閨寸る
告料

・工場案内(見学者向け等)、社史等
・建物・胞設配置図

②特定有害物質又は特定

有害物質を含む固体・被
体の埋詮等(埋詮,飛

散・梳出・地下浸粧)に
関tる質料

^

私的賣料

土地所有考等

・さく弁工事記録

・造成工Ⅲ記緑、盛土の施工記像

・盛土材料の産地証明書

資料調査において入手・把握ずべき資斜の種頚(参考例)

@特定有害物質の使州等
(製造・使用・処理)に

問ナる資料

鬼

特定有害物質の埋設・飛散に閏寸る記録

(特定有害物質の孤類,場所、探さ、量、貯獅笄)
・流出・浸透罫故に閏tる記録

(特定有害物質の殖類、場所.流出・浸遜量、事故発生白時等)

・行政からの指郵、周辺".らの苦愉に闇,ろ記録
(対処内客を含む)

'埋設排された特定有害吻質の発生箇所及ぴ萪動経路に関する記録
・天災・人災(地厩、 1典水、高柳、火誹)の被災記録

・土地の症記Ⅲ項証明書(畳記仰膳*)
・空中写真

(昭和 52年3月15日以降に撮影されたもの)
・廃棄物処理法

(水西堀立地の指定の告示、掛定区域の台帳)

^

@特定有杏物質ヌは特定

有書物質を含む固体・掖

体の貯蔵等(貯蔵・保管)
に開ナる資料

^^^^^甲^^^^^^^.^^

・取扱物質りスト、取扱物質のMS D S

.特定有害物質の使用目的、使用形想.使朋量、使用場所、使用時期
・使用等Lていた施設等の+拝造図

.使用等していた施設等を含む廸物の竣工図
・配管図

・排水経路図

.廃棄物(特定有害物質を含むもの)の保菅場所
取扱物質及び廃粟物の運搬経蹄、迎松方法

公的届出蜜料

土地所有者等【公的届出贇料の副本又は写し)、

・水質汚燭肪止怯の設麿届等(怯第3条調査)

・下水道怯の特定施設設母届排(怯3第条調査)

.調聳命令に係る書頻〔法第4条調査・怯第5条調賓)

(報告書、分析データ等)

・都市託面法,宅地造成等規制法

^

'、?フ

佃その他の盗料

0

・貯蔵等物質りスト、取扱物質のMSDS

・貯蔵等量、貯蔵等場斯、貯蔵等時斯,施設の深庶
・貯蔵穿施設の構造がわかる図面

〔特に地下浸透防止措匿の施行の状況がわかる、の)
・配臂図

・排水経路図

・遜崇経路及ぴ迦搬方怯

、地に闇ナろ情報

評価書、事後調壷〕
・池形図※2

■

何らかの理由により朝査突施者が都泣府県等より入手した公的届出貰料がある場合は、調盗対故に含める:と

、

^

'上記のΦ~@に舷当しないが、調査対象地にわける土填の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な1由報が記喉气れてぃ
る貰料

.「特定有害物質の埋設,飛獣,流出叉は地下への浸透等の騒歴
を確認,、る際に参考になり得ると毒えられる行政手統の伊K届
出等、命令)」事照

【htt :ノ智NW. onv.0.'/WI.tet/do '0/1:州 k"igoi2009. html)

・自然由来の汚染に開ナる質科

リK而哩立て用材料由来の汚染に閉,る安料

" 、虚境影僻詳価怯(準備書、

・造成工事記録

■^..^^^^^■^^^^^^

・土地の登記排項証明書(避記愈贈本)
・公回

・都市計西園等

の 査・対縦に闇,'る安料

(報告書、分析データ等)

・'土地又は建吻の登記事項証明霄(墨紀知膳本)
(空中写真、住宅地図)※1

来1愈物・施設配置図の柿足や過去の工場.事業揚

の立地履屡を把握する端籍として使用する

一股公麦寅料

詔査熊施者

・地形図※2

※2大規摸な土地の形質の喪更につぃては、過去と
現在の地形図の比軟によりわかる場合も劼る

・地姓図、水理基盤図等

・企業父は白怡体の報道発班賓料

,企業の段境報告書、 CS R報告委

・企業父は自治体の報道兄表賣料

・企業の虞坑報告書、 CSR岨告書

'公有水面埋立池{公有水面埋立免許願害、公宥水面埋立免許
変更許可申請書、鰹功噐可申語書、埋立工事若手届等)

・社史、市史

,製造方法等に閑する科学技術論文

.特許に関寸る公開情報(技術情机)

・赴史、市史

・斐措凪区域等の台帳※3

難3自然由来の土壌汚染及ひ水而埋立由来の土填
汚染の事例を碇認寸る

'

こ

表

■

、

一

、

言
罵
丑
一
ミ
ー
一



生所(崎)医学校等遺跡について

(旧長崎市立佐古小学校地とその外周道路を中核として)

生所
臣と

古写百一

臣と

古写百一

2

矢一試,

崎病院遺跡に矧係する

及び当討

六ん』、主

及び当討

,、 1

2018年(平成30年)5月31日木曜日

写百

写百

作成者

〒852-8127

長崎県長崎市大手二丁目十七・四十六・-0二

養生所を考える会代表池知和恭

連絡先 言舌 095-843-3491

携帯電話090-3730-1858

大
口

電



※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より、撮影年代順です。

番号
YI

雁后佐山から見た長崎鳥瞰』

『題名』又は内容

2 『長崎鳥瞰』

3 『小島付近墓地からの市街地』

4 『長崎のパノラマ(10)』

5 痔痔餌病屍届式汚廓の学生達

長崎港
長崎市街
精得館

6

撮影対象

『養生所の写真』精得館構内

長崎市街・精得館

7 『小島養生所と長崎市街地(2)』

長崎市佳i・精得館

8
風.Aボ」ドイン博二ιι長崎の医卓生

たちノ

モノ

クローム

長崎市街・精得館

形状

9

養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

精得館病院冠木門付近
緒方惟準他学生達

290×24

モノ

クローム

長崎医学校』

10

撮影者

精得館(医学所・病院)
仁田頭

291 × 20

モノ

クローム

撮影者未き

長崎優卓友の学生た右J

11

モノ

クローム

着彩

アルハム名
収録資料

289 × 213

精得館・長崎市街

A.F.

ボードイン

長崎の病院』

ボードイン
ニレクション

( 1 )

12

A.F.ボードイン

吉雄圭斎と緒方惟準、松
本銓太郎、学生達

856 × 157

モノ

クローム

F.ベアト

分析究理所』

ボードイン
コレクション

( 1 )

13

モノ

クローム

撮影時期

未詳

小島養生所と長崎市街地(1)』

長崎県病院医学校
長崎市街

慶応元年
(18鮎年)頃

14

F.ベアト

モノ

クローム

小島からの長崎医学校と唐人屋専如

慶応元年
(18闘年)頃

ボードイン
コレクション

(5)

1取昂二
地

マンスフエルト

レウエン・ヘールツ

長与専斎と学生達

15

202 × 173

モノ

クローム

小島養生所と長崎市街地(3)』

長崎

慶応元年
(1865年)以降

長崎医学校/第六大学校駿学
部/第五大学校盤学部/長崎

医学校の病院の南病棟

16

撮影地点

稲佐山中腹

公文附属の図・二三九号長崎県下
古墳墓写真合葬墓遠景之図』

230 × 140

F.ベアト

長崎

慶応元年
(1865年)以降

モノ

クローム

『松香遣稿』
(r松香私志』)
長崎談叢第六十六輯

ヘールツ

分析窮理所構内

午砲の山中腹

A.F.

ボードイン

長崎

長崎病院
又は長崎病院医学教場
長崎市街

慶応元年
(1865年)以降

17

F.ベアト等
アルバム

撮影
方向

86 × 59

モノ

クローム

午砲の山中腹

高野平からの小島山手遠望』

長崎

長崎病院
又は長崎病院医学教場
長崎市街

東南

慶応年間
a部5一朋年)

モノ

クローム

295 × 220

ボードインの
焼損写真集

(上野彦馬)

所蔵者

東山手の丘

長崎大学
附属図書館

長崎

長崎病院
又は長崎病院医学教場
長崎市街

慶応年間
(1865一卵年)

北

モノ

クローム

149 ×フフ

精得館病院冠木門
西,

(上野彦馬)

ホッター
アルノ丈ム

目録
番号等

長崎大学
附属図書館

慶応四年
a868年)初
以前

佐古墳墓/梅毒病院
甲種県立長崎霊学校
長崎市街

長崎

北

モノ

夘ーム

163 × 178

精得館の
分析窮理所屋上
の気象観測所

(マンスフェ
ルト)

6165

整理
番号等

長崎大学
附属図書館

マンスフエルト

アルバム

長崎

東東北

2018年(平成30年)3月21日水曜日養生所を考える会代表池知和恭

モノ

クローム

266 × 195

明治三年
a870年)頃

(マンスフエ

ルト)

121-15-

午砲の山中腹

6158

長崎市街

第五高等中学校医学部
長崎梅毒病院

長崎大学
附属図書館

マンスフエルト

アルバム

朋治元年店人量散処分聞始役
明治三年盾人屋敗消失以前か

北東

^

」ι

長崎

長大D/B

275 × 214

モノ

クローム

上野彦馬

(明治三年から
明治四年
a871年)初)

(精得館の病院
内庭)

1292

121-8-0

Prof. Her

rnen Beu

ke玲の提供

1864年

マンスフエルト

アルノ丈ム

南

270 × 208

モノ

クローム

長崎

(上野彦馬)

6678

28-27-0

明治7年
(1874年)以前

1865年頃

上野彦馬
アルバム

写真6158と近い時期か

北

要件と図像の変化と留意点

午砲の山中腹

備考

撮影者未詳

24-351-0

長崎

明治7年
(1874年)以前

1864年

分析窮理所南に小屋が見えます。
医学所の西面の壁が黒く見えます。
分析窮理所の破風は白です。

長崎大学
附属図書館

モノ

クローム

着栗3

(長崎県病院医学
校の病院内庭)

(北)

,

明治7年以降
明治れ年
(1878年)以前

長崎

袷65年

分析窮理所南に小屋が見えます。
医学所の西面の壁が明るい階調に見えます。

長崎大学
附属図書館

59 × 205

仁田頭

北

明治7年以降
明治11年
(1878年)以前

長崎

5383

分析窮理所南の小屋が撤去され、解剖室建屋が付
加されています。
医学所の西面の壁が明るい階調に見えます。

分析窮理所敷地
南部

長崎大学
附属図書館

最影者未詳

104-20-0

長崎

(東)

7238

明治7住9月24日立山に
官立長仙師孤掌枕を設立

精得館病院冠木門北の建物西面の窓の様子は長崎
大学目録番号6678の写真の様子と似ています。

明治16年
(1883年)
12月

長崎大学
附属図書館、

砲の山中腹

長崎

左長崎談叢青木言己事:円C始ιイed血ヨⅣヨξasak血n0血.
V0ι才NO.1'PI-41g40-1941.^商/.二方ゲる遍勿の国
什医学救青猫凄の妾立ノ高木紺五郎影1図
丙院冠木門南の建物西面に高窓状楢造物が増設。

136-45-0

北

18闘年頃

い島の最初の丘
(雷ケ丘)の頂部を

へ下る

7152

長崎大学
附属図書館

長崎

北

学所冠木門北の建物西面の窓下に構造物が付加
れ、解剖室に勝手口を設置。
学所の西面の壁がやや暗い階調に見えます。

'析窮理所の破風に大きめの斑点が見えます。

1865年頃

135-32-0

明治22年
(18価年)以降
明治24年頃迄

M048

長崎大学
附属図書館

長崎

0文久二年U862年)ボードインは来崎
0塵応四年釖ボードインは大坂に向かいます。
'景建物は精得館の建物ではないと考えられます。
{ードインの居宅でしょうか。位置は、居留地、出島、
"得館周辺の洋館の可能性がありそうです。

北

砲の山中腹
氏部

1875年

MO05

M-48-0

長崎大学
附属図書館

西西北

0明治三年ヘールツは出島に住所があります。
学校東部に新しい寄宿舎、西部に平屋建洋館(ヘー

レツの居宅の蓋然性が高い)、病院冠木門南に単立の
階屋が設置されています.
生所病院西面壁、医学所西面壁、旧分析窮理所
風が黒く見えます。

M010

1871年頃

長崎

長崎大学
附属図害館

M-5-0

西西北

頭山付近か
未確i翻

5306

M-10-0

1871年頃

長崎大学
附属図書館

崎県病院医学校の病院の玄関前で撮影された可
。性がありますが、出島等他の場所で撮影された可
。性もあります。

北

102-12-0

6066

1871年頃 1

国」ι

公文書館

院南病棟西部屋根に旧冠木門北に設諸された単
の二階屋が南の切饗を見せて連結、旧分析窮理
西の屋根に建屋が連結されています。

118-40-0

6128

年代未詳

西西北

明治7年ヘールツは東上します。
分析窮理所西より屋根に登る梯子が設置されてい
す。背景に北寄宿舎が見えます。

岬.,.附AO0239100
"'闘 003

.,噛.本館

120-18-0

長崎大学
附属図書館

1.874頃

ム11

。病院南棟と北棟間西部旧冠木門付近に一体
連結された二階屋を設置。旧医学所を改築、明治
1年以前の図面、明治11年以後の図面を参照方。

^

8日

カ"エ。病院で北病棟

院東部の建屋配置は写真MO05と同一です。旧分
窮理所の煙突を喪失。北部の寄宿舎が確認でき
せ',。

代未詳

2871

゛.、

真6066と同一写真

58-11-0

^

日 ム14

建のまま、南棟平屋建に改築の二棟犠成か。旧医
所及び東寄宿舎撤去、北二棟曲屋形寄宿舎新設.

ん゛,凡
、と

e t厶15

日

代未詳 3

力

:ム22

ξ平屋建,北病棟東端の厨と敷地東北階の小屋を喪
、南病棟の西ν3程を短縮.南北病棟問内庭に寄
二階建洋館が新設,視認不能だが西部に平屋建
館新設及び北病棟短縮の可能性(本紙整理番号
3)。病院敷地北面と東面を削減し西西を拡張し又
戸を敷地内に取込んだ可能性1挺也東面石垣高は
真6066と比較して縮小し根石は水平かj魚也東
隅の石垣上部に傾斜物欠と其中央に階段が見え
様。医学校南部に体操場を、同正門東に小型建物
視認。他は明治15年現在の図面を参照方。

て

^

。北棟二

ノ
ノ
ノ色

.
、
゛

ー
ー

ー
る
を



※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より、撮影年代順です。

番
Ⅵ

18
図3『甲種長崎医学校正門と
校務室(階下)および新講堂(階上)』

『題名』又は内容

19 『佐古分校』

20
『第一回卒業生尋常科高等科
明治四十四年三月』

^

21
『第二回卒業生尋常科高等科
明治四十玉年三月』

22 『大正元年十一月現在職員』

甲種長崎医学校正門と
校務室(階下)
および新講堂(階上)

撮影対象

23 『第四回卒業生大正三年三月』

第玉高等中学枝医学部
第五高等学校医学部等
分教場正門一帯

24 『第十一回卒業生大正十年三月』

長崎市佐古尋常高等小学校

教員と卒業生
日分析窮理所建物

25

色彩

『第十二回卒業生大正十一年三月』

長崎市佐古尋常高等小学枝

教員と卒業生
日分析窮理所建物

モノ

クローム

26

形状

養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

第十二回卒業生大正十一年三月』

長崎市佐古尋常高等小学校
現在職員
日医学校新講堂建物

モノ

クローム

27

撮影者

大正14年の様子』
鉄筋コンクリート3階建校舎竣工~
現在のプールの場所です~

長崎市佐古尋常高等小学校

教員と卒業生
日分析窮理所建物

モノ

クΠーム

28

アルハム名
収録資料

大正14年の校舎』
前はトイレ

長崎市佐古尋常高等小学校

教員と卒業生
日医学枝新講堂建物

モノ

クローム

長崎談叢第六十九輯
昭和玉十七年十二月二
十日発行「明治中期、

佐古施設使用時期の長

崎医学扶と県立長崎病

院」青木義亜 P140

29

匝

長崎市佐古尋常高等小学校

教員と卒業生
旧分析窮理所建物

1865年建築の分析究理所の近影』

モノ

クローム

長崎医学専門
Ji三・1父大正6年【t911年)
卒業アルバム

30

撮影時期

長崎市佐古尋常高等小学校

教員と卒業生
日医学枝新講堂建物

モノ

クローム

第二十五回尋常科卒業生昭和十
三月』

卒業記念写真
佐古小アルバム

31

現佐古小學校校舎一部
分析窮理所(平屋百二十坪)

昭和十一年三月十一日長崎要塞司令部検閲済)』

長崎市立佐古小学校
大正14年竣土の鉄筋コンクリート
3階建校舎

モノ

クローム

撮影
地

明治22年
(18価年)以降
明治35年頃迄

卒業記念写盲
佐古小アルバム

32

長崎市立佐古小学校
大正14年竣工の鉄筋ロンウリート
3階建校舎とその南部のトイレ

西洋腎學發祥地遺跡(現長崎保健
合小島病院)』

モノ

クローム

長崎

」

撮影地点

明治44年3月

記念写真
佐古小アルバム

33

長崎医学枝又は分
教場正門北西路上

西洋腎學發祥地構内記念碑
其のー)』

モノ

クローム

長崎

日分析究理所建物一帯

言己念写真
佐古小アルハ、ム

明治44年3月

34

分教場北
隣接道路上

西洋暫學發祥地構内記念碑
其の二)』

モノ

クローム

撮昂二
方向

尋常科卒業生
大正十三年竣工の鉄筋
コンクリート三階建校舎

長崎

記念写真
佐古小アルバム

大正元年訂月

35

長崎市佐古尋常高
等小学枝枝庭

モノ

クRーム

東南

長崎

養生所の記念碑』

言己念写真
佐古小アルバム

大正3年3月

所蔵者

日分析究理所建物

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

長崎

モノ

クローム

東南

現長崎保健組合
小島病院

大正10年3月

記念写真
佐古小アルバム

目録
番号等

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

長崎保健組合
小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

長崎

南南東

大正れ年3月

モノ

クローム

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

整理
番号等

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

2m8年(平成30年)3月21日水耀日養生所を考える会代表池知和恭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎保健組合
小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

長崎

南南東

モノ

クローム

(高木教授)

大正れ年3月

閉枝記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

日長崎市立
佐古小学枝
複写池知和恭

長大D/

長崎

南

モノ

クローム

長崎談叢第六十六輯
昭和五十七年十一月十

五日発行「長崎医科大

学諸教擾の医学史と洋
学伝来史に関する欧文
論文」青木義勇訳注

小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

大正14年か

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

南南東

モノ

クローム

大正14年か

『佐古分校』と同じ写真ですが、トリミングが異なり画
質が劣ります。
附記からすると甲種長崎医学校時代に撮影された可
能姓がありますが不明です。

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

記念写真
佐古小アルバム

要件と図像の変化と留意点

南南西

備考

大正14年以降
昭手ル10年3月
以前

(昭和6年帥0、)

長崎

モノ

クローム

当該写真は、火正期の小学校卒業写真と比較し、
医学校講堂棟に損傷が少ない為、明治期の分教場
時代の写真と推測します。
正門乎前道路は石畳等で全面舗装されていません。

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

崎市立佐古小学
立校庭

絵葉書
佐古小写真群

南南東

長崎

ノ

ローム

昭和十一年長崎県
史蹟名勝天然記念
物第八輯
第六十二圖版

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

崎市立佐古小学
交校庭

昭和10年3月

◇旧精得館の分析窮理所建物を背景に選択。

西南

召和6年以降
召和11年3月
父則

昭和十一年長崎県
史蹟名勝天然記念

第八輯
第六十三圖版

崎

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

0旧精得館の分析窮理所廷物を皆景に選択。
向か?て左の後方に平屋建の北病棟と南北病棟問
の内庇中央の寄棟屋根二階建洋館が見えます。

崎市佐古尋常高
小学校校庭

北北東

昭和十一年長崎県
史蹟名勝天然記念

第八輯
第六十四圖版

(高木教授)

◇旧甲種長崎医学枝の新講堂玄関を背景に選択。
玄関前面に半円形三段程の石段が見えます、中央
は天板付二石材、両側は天板なし一石材です。

召和11年以前

崎

南南西

崎市佐古尋常高
小学校校庭

長崎談叢第六十六輯

昭和五十七年十一月十

五日究行「長崎医科大
子諸教授の医掌史と洋

伝来史に閏する敵文

文」青木義勇訳注

0旧精得館の分析窮理所建物を背景に選択。
当時の敷地東部境界線付近の様子がわかります、
敷地東方は旧分析究理所建築平面よりゃや高いよう
です。

召和11年以前

崎
崎市佐古尋常高
小学校校庭

◇旧甲種長崎医学校の新講堂玄閏を背景に選択。
玄関両翼とその庇は応急修理と推測します。玄閏前
面に半円形三段の石段が見えます、向かって左側は
天板なし一石材。西部に石造練塀が晃えます。

東

召和11年以前

崎
崎市佐古尋常高
小学;父キ父企

0旧精得館の分析窮理所建物を皆景に選択。
向かって左後方の病院の寄棟屋根二階建洋館の壁
が黒くなっています。
敷地東方は当時の地図に養鶏場とあります。

崎

召和11年以降
0和15年以前

南西

崎保健組合
、島病院敷地内

日長崎市立
左古小学校
写池知和恭

ノ

0旧甲種長崎医学校の新講堂玄関を背景に選択。
日新講堂建物の基碓や建物南部の附属施設を視認
(ヘールツ・ハウス附属施設遺権の可能性)。建物北東部
に礫の構造物、建物一帯の排水の為に斜面を形成
したと推測、排水満が椅築されるのはさらに後世か。

崎

東

崎保健組合
、島病院敷地内ノ

南

崎ノ

工建蛭空旦^。
新築当時か。
建物南に隣接する地面が築造後問もないと見える。

正14

、島病院敷地内

3

ヒ北西

31日

工珪鰹嬰越^。
新築当時か。
西部に柵が見えます。

正14

コン

3

ヒ西

31日

左長崎言炎叢青木言己事:Aot8ιled!ca Negasak血n0冶
V0ιtNO.1、ρ.1-4,/g40-1g41.r長崎i二'おiナ'暴勿の国
立医学穀淳応於の凄立ノ高式削五鄭劣了図
運動場平面切下げ、分析究理所後背に明治40年一大
正8年に完成の木造二階建校舎。昭和6年以前か。

正14

1^

12

コ.ノ

25

聿六▲'エ

^

旧分析窮理所北石垣斜面に手摺設置。(本紙整理番
号29の旗竿は設置されてないと見える。)

ルの軍

老、企y l

E力

工 の工

旧分析窮理所建物北西至近距離に旗竿設置。

6

0工0

口

5

の

小島病院西に隣接する道路は石畳であったと聞く。
現在の長崎市道稲田町館内町1号線の東部は舗装
されておらず、西部から東部へ未舗装部分に高低差
あり。北面石垣西部根石付近石垣は作行が相違。

六金: 206t21日

ート三

:こ。

^

整理番号33:長崎談叢青木義勇訳注記事に掲載の
Actヨιfedb.Ⅳヨ'ヨ$akmnC●.ν'0ι!ん,0./.P.1-41,40-
四41./長貯仁方ゲる遍勿の目立底学敷淳応詔の於
立ノ高木繕五肋菊4図

上:林郁彦学長揮毫、上左Pompeゞ.M.の像、上右
松本良順の像、下:pompe".M.『日本における5年』
の挿絵病院全景、片面:オランタ、大使Jcpabstの詩。
注(13)現在の佐古小学校別棟の地、石段を昇った
すぐ左手にあった。後方には当時この碑のすぐ裏手
まで木造校舎が延びていた。この碑は昭和三十二年
長大医学部構内に移され、代りに原碑のブロンズ中
最も意義が深い林学長揮毫「養生所趾」を主体にし
た新記念碑が、場所を変え、同校本棟運動場に面す

玄閔付近に設置された。

宅又宙

の 7

二

Ⅱ
日



※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より.、撮影年代順です。

36
鵬系立高女専攻科生昭和十四年一
月』

『題名』又は内容

37 『昭和十六年三月清水枝長卜校舎』

38 『二三年生』

39

『旧職員室
昭和二十五年六月二十一日
解体』(二葉)

40

『旧職員室
昭和二十五年六月二十一日
解体』(左上)

教員と縣立高女専攻卒業生
旧分析窮理所建物
昭和6年竣工校舎
東部拡張した運動場

41

撮影対象

『旧職員室
昭和二十五年六月二十一日
解体』(右下)

^

清水校長、長崎市佐古
尋常高等小学校構内

42
昭和31年(創立50周年)

『吉岡実雄氏寄贈の二宮尊徳像』

旧分折露理所建物、註訪コンクリート三階豊佐含

長崎市立佐古小学校
教員と卒業生
旧分析窮理所建物

43

色彩

卵召和四十年頃佐古小学校』(三葉)

長崎市立佐古小学校
旧分析窮理所建物

モノ

クローム

44

形状

養生所/(、長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

『昭和40年頃』

長崎市立佐古小学校
日分析窮理所建物

モノ

クローム

45 『昭和40年頃』

撮影者

長崎市立佐古小学校
日分析窮理所建物

46

モノ

クローム

古小アルバム(六冊)

長崎市立佐古小学校

アルハム名
収録資料

47

モノ

クローム

二宮耳珪伐,木這二献建校音玄間付近

詔和5年後工木造校音

左古小写真群(十玉葉)

記念写真
佐古小アルバム

モノ

クローム

48

ありがとう佐古小学校
ako Forever 1906~2015

崎市立佐古小学校閉校記念誌
、,成28年3月』

長崎市立佐古小学校

記念写真
佐古小アルバム

撮影時期

モノ

クローム

長崎市立佐古小学校
全尿

昭和14年1月

記念写真
佐古小アルバム

モノ

クローム

長崎市立佐古小学枝
近j丑

撮影
地

昭手m6年3月

記念写真
佐古小アルバム

佐古小アルバム

モノ

クローム

長崎

(昭和23年)

記念写真
佐古小アルバム

撮影地点

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

佐古小写真群

モノ

クローム

長崎

昭和25年6月
21日

記念写真
佐古小アルハ、ム

長崎市佐古尋常高
等小学校枝庭

モノ

クローム

長崎

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

昭和25年6月
21日

撮影
方向

長崎市立佐古小学
校校庭

カラー
ホ゜ジ

南西

長崎

昭和25年6月
21日

所蔵者

佐古小写真群

長崎市立佐古小学
校校庭

カラー
ホ゜ジ

原版
24 × 36

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

北

昭和31年

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

長崎市立佐古小学
校校庭

原版
24× 36

目録
番号等

モノ

クローム

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

池知和然

長崎

西北

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

昭和40年頃

長崎市立佐古小学
校校庭

整理
番号等

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

池知和恭

長崎

北
北西

2018年(平成30年)3月21日水曜日養生所を考える会代表池知和恭

記念写真
佐古小アルハ、ム

長崎市立佐古小学
校校庭

昭和40年頃

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長大D/B

北

長崎

佐古小写真群

昭和40年頃

①東山手の丘
②佐古小鉄筋コンク
リート三階建校舎
③佐古小校庭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和菰

平成24年
(2012年)10月
30日火曜日

北西

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

長崎

θ刀

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

平成24年
(2012年)10月
30日火曜日

長崎市立佐古小学
校鉄筋校舎北塔上

背景に、旧分析窮理所建物、昭和6年竣工の特別教
室等校舎、昭和14年に東部を拡張した運動場、が見
えます。

北

要件と図像の変化と留意点

長崎

14

備考

長崎市立佐古小学
校校庭

5日宙

東北
東南
南南東

長崎

0力

長崎市立佐古小学
校校長室にて

16

^

日刀

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

4

旧精得館の分祈窮理所建物の窓ガラスが複数破損
しています。

1日

22

東南

長崎市立佐古小学
校校長室にて

^

4

θ刀

1臼

長崎

317t

南

25

蓋壬。

ンへの

6

0

^

゛,4

日精得館の分析窮理所建物の多数の破損した窓ガ
ラスが木の板でふさがれています。

20日

こナj、..ー

」.

ハ"とナ

ナ

池知和恭

日精得館の分析窮理所建物の入母屋屋根の北東隅
端部が破損しています。

0

生の

明治40年から大正8年に築造増築された木造二階建
校含の玄関付近、当該玄閏付近に設置された二宮尊
徳像、背景に昭和6年竣工の木造枝舎が見えます。

0

■"『

池知和恭

^

0力 25

長崎市立
図書館

1日

工

゛" 1

10

^

、金:

"

5

^

賀

22日

1士コ、

3 30日

卵召和四十年頃佐古小学校』(三葉)中段②と同一
の写真である可能性があります。

( 3/3 )

0

◆:

工

庁務員舎東部が増築されています。

L

寸、50

ーエ。旦丑璽132^旦

平成24年(2012年)10月30日火曜日池知和恭が長崎
市立佐古小学校に馬場昭洋校長先生を訪問して同
校校長室に保管の写真群を校長室にて複写又は撮
影しました。(所蔵者欄:複写/所蔵池知和恭即葉)

。畷扣4匝^旦聿'

、': 6

六◆,

工

壷゛'企:

工

平成24年(2012年)10月30日火畷日池知和恭が長崎
市立佐古小学校に馬場昭洋枝長先生を訪問して同
校校長室に保管の写真群を校長室にて複写又は撮
影しました。(所蔵者欄:複写/所蔵池知和恭ぞ0葉)

、。!丑扣
46

工

ム

3

^

校記之誌』ありがとう佐古小学樫一晃行日平辰Z8年2円宅8日
行壹佐古小学柱間怯寓行委員会編無怯古小学柱閉畝質詐委員会此主誌部
風牢覇島長仙市立佐古小学佳

T柘0-0田1 長■市西小島1丁目コ菩1号ΥEL伽5一■壯ー24ヨ0 F厶XO"一■壮一"15
劇・製本早和堂オコセコト印制
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